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震災対策編 

第１章 第１節 計画作成の趣旨 

現 行 修 正 案 

 

第１節 計画作成の趣旨 

 

４ 松本市国土強靭化地域計画の基本目標を踏まえた防災計画の作成等 

松本市国土強靱化地域計画は、大規模災害等に対する地域の脆弱性を克服し、事前防災 

及び減災その他迅速な復旧等に資する施策を総合的に実施するため、国土強靱化の観点か

ら本市における様々な分野の指針となる計画として「強くしなやかな国民生活の実現を図

るための防災・減災等に資する国土強靱化法」第１３条に基づき策定されている。 

また、本市では、地理的・地形的な特性から多くの災害が予想されることから、平時か 

ら大規模自然災害等に備えた地域づくりを行うことが重要であり、大規模自然災害等への

備えについて、従来の狭い意味での「防災」の範囲を超えて、総合的な対応が必要となる。 

このため、本市における国土強靱化は、いかなる災害等が発生しようとも、 

①人命の保護が最大限図られること。 

②市及び地域の重要な機能が致命的な障害を受けず維持されること。 

③市民の財産及び公共施設に係る被害の最小化 

④迅速な復旧復興を基本目標として、「強さ」と「しなやかさ」を持った安全・安心な 

地域社会の構築に向けた「国土強靱化」（ナショナル・レジリエンス）を推進する。 

 

 

 

 

第１節 計画作成の趣旨 

 

４ 松本市国土強靭化地域計画の基本目標を踏まえた防災計画の作成等 

松本市国土強靱化地域計画は、大規模災害等に対する地域の脆弱性を認識し、その克服 

に向けて事前防災及び減災その他迅速な復旧等に資する施策を総合的に実施するため、国

土強靱化の観点から本市における様々な分野の指針となる計画として「強くしなやかな国

民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化法」第１３条に基づき策定さ

れている。 

また、本市では、地理的・地形的な特性から多くの災害が予想されることから、平時か 

ら大規模自然災害等に備えた地域づくりを行うことが重要であり、大規模自然災害等への

備えについて、従来の狭い意味での「防災」の範囲を超えて、総合的な対応が必要となる。 

このため、本市における国土強靱化は、いかなる災害等が発生しようとも、 

①あらゆる自然災害において、人命の保護が最大限図られること。 

②市及び地域の重要な機能が致命的な障害を受けず維持されること。 

③市民の財産及び公共施設に係る被害の最小化 

④迅速な復旧復興を基本目標として、「強さ」と「しなやかさ」を持った安全・安心な

地域社会の構築に向けた「国土強靱化」（ナショナル・レジリエンス）を推進する。 
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震災対策編 

第１章 第４節 防災面から見た松本市の概要 

現 行 修 正 案 

 

第４節 防災面から見た松本市の概要 

 

第１ 自然的条件 

３ 気候  

    松本市の気候は、位置と地形の関係上、きわめて顕著な内陸性気候の特性を示して

いる。 

    年平均気温は１３．０℃、年平均湿度６６％である。降水量の年合計は、１，２１

５．５ｍｍで冬期に少なく梅雨期に多い。年平均風速は、２．６ｍ／ｓｅｃ、最大風

速１０ｍ／ｓｅｃ以上の年間日数は６．０日で、春先の南の強風はこの地方特有の現

象である。 

年間日照時間は２，２２５．７時間で、県内の他地域や国内の主要都市と比較して

多いといえる。 

災害との関係では、梅雨期の梅雨前線や、夏期の雷雨による大雨、通過又は接近

する台風による大雨や強風があげられ、その他、春先の南岸低気圧による大雨、春

のおそ霜やひょう等も気象の特徴としてあげられる。 

 

第２ 社会的条件 

５ 鉄 道 

    市内を走る鉄道は、松本駅を中心に、ＪＲ篠ノ井線、大糸線、中央本線、アルピコ

交通上高地線が乗り入れている。 

    本市は県下中南信の中核都市として重要な位置を占めている。 

    平成２７年の一日あたりの市内の駅乗車人員は、ＪＲ線（松本駅、村井駅、平田 

駅、南松本駅、北松本駅）で約２１，９００人、アルピコ交通上高地線で約４，６０

０人である。 

    一方、生活路線バスについては、主にアルピコ交通㈱が運行しており、平成２７年

の一日あたりの利用者は、約６，２００人である。 

    他に、松本市が運行に係わる市営バスや西部地域コミュニティバス等があり、平成

２７年度の利用者は、約１１７，８００人である。 

     

  ６ 航 空 

昭和４０年に開港し平成６年７月にジェット化開港した県営松本空港は、県内唯一

の空の玄関として、現在はフジドリームエアラインズ・ＦＤＡが、福岡線、札幌線を

小型ジェット機により毎日運航している。 

 

第４節 防災面から見た松本市の概要 

 

第１ 自然的条件 

３ 気候 （値は松本地域特別気象観測所の平年値(統計機関1991～2020年)） 

    松本市の気候は、位置と地形の関係上、きわめて顕著な内陸性気候の特性を示して

いる。 

    年平均気温は１２．２℃、年平均湿度６８％である。降水量の年合計は、１，０４

５．１ｍｍで冬期に少なく梅雨期に多い。年平均風速は、２．４ｍ／ｓｅｃ、最大風

速１０ｍ／ｓｅｃ以上の年間日数は３．８日で、春先の南の強風はこの地方特有の現

象である。 

年間日照時間は２，１３４．７時間で、県内の他地域や国内の主要都市と比較して

多いといえる。 

災害との関係では、梅雨期の梅雨前線や、夏期の雷雨による大雨、通過又は接近

する台風による大雨や強風があげられ、その他、春先の南岸低気圧による大雨、春

のおそ霜やひょう等も気候の特徴としてあげられる。 

 

第２ 社会的条件 

５ 鉄 道 

    市内を走る鉄道は、松本駅を中心に、ＪＲ篠ノ井線、大糸線、中央本線、アルピコ

交通上高地線が乗り入れている。 

    本市は県下中南信の中核都市として重要な位置を占めている。 

    令和５年の一日あたりの市内の駅乗車人員は、ＪＲ線（松本駅、村井駅、平田駅、

南松本駅、北松本駅）で約２０，８００人、アルピコ交通上高地線で約４，７００人

である。 

    一方、生活路線バスについては、令和５年４月から公設民営ぐるっとまつもとバス

として、市が制度設計をし、民間事業者が運行しており、令和５年度の利用者は、市

営バスを含め、約２，１６２，７００人である。 

   

 

  ６ 航 空 

昭和４０年に開港し平成６年７月にジェット化開港した県営松本空港は、県内唯一

の空の玄関として、現在はフジドリームエアラインズ・ＦＤＡが、福岡線、札幌線、

神戸線を、日本航空・ＪＡＬが、大阪線を小型ジェット機により運航している。 

2



震災対策編 

第１章 第４節 防災面から見た松本市の概要 

現 行 修 正 案 

信州まつもと空港利用状況（平成２８年度） 

※１ 現在、ＦＤＡは航空貨物の取扱いを行っていない。

※２ 就航率は、路線毎の年間運航便数を福岡便を１，０４６便（4便/日×365日)、

札幌便を７３０便(2便/日×365日)、として算出 

便 就航便数 

（便） 

就航率 

（％） 

利用客数 

（人） 

航空貨物取扱量 

（ｋｇ） 

福岡便 １，０３３ ９８．８ ７２，１３１ ０ 

札幌便 ７１２ ９７．５ ４２，４４４ ０ 

（新設） 

（新設） 

（新設） 

計 １，７４５ ９８．２ １１４，５７５ ０ 

信州まつもと空港利用状況（令和５年度） 

※１ 現在、ＦＤＡ、ＪＡＬは航空貨物の取扱いを行っていない。

※２ 札幌便（丘珠）は３月～１０月、大阪便は８月のみの季節運航便

便 就航便数 

（便） 

就航率 

（％） 

利用客数 

（人） 

航空貨物取扱量 

（ｋｇ） 

福岡便 １，４４３ ９８．６ ８８，０９６ ０ 

札幌便 

（新千歳） 

８８４ ９７．４ ５７，８１４ ０ 

札幌便 

（丘珠） 

４２１ ９９．３ ２４，８５８ ０ 

神戸便 １，４４３ ９８．８ ８０，６３８ ０ 

大阪便 ６０ ９６．８ ３，４３１ ０ 

計 ４，２５１ ９８．４ ２５４，８３７ ０ 
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震災対策編 

第１章 第５節 被害想定 

現 行 修 正 案 

 

第５節 被害想定 

 

第３ 被害想定 

４ ため池被害の予測（産業振興部） 

    市内のため池１０４か所はすべて土堰堤で、一部において堰堤決壊が予想され、二

次的災害として土石流、洪水の被害の発生が予測される。 

 

１０ 災害廃棄物発生量（推計）について 

    「糸魚川-静岡構造線断層帯（全体）」の地震が発生した場合、震度６強以上の揺れ

が想定される地域を中心に、災害廃棄物は1,956,209トン発生すると想定される。 

 

 

 

第５節 被害想定 

 

第３ 被害想定 

４ ため池被害の予測（産業振興部） 

    市内のため池１０３か所はすべて土堰堤で、一部において堰堤決壊が予想され、

二次的災害として土石流、洪水の被害の発生が予測される。 

  

１０ 災害廃棄物発生量（推計）について 

    「糸魚川-静岡構造線断層帯（全体）」の地震が発生した場合、震度６強以上の揺れ

が想定される地域を中心に、災害廃棄物は2,803,797トン発生すると想定される。 
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震災対策編 

第２章 第１節 地震に強い市づくり 

現 行 修 正 案 

 

第１節 地震に強い市づくり  

 

第３ 計画の内容 

２ 地震に強いまちづくり 

   ⑵ 実施計画 

    ア 【市及び広域消防局が実施する計画】（全庁、広域消防局） 

（ｱ） 地震に強い都市構造の形成 

     （追加） 

 

 

 

３ 災害危険区域の把握 

⑴ 現状及び課題 

     本市区域内における災害危険区域、箇所は、地すべり危険箇所４２か所、急傾

斜地崩壊危険箇所５５１か所、土石流危険渓流２９１か所、重要水防区域１５１

か所、山腹崩壊危険地区１６４か所、崩壊土砂流出危険地区１８４か所、農業用

施設の危険区域１０４か所で、合計１４８７か所が把握されている。（資料編、資

料７～１２、１５参照） 

          これらの危険区域、箇所は、降雨や地震により災害の発生が予想されるので、

事前に把握、調査しておき、災害発生を未然防止するとともに、災害時における

迅速、的確な災害対策を実施する。 

    

 

第１節 地震に強い市づくり  

 

第３ 計画の内容 

２ 地震に強いまちづくり 

   ⑵ 実施計画 

    ア 【市及び広域消防局が実施する計画】（全庁、広域消防局） 

（ｱ） 地震に強い都市構造の形成 

    ｄ 所有者不明土地を活用した防災空地、備蓄倉庫等の整備、災害発生のお

それのある所有者不明土地の管理不全状態の解消等、所有者不明土地の利

用の円滑化等に関する特別措置法に基づく措置を活用した防災対策を推進

するものとする。 

３ 災害危険区域の把握 

⑴ 現状及び課題 

     本市区域内における災害危険区域、箇所は、地すべり危険箇所４２か所、急傾

斜地崩壊危険箇所５５１か所、土石流危険渓流２９１か所、重要水防区域１５１

か所、山腹崩壊危険地区１６４か所、崩壊土砂流出危険地区１８４か所、農業用

施設の危険区域１０３か所で、合計１４８６か所が把握されている。（資料編、資

料７～１２、１５参照） 

          これらの危険区域、箇所は、降雨や地震により災害の発生が予想されるので、

事前に把握、調査しておき、災害発生を未然防止するとともに、災害時における

迅速、的確な災害対策を実施する。 
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震災対策編 

第２章 第５節 救助・救急・医療計画 

現 行 修 正 案 

 

第５節 救助・救急・医療計画 

 

第３ 計画の内容 

２ 医療資機材等の備蓄 

   ⑵ 実施計画 

ウ 【関係機関が実施する計画】 

（ｱ） 日本赤十字社長野県支部松本市地区、（一社）松本市医師会、まつもと医療

センター・信大病院等は、機関ごとに必要な医療用資機材、医薬品の確保を

図る。また、迅速で効率的な供給体制について関係機関とあらかじめ調整を

行う。 

長野県医薬品卸協同組合、長野県医科器械同業組合及び（一社）日本産業・

医療ガス協会関東地域長野県支部は、次に掲げる事項を行う。 

 

 

 

 

 

第５節 救助・救急・医療計画 

 

第３ 計画の内容 

２ 医療資機材等の備蓄 

   ⑵ 実施計画 

ウ 【関係機関が実施する計画】 

（ｱ） 日本赤十字社長野県支部松本市地区、（一社）松本市医師会、まつもと医療

センター・信大病院等は、機関ごとに必要な医療用資機材、医薬品の確保を

図る。また、迅速で効率的な供給体制について関係機関とあらかじめ調整を

行う。 

長野県医薬品卸協同組合、長野県医療機器販売業協会及び（一社）日本産

業・医療ガス協会関東地域長野県支部は、次に掲げる事項を行う。 
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震災対策編 

第２章 第６節 消防・水防活動計画 

現 行 修 正 案 

 

第６節 消防・水防活動計画  

 

第３ 計画の内容 

２ 水防計画 

⑵ 実施計画 

ア 【市が実施する計画】（危機管理部、建設部、環境エネルギー部、産業振興部、 

住民自治局、総合戦略局） 

（ｲ） 水防倉庫の整備及び水防用・応急復旧用資機材、排水対策用の移動ポンプ 

備蓄ほか次に掲げる事項 

ａ 重要水防区域周辺の竹立木、木材等、洪水時等に使用できる資材の確認 

 

 

 

 

 

第６節 消防・水防活動計画 

 

第３ 計画の内容 

２ 水防計画 

⑵ 実施計画 

ア 【市が実施する計画】（危機管理部、建設部、環境エネルギー部、産業振興部、 

住民自治局、総合戦略局） 

（ｲ） 水防倉庫の整備及び水防用・応急復旧用資機材、排水対策用の移動ポンプ 

備蓄ほか次に掲げる事項 

ａ 重要水防区域周辺の立竹木、木材等、洪水時等に使用できる資材の確認 
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震災対策編 

第２章 第７節 要配慮者支援計画 

現 行 修 正 案 

 

第７節 要配慮者支援計画 

 

第２ 主な取組み 

６ 土砂災害警戒区域、土砂災害危険箇所等及び浸水想定区域内の要配慮者利用施設

における避難誘導等の体制強化に努めるとともに、これらの施設に対する連絡・通

報体制の強化を図る。 

 

第３ 計画の内容 

１ 要配慮者支援計画の作成 

ア 【市が実施する計画】（健康福祉部、こども部、危機管理部、住民自治局、 

           建設部） 

   (ｱ) 避難行動要支援者の把握 

        市は、避難行動要支援者の把握に努め、災害時に迅速な対応が取れるよう、

避難行動要支援者の特性に応じて、避難行動要支援者名簿を整備し、管理す

る。 

 

 

 

        （追加） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第７節 要配慮者支援計画 

 

第２ 主な取組み 

６ 土砂災害警戒区域等及び浸水想定区域内の要配慮者利用施設における避難誘導等

の体制強化に努めるとともに、これらの施設に対する連絡・通報体制の強化を図

る。 

 

第３ 計画の内容 

１ 要配慮者支援計画の作成 

   ア 【県が実施する計画】 

    県は、市町村における個別避難計画に係る取組に関して、事例や留意点など 

の提示、研修会の実施等の取組を通じた支援に努めるものとする。 

イ 【市が実施する計画】 

（健康福祉部、こども部、危機管理部、住民自治局、建設部） 

(ｱ) 避難行動要支援者の把握 

       市は、避難行動要支援者の把握に努め、災害時に迅速な対応が取れるよ 

う、避難行動要支援者の特性に応じて、避難行動要支援者名簿を整備し、管理

する。 

    (ｻ) 個別避難計画作成の努力義務 

市は、本計画に基づき、危機管理部及び健康福祉部の連携の下、福祉専門

職、社会福祉協議会、民生委員、地域住民、ＮＰＯ等の避難支援等に携わる関

係者と連携して、名簿情報に係る避難行動要支援者ごとに、作成の同意を得

て、個別避難計画を作成するよう努める。この場合、例えば積雪寒冷地におけ

る積雪や凍結といった地域特有の課題に留意するものとする。また、個別避難

計画については、避難行動要支援者の状況の変化、ハザードマップの見直しや

更新、災害時の避難方法等の変更等を適切に反映したものとなるよう、必要に

応じて更新するとともに、庁舎の被災等の事態が生じた場合においても、計画

の活用に支障が生じないよう、個別避難計画情報の適切な管理に努める。 

なお、作成にあたっては、地域の実情に応じ、地域の危険度の想定や要配慮

者本人の心身の状況等を考慮し、優先度が高い要配慮者から作成できるものと

する。 

加えて、被災者支援業務の迅速化・効率化のため、避難行動要支援者名簿及

び個別避難計画の作成等にデジタル技術を活用するよう積極的に検討するもの
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震災対策編 

第２章 第７節 要配慮者支援計画 

現 行 修 正 案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 土砂災害警戒区域、土砂災害危険箇所等及び浸水想定区域内の要配慮者利用施設対策 

⑴ 現状及び課題 

土砂災害警戒区域、土砂災害危険箇所等及び浸水想定区域内に立地している要配

慮者利用施設が被災した場合、避難等に通常以上の時間を要することから、被害の

拡大が予想される。 

このため、迅速な避難誘導等のための体制を確立する必要がある。 

⑵ 実施計画 

ア 【市が実施する計画】（健康福祉部、建設部、危機管理部） 

（ｱ） 土砂災害警戒区域、土砂災害危険箇所等及び浸水想定区域内に立地してい

る要配慮者利用施設に対して、避難確保に関する計画の作成や避難訓練の実

施など防災体制の整備について連携して支援する。 

イ 【県が実施する計画】（危機管理部、総務部、健康福祉部、農政部、林務 

部、建設部、教育委員会） 

県は、土砂災害警戒区域、土砂災害危険箇所等及び浸水想定区域内の要配慮 

者利用施設に対して、避難確保に関する計画の作成や避難訓練の実施など防災体

とする。 

(ｼ) 個別避難計画の事前提供 

市は、本計画に定めるところにより、消防機関、警察、民生委員・児童委

員、社会福祉協議会、自主防災組織など避難支援等に携わる関係者に対し、避

難行動要支援者本人及び避難支援等実施者の同意、または、市の条例の定めが

ある場合には、あらかじめ個別避難計画を提供する。また、個別避難計画の実

効性を確保する観点等から、多様な主体の協力を得ながら、避難行動要支援者

に対する情報伝達体制の整備、避難支援・安否確認体制の整備、避難訓練の実

施等を一層図る。その際、個別避難計画情報の漏えいの防止等必要な措置を講

じる。 

(ｽ) 避難行動要支援者への配慮 

市は、個別避難計画が作成されていない避難行動要支援者についても、避難

支援等が円滑かつ迅速に実施されるよう、平常時から、避難支援等に携わる関

係者への必要な情報の提供、関係者間の事前の協議・調整その他の避難支援体

制の整備など、必要な配慮をする。 

(ｾ) 地区防災計画との調整 

市は、地区防災計画が定められている地区において、個別避難計画を作成する

場合は、地区防災計画との整合が図られるよう努める。また、訓練等により、両

計画の一体的な運用が図られるよう努める。 

５ 土砂災害警戒区域等及び浸水想定区域内の要配慮者利用施設対策 

⑴ 現状及び課題 

土砂災害警戒区域等及び浸水想定区域内に立地している要配慮者利用施設が被

災した場合、避難等に通常以上の時間を要することから、被害の拡大が予想される。 

このため、迅速な避難誘導等のための体制を確立する必要がある。 

⑵ 実施計画 

ア 【市が実施する計画】（健康福祉部、建設部、危機管理部） 

（ｱ）  土砂災害警戒区域等及び浸水想定区域内に立地している要配慮者利用施 

設に対して、避難確保に関する計画の作成や避難訓練の実施など防災体制 

の整備について連携して支援する。 

イ 【県が実施する計画】（危機管理部、総務部、健康福祉部、農政部、林務 

部、建設部、教育委員会） 

県は、土砂災害警戒区域等及び浸水想定区域内の要配慮者利用施設に対して、 

避難確保に関する計画の作成や避難訓練の実施など防災体制の整備について連

携して支援する。 
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震災対策編 

第２章 第７節 要配慮者支援計画 

現 行 修 正 案 

制の整備について連携して支援する。 

ウ 【要配慮者利用施設の管理者が実施する計画】 

土砂災害警戒区域、土砂災害危険箇所等及び浸水想定区域内の要配慮者利用 

施設の管理者は、避難誘導に係る訓練の実施、避難マニュアルの作成等によって

警戒避難体制の確立を図る。 

 

ウ 【要配慮者利用施設の管理者が実施する計画】 

土砂災害警戒区域等及び浸水想定区域内の要配慮者利用施設の管理者は、避難 

誘導に係る訓練の実施、避難マニュアルの作成等によって警戒避難体制の確立を

図る。 
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震災対策編 

第２章 第８節 緊急輸送計画 

現 行 修 正 案 

 

第８節 緊急輸送計画 

 

第３ 計画の内容 

  １ 緊急交通路の確保計画 

⑵ 実施計画 

イ 【県が実施する計画】 

（ｲ） 緊急交通路確保のため、次の対策を講ずる。       （建設部） 

ａ 一次緊急輸送路、二次緊急輸送路を定めて、緊急度の高い箇所から順

次整備し、災害に強い道路交通網整備を推進する。 

３ 輸送体制の整備計画 

⑵ 実施計画 

イ 【県が実施する計画】（危機管理部） 

(ｵ)   輸送協定を締結した民間事業者等の車両については、緊急通行車両標章

交付のための事前届出制度が適用され、発災後、当該車両に対して緊急通

行車両標章を円滑に交付されることとなることから、民間事業者に対して

周知を行うとともに、自らも事前届出を積極的にするなど、その普及をす

る。 

４ 緊急通行車両等の事前確認 

⑴ 現状及び課題 

被災地及びその周辺においては、救急救助、消火、緊急物資の輸送、応急復旧

対策等に従事する車両の通行を最優先で確保しなければならない。 

一般車両を制限する交通規制が円滑、迅速に実施され、応急対策車両が直ちに

被災地において活動が開始できるよう、緊急通行車両事前届出の確認を済ませて

おく。 

⑵ 実施計画 

イ 【県が実施する計画】（警察本部） 

発災時の円滑な交通規制と緊急通行車両等の円滑な通行の確保のため、災

害時における緊急通行車両の確認（資料編参照）により緊急通行車両等の事

前届出事務の確認の確認を行う。 

 

 

 

 

第８節 緊急輸送計画 

 

第３ 計画の内容 

  １ 緊急交通路の確保計画 

⑵ 実施計画 

イ 【県が実施する計画】 

（ｲ） 緊急交通路確保のため、次の対策を講ずる。       （建設部） 

ａ 一次緊急輸送道路、二次緊急輸送道路を定めて、緊急度の高い箇所か

ら順次整備し、災害に強い道路交通網整備を推進する。 

３ 輸送体制の整備計画 

⑵ 実施計画 

イ 【県が実施する計画】（危機管理部） 

(ｵ)   輸送協定を締結した民間事業者等の車両については、緊急通行車両標章

交付のため、従前の事前届出制度が適用される規制除外車両を除き、災害

発生より前に災害対策基本法施行令等に基づく緊急通行車両であることの

確認を行うことができることから、民間事業者に対して周知を行うととも

に、自らも災害発生前の確認を受ける。 

４ 緊急通行車両等の確認 

⑴ 現状及び課題 

被災地及びその周辺においては、救急救助、消火、緊急物資の輸送、応急復旧

対策等に従事する車両の通行を最優先で確保しなければならない。 

一般車両を制限する交通規制が円滑、迅速に実施され、応急対策車両が直ちに

被災地において活動が開始できるよう、緊急通行車両の確認及び規制除外車両の

事前届出の確認を済ませておく。 

⑵ 実施計画 

イ 【県が実施する計画】（警察本部） 

発災時の円滑な交通規制と緊急通行車両等の円滑な通行の確保のため、災

害時における緊急通行車両の確認（資料編参照）により緊急通行車両等の確

認を行う。 
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震災対策編 

第２章 第９節 障害物の処理計画 

現 行 修 正 案 

 

第９節 障害物の処理計画 

 

第３ 計画の内容 

１ 現状及び課題 

各種施設等へのパトロールなどの定期点検を行い、必要に応じて耐震のための措

置を講じ、施設の倒壊等を未然に防止する。 

地震直後の道路上には、ありとあらゆる物が散乱し、これが障害物等となり応急

対策活動の妨げとなるものである。 

これらの障害物等の除去に当たっては、レッカー車、クレーン車、チェーンソー

など各種機械とともに操作者が必要であるので、これらの確保体制を整備しておく

必要がある。 

緊急輸送路として確保すべき広域農道など基幹農道の管理は、市が行っている

が、障害物等除去体制について県と事前に対応を検討する。 

２ 実施計画 

⑴ 【市が実施する計画】（建設部、産業振興部、環境エネルギー部） 

ア  松本広域森林組合等林業関係団体と倒木処理について調整し、あらかじめ

体制を整備する。 

イ  緊急輸送路とされている基幹農道について、速やかな障害物等除去体制の整

備を図る。 

 

 

 

 

第９節 障害物の処理計画 

 

第３ 計画の内容 

１ 現状及び課題 

各種施設等へのパトロールなどの定期点検を行い、必要に応じて耐震のための措

置を講じ、施設の倒壊等を未然に防止する。 

地震直後の道路上には、ありとあらゆる物が散乱し、これが障害物等となり応急

対策活動の妨げとなるものである。 

これらの障害物等の除去に当たっては、レッカー車、クレーン車、チェーンソー

など各種機械とともに操作者が必要であるので、これらの確保体制を整備しておく

必要がある。 

緊急輸送道路として確保すべき広域農道など基幹農道の管理は、市が行っている

が、障害物等除去体制について県と事前に対応を検討する。 

２ 実施計画 

⑴ 【市が実施する計画】（建設部、産業振興部、環境エネルギー部） 

ア  松本広域森林組合等林業関係団体と倒木処理について調整し、あらかじめ

体制を整備する。 

イ  緊急輸送道路とされている基幹農道について、速やかな障害物等除去体制の

整備を図る。 
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震災対策編 

第２章 第１０節 避難の受入活動計画 

現 行 修 正 案 

 

第１０節 避難の受入活動計画 

 

第３ 計画の内容 

１ 避難マニュアルの策定等 

⑴ 現状及び課題 

激甚な災害の発生時には、大規模かつ長期の避難活動が予想され、きめ細かな

避難マニュアルが必要とされる。 

また、特に浸水想定区域内や土砂災害危険箇所及び土砂災害警戒区域内の要配

慮者関連施設については、避難誘導等の体制を強化する必要がある。 

⑵ 実施計画 

ア 【市が実施する計画】（危機管理部、住民自治局、健康福祉部、文化観光部） 

（ｱ）  避難路、指定緊急避難場所、及び指定避難所の指定 （危機管理部） 

ａ 避難路、指定緊急避難場所及び指定避難所をあらかじめ指定し、日頃か

ら住民等への周知徹底に努める。 

ｂ 指定緊急避難場所を指定して誘導標識を設置する場合は、日本工業規

格に基づく災害種別一般図記号を使用して、どの災害の種別に対応した

避難場所であるかを明示するよう努める。 

         （ｲ）  避難マニュアル等の作成（危機管理部、住民自治局） 

ａ 避難指示の具体的な発令基準及び伝達方法 

ｂ 高齢者等避難を伝達する基準及び伝達方法 

ｃ 指定緊急避難場所の対象となる異常現象の種類 

ｄ 指定緊急避難場所及び指定避難所の名称、所在地、避難想定地区及び

対象人口 

ｅ 指定緊急避難場所及び指定避難所への経路及び誘導方法 

ｆ 指定避難所開設に伴う被災者救援措置に関する事項 

ｇ 指定避難所の管理に関する事項 

ｈ 避難の心得、知識の普及啓発に関する事項 

（ｶ）  土砂災害危険箇所等の要配慮者利用施設に対して、警戒避難体制の確立

など防災体制の整備について指導するものとする。 

ウ 【県が実施する計画】 

（ｱ） 県は、土砂災害危険箇所等の要配慮者利用施設に対して、警戒避難体制

の確立など防災体制の整備について助言する。 

（危機管理部、総務部、健康福祉部、農政部、林務部、建設部、教育委員会） 

 

第１０節 避難の受入活動計画 

 

第３ 計画の内容 

１ 避難マニュアルの策定等 

⑴ 現状及び課題 

激甚な災害の発生時には、大規模かつ長期の避難活動が予想され、きめ細かな

避難マニュアルが必要とされる。 

特に浸水想定区域内や土砂災害警戒区域内の要配慮者関連施設については、避

難誘導等の体制を強化する必要がある。 

⑵ 実施計画 

ア 【市が実施する計画】（危機管理部、住民自治局、健康福祉部、文化観光部） 

（ｱ）  避難路、指定緊急避難場所、及び指定避難所の指定 （危機管理部） 

ａ 避難路、指定緊急避難場所及び指定避難所をあらかじめ指定し、日頃か

ら住民等への周知徹底に努める。 

ｂ 指定緊急避難場所を指定して誘導標識を設置する場合は、日本産業規

格に基づく災害種別一般図記号を使用して、どの災害の種別に対応した

避難場所であるかを明示するよう努める。 

（ｲ）  避難マニュアル等の作成（危機管理部、住民自治局） 

ａ 避難指示の具体的な発令基準及び伝達方法 

 （削除） 

ｂ 指定緊急避難場所の対象となる異常現象の種類 

ｃ 指定緊急避難場所及び指定避難所の名称、所在地、避難想定地区及び

対象人口 

ｄ 指定緊急避難場所及び指定避難所への経路及び誘導方法 

ｅ 指定避難所開設に伴う被災者救援措置に関する事項 

ｆ 指定避難所の管理に関する事項 

ｇ 避難の心得、知識の普及啓発に関する事項 

（ｶ）  土砂災害警戒区域等の要配慮者利用施設に対して、警戒避難体制の確立

など防災体制の整備について指導するものとする。 

ウ 【県が実施する計画】 

（ｱ） 県は、土砂災害警戒区域等の要配慮者利用施設に対して、警戒避難体制

の確立など防災体制の整備について助言する。 

（危機管理部、総務部、健康福祉部、農政部、林務部、建設部、教育委員会） 
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震災対策編 

第２章 第１０節 避難の受入活動計画 

現 行 修 正 案 

  ３ 指定避難所の確保 

⑵ 実施計画 

ア 【市が実施する計画】 

(ｴ)  市は、福祉避難所として要配慮者を滞在させることが想定される施設に 

あっては、要配慮者の円滑な利用を確保するための措置が講じられており、 

また、災害が発生した場合において要配慮者が相談等の支援を受けることが

できる体制が整備され、主として要配慮者を滞在させるために必要な居室が

可能な限り確保されるものを指定するものとする。 

 

 

(ｼ) 指定避難所における貯水槽、井戸、仮設トイレ、マンホールトイレ、マッ  

ト、非常用電源、防災行政無線等通信機器のほか、空調、洋式トイレ等避難

の実施に必要な施設・設備の整備に努め、要配慮者にも配慮する。 

 

(ﾊ) 市及び各指定避難所の運営者は、指定避難所の良好な生活環境の継続的な確

保のために、専門家、ＮＰＯ・ボランティア等との定期的な情報交換に努める。 

 

４ 住宅の確保体制の整備 

⑵ 実施計画 

ア 【市が実施する計画】（建設部、財政部、総務部） 

(ｱ)  利用可能な公営住宅等の把握に努め、被災者に住宅を提供する体制を整

備する。 

(ｲ)  必要に応じ、賃貸住宅等の借上げ、応急仮設住宅の建設により、被災者

に住宅を提供する体制を整備する。 

(ｳ)  応急仮設住宅の建設用地については、避難場所との整合を図りながら候

補地を選定する。 

応急仮設住宅建設候補地 ６０か所 

建設可能戸数 ４，４６０戸 

（資料編、資料３４参照） 

(ｴ)  災害救助法が適用された場合における、入居者の決定等住宅供給方法等

について、県と相互に連携した体制の整備を図る。 

(ｵ)  利用可能な賃貸住宅等の情報を被災者に提供する体制を整備する。 

(ｶ)  利用可能な公営住宅等の把握に努め、市に情報提供する体制を整備す 

る。 

３ 指定避難所の確保 

⑵ 実施計画 

ア 【市が実施する計画】 

(ｴ)  市は、福祉避難所として要配慮者を滞在させることが想定される施設に 

あっては、要配慮者の円滑な利用を確保するための措置が講じられており、 

また、災害が発生した場合において要配慮者が相談等の支援を受けることが

できる体制が整備され、主として要配慮者を滞在させるために必要な居室が

可能な限り確保されるものを指定するものとする。特に、要配慮者に対して

円滑な情報伝達ができるよう、多様な情報伝達手段の確保に努めるものとす

る。 

(ｼ) 指定避難所における貯水槽、井戸、仮設トイレ、マンホールトイレ、マッ

ト、非常用電源、ガス設備、防災行政無線等通信機器のほか、空調、洋式ト

イレ等避難の実施に必要な施設・設備の整備に努め、要配慮者にも配慮す

る。 

(ﾊ) 市及び各指定避難所の運営者は、指定避難所の良好な生活環境の継続的な確

保のために、専門家、ＮＰＯ・ボランティア等との定期的な情報交換や避難生

活支援に関する知見やノウハウを有する地域の人材の確保・育成に努める。 

４ 住宅の確保体制の整備 

⑵ 実施計画 

ア 【市が実施する計画】（建設部、財政部、総務部） 

（ｱ） 利用可能な公営住宅等の把握に努め、被災者に住宅を提供する体制を整

備する。 

（ｲ） 必要に応じ、賃貸住宅等の借上げ、応急仮設住宅の建設により、被災者

に住宅を提供する体制を整備する。 

（ｳ） 応急仮設住宅の建設用地については、避難場所との整合を図りながら候

補地を選定する。 

応急仮設住宅建設候補地 ５９か所 

建設可能戸数 ４，３４４戸 

（資料編、資料３４参照） 

（ｴ） 災害救助法が適用された場合における、入居者の決定等住宅供給方法等

について、県と相互に連携した体制の整備を図る。 

（ｵ） 利用可能な賃貸住宅等の情報を被災者に提供する体制を整備する。 

（削除） 
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震災対策編 

第２章 第１３節 給水計画 

現 行 修 正 案 

 

第１３節 給水計画 

 

第１ 基本方針 

応急給水活動は、緊急遮断弁や自己水源の稼働により確保された配水地の貯留水等

を、被災市民並びに重要給水施設へ直接又は給水車等の供給方法により実施する。 

また、被災していない市町村（水道事業者を含む。以下同じ）に応援を要請するこ

とで飲料水等の確保を図る。 

市では、震災による被害を最小限にくい止めるため、第６次地震防災緊急事業五箇年

計画等に基づき水道施設を耐震化することで災害に対する安全性の確保を進めるとと

もに、給水車、給水タンク等の整備を充実させ、飲料水等の供給に備えるものとする。 

 

 

第３ 計画の内容 

１ 応急給水計画の作成 

⑵ 実施計画 

ウ 【県が実施する計画】 

（ｱ）  施設整備について市に対する指導を行う。        （環境部） 

（ｲ） 応急給水用具の整備について、市に対する指導を行う。  （環境部） 

（ｳ）  長野県水道協議会水道施設災害等相互応援要綱に基づき、県内被災地区

との連絡調整、応援協力等を行う。                        （環境部） 

エ 【県企業局が実施する計画】 

（ｱ）１，０００㎥以上の配水池に緊急遮断弁を設置する。 

（ｲ） 病院や避難所等の重要給水施設（２０か所）へ災害の後でも使用可能な

「安心の蛇口」の整備を行うと共に、組立式応急給水栓を配置する。 

（ｳ） ボトルウォーター「川中島の水」を・備蓄し災害時に提供を行う。 

 

２ 飲料水等の供給計画 

⑴ 現状及び課題 

応急給水用資機材は下表のとおり整備されており、緊急時にはこれらの資機材

により供給を行う。しかし、大規模災害等により被災が広範囲にわたった場合に

は、相互応援が困難になるとともに、資機材の不足も予想されることから、応急

給水用資機材の整備を充実する必要がある。 

 

 

第１３節 給水計画 

 

第１ 基本方針 

応急給水活動は、緊急遮断弁や自己水源の稼働により確保された配水地の貯留水等

を、被災市民並びに重要給水施設へ直接又は給水車等の供給方法により実施する。 

また、被災していない市町村（水道事業者を含む。以下同じ）に応援を要請するこ

とで飲料水等の確保を図る。 

本市では、震災による被害を最小限にくい止めるため、第６次地震防災緊急事業五

箇年計画等に基づき水道施設を耐震化することで災害に対する安全性の確保を進める

とともに、給水車、給水タンク等の整備を充実させ、飲料水等の供給に備えるものと

する。 

 

第３ 計画の内容 

１ 応急給水計画の作成 

⑵ 実施計画 

ウ 【県が実施する計画】 

（ｱ）  施設整備について市に対する助言を行う。        （環境部） 

（ｲ） 応急給水用具の整備について、市に対する助言を行う。  （環境部） 

（ｳ）  水道施設災害等相互応援要綱（水道協議会）の整備を行う。（環境部） 

 

エ 【県企業局が実施する計画】 

（ｱ）１，０００㎥以上の配水池に緊急遮断弁を設置する。 

（ｲ） 病院や避難所等の重要給水施設（２０か所）へ災害の後でも使用可能な

「安心の蛇口」の整備を行うと共に、組立式応急給水栓を配置する。 

（ｳ） ボトルウォーター「川中島の水」・「千曲川の水」を制作・備蓄し災害時

に提供を行う。 

２ 飲料水等の供給計画 

⑴ 現状及び課題 

応急給水用資機材は下表のとおり整備されており、緊急時にはこれらの資機材

により飲料水の供給を行う。しかし、大規模災害等により被災が広範囲にわたっ

た場合には、相互応援が困難になるとともに、資機材の不足も予想されることか

ら、応急給水用資機材の整備を充実する必要がある。 
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震災対策編 

第２章 第１３節 給水計画 

現 行 修 正 案 

種  別 能  力 数 量 所 有 者 電   話 

給水車 

２，０００Ｌ １台 

松本市 

上下水道局 

４８－６８３

０ ３，０００Ｌ １台 

４，０００Ｌ １台 

給水用 

トレーラー 
１，０００Ｌ ８台 

陸上自衛隊松

本駐屯地 

２６－２７６

６ 

車載用 

給水タンク 

２，０００Ｌ ２台 
松本市 

上下水道局 

４８－６８３

０ １，０００Ｌ  １基 

５００Ｌ １０基 

緊急給水用

発電機 
４．５ＫＶＡ １７台 

松本市 

上下水道局 

４８－６８３

０ 

ポリタンク 
１８Ｌ 

２０Ｌ 

７０個 

１００個 

松本市 

上下水道局 

４８－６８３

０ 

飲料水 

給水ポリ袋 

１０Ｌ 

６Ｌ 

17,000袋 

33,000袋 

松本市 

上下水道局 

４８－６８３

０ 

水槽 ２０Ｌ 200個 
陸上自衛隊松

本駐屯地 

２６－２７６

６ 

浄水装置 
２，０００Ｌ／

時 
２基 

松本保健福祉

事務所 

４７－７８０

０ 

⑵ 実施計画 

イ 【県が実施する計画】 

（ｱ） 被災が広範囲にわたり他都道府県からの応援が必要になった場合及び他

都道府県が被災し本県からの応援が必要になった場合を想定し、水道施設

災害相互応援要綱及び他都道府県との相互応援体制に関する整備を行う。             

（危機管理部、環境部） 

（ｲ）  災害時における水道施設の応援復旧に関する協定に基づき、長野県水道 

工事業協同組合連合会へ応援要請を行う。           （環境部）          

（ｳ）  市に対し、給水体制等に関する指導及び助言を行う。   （環境部） 

種  別 能  力 数 量 所 有 者 電   話 

給水車 

２，０００Ｌ １台 

松本市 

上下水道局 

４８－６８３

０ ３，０００Ｌ １台 

４，０００Ｌ １台 

給水用 

トレーラー 
１，０００Ｌ ８台 

陸上自衛隊松

本駐屯地 

２６－２７６

６ 

車載用 

給水タンク 

２，０００Ｌ ２台 
松本市 

上下水道局 

４８－６８３

０ １，０００Ｌ  １基 

５００Ｌ １０基 

緊急給水用

発電機 
４．５ＫＶＡ １７台 

松本市 

上下水道局 

４８－６８３

０ 

ポリタンク 
１８Ｌ 

２０Ｌ 

３０個 

１３０個 

松本市 

上下水道局 

４８－６８３

０ 

飲料水 

給水ポリ袋 
６L 5,900袋 

松本市 

上下水道局 

４８－６８３

０ 

水槽 ２０Ｌ 200個 
陸上自衛隊松

本駐屯地 

２６－２７６

６ 

浄水装置 
２，０００Ｌ／

時 
２基 

松本保健福祉

事務所 

４７－７８０

０ 

⑵ 実施計画 

イ 【県が実施する計画】 

（ｱ） 被災が広範囲にわたり他都道府県からの応援が必要になった場合及び他

都道府県が被災し本県からの応援が必要になった場合を想定し、水道施設

災害相互応援要綱及び他都道府県との相互応援体制に関する整備を行う。             

（危機管理部、環境部） 

     （削除）          

（ｲ）  市に対し、給水体制等に関する助言を行う。       （環境部） 

（ｳ）  合同庁舎及び松本平広域公園内備蓄倉庫等に備蓄したボトルウォーター 
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震災対策編 

第２章 第１３節 給水計画 

現 行 修 正 案 

（ｴ）  合同庁舎及び松本平広域公園内備蓄倉庫等に備蓄したボトルウォーター 

の供給体制を整備する。               （危機管理部） 

（ｵ）  流通備蓄については、協定の内容を確認し、協定の締結先と連携を図り 

供給するための体制を整備する。 （危機管理部、産業労働部、農政部） 

 

４ 応急給水受援体制の整備 

⑴ 現状及び課題 

長野県水道協議会、日本水道協会中部地方支部、松本市水道事業協同組合及び

姉妹都市間で応援協定を定めている。今後、姉妹都市の受援体制整備の充実を図

る必要がある。 

の供給体制を整備する。               （危機管理部） 

（ｴ）  流通備蓄については、協定の内容を確認し、協定の締結先と連携を図り 

供給するための体制を整備する。 （危機管理部、産業労働部、農政部） 

 

 

４ 応急給水受援体制の整備 

⑴ 現状及び課題 

長野県水道協議会、日本水道協会中部地方支部、松本市水道事業協同組合及び

姉妹都市間で応援協定が定められている。速やかに受援できるよう関係機関及び

団体等との連携体制を整備する必要がある。 
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震災対策編 

第２章 第１８節 上水道施設災害予防計画 

現 行 修 正 案 

 

第１８節 上水道施設災害予防計画 

 

第１ 基本方針 

水道施設・設備の安全性の確保は、施設の耐震化や老朽化した施設の更新、改良等

の他、非常用施設・設備を常に正常に稼動できる状態に維持し、かつ被害を受けにく

いものにすることが必要である。これらについては、施設・設備の更新時に十分考慮

することとし、通常のメンテナンス体制の充実を図る。 

 

第３ 計画の内容 

⑵ 実施計画 

ア 【市が実施する計画】（上下水道局、建設部） 

(ｱ) 水道施設応急復旧活動マニュアルに基づき、次の事項を基本に確認と調整を

行う。 

ａ 指揮命令系統の確立 

・ 職員の非常招集 

・ 情報伝達の確保 

・ 班編成の強化 

ｂ 水道施設の被害状況調査、把握方法 

ｃ 復旧用資機材の備蓄及び調達方法 

ｄ 応急復旧の具体的作業、手順、方法 

ｅ 応急復旧活動内容の周知方法 

ｆ 施設管理図面等の管理及び活用方法 

 

 

 

 

 

第１８節 上水道施設災害予防計画 

 

第１ 基本方針 

水道施設・設備の安全性の確保は、施設の耐震化や老朽化した施設・設備の更新、

改良等の他、非常用施設・設備を常に正常に稼動できる状態に維持し、かつ被害を受

けにくいものにすることが必要である。これらについては、施設・設備の更新時に十

分考慮することとし、通常のメンテナンス体制の充実を図る。 

 

第３ 計画の内容 

⑵ 実施計画 

ア 【市が実施する計画】（上下水道局、建設部） 

(ｱ) 水道施設応急復旧活動マニュアルに基づき、次の事項を基本に確認と調整を

行う。 

ａ 指揮命令系統の確立 

(a) 職員の非常招集 

(b) 情報伝達の確保 

(c) 班編成の強化 

ｂ 水道施設の被害状況調査、把握方法 

ｃ 復旧用資機材の備蓄及び調達方法 

ｄ 応急復旧の具体的作業、手順、方法 

ｅ 応急復旧活動内容の周知方法 

ｆ 施設管理図面等の管理及び活用方法 
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震災対策編 

第２章 第２３節 土砂災害等の災害予防計画 

現 行 修 正 案 

 

第２３節 土砂災害等の災害予防計画 

 

第２ 主な取組み 

５ 要配慮者利用施設が所在する土砂災害警戒区域及び土砂災害危険箇所等について

防災対策を推進する。 

 

第３ 計画の内容 

  ５ 要配慮者利用施設が所在する土砂災害警戒区域及び土砂災害危険箇所等対策 

   ⑵ 実施計画 

    イ 【県が実施する計画】 

     （ｱ） 土砂災害警戒区域等及び土砂災害危険箇所等のうち、要配慮者利用施設

が所在している箇所については、計画的な事業の推進を図る。（建設部） 

     （ｴ） 梅雨時期や台風時期前に、要配慮者利用施設管理者とともに、周辺の危

険箇所のパトロールをおこない、周辺の状況を把握することに努める。                        

（建設部） 

６ 土砂災害警戒区域の対策消防防災課 

⑴ 現状と課題 

本市の土砂災害警戒区域は、平成２７年４月１日現在で１，１７２か所区域が

土砂災害警戒区域に指定されている。また、土砂災害警戒区域のうち、土砂災害

特別警戒区域は１，０４４か所あり、区域内に住宅もある。 

このため、開発行為等に対する規制及び適切な指導、あるいは市民への情報の

提供のあり方等に留意する必要がある。 

  ⑵ 実施計画 

  ウ 【市民等が実施する計画】 

（ｱ） 住民は、平時より土砂災害の前兆現象に注意を払い、前兆現象を確認し

た時は、遅滞なく市、警察官等へ連絡する。また、土砂災害警戒区域等及

び土砂災害危険箇所、避難施設その他の避難場所及び避難経路について把

握しておくなど、日ごろから土砂災害関連情報を収集する。更に土砂災害

警戒情報発表に伴いその内容を理解し自主避難等、避難行動ができるよう

に努める。 

 

 

第２３節 土砂災害等の災害予防計画 

 

第２ 主な取組み 

  ５ 要配慮者利用施設が所在する土砂災害警戒区域等について防災対策を推進する。 

 

 

第３ 計画の内容 

  ５ 要配慮者利用施設が所在する土砂災害警戒区域等対策 

   ⑵ 実施計画 

    イ 【県が実施する計画】 

     （ｱ） 土砂災害警戒区域等のうち、要配慮者利用施設が所在している箇所につ

いては、計画的な事業の推進を図る。                     （建設部） 

     （ｴ） 梅雨時期や台風時期前に、要配慮者利用施設管理者とともに、周辺の土

砂災害警戒区域等のパトロールをおこない、周辺の状況を把握することに

努める。                            （建設部） 

６ 土砂災害警戒区域等の対策 

⑴ 現状と課題 

本市の土砂災害警戒区域は、令和６年４月１日現在で１，３３９か所区域が土

砂災害警戒区域に指定されている。また、土砂災害警戒区域のうち、土砂災害特

別警戒区域は１，１１８か所あり、区域内に住宅もある。 

このため、開発行為等に対する規制及び適切な指導、あるいは市民への情報の

提供のあり方等に留意する必要がある。 

  ⑵ 実施計画 

  ウ 【市民等が実施する計画】 

（ｱ） 住民は、平時より土砂災害の前兆現象に注意を払い、前兆現象を確認し

た時は、遅滞なく市、警察官等へ連絡する。また、土砂災害警戒区域等、

避難施設その他の避難場所及び避難経路について把握しておくなど、日ご

ろから土砂災害関連情報を収集する。更に土砂災害警戒情報発表に伴いそ

の内容を理解し自主避難等、避難行動ができるように努める。 
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震災対策編 

第２章 第２５節 建築物災害予防計画 

現 行 修 正 案 

 

第２５節 建築物災害予防計画 

 

第３ 計画の内容 

４ 文化財 

⑵ 実施計画 

イ 【県が実施する計画】（教育委員会） 

教育委員会は、各種文化財の防災を中心とした保護対策を推進するため、次

の事項を実施し、防災思想の普及、防災力の強化等の徹底を図る。 

 

 

 

 

第２５節 建築物災害予防計画 

 

第３ 計画の内容 

４ 文化財 

⑵ 実施計画 

イ 【県が実施する計画】（県民文化部） 

県は、各種文化財の防災を中心とした保護対策を推進するため、次の事項を

実施し、防災思想の普及、防災力の強化等の徹底を図る。 
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震災対策編 

第２章 第２６節 道路及び橋梁災害予防計画 

現 行 修 正 案 

 

第２６節 道路及び橋梁災害予防計画 

 

第３ 計画の内容 

１ 道路及び橋梁の耐震性の整備 

⑵ 実施計画 

 イ 【県が実施する計画】 

   (ｵ)  一次緊急輸送路、二次緊急輸送路を定めて、緊急度の高い箇所から順次整

備し、災害に強い道路交通網整備を推進する（資料編参照）。特に、災害時も

含めた安定的な輸送を確保するため、道路法に基づき指定された「重要物流

道路」の機能強化を推進する。             （建設部） 

 

 

 

 

 

第２６節 道路及び橋梁災害予防計画 

 

第３ 計画の内容 

１ 道路及び橋梁の耐震性の整備 

⑵ 実施計画 

 イ 【県が実施する計画】 

   (ｵ)  一次緊急輸送道路、二次緊急輸送道路を定めて、緊急度の高い箇所から順

次整備し、災害に強い道路交通網整備を推進する（資料編参照）。特に、災害

時も含めた安定的な輸送を確保するため、道路法に基づき指定された「重要

物流道路」の機能強化を推進する。           （建設部） 
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震災対策編 

第２章 第２８節 ため池災害予防計画 

現 行 修 正 案 

 

第２８節 ため池災害予防計画 

 

第１ 基本方針 

市内には東山部地域を中心にして１０４か所の農業用ため池が所在している。これ

らのため池の多くは築造後かなりの年月を経過しており、堤体、余水吐、取水施設等

の損朽が進んでいる。 

また、すべてのため池が土堰堤のため、大規模地震による決壊等の危険度が高く、

被害が下流域の人家、公共施設等に及ぶことが予想される。 

そこで、耐震性が確保されていない施設については、地震防災緊急事業五箇年計画

等に基づき耐震化工事を実施し、被害の発生を未然に防止する。 

 

 

 

 

第２８節 ため池災害予防計画 

 

第１ 基本方針 

市内には東山部地域を中心にして１０３か所の農業用ため池が所在している。これ

らのため池の多くは築造後かなりの年月を経過しており、堤体、余水吐、取水施設等

の損朽が進んでいる。 

また、すべてのため池が土堰堤のため、大規模地震による決壊等の危険度が高く、

被害が下流域の人家、公共施設等に及ぶことが予想される。 

そこで、耐震性が確保されていない施設については、地震防災緊急事業五箇年計画

等に基づき耐震化工事を実施し、被害の発生を未然に防止する。 
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震災対策編 

第２章 第２９節 農林水産物災害予防計画 

現 行 修 正 案 

 

第２９節 農林水産物災害予防計画 

 

第３ 計画の内容 

２ 林産物災害予防計画 

 ⑵ 実施計画 

イ 【県が実施する計画】（林務部） 

     （ｲ） 健全な森林を育成するため、適正かつ計画的な間伐等を実施する。 

 

 

 

第２９節 農林水産物災害予防計画 

 

第３ 計画の内容 

２ 林産物災害予防計画 

 ⑵ 実施計画 

イ 【県が実施する計画】（林務部） 

     （ｲ） 健全な森林を育成するため、適正かつ計画的な間伐等を実施するととも

に、適正な方法による主伐・再造林を推進する。 
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震災対策編 

第２章 第３１節 二次災害の予防計画 

現 行 修 正 案 

 

第３１節 二次災害の予防計画 

 

第２ 主な取組み 

４ 土砂災害危険箇所の把握、緊急点検体制整備に努める。 

 

第３ 計画の内容 

４ 山腹・斜面及び渓流並びに施設に係わる二次災害予防対策 

⑴ 現状及び課題 

災害時において、地盤の緩みによる山腹・斜面の崩壊、地すべり及び渓流にお

ける土石流の発生などの危険性があり、二次災害予防のためそれら災害が発生す

る危険がある箇所（土砂災害危険箇所）を予め把握しておくとともに緊急に点検

実施できるよう体制を整備しておく必要がある。 

⑵ 実施計画 

イ 【県が実施する計画】（建設部） 

（ｱ） 土砂災害危険箇所の把握 

        （ｲ） 緊急点検マニュアルの作成及び点検体制の整備 

 

 

第３１節 二次災害の予防計画 

 

第２ 主な取組み 

４ 土砂災害警戒区域等の把握、緊急点検体制整備に努める。 

 

第３ 計画の内容 

４ 山腹・斜面及び渓流並びに施設に係わる二次災害予防対策 

⑴ 現状及び課題 

災害時において、地盤の緩みによる山腹・斜面の崩壊、地すべり及び渓流にお

ける土石流の発生などの危険性があり、二次災害予防のためそれら災害が発生す

るおそれのある箇所（土砂災害警戒区域等）を予め把握しておくとともに緊急に

点検実施できるよう体制を整備しておく必要がある。 

⑵ 実施計画 

イ 【県が実施する計画】（建設部） 

（ｱ） 土砂災害警戒区域等の把握 

        （ｲ） 緊急点検マニュアルの作成及び点検体制の整備 
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震災対策編 

第２章 第３２節 防災知識普及計画 

現 行 修 正 案 

 

第３２節 防災知識普及計画 

 

第３ 計画の内容 

１ 市民等に対する防災知識の普及活動 

⑵ 実施計画 

ア 【市が実施する計画】（全庁） 

     （ｱ） 市民に対して防災知識を普及させるため、新聞、テレビ、ラジオ等のマ

スメディア、市ホームページ、防災講演会及び防災マップやパンフレット

等の配布により次の事項について防災知識の普及を図るものとする。 

       ｆ 地震発生時の地震情報（震度、震源、マグニチュード、地震活動の状

況等）及び津波に関する知識 

       ｓ 各地域における避難対象地域、急傾斜地崩壊危険個所等に関する知識 

 

 

 

 

第３２節 防災知識普及計画 

 

第３ 計画の内容 

１ 市民等に対する防災知識の普及活動 

⑵ 実施計画 

ア 【市が実施する計画】（全庁） 

     （ｱ） 市民に対して防災知識を普及させるため、新聞、テレビ、ラジオ等のマ

スメディア、市ホームページ、防災講演会及び防災マップやパンフレット

等の配布により次の事項について防災知識の普及を図るものとする。 

       ｆ 地震発生時の地震情報（震度、長周期地震動階級、震源、マグニチュ

ード、地震活動の状況等）及び津波に関する知識 

       ｓ 各地域における避難対象地域、土砂災害警戒区域等に関する知識 
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震災対策編 

第２章 第３３節 防災訓練計画 

現 行 修 正 案 

 

第３３節 防災訓練計画 

 

第１ 基本方針 

災害時に、被害を最小限にとどめるためには、災害時に適切な行動を行うことが必

要であるが、災害時における行動を経験から学ぶことは困難である。 

そこで災害時の具体的な状況を想定した、日頃からの訓練が重要である。 

また、発災時の状況を想定した訓練は市民に対する計画の周知、防災知識の普及、

防災計画の検証、防災関係機関相互及び、住民との協力体制の確立等の効果も期待で

きる。市、県、防災関係機関は、災害時における行動の確認、関係機関及び市民、企

業等との協調体制の強化を目的として各種の災害を想定した防災訓練を実施する。 

 

第３ 計画の内容 

１ 防災訓練の種別及び実施時期 

⑵ 実施計画 

ア 【市が実施する計画】（全庁） 

「総合防災訓練（兼地震総合防災訓練）」 

市は、県、各防災関係機関、住民、企業、その他関係団体の協力を得て、下

記により総合防災訓練を実施する。 

 

 

 

 

 

第３３節 防災訓練計画 

 

第１ 基本方針 

災害時に、被害を最小限にとどめるためには、災害時に適切な行動を行うことが必

要であるが、災害時における行動を経験から学ぶことは困難である。 

そこで災害時の具体的な状況を想定した、日頃からの訓練が重要である。 

また、発災時の状況を想定した訓練は市民に対する計画の周知、防災知識の普及、

防災計画の検証、防災関係機関相互及び、住民との協力体制の確立等の効果も期待で

きる。市、県、防災関係機関は、災害時における行動の確認、関係機関及び市民、企

業等との連携体制の強化を目的として各種の災害を想定した防災訓練を実施する。 

 

第３ 計画の内容 

１ 防災訓練の種別及び実施時期 

⑵ 実施計画 

ア 【市が実施する計画】（全庁） 

「総合防災訓練（兼地震総合防災訓練）」 

市は、県、各防災関係機関、住民、企業、その他関係団体と連携し、下記に

より総合防災訓練を実施する。 
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震災対策編 

第２章 第３４節 災害復旧・復興への備え 

現 行 修 正 案 

 

第３４節 災害復旧・復興への備え 

 

第３ 計画の内容 

１ 災害廃棄物の発生への対応 

⑴ 【市が実施する計画】（建設部、環境エネルギー部） 

エ  発災時に、円滑かつ迅速に災害廃棄物を処理できるよう、災害廃棄物の仮置

場の確保や運用方針、一般廃棄物（避難所ごみや仮設トイレのし尿等）の処理

を含めた災害時の廃棄物の処理体制、周辺の地方公共団体との連携・協力等に

ついて、災害廃棄物処理計画の点検、確認を行う。 

 

 

 

 

第３４節 災害復旧・復興への備え 

 

第３ 計画の内容 

１ 災害廃棄物の発生への対応 

⑴ 【市が実施する計画】（建設部、環境エネルギー部） 

エ  発災時に、円滑かつ迅速に災害廃棄物を処理できるよう、災害廃棄物の仮置

場の確保や運用方針、一般廃棄物（避難所ごみや仮設トイレのし尿等）の処理

を含めた災害時の廃棄物の処理体制、周辺の地方公共団体や民間事業者等との

連携・協力等について、災害廃棄物処理計画の点検、確認を行う。 
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震災対策編 

第２章 第３７節 ボランティア活動の環境整備 

現 行 修 正 案 

 

第３７節 ボランティア活動の環境整備 

 

第２ 主な取組み 

１ 市社協ボランティアセンターにおいて、ボランティアの事前登録を実施する。 

 

 

第３ 計画の内容 

２ 防災ボランティア活動の環境整備 

⑵ 実施計画 

 【県（危機管理部・健康福祉部）及び市が実施する計画】 

ア 平常時から地域団体、ＮＰＯ・ボランティア等の活動支援やリーダーの育成 

を図るとともに、ボランティアの自主性を尊重しつつ、ＮＰＯ・ボランティア 

等と協力して、発災時のボランティアとの連携の方法について検討し、速やか 

に始動できる体制を構築するものとする。 

イ 行政・ＮＰＯ・ボランティア等の三者で連携し、平常時の登録、研修制度、 

災害時における防災ボランティア活動の受入れや調整を行う体制、防災ボラン 

ティア活動の拠点の確保、活動上の安全確保、被災者ニーズ等の情報提供方策 

等について意見交換を行う情報共有会議の整備・強化を、研修や訓練を通じて 

推進するものとする。 

ウ 社会福祉協議会、ＮＰＯ等関係機関との間で、被災家屋からの災害廃棄物、 

がれき、土砂の撤去等に係る連絡体制を構築するものとする。また、地域住民 

やＮＰＯ・ボランティア等への災害廃棄物の分別・排出方法等に係る広報・周 

知を進めることで、防災ボランティア活動の環境整備に努めるものとする。 

エ 市社協と平常時から相互に協力し、防災訓練等を通じて、災害ボランティア 

センターの設置・運営における連携体制を整えるものとする。 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

第３７節 ボランティア活動の環境整備 

 

第２ 主な取組み 

１ 社会福祉協議会（市社協ボランティアセンター）において、ボランティアの事前

登録を実施する。 

 

第３ 計画の内容 

２ 防災ボランティア活動の環境整備 

⑵ 実施計画 

ア 【県（危機管理部・健康福祉部）及び市が実施する計画】 

(ｱ) 平常時から地域団体、ＮＰＯ・ボランティア等の活動支援やリーダーの   

育成を図るとともに、ボランティアの自主性を尊重しつつ、ＮＰＯ・ボラ 

ンティア等と協力して、発災時のボランティアとの連携の方法について検 

討し、速やかに始動できる体制を構築するものとする。 

 また、県は、災害時における官民連携体制の強化を図るため、県域におい 

て 活動を行う災害中間支援組織である長野県災害時支援ネットワークと平 

時から相互に協力し、その機能強化に努める。 

(ｲ) 防災ボランティアの活動環境として、長野県災害時支援ネットワークと協 

力し、行政・社会福祉協議会・ＮＰＯ等の三者連携により、平常時の登録、 

ボランティア活動や避難所運営、在宅避難者の支援等、被災者支援のための 

人材育成の制度、災害時における防災ボランティア活動の受入れや調整を行 

う体制、防災ボランティア活動の拠点の確保、活動上の安全確保、被災者ニ 

ーズ等の情報提供方策等について整備を推進するとともに、そのための意見 

交換を行う情報共有会議の整備・強化を、研修や訓練を通じて推進するもの 

とする。 

(ｳ) 社会福祉協議会、ＮＰＯ等関係機関との間で、被災家屋からの災害廃棄物 

、がれき、土砂の撤去等に係る連絡体制を構築するものとする。また、地域 

住民やＮＰＯ・ボランティア等への災害廃棄物の分別・排出方法等に係る広 

報・周知を進めることで、防災ボランティア活動の環境整備に努めるものと 

する。 

(ｴ) 市社協と平常時から相互に協力し、防災訓練等を通じて、災害ボランティ 

アセンターの設置・運営における連携体制を整えるものとする。 

       また、市町村は、災害時における官民連携体制の強化を図るため、災害ボ
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第２章 第３７節 ボランティア活動の環境整備 

現 行 修 正 案 

 

 

 

 

 

 

 

３ ボランティア団体間の連携 

⑵ 実施計画 

市（健康福祉部）及び県（危機管理部・健康福祉部）は、国内の主要なボラン

ティア関係団体、中間支援組織と連携し、ボランティア団体相互間の連携を深め

るため連絡会議等の設置を推進するとともに、災害時を想定した訓練や研修の実

施に努めるものとする。 

 

ランティアセンターを運営する市町村社会福祉協議会との役割分担等をあら

かじめ定めるよう努めるものとする。特に市町村災害ボランティアセンター

の設置予定場所については、市町村地域防災計画に明記する、相互に協定を

締結する等により、あらかじめ明確化しておくよう努めるものとする。 

イ 【社会福祉協議会が実施する計画】  

災害ボランティアセンターの設置等について、平時から県・市町村との連携 

により、その体制確保に努めるものとする。 

３ ボランティア・ＮＰＯ等関係団体間の連携 

⑵ 実施計画 

ア 【県（危機管理部・健康福祉部）及び市が実施する計画】 

長野県災害時支援ネットワーク、県内外の専門性の高いＮＰＯ等と連携

し、ボランティア団体相互間の連携を深めるため連絡会議等の設置を推進す

るとともに、災害時を想定した訓練や研修の実施に努めるものとする。 

イ 【長野県災害時支援ネットワークが実施する計画】 

        在宅避難、避難所等の生活の場所ごとの分野及び保健医療福祉・要配慮者

等の課題・分野ごとに、関係するＮＰＯ等との平時からの連携体制の構築に

努めるものとする。 
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第２章 第４０節 観光地の孤立災害予防計画 

現 行 修 正 案 

 

第４０節 観光地の孤立災害予防計画 

 

第３ 計画の内容 

１ 通信手段の確保 

⑵ 実施計画 

ア 【市が実施する計画】（危機管理部） 

（ｱ） 県、市、関係機関、関係団体間の連絡、情報伝達及び災害応急体制を整

備する。 

（ｲ） 衛星携帯電話、携帯電話、地域防災行政無線など、災害時に確実に連絡

がとれる情報伝達手段の整備を行う。 

（ｳ） アマチュア無線との協力体制を確立する。 

 

 

 

 

 

第４０節 観光地の孤立災害予防計画 

 

第３ 計画の内容 

１ 通信手段の確保 

⑵ 実施計画 

ア 【市が実施する計画】（危機管理部・総合戦略局） 

（ｱ） 県、市、関係機関、関係団体間の連絡、情報伝達及び災害応急体制を整

備する。 

（ｲ） 衛星携帯電話、携帯電話、地域防災行政無線など、災害時に確実に連絡

がとれる情報伝達手段の整備を行う。 

（ｳ） アマチュア無線との協力体制を確立する。 
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第３章 第１節 災害情報の収集・連絡活動 

現 行 修 正 案 

 

第１節 災害情報の収集・連絡活動 

 

第２ 活動の内容 

３ 被害状況等の調査と調査責任機関 

 被害状況の調査は、次表に掲げる機関が関係の機関及び団体の協力を得て実施す 

る。調査にあたっては、関係機関は相互に連絡を密にし、正確な情報の把握に努め 

る。 

市は、被害が甚大である等、市において被害調査が実施できないときは、別表の     

協力機関に定める県現地機関等に応援を求めるものとし、県現地機関等は速やかに

必要な応援を行う。 

松本地域振興局長は、被災地における被害の状況から情報の収集・連絡体制の強 

化が必要と認められる場合は、県危機管理防災課（応援・受援本部）に情報連絡員

（県本部リエゾン）等の応援派遣の派遣を求める。この場合、県危機管理防災課（応 

援・受援本部）は必要な職員により情報収集チームを構成し、速やかに派遣する。 

また、市は、自らの対応力のみでは十分な災害対策を講じることができないよう 

な災害が発生したときは、速やかにその規模を把握するための情報を収集するよう

特に留意し被害の詳細が把握できない状況にあっても、迅速に当該情報の報告に努

める。 

市は、特に行方不明者の数については捜索・救助体制の検討に必要な情報であるた 

め、住民登録の有無にかかわらず、市内で行方不明となった者について、県警察本部

の協力に基づき正確な情報の収集に努めるものとする。また、要救助者の迅速な把握

のため、安否不明者についても、関係機関の協力を得て、積極的に情報収集を行うも

のとする。 

 

 

 

  ６ 災害情報の収集・連絡系統 

  ⑶ 関係機関における実施事項の概要 

   イ 地震情報 

   （ｱ） 緊急地震速報（警報・予報） 

      ｂ 緊急地震速報（予報） 

        最大震度３以上又はマグニチュード３．５以上もしくは長周期地震動階 

級１以上等と推定されたときに、主に高度利用者向けとして伝えられる。 

 

第１節 災害情報の収集・連絡活動 

 

第２ 活動の内容 

３ 被害状況等の調査と調査責任機関 

⑴ 被害状況の調査は、次表に掲げる機関が関係の機関及び団体の協力を得て実施

する。調査にあたっては、関係機関は相互に連絡を密にし、正確な情報の把握に

努める。 

⑵ 市は、被害が甚大である等、市において被害調査が実施できないときは、別表

の協力機関に定める県現地機関等に応援を求めるものとし、県現地機関等は速や

かに必要な応援を行う。 

⑶ 松本地域振興局長は、被災地における被害の状況から情報の収集・連絡体制の

強化が必要と認められる場合は、県危機管理防災課（総括調整班）に情報連絡員

（県本部リエゾン）等の応援派遣の派遣を求める。この場合、県危機管理防災課

（総括調整班）は必要な職員により情報収集チームを構成し、速やかに派遣す

る。 

なお、派遣先において、新型コロナウイルス感染症を含む感染症の発生及びま

ん延が懸念される場合は、感染対策を適切に行うものとする。 

⑷ また、市は、自らの対応力のみでは十分な災害対策を講じることができないよ

うな災害が発生したときは、速やかにその規模を把握するための情報を収集するよ

う特に留意し被害の詳細が把握できない状況にあっても、迅速に当該情報の報告に

努める。 

⑸ 市は、特に行方不明者の数については捜索・救助体制の検討に必要な情報である

ため、住民登録の有無にかかわらず、市内で行方不明となった者について、県警察

本部の協力に基づき正確な情報の収集に努めるものとする。また、要救助者の迅速

な把握のため、安否不明者についても、関係機関の協力を得て、積極的に情報収集

を行うものとする。 

  ６ 災害情報の収集・連絡系統 

⑶ 関係機関における実施事項の概要 

   イ 地震情報 

   （ｱ） 緊急地震速報（警報・予報） 

     ｂ 緊急地震速報（予報） 

        最大震度３以上又はマグニチュード３．５以上もしくは長周期地震動階

級１以上等と予想されたときに、主に高度利用者向けとして伝えられる。 
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第３章 第１節 災害情報の収集・連絡活動 

現 行 修 正 案 

  ７ 通信手段の確保 

⑷ ［電気通信事業者が実施する事項］ 

災害時における市、県及び防災関係機関の重要通信確保を優先的に行うものとす 

る。 

 

 

 

 

 

「別記」 災害情報収集連絡系統 

 ⑷ 農業関係被害状況報告   様式５号 

ウ 農業集落排水施設被害状況報告 

 

 

⑻ 水道施設被害状況報告   様式９号 

 

 

 

 

 

 

  ７ 通信手段の確保 

⑷ ［電気通信事業者が実施する事項］ 

ア 災害時における市、県及び防災関係機関の重要通信確保を優先的に行うものと

する。 

イ 速やかに通信障害の状況やその原因、通信施設の被害、復旧の状況や見通し、

代替的に利用可能な通信手段等について、関係機関及び住民に対してわかりやす

く情報提供（ホームページのトップページへの掲載、地図による障害エリアの表

示等）するよう努めるものとする。 

 

「別記」 災害情報収集連絡系統 

 ⑷ 農業関係被害状況報告     様式５号 

ウ 農業集落排水施設被害状況報告 
 

 

 

⑻ 水道施設被害状況報告   様式９号 
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第３章 第１節 災害情報の収集・連絡活動 

現 行 修 正 案 

  ⒁ 教育関係被害状況報告   様式第１５号 

   エ 文化財

 

 ⒁ 教育関係被害状況報告   様式第１５号 

   エ 文化財 
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第３章 第２節 非常参集職員の活動 

現 行 修 正 案 

 

第２節 非常参集職員の活動 

 

第３ 活動の内容 

１ 【市が実施する対策】（全庁） 

⑵ 活動体制 

災害応急対策に対処するため、状況に応じ、以下の配備体制をとる。 

なお、各体制の人員については、別表「活動人員一覧」による。 

 

（活動開始基準の◎は指示によらない参集の基準） 

配備体制 活 動 内 容 活 動 期 間 活 動 開 始 基 準 

第１ 

○ 危機管理部

職員による情

報収集・伝達

（警へ継続す

る事前対策） 

 

○ 右の基準に

該当したとき

から、警報等が

解除されるま

で 

○ 危機管理課

長が必要ない

と認めるまで 

○ 他の体制に

移行するまで 

○ 市域に震度３の地震が

発生した場合 

○ 大雨、洪水、暴風、暴風

雪、大雪警報警報発表時 

○ 焼岳で噴火警戒レベル

２へつながる現象が発生

した場合または他の火山

で火口周辺警報（火口周

辺危険）が発表された場

合 

○ 東海地震に関連する調

査情報（臨時）が発表され

た場合 

○ 災害が発生するおそれ

があるときで、危機管理

課長が必要と認めた場合 

第２ 

○ 災害発生前

の体制で、各部

局職員による

情報収集・伝達

活動等を行う。 

 

○ 右の基準に

該当したとき

から、警報等が

解除されるま

で 

○ 危機管理部

○ 市域に震度４の地震が

発生した場合 

○ 東海地震注意情報が発

表された場合 

○ 大雨、洪水、暴風、暴風

雪、大雪警報発表時また

 

第２節 非常参集職員の活動 

 

第３ 活動の内容 

１ 【市が実施する対策】（全庁） 

⑵ 活動体制 

災害応急対策に対処するため、状況に応じ、以下の配備体制をとる。 

なお、各体制の人員については、別表「活動人員一覧」による。 

 

（活動開始基準の◎は指示によらない参集の基準） 

配備体制 活 動 内 容 活 動 期 間 活 動 開 始 基 準 

第１ 

○ 危機管理部

職員による情

報収集・伝達

（警へ継続す

る事前対策） 

 

○ 右の基準に

該当したとき

から、警報等が

解除されるま

で 

○ 危機管理課

長が必要ない

と認めるまで 

○ 他の体制に

移行するまで 

○ 市域に震度３の地震が

発生した場合 

○ 大雨、洪水、暴風、暴風

雪、大雪警報発表時 

○ 焼岳で噴火警戒レベル

２へつながる現象が発生

した場合または他の火山

で火口周辺警報（火口周

辺危険）が発表された場

合 

○ 南海トラフ沿いの大規

模な地震に関連するかど

うかの調査を開始した旨

の臨時情報が発表された

場合 

○ 災害が発生するおそれ

があるときで、危機管理

課長が必要と認めた場合 

第２ 

○ 災害発生前

の体制で、各部

局職員による

情報収集・伝達

活動等を行う。 

 

○ 右の基準に

該当したとき

から、警報等が

解除されるま

で 

○ 危機管理部

○ 市域に震度４の地震が

発生した場合 

○ 南海トラフ沿いの大規

模な地震発生の可能性が

平常時に比べ相対的に高

まったと評価された旨の
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第３章 第２節 非常参集職員の活動 

現 行 修 正 案 

長が必要ない

と認めるまで 

○ 他の体制に

移行するまで 

は災害が発生するおそれ

があるときで、危機管理

部長が必要と認めた場合 

○ 焼岳に噴火警戒レベル

２が発表された場合また

は他の火山に火口周辺警

報（入山危険）が発表され

た場合 

第３ 

○ 災害発生直

前または発生

後の体制で、対

策本部を設置

し、情報収集・

伝達、水防、輸

送、医療、救護

等の災害応急

対策活動を行

う。 

○ 右の基準に

該当したとき

から、警報等が

解除されるま

で 

○ 市長が必要

ないと認める

まで 

○ 他の体制に

移行するまで 

○ 市域に震度５弱及び５

強の地震が発生した場合 

○ 東海地震予知情報（警

戒宣言発令）が発表され

た場合 

○ 大雨、暴風、暴風雪、大

雪特別警報発表時 

○ 大雨、暴風、暴風雪、大

雪特別警報の発表を検討

している旨、長野地方気

象台より情報の提供があ

った場合 

○ 土砂災害警戒情報・記

録的短時間大雨情報発表

時 

○ 次のいずれかにおいて

市長が必要と認めた場合 

・ 暴風、大雨、洪水、暴風

雪、大雪警報発表時 

・ 災害が発生した場合 

・ 激甚な災害が発生する

おそれがある場合 

○ 焼岳に噴火警戒レベル

３が発表された場合また

は他の火山に噴火警報

（居住地域厳重警戒）が

発表された場合 

長が必要ない

と認めるまで 

○ 他の体制に

移行するまで 

臨時情報が発表された場

合 

○ 大雨、洪水、暴風、暴風

雪、大雪警報発表時また

は災害が発生するおそれ

があるときで、危機管理

部長が必要と認めた場合 

○ 焼岳に噴火警戒レベル

２が発表された場合また

は他の火山に火口周辺警

報（入山危険）が発表され

た場合 

第３ 

○ 災害発生直

前または発生

後の体制で、対

策本部を設置

し、情報収集・

伝達、水防、輸

送、医療、救護

等の災害応急

対策活動を行

う。 

○ 右の基準に

該当したとき

から、警報等が

解除されるま

で 

○ 市長が必要

ないと認める

まで 

○ 他の体制に

移行するまで 

○ 市域に震度５弱及び５

強の地震が発生した場合 

○ 大雨、暴風、暴風雪、大

雪特別警報発表時 

○ 大雨、暴風、暴風雪、大

雪特別警報の発表を検討

している旨、長野地方気

象台より情報の提供があ

った場合 

○ 土砂災害警戒情報・記

録的短時間大雨情報発表

時 

○ 次のいずれかにおいて

市長が必要と認めた場合 

・ 暴風、大雨、洪水、暴風

雪、大雪警報発表時 

・ 災害が発生した場合 

・ 激甚な災害が発生する

おそれがある場合 

○ 焼岳に噴火警戒レベル

３が発表された場合また

は他の火山に噴火警報

（居住地域厳重警戒）が
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○ 南海トラフ地震臨時情

報が発表された場合 

 

 

別表 

体制別の活動人員一覧 

 

組 織 名 
体制 

第１配備 第２配備 第３配備 第４配備 第５配備 

指揮本部 

(危機管理課) 

(消防防災課) 

(広報課) 

副部長 

初動当番 

部長 

副部長 

班長班員 

部長 

副部長 

班長 

班員 

部長 

副部長 

班長 

班員 

部長 

副部長 

班長 

班員 

関係職員 

 

 

 

発表された場合 

 （削除） 

 

 

別表 

体制別の活動人員一覧 

 

組 織 名 
体制 

第１配備 第２配備 第３配備 第４配備 第５配備 

指揮本部 

(危機管理課) 

(消防防災課) 

(秘書広報室) 

副部長 

初動当番 

部長 

副部長 

班長班員 

部長 

副部長 

班長 

班員 

部長 

副部長 

班長 

班員 

部長 

副部長 

班長 

班員 

関係職員 
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別表 

松本市災害対策本部 構成・分掌事務 

１ 構成 

種別 構成 設置場所 任務 

本部 
本部長、副本部

長、部局長 

市庁舎内 

※災害の状況等

により勤労者

福祉センター

又は、まつも

と市民芸術館

にも設置でき

る 

本部長の指示に基づく積極的

かつ総括的な災害応急対策、救助

対策を図るため 

・被災状況の把握 

・適切な措置の決定 

・各部相互の連絡調整 

保健医療調整

本部 

医療救護活動

マニュアルに

定める 

市庁舎内（第２応

接室） 

※災害の状況等に

より勤労者福祉

センター又は、

まつもと市民芸

術館にも設置で

きる 

・本部長指示の班内伝達 

・保健医療活動の指揮・調整 

・医療救護、保健衛生、環境衛

生活動の実施 

・医療機関等関係団体との連絡

調整 

・指揮本部へ活動状況の報告 

 

 

別表 

松本市災害対策本部 構成・分掌事務 

１ 構成 

種別 構成 設置場所 任務 

本部 
本部長、副本部

長、部局長 

市庁舎内 

※災害の状況等

により勤労者

福祉センター

又は、まつも

と 市民芸 術

館、情報創造

館にも設置で

きる 

本部長の指示に基づく積極的

かつ総括的な災害応急対策、救助

対策を図るため 

・被災状況の把握 

・適切な措置の決定 

・各部相互の連絡調整 

保健医療調整

本部 

医療救護活動

マニュアルに

定める 

市庁舎内（議員協

議会室） 

※災害の状況等に

より勤労者福祉

センター又は、

まつもと市民芸

術館にも設置で

きる 

・本部長指示の班内伝達 

・保健医療活動の指揮・調整 

・医療救護、保健衛生、環境衛

生活動の実施 

・医療機関等関係団体との連絡

調整 

・指揮本部へ活動状況の報告 
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第２節 非常参集職員の活動 

 

資料１－４ 

令和５年度 松本市災害対策本部 各課分掌事務 

部 長  副部長   分掌事務 

総務部長 
第１副部長 

（行政管理課長

兼平和推進課

長） 

第２副部長 

（行政管理課法

制担当課長） 

○ 指揮本部との総合的連絡調整に関すること。 

○ 
部本部の設置、部内職員の配備及び部内の災害応

急対策の進行管理に関すること。 

○ 
部内の被害情報の収集・整理・伝達に関するこ

と。 

○ 市議会の招集に関すること。 

○ 災害見舞者及び視察者の対応に関すること。 

第３副部長 

（職員課長） 

○ 
職員の安否確認及び職員体制の確保に関するこ

と。 

○ 災害派遣職員の受入れに関すること。 

第４副部長 

（工事検査課

長） 

○ 部内他課及び他部事務の応援に関すること。 

第５副部長 

（公共施設マネ

ジメント課） 

○ 避難施設の応急修理に関すること。 

○ 
応急仮設住宅の建設、撤去及び維持管理に関する

こと。 

○ 教育施設の復旧に関すること。（教育部と連携） 

○ 被災した住宅の応急修理に関すること。 

○ 
応急修理に関する関係協力団体への協力要請に関

すること。 

第６副部長 

（選挙管理委員

会事務局長）            

○ 部内他課及び他部事務の応援に関すること。 

 

第２節 非常参集職員の活動 

 

資料１－４ 

令和６年度 松本市災害対策本部 各課分掌事務 

部 長  副部長   分掌事務 

総務部長 

第１副部長 

（行政管理課長

兼平和推進課

長） 

（削除） 

○ 指揮本部との総合的連絡調整に関すること。 

○ 
部本部の設置、部内職員の配備及び部内の災害応

急対策の進行管理に関すること。 

○ 
部内の被害情報の収集・整理・伝達に関するこ

と。 

○ 市議会の招集に関すること。 

○ 災害見舞者及び視察者の対応に関すること。 

第２副部長 

（職員課長） 

○ 
職員の安否確認及び職員体制の確保に関するこ

と。 

○ 災害派遣職員の受入れに関すること。 

第３副部長 

（工事検査課

長） 

○ 部内他課及び他部事務の応援に関すること。 

第４副部長 

（公共施設マネ

ジメント課） 

○ 避難施設の応急修理に関すること。 

○ 
応急仮設住宅の建設、撤去及び維持管理に関する

こと。 

○ 教育施設の復旧に関すること。（教育部と連携） 

○ 被災した住宅の応急修理に関すること。 

○ 
応急修理に関する関係協力団体への協力要請に関

すること。 

第５副部長 

（選挙管理委員

会事務局長）            

○ 部内他課及び他部事務の応援に関すること。 
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第７副部長 

（監査事務局

長） 

○ 部内他課及び他部事務の応援に関すること。 

健康福祉部長 

第２副部長 

（障がい福祉課

長） 

〇 
 
〇 

 
 
〇 
 
〇 

 
 
〇 
 
〇 

要配慮者の安否確認に関すること。 
 
要配慮者の救助・支援（生活必需品、食料等

の給与）に関すること。 
 
社会福祉施設の被害調査に関すること。 
 
ボランティアセンターの設置・受入れ等の支

援に関すること。 
 
義援金及び義援物資の募集等に関すること。 
 
災害救助法による救助事務に関すること。 

第３副部長 

（生活福祉課

長） 

○ 要配慮者の安否確認に関すること。 

○ 要配慮者の救助・支援（生活必需品、食料等

の給与）に関すること。 

○ 社会福祉施設の被害調査に関すること。 

○ ボランティアセンターの設置・受入れ等の支

援に関すること。 

○ 義援金及び義援物資の需要把握及び配分に関

すること 

○ 災害救助法による救助事務に関すること。 

第４副部長 

（高齢福祉課

長） 

 

第５副部長 

（介護予防担当

課長） 

〇 
 
〇 

 
 
〇 
 
〇 

 
 
〇 
 
〇 

要配慮者の安否確認に関すること。 
 
要配慮者の救助・支援（生活必需品、食料等

の給与）に関すること。 
 
社会福祉施設の被害調査に関すること。 
 
ボランティアセンターの設置・受入れ等の支

援に関すること。 
 
義援金及び義援物資の募集等に関すること。 
 
災害救助法による救助事務に関すること。 

第６副部長 

（監査事務局

長） 

○ 部内他課及び他部事務の応援に関すること。 

健康福祉部長 

第２副部長 

（障がい福祉課

長） 

〇 
 
〇 

 
 
〇 
 
〇 

 
 
〇 
 
〇 

要配慮者の安否確認に関すること。 
 
要配慮者の救助・支援（生活必需品、食料等

の給与）に関すること。 
 
社会福祉施設の被害調査に関すること。 
 
ボランティアセンターの設置・受入れ等の支

援に関すること。 
 
義援金及び義援物資の募集等に関すること。 
 
災害救助法による救助事務に関すること。 

第３副部長 

（生活福祉課

長） 

○ 要配慮者の安否確認に関すること。 

○ 要配慮者の救助・支援（生活必需品、食料等

の給与）に関すること。 

 

〇 
 

（削除） 

（削除） 

義援金及び義援物資の需要把握及び配分に関

すること。 

○ 災害救助法による救助事務に関すること。  

第４副部長 

（高齢福祉課

長） 

 

第５副部長 

（介護予防担当

課長） 

〇 
 
〇 

 
 
〇 
 
〇 

 
 
〇 
 
〇 

要配慮者の安否確認に関すること。 
 
要配慮者の救助・支援（生活必需品、食料等

の給与）に関すること。 
 
社会福祉施設の被害調査に関すること。 
 
ボランティアセンターの設置・受入れ等の支

援に関すること。 
 
義援金及び義援物資の募集等に関すること。 
 
災害救助法による救助事務に関すること。 
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環境エネルギー

部 

第３副部長 

（森林環境課

長） 

 第４副部長 

（森林環境課課

長） 

〇 

 
 
〇 

 
 
〇 
 
〇 
 
〇 

林地、林業施設等の被害調査及び応急対策に

関すること。 
 
土砂災害等（山間部）の被害調査に関するこ

と。 
 
林野火災等の被害調査に関すること。 
 
復旧資機材の確保に関すること。 
 
復旧資機材の確保に関すること。 

第５副部長 

（環境業務課

長） 

〇 

 
 
〇 
 
〇 

 
 
〇 

 
 
〇 
 
〇 
 
〇 
 
〇 
 
〇 
 
〇 

災害時における公害防止及び公衆衛生対策に

関すること。 
 
災害廃棄物の収集・運搬・処理に関すること。 
 
災害廃棄物の調査、処理計画及び一時集積場

の選定に関すること。 
 
廃棄物処理業者等又は他市町村への協力要請

に関すること。 
 
防疫対策（被災地の消毒）に関すること。 
 
仮設トイレ対策に関すること。 
 
環境衛生協議会への活動要請に関すること。 
 
仮置場の設置、運営管理に関すること。 
 
倒壊家屋等の解体、撤去に関すること。 
 
避難所ごみ等の収集に関すること。 

第６副部長 

（廃棄物対策課

長） 

〇 産業廃棄物処理業者等への協力調整に関する

こと。 

文化観光部長 

第７副部長 

（スポーツ推進

課長） 

（新設） 

○ 指定避難所施設の開設・管理に関すること。 

 

 

 

 

環境エネルギー

部 

第３副部長 

（森林環境課

長） 

 （削除） 

 

〇 

 
 
〇 

 
 
〇 
 
〇 
 
〇 

林地、林業施設等の被害調査及び応急対策に

関すること。 
 
土砂災害等（山間部）の被害調査に関するこ

と。 
 
林野火災等の被害調査に関すること。 
 
復旧資機材の確保に関すること。 
 
復旧資機材の確保に関すること。 

第４副部長 

（環境業務課

長） 

〇 

 
 
〇 
 
〇 

 
 
〇 

 
 
〇 
 
〇 
 
〇 
 
〇 
 
〇 
 
〇 

災害時における公害防止及び公衆衛生対策に

関すること。 
 
災害廃棄物の収集・運搬・処理に関すること。 
 
災害廃棄物の調査、処理計画及び一時集積場

の選定に関すること。 
 
廃棄物処理業者等又は他市町村への協力要請

に関すること。 
 
防疫対策（被災地の消毒）に関すること。 
 
仮設トイレ対策に関すること。 
 
環境衛生協議会への活動要請に関すること。 
 
仮置場の設置、運営管理に関すること。 
 
倒壊家屋等の解体、撤去に関すること。 
 
避難所ごみ等の収集に関すること。 

第５副部長 

（廃棄物対策課

長） 

〇 産業廃棄物処理業者等への協力調整に関する

こと。 

文化観光部長 

第７副部長 

（スポーツ事業

推進課長） 

第８副部長 

○ 指定避難所施設の開設・管理に関すること。 
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上下水道局長 
第５副部長 

（下水道課長） 

〇   下水道施設の応急対策、被害調査、復旧に関

すること。 

事務部長 

第１副部長 

（病院総務課

長） 

第２副部長 

（医事企画課

長） 

第３副部長 

（病院建設課） 

第４副部長 

（松本市四賀の

里クリニック事

務担当課長） 

〇 
 
〇 

 
 
〇 

 
 
〇 

 
 
〇 
 
〇 
 
〇 

指揮本部との総合的連絡調整に関すること。 
 
部本部の設置、部内職員の配備及び部内の災

害応急対策の進行管理に関すること。 
 
部内の災害情報の収集・整理・伝達に関する

こと。 
 
病傷人の応急救護及び医療機関への緊急輸送

に関すること。 
 
救急医療品の調達に関すること。 
 
輸血、保存血液の緊急確保に関すること。 
 
緊急時の助産に関すること。 

 

（スポーツ施設

整備課長） 

上下水道局長 
第５副部長 

（下水道課長） 

〇   下水道施設及び農業集落排水施設の応急対

策、被害調査、復旧に関すること。 

事務部長 

第１副部長 

（病院総務課

長） 

第２副部長 

（医事企画課

長） 

第３副部長 

（病院建設課

長） 

第４副部長 

（四賀の里クリ

ニック事務長） 

〇 
 
〇 

 
 
〇 

 
 
〇 

 
 
〇 
 
〇 
 
〇 

指揮本部との総合的連絡調整に関すること。 
 
部本部の設置、部内職員の配備及び部内の災

害応急対策の進行管理に関すること。 
 
部内の災害情報の収集・整理・伝達に関する

こと。 
 
病傷人の応急救護及び医療機関への緊急輸送

に関すること。 
 
救急医療品の調達に関すること。 
 
輸血、保存血液の緊急確保に関すること。 
 
緊急時の助産に関すること。 
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震災対策編 

第３章 第３節 広域相互応援活動 

現 行 修 正 案 

 

第３節 広域相互応援活動  

 

第１ 基本方針 

災害時において、その規模及び被害状況等から、市単独では十分な応急・復旧活動

を実施することが困難な場合、地方公共団体相互、消防機機関相互及び公共機関等相

互においては、法令及び応援協定に基づき、また、表の左欄に掲げる場合に行う具体

的な広域応急対策活動は、それぞれ同表の中・右欄に掲げる応急対策活動要領及び計

画に定めるところにより、協力して迅速かつ円滑な応急・復旧活動を実施するものと

する。 

また、県は、市における人的支援ニーズの把握に努め、県及び県内市町村による応

援職員の派遣等だけでは対応が困難な場合は、応急対策職員派遣制度に基づく派遣要

請を被災市区町村応援職員現地調整会議等において行うものとする。 

なお、被災した場合にあっては、発災直後の概括的な被害状況等を迅速に把握し、

応援要請に遅れが生じないようにするとともに、災害が発生した場合、災害応急業務

等が急激に増加し、災害マネジメント、避難所運営、罹災証明書交付等のための要員

の確保が必要になり、市の職員だけで対応していくことが困難な状況になることか

ら、応援要請に当たっては、受入れ体制に十分配慮の上、総括支援チーム、応援職員

の派遣要請を行うものとする。 

また、被災地以外の市町村にあっては、被災地の被害状況等の情報収集を積極的に

行うとともに、被災状況によっては、応援要請ができない可能性があることから、相

互応援協定等により、必要に応じて先遣隊を派遣し、支援の必要性を判断することと

する。 

新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策のため、応援職員の派遣に当たって

は、派遣職員の健康管理やマスク着用等を徹底するものとする。 

また、会議室のレイアウトの工夫やテレビ会議の活用など、応援職員等の執務スペ

ースの適切な空間の確保に配慮するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３節 広域相互応援活動 

 

第１ 基本方針 

災害時において、その規模及び被害状況等から、市単独では十分な応急・復旧活動

を実施することが困難な場合、地方公共団体相互、消防機機関相互及び公共機関等相

互においては、法令及び応援協定に基づき、また、表の左欄に掲げる場合に行う具体

的な広域応急対策活動は、それぞれ同表の中・右欄に掲げる応急対策活動要領及び計

画に定めるところにより、協力して迅速かつ円滑な応急・復旧活動を実施するものと

する。 

また、県は、市における人的支援ニーズの把握に努め、県及び県内市町村による応

援職員の派遣等だけでは対応が困難な場合は、応急対策職員派遣制度に基づく派遣要

請を被災市区町村応援職員現地調整会議等において行うものとする。 

なお、被災した場合にあっては、発災直後の概括的な被害状況等を迅速に把握し、

応援要請に遅れが生じないようにするとともに、災害が発生した場合、災害応急業務

等が急激に増加し、災害マネジメント、避難所運営、罹災証明書交付等のための要員

の確保が必要になり、市の職員だけで対応していくことが困難な状況になることか

ら、応援要請に当たっては、受入れ体制に十分配慮の上、総括支援チーム、応援職員

の派遣要請を行うものとする。 

また、被災地以外の市町村にあっては、被災地の被害状況等の情報収集を積極的に

行うとともに、被災状況によっては、応援要請ができない可能性があることから、相

互応援協定等により、必要に応じて先遣隊を派遣し、支援の必要性を判断することと

する。 

なお、派遣先において、新型コロナウイルス感染症を含む感染症の発生及びまん延が 

懸念される場合は、感染対策を適切に行うものとする。 
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震災対策編 

第３章 第３節 広域相互応援活動 

現 行 修 正 案 

① 地震発生時の震央地名の区域が、

「南海トラフの巨大地震モデル検討

会」において設定された想定震源断層

域と重なる区域であり、中部地方、近

畿地方及び四国・九州地方のいずれの

地域においても、震度６強以上の震度

の観測又は大津波警報の発表のいずれ

かがあった場合 

② 「南海トラフの巨大地震モデル検討

会」において設定された想定震源断層

域と重なる区域で M８，０以上の地震

が発生し、「南海トラフ地震臨時情報

（巨大地震警戒）」が発表される可能

性がある場合 

・南海トラフ地震防災対策推進基本計画

（平成 26年 3月 28日中央防災会議決

定） 

・「南海トラフ地震における具体的な応急

対策活動に関する計画」 

（平成 27 年 3 月 30 日中央防災会議幹事会

決定、令和４年６月改定） 

東京２３区の区域において、震度６強

以上の震度が観測された場合、又は東京

２３区の区域において震度６強以上の震

度が観測されない場合においても、１都

３県（埼玉県、千葉県、東京都、神奈川

県）の区域において相当程度の被害が生

じていると見込まれる場合 

・「首都直下地震における具体的な応急対

策活動に関する計画」（平成 28年３月 29

日中央防災会議幹事会決定、令和４年６

月改定） 

① 地震発生時の震央地名の区域が、

「南海トラフの巨大地震モデル検討

会」において設定された想定震源断層

域と重なる区域であり、中部地方、近

畿地方及び四国・九州地方のいずれの

地域においても、震度６強以上の震度

の観測又は大津波警報の発表のいずれ

かがあった場合 

② 「南海トラフの巨大地震モデル検討

会」において設定された想定震源断層

域と重なる区域で M８，０以上の地震

が発生し、「南海トラフ地震臨時情報

（巨大地震警戒）」が発表される可能

性がある場合 

・南海トラフ地震防災対策推進基本計画

（平成 26年 3月 28日中央防災会議決

定） 

・「南海トラフ地震における具体的な応急

対策活動に関する計画」 

（平成 27 年 3 月 30 日中央防災会議幹事会

決定、令和５年５月改定） 

東京２３区の区域において、震度６強

以上の震度が観測された場合、又は東京

２３区の区域において震度６強以上の震

度が観測されない場合においても、１都

３県（埼玉県、千葉県、東京都、神奈川

県）の区域において相当程度の被害が生

じていると見込まれる場合 

・「首都直下地震における具体的な応急対

策活動に関する計画」（平成 28年３月 29

日中央防災会議幹事会決定、令和５年５

月改定） 
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震災対策編 

第３章 第３節 広域相互応援活動 

現 行 修 正 案 

 

（新設） 

 

（新設） 

 

 

① 地震発生時の震央地名の区域が、

「日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震

モデル検討会」において設定された想

定震源断層域と重なる区域であり、青

森県、岩手県、宮城県のいずれの地域

においても、震度６弱以上の震度が観

測され、かつ、１道６県（北海道、青

森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城

県、千葉県をいう。以下同じ。）のい

ずれの地域においても、大津波警報の

発表があった場合 

② 地震発生時の震央地名の区域が、

「日本海溝・千島海溝沿いの巨大地 

震モデル検 討会」において設定され

た想定震源断層域と重なる区域であ

り、北海道において震度６強以上の震

度が観測され、かつ、１道６県のいず

れの地域においても、大津波警報の発

表があった場合  

③ ただし、①又は②のいずれにも該当

しない場合において、１道６県の地域

で相当程度の被害が生じていると見込

まれる場合 

・「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に

おける具体的な応急対策活動に関する計

画」（令和５年５月 23日中央防災会議幹

事会決定） 
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震災対策編 

第３章 第４節 ヘリコプターの運用計画 

現 行 修 正 案 

 

第４節 ヘリコプターの運用計画 

 

第３ 計画の内容 

１ 活動内容に応じた各ヘリコプターの選定 

⑴ 基本方針 

消防防災ヘリコプターがまず対応するが、災害の規模、活動の内容等により、

必要に応じて次のヘリコプターを選定、要請する。 

機   種 機種 定員 
救助ホ

イスト 

消火 

装置 

物資吊

下 

ヘリテ

レ 

消防防災ヘリ ベル412EPI １５ ○ ○ ○ ○ 

県警ヘリ 

ユーロコプタ

ー 

ＡＳ３６５Ｎ

３ 

１３ ○  ○ ○ 

アグスタAW１

３９ 
１７ ○  ○ ○ 

広域航空消防

応援等ヘリ 
各種 各種 ○ ○ ○ 〇 

自衛隊ヘリ 各種 各種 ○ ○ ○  

海上保安庁ヘ

リ 
各種 各種 ○  ○  

ドクターヘリ 各種 ６     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４節 ヘリコプターの運用計画 

 

第３ 計画の内容 

１ 活動内容に応じた各ヘリコプターの選定 

⑴ 基本方針 

消防防災ヘリコプターがまず対応するが、災害の規模、活動の内容等により、

必要に応じて次のヘリコプターを選定、要請する。 

機   種 機種 定員 
救助ホ

イスト 

消火 

装置 

物資吊

下 

ヘリテ

レ 

消防防災ヘリ ベル412EPI １５ ○ ○ ○ ○ 

県警ヘリ 
アグスタAW１

３９ 
１７ ○  ○ ○ 

広域航空消防

応援等ヘリ 
各種 各種 ○ ○ ○ 〇 

自衛隊ヘリ 各種 各種 ○ ○ ○  

海上保安庁ヘ

リ 
各種 各種 ○  ○  

ドクターヘリ 各種 ６     
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震災対策編 

第３章 第４節 ヘリコプターの運用計画 

現 行 修 正 案 

６ ドクターヘリ 

重度救急患者の搬送が必要な場合は、危機管理部と健康福祉部が調整の上、長野

厚生連佐久総合病院又は信州大学医学部付属病院へドクターヘリの出動を要請す 

る。 

 

 

６ ドクターヘリ 

重度救急患者の搬送が必要な場合は、危機管理部と健康福祉部が調整の上、長野

厚生連佐久総合病院又は信州大学医学部附属病院へドクターヘリの出動を要請す 

る。 
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震災対策編 

第３章 第６節 救助・救急・医療計画 

現 行 修 正 案 

 

第６節 救助・救急・医療計画 

 

第３ 活動の内容 

２ 医療活動 

⑵ 実施計画 

イ  【県が実施する対策】（危機管理部、健康福祉部、警察本部） 

（ｱ）  長野県災害医療本部の設置及び運営を行う。 

 （追加） 

 

ウ 【関係機関が実施する対策】 

（ｹ）  長野県医薬品卸協同組合及び長野県医科器械同業組合は、備蓄医薬品及

び衛生材料の速やかな搬送を行い、使用後の迅速な補充を図る。 

 

 

 

 

第６節 救助・救急・医療計画 

 

第３ 活動の内容 

２ 医療活動 

⑵ 実施計画 

イ  【県が実施する対策】（危機管理部、健康福祉部、警察本部） 

（ｱ）  長野県保健医療福祉調整本部の設置及び運営を行う。 

（ｽ）  必要に応じ、厚生労働省に災害時健康危機管理支援チーム（ＤＨＥＡ 

Ｔ）の派遣を要請する。 

ウ 【関係機関が実施する対策】 

（ｹ）  長野県医薬品卸協同組合及び長野県医療機器販売業協会は、備蓄医薬品

及び衛生材料の速やかな搬送を行い、使用後の迅速な補充を図る。 
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震災対策編 

第３章 第９節 緊急輸送活動 

現 行 修 正 案 

 

第９節 緊急輸送活動 

 

第３ 活動の内容 

６ 輸送拠点の確保 

⑵ 実施計画 

ア 【市が実施する対策】（建設部、産業振興部、文化観光部、危機管理部） 

（ｱ）  各地区、公共施設等のヘリポートを活用するとともに、各地区体育館等

を輸送拠点に設定する。 

 

 

 

 

 

第９節 緊急輸送活動 

 

第３ 活動の内容 

６ 輸送拠点の確保 

⑵ 実施計画 

ア 【市が実施する対策】（建設部、産業振興部、文化観光部、危機管理部） 

（ｱ）  各地区、公共施設等のヘリポートを活用するとともに、松本市防災物資

ターミナル等を輸送拠点に設定する。 
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震災対策編 

第３章 第１０節 障害物の処理活動 

現 行 修 正 案 

 

第１０節 障害物の処理活動 

 

第３ 計画の内容 

１ 障害物除去処理 

⑴ 基本方針 

障害となる物件の除去は、その所有者又は管理者が行うものであるが、復旧作

業車両、救援車両の交通路を優先して確保するため、障害物の権利関係に留意し

つつ、緊急輸送路上の放置車両、被災車両及び倒壊物件等の交通障害物を直ちに

除去する。 

   ⑵ 実施計画 

イ 【県が実施する対策】（各部局） 

（ｲ） 障害物除去の方法 

ｃ 緊急交通路の障害物を確認するため、発災と同時に当該緊急交通路を

通行止めとする。 

         （ｵ） 応援協力体制 

ａ 緊急輸送路として確保すべき農林道上の障害物については、速やかに

除去されるよう市を支援する。         （農政部、林務部） 

 

 

 

 

第１０節 障害物の処理活動 

 

第３ 計画の内容 

１ 障害物除去処理 

⑴ 基本方針 

障害となる物件の除去は、その所有者又は管理者が行うものであるが、復旧作

業車両、救援車両の交通路を優先して確保するため、障害物の権利関係に留意し

つつ、緊急輸送道路上の放置車両、被災車両及び倒壊物件等の交通障害物を直ち

に除去する。 

⑵ 実施計画 

イ 【県が実施する対策】（各部局） 

（ｲ） 障害物除去の方法 

ｃ 緊急輸送道路の障害物を確認するため、発災と同時に当該輸送道路を

通行止めとする。 

（ｵ） 応援協力体制 

ａ 緊急輸送道路として確保すべき農林道上の障害物については、速やか

に除去されるよう市を支援する。        （農政部、林務部） 
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震災対策編 

第３章 第１１節 避難受入れ及び情報提供活動 

現 行 修 正 案 

 

第１１節 避難受入れ及び情報提供活動 

 

第１ 基本方針 

地震時においては、建築物の破損、火災、崖崩れ等が予想され、地域住民の身体、生命

に大きな被害を及ぼすおそれがあるので、避難に関わる的確な応急対策の計画作成をして

おく。その際、高齢者、障がい者等の要配慮者についても十分考慮する。 

また、土砂災害危険箇所等に所在している施設に対しては、避難指示、警戒区域の設定

並びに避難誘導の実施に当たっては、十分配慮するものとする。 

 

第２ 主な活動 

１ 避難指示の実施者は適切にその実施を行い、速やかにその内容を市民に周知す

る。 

５ 市及び県は、広域的な避難が必要な場合は、速やかな避難の実施に努める。 

 

第３ 計画の内容 

１ 避難指示 

⑴ 基本方針 

地震に伴う災害により、人命、身体の保護又は災害の拡大防止のため、特に必

要と認められる場合には、市民に対して避難指示を行う。 

避難指示を行う者は、関係機関相互に緊密な連携を図りながら、地域住民の積

極的な協力を得て、災害情報の迅速かつ的確な収集に努めるとともに、避難指示

を行った場合は、速やかにその内容を市民に周知する。 

⑵ 実施計画 

ア 実施機関 

（ｱ） 実施事項及び実施機関 

実施事項 機関等 根     拠 対象災害 

避難指示 

市 長 
災害対策基本法第６０

条 
災害全般 

水防管理者 水防法第２９条 洪水 

知事又はその

命を受けた職

員 

水防法第２９条・地すべ

り等防止法第２５条 

洪水及び地

すべり災害

全般 

警察官 災害対策基本法第６１ 災害全般 

 

第１１節 避難受入れ及び情報提供活動 

 

第１ 基本方針 

地震時においては、建築物の破損、火災、崖崩れ等が予想され、地域住民の身体、生命

に大きな被害を及ぼすおそれがあるので、避難に関わる的確な応急対策の計画作成をして

おく。その際、高齢者、障がい者等の要配慮者についても十分考慮する。 

また、土砂災害警戒区域等内に所在している施設に対しては、避難指示、警戒区域の設

定並びに避難誘導の実施に当たっては、十分配慮するものとする。 

 

第２ 主な活動 

１ 市町村長等は適切に避難指示を発令し、速やかにその内容を市民に周知する。 

５ 市及び県は、広域的な避難が必要な場合は、相互に連携し、速やかな避難の実施

に努める。 

 

第３ 計画の内容 

１ 避難指示 

⑴ 基本方針 

地震に伴う災害により、人命、身体の保護又は災害の拡大防止のため、特に必

要と認められる場合には、市民に対して避難指示を発令する。 

発令者は、関係機関相互に緊密な連携を図りながら、地域住民の積極的な協力

を得て、災害情報の迅速かつ的確な収集に努めるとともに、避難指示を行った場

合は、速やかにその内容を市民に周知する。 

⑵ 実施計画 

ア 実施機関 

（ｱ） 実施事項及び実施機関 

実施事項 機関等 根     拠 対象災害 

避難指示 

市 長 
災害対策基本法第６０

条 
災害全般 

知事 
災害対策基本法第６０

条 
災害全般 

水防管理者 水防法第２９条 洪水 

知事又はその

命を受けた職

水防法第２９条・地すべ

り等防止法第２５条 

洪水及び地

すべり災害
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条 

警察官職務執行法第４

条 

自衛官 自衛隊法第９４条 〃 

指定避難所

の開設、受入

れ 

市長 

  

 

 

イ 避難指示の意味 

「指示」とは、被害の危険が目前に切迫している場合等に発せられ、住民を

避難のため立ち退かせるためのものを言う。 

 

 

ウ 避難指示及び報告、通知等 

（ｱ） ［市長の行う措置］ 

ａ 避難指示 

災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、人の生命又は

身体を災害から保護し、その他災害の拡大を防止するため、特に必要があ

ると認めるときは、次の地域の居住者、滞在者その他の者に対し、避難方

向または指定緊急避難場所を示し、早期に避難の指示を行うものとする。 

⒠ 酸素欠乏もしくは、有毒ガス等が大量に流出し、広域にわたり人 

的被害が予想される地域 

  

 

 

 

       オ 避難指示の内容 

避難指示を行うに際して、次の事項を明確にする。 

カ 市民への周知 

（ｱ） 避難指示を行った者は、速やかにその内容を市防災行政無線、広報車等あ

らゆる広報手段を通じ又は直接市民に対し周知する。 

避難の必要がなくなった場合も同様とする。 

特に、避難行動要支援者については、個々の態様に配慮した避難支援計画

員 全般 

警察官 

災害対策基本法第６１

条 

警察官職務執行法第４

条 

災害全般 

自衛官 自衛隊法第９４条 〃 

指定避難所

の開設、受入

れ 

市長 

  

イ 避難指示の意味 

災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、人の生命又は身体を

災害から保護し、その他災害の拡大を防止するため特に必要があると認めるとき

に、必要と認める地域の必要と認める居住者等（居住者、滞在者その他の者をい

う。以下同じ。）に対し、避難のための立退きを指示することをいう。 

ウ 措置及び報告、通知等 

（ｱ） ［市長の行う措置］ 

ａ 避難指示 

災害時において、人の生命又は身体を災害から保護し、その他災害の拡

大を防止するため、特に必要があると認めるときは、国の「避難情報に関

するガイドライン」等を参考に、次の地域の居住者等に対し、避難指示を

発令するものとする。 

⒠ 酸素欠乏もしくは、有毒ガス等が大量に流出し、広域にわたり人的被

害が予想される地域 

 このほか、土砂災害や洪水については、風水害対策編に準じて対応す 

るものとする。 

なお、地震発生時には、気象警報等の発表基準が引き下げられる場合 

があることに留意する。 

    オ 避難指示の内容 

避難指示の発令に際して、次の事項を明確にする。 

カ 市民への周知 

（ｱ） 避難指示の発令は、速やかにその内容を市防災行政無線、広報車等あらゆ

る広報手段を通じ又は直接市民に対し周知する。 

避難の必要がなくなった場合も同様とする。 

特に、避難行動要支援者については、個々の態様に配慮した避難支援計画
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により、確実に伝達する。 

（ｲ） 市長は、市長以外の指示者、市民と関係している隣接の市町村長等と緊密

な連絡を取り、周知徹底を図る。 

（ｶ） 高齢者等避難、避難指示をはじめとする災害情報の周知のため、防災行政

無線をはじめとして、コミュニティ放送、ケーブルテレビ、有線放送、電子

メール等のほか、地域住民の協力による伝達など多様な手段を用い、避難に

関する情報及び被災状況や生活支援等に関する各種情報の伝達を適時に行う

とともに、災害の状況によっては臨時災害放送局の開設を検討するものとす

る。 

キ 避難行動要支援者の状況把握 

市及び県は、災害発生後直ちに避難支援計画により民生・児童委員、町会、

消防、警察等関係機関の協力を得て、避難行動要支援者の安否、保健福祉サー

ビスの要否等について迅速かつ的確な把握に努める。 

ク 市有施設における避難活動 

（ｲ） 避難指示は、速やかに内容を庁内放送、消防団員等による伝令等あらゆる

広報手段を通じ周知を行う。 

  ３ 避難誘導活動 

⑴ 基本方針 

避難指示を行った者は、人命の安全を第一に混乱を避け、安全かつ円滑な避難誘導

に努めるとともに、避難行動要支援者の避難に十分配慮する。 

⑵ 実施計画 

イ 【市民が実施する計画】 

避難にあたっては、まず、各町会で定めた「町会一時集合場所」へ集合し、 

住民の安否確認等を行ったのち、できるだけ集団で指定避難場所へ避難する。 

この際、危険個所に十分注意して避難するものとする。 

（ｱ） 要避難地区で避難を要する場合 

市民等は避難誘導員の指示に従い、電気のブレーカーの遮断、使用中の

火気の消火等出火防止措置を講じた後、互いに協力して直ちに安全な場所

へ避難する。 

この場合の携帯品は食料、日用品等必要最小限とする。 

（ｲ） 任意避難地区で避難を要する場合 

市民等は、災害が拡大し危険が予想されるときは、(ｱ)同様出火防止措置

をとった後、互いに協力し、安全な場所へ自主的に避難する。 

この場合の携帯品は食料、日用品等必要最小限とする。 

により、確実に伝達する。 

（ｲ） 市長は、市長以外の発令者、市民と関係している隣接の市町村長等と緊密

な連絡を取り、周知徹底を図る。 

（ｶ） 避難情報や災害情報の周知のため、防災行政無線をはじめとして、コミュ

ニティ放送、ケーブルテレビ、有線放送、電子メール等のほか、地域住民の

協力による伝達など多様な手段を用い、避難に関する情報及び被災状況や生

活支援等に関する各種情報の伝達を適時に行うとともに、災害の状況によっ

ては臨時災害放送局の開設を検討するものとする。 

 

キ 避難行動要支援者の状況把握 

市及び県は、災害発生後直ちに避難支援計画により民生・児童委員、自主防

災組織、消防、警察等関係機関の協力を得て、避難行動要支援者の安否、保健

福祉サービスの要否等について迅速かつ的確な把握に努める。 

ク 市有施設における避難活動 

（ｲ） 避難指示が発令された場合は、速やかに内容を庁内放送、消防団員等によ

る伝令等あらゆる広報手段を通じ周知を行う。 

 ３ 避難誘導活動 

⑴ 基本方針 

避難指示の発令者は、人命の安全を第一に混乱を避け、安全かつ円滑な避難誘導に

努めるとともに、避難行動要支援者の避難に十分配慮する。 

⑵ 実施計画 

イ 【市民が実施する計画】 

避難にあたっては、まず、各町会で定めた「町会一時集合場所」へ集合し、 

住民の安否確認等を行ったのち、できるだけ集団で指定避難場所へ避難する。 

この際、危険個所に十分注意して避難するものとする。 

市民等は、電気のブレーカーの遮断、使用中の火気の消火等出火防止措置を

講じた後、互いに協力して直ちに安全な場所へ避難する。 

この場合の携帯品は食料、日用品等必要最小限とする。 

 

 

（削除） 
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  ４ 避難所の開設・運営 

⑵ 実施計画 

ア 【市が実施する対策】（危機管理部、住民自治局、教育委員会、文化観光部、

健康福祉部、こども部、建設部） 

（ｷ）  指定避難所の運営に関し、役割分担を明確化し、避難者に過度の負担が

かからないよう配慮しつつ、避難者が相互に助け合う自治的な組織が主体

的に関与する運営に早期に移行できるよう、その立ち上げを支援する。 

 

 

 

（ｻ）  指定避難所における新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策のた

め、受付時の確認、避難者の健康管理や避難所の衛生管理、十分な避難ス

ペースの確保、適切な避難所レイアウト等の必要な措置を講じるよう努め

るものとする。 

また、自宅療養者等が指定避難所に避難した場合には、避難所の専用ス 

ペース等での受け入れを適切に行うものとする。 

イ 【県が実施する対策】 

（ｲ）  指定避難所の管理運営に当たり、市から職員の派遣要請があり、必要が

あると認めた場合は、可能な範囲において、職員を派遣するものとする。 

なお、職員を派遣する際は、新型コロナウイルス感染症を含む感染症対

策のため、職員の派遣に当たっては、派遣職員の健康管理やマスク着用等

を徹底する。 

 

６ 住宅の確保 

⑵ 実施計画 

ア 【市が実施する対策】（建設部、総務部、健康福祉部、危機管理部） 

（ｵ）  利用可能な公営住宅等を把握し、被災市町村に情報提供を行う。 

 

 

  ７ 被災者等への的確な情報提供 

   ⑵ 実施計画 

    ア 【市及び県が実施する計画】（危機管理部） 

(ｱ)  市は半壊以上の被害を受けた在宅避難者及び親戚宅等避難者について住 

家の被害認定調査、保健師等による保健衛生活動、罹災証明書の発行手続き、 

 ４ 避難所の開設・運営 

⑵ 実施計画 

ア 【市が実施する対策】（危機管理部、住民自治局、教育委員会、文化観光部、

健康福祉部、こども部、建設部） 

（ｷ）  指定避難所の運営に関し、役割分担を明確化し、避難者に過度の負担が

かからないよう配慮しつつ、避難者が相互に助け合う自治的な組織が主体

的に関与する運営に早期に移行できるよう、その立ち上げを支援する。こ

の際、避難生活支援に関する知見やノウハウを有する地域の人材に対して

協力を求めるなど、地域全体で避難者を支えることができるよう留意する

こと。 

（ｻ）  指定避難所における新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策のた

め、受付時の確認、避難者の健康管理や避難所の衛生管理、十分な避難ス

ペースの確保、適切な避難所レイアウト、感染症を発症した避難者や疑い

のある者の専用スペース又は個室の確保等の必要な措置を講じるよう努め

るものとする。 

 

イ 【県が実施する対策】 

（ｲ）  指定避難所の管理運営に当たり、市から職員の派遣要請があり、必要が

あると認めた場合は、可能な範囲において、職員を派遣するものとする。 

なお、派遣先において、新型コロナウイルス感染症を含む感染症の発生

及びまん延が懸念される場合は、感染対策を適切に行うものとする。 

 

 

６ 住宅の確保 

⑵ 実施計画 

ア 【市が実施する対策】（建設部、総務部、健康福祉部、危機管理部） 

（削除） 

（以下番号繰り上げ）   

 

７ 被災者等への的確な情報提供 

   ⑵ 実施計画 

    ア 【市及び県が実施する計画】 

(ｱ)  市及び県は、地域の実情に応じ、災害ケースマネジメント（一人ひとりの

被災者の状況を把握した上で、関係者が連携して、被災者に対するきめ細や
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避難所での炊き出し等において、在宅避難者及び親戚宅等避難者の避難先や

住まいの状況を把握し、被災者台帳等へ反映するよう努めるものとする。 

(ｲ) 市自らの調査では避難先が把握出来ない場合は、民生委員、児童委員、社 

会福祉協議会、自治会、ＮＰＯ・ボランティア等の協力や、広報による申出の 

呼びかけ等により、把握に努めるものとする。 

(ｳ) 県及び市は、被災者のニーズを十分把握し、被害の情報、二次災害の危険 

性に関する情報、安否情報、ライフラインや交通施設等の公共施設等の復旧 

状況、医療機関、スーパーマーケット、ガソリンスタンドなどの生活関連情 

報、それぞれの機関が講じている施策に関する情報、交通規制、被災者生活 

支援に関する情報等、被災者等に役立つ正確かつきめ細やかな情報を適切に 

提供する。なお、その際、要配慮者、在宅避難者、応急仮設住宅として供与さ 

れる賃貸住宅への避難者、所在を把握できる広域避難者、在日外国人、訪日 

外国人に配慮した伝達を行う。 

(ｴ) 県及び市は、被災者のおかれている生活環境及び居住環境等が多様である 

ことにかんがみ、情報を提供する際に活用する媒体に配慮するものとする。 

特に、停電や通信障害発生時は情報を得る手段が限られていることから、被 

災者生活支援に関する情報についてはチラシの張り出し、配布等の紙媒体や 

広報車でも情報提供を行うなど、適切に情報提供がなされるよう努める。 

(ｵ) 県及び市は、要配慮者、在宅避難者、応急仮設住宅等への避難者等に配慮した 

正確な情報の伝達等により、生活環境の確保が図られるよう努める。 

(ｶ) 県及び市は、被災者の安否について市民から照会があったときは、被災者等の 

権利、利益を不当に侵害することのないよう配慮しつつ、消防、救助等人命に関 

わるような災害発生直後の緊急性の高い応急措置に支障を及ぼさない範囲で、可 

能な限り安否情報を回答するよう努める。この場合において、県及び市は、安否 

情報の適切な提供のために必要と認めるときは、警察、消防及び関係機関と協力 

して、被災者に関する情報の収集に努める。 

 

かな支援を継続的に実施する取組）などの被災者支援の仕組みの整備等に努

めるものとする。 

(ｲ)  市は半壊以上の被害を受けた在宅避難者及び親戚宅等避難者について住 

家の被害認定調査、保健師等による保健衛生活動、罹災証明書の発行手続き、 

避難所での炊き出し等において、在宅避難者及び親戚宅等避難者の避難先や

住まいの状況を把握し、被災者台帳等へ反映するよう努めるものとする。 

(ｳ)  市自らの調査では避難先が把握出来ない場合は、民生委員、児童委員、社 

会福祉協議会、自治会、ＮＰＯ・ボランティア等の協力や、広報による申出 

の呼びかけ等により、把握に努めるものとする。 

(ｴ)  市及び県は、被災者のニーズを十分把握し、被害の情報、二次災害の危険 

性に関する情報、安否情報、ライフラインや交通施設等の公共施設等の復旧 

状況、医療機関、スーパーマーケット、ガソリンスタンドなどの生活関連情 

報、それぞれの機関が講じている施策に関する情報、交通規制、被災者生活 

支援に関する情報等、被災者等に役立つ正確かつきめ細やかな情報を適切に 

提供する。なお、その際、要配慮者、在宅避難者、応急仮設住宅として供与 

される賃貸住宅への避難者、所在を把握できる広域避難者、在日外国人、訪 

日外国人に配慮した伝達を行う。 

(ｵ)  市及び県は、被災者のおかれている生活環境及び居住環境等が多様である 

ことにかんがみ、情報を提供する際に活用する媒体に配慮するものとする。 

特に、停電や通信障害発生時は情報を得る手段が限られていることから、被 

災者生活支援に関する情報についてはチラシの張り出し、配布等の紙媒体や 

広報車でも情報提供を行うなど、適切に情報提供がなされるよう努める。 

(ｶ)  市及び県は、要配慮者、在宅避難者、応急仮設住宅等への避難者等に配慮し 

た正確な情報の伝達等により、生活環境の確保が図られるよう努める。 

(ｷ)  市及び県は、被災者の安否について市民から照会があったときは、被災者等 

の権利、利益を不当に侵害することのないよう配慮しつつ、消防、救助等人命に 

関わるような災害発生直後の緊急性の高い応急措置に支障を及ぼさない範囲 

で、可能な限り安否情報を回答するよう努める。この場合において、県及び市 

は、安否情報の適切な提供のために必要と認めるときは、警察、消防及び関係機 

関と協力して、被災者に関する情報の収集に努める。 

(ｸ)  市及び県は、障がいの種類及び程度に応じて障がい者が防災及び防犯に 

関する情報を迅速かつ確実に取得することができるようにするため、体制 

の整備充実、設備又は機器の設置の推進その他の必要な施策を講ずるもの 

とする。 
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第３章 第１１節 避難受入れ及び情報提供活動 

現 行 修 正 案 

(ｹ)  市及び県は、障がいの種類及び程度に応じて障がい者が緊急の通報を円 

滑な意思疎通により迅速かつ確実に行うことができるようにするため、多 

様な手段による緊急の通報の仕組みの整備の推進その他の必要な施策を講 

ずるものとする。 
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震災対策編 

第３章 第１４節 飲料水の調達供給活動 

現 行 修 正 案 

 

第１４節 飲料水の調達供給活動 

 

第１ 基本方針 

飲料水の調達は、緊急遮断弁や自己水源の稼働等により確保された配水池の貯留水、

プールへろ水器を搬入して確保された水並びにボトルウォーターの備蓄等により行う

こととし、市で水の確保が困難な場合は、他市町村からの応援給水により調達すること

を基本方針としている。 

市では、飲料水の供給は重要給水施設を優先的に行い、被災規模により単独での応

急給水活動が困難となる場合には、長野県市町村災害時相互応援協定及び長野県水道

協議会水道施設等災害相互応援要綱により他市町村から応援給水を受ける。 

 

第３ 活動の内容 

１ 飲料水の確保 

⑵ 実施計画 

イ 【県が実施する対策】 

（ｳ）  松本地域振興局所長は災害時に、市からボトルウォーターの供給について

要請があった場合、松本地域振興局のボトルウォーターの供給を行うととも

に、供給数量を危機管理部長あてに報告する。 

なお、市からの要請量が松本地域振興局の備蓄量を上回る場合は、松本 

地域振興局長は危機管理部長に必要量を報告し、危機管理部長は他の地域振

興局にボトルウォーターの供給を依頼する。     （危機管理部） 

ウ 【水道事業者等が実施する対策】 

（ｱ）  県企業局が実施する対策 

ａ 「安心の蛇口」について、飲料水の調達が可能か確認する。 

ｂ ボトルウォーターについて、備蓄場所及び本数の確認を行う。 

ｃ 浄水場の点検を実施し、飲料水の調達が可能か判断する。 

ｄ 非常用水源井戸により飲料水の調達を行う。 

 

 

 

 

２ 飲料水の供給 

⑵ 実施計画 

 

第１４節 飲料水の調達供給活動 

 

第１ 基本方針 

飲料水の調達は、緊急遮断弁や自己水源の稼働により確保された配水池の貯留水、プ

ールへろ水器を搬入して確保された水並びにボトルウォーターの備蓄等により行うこ

ととし、市で水の確保が困難な場合は、他市町村からの応援給水により調達することを

長野県の基本方針としている。 

本市では、飲料水の供給は重要給水施設を優先的に行い、被災規模により単独での

応急給水活動が困難となる場合には、長野県市町村災害時相互応援協定及び長野県水

道協議会水道施設等災害相互応援要綱により他市町村から応援給水を受ける。 

 

第３ 活動の内容 

１ 飲料水の確保 

⑵ 実施計画 

イ 【県が実施する対策】 

（ｳ）  松本地域振興局所長は災害発生時に、市からボトルウォーターの供給につ

いて要請があった場合、松本地域振興局のボトルウォーターの供給を行うと

ともに、供給数量を危機管理部長あてに報告する。 

なお、市からの要請量が松本地域振興局の備蓄量を上回る場合は、松本 

地域振興局長は危機管理部長に必要量を報告し、危機管理部長は他の地域振

興局にボトルウォーターの供給を依頼する。     （危機管理部） 

ウ 【水道事業者等が実施する対策】 

（ｱ）  県企業局が実施する対策 

ａ 浄水場や配水池の点検を実施し、飲料水の調達が可能か判断する。 

ｂ 「安心の蛇口」設置箇所では、組立式応急給水栓により、飲料水の調達

が可能か確認する。 

ｃ 非常用水源井戸により飲料水の調達を行う。 

ｄ 給水袋等給水資材の備蓄場所・数量の確認を行う。 

ｅ ボトルウォーター「川中島の水」・「千曲川の水」の備蓄場所・数量

の確認を行う。 

 

２ 飲料水の供給 

⑵ 実施計画 
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震災対策編 

第３章 第１４節 飲料水の調達供給活動 

現 行 修 正 案 

ウ 【県企業局が実施する対策】 

（ｱ） 断水地域の把握等、情報の収集を行う。 

（ｲ） 管路の点検を行い、優先して重要給水施設へ飲料水を供給する。 

（ｳ） 給水車により、市が設置した飲料水供給場所へ飲料水を供給する。 

（ｴ） 「安心の蛇口」設置個所では、組立式応急給水栓による、飲料水の供給に

協力する。 

（ｵ） ボトルウォーターや給水袋等の給水資材を、市 が設置した飲料水供給場

所へ供給・配布する活動を市と協力して行う。 

（ｶ） 市が行う飲料水の供給作業への協力を行う。 

（ｷ）  給水車の出動体制、給水拠点の確保・確認を行う。 

（ｸ） 給水区域の市町村と締結した災害協定に基づき、次の取り組みを行う。 

 

ウ 【水道事業者等が実施する対策】 

(ｱ) 県企業局が実施する対策 

ａ 断水地域の把握等、情報の収集を行う。 

ｂ 管路の点検を行い、優先して重要給水施設へ飲料水を供給する。 

ｃ 給水車により、市が設置した飲料水供給場所へ飲料水を供給する。 

ｄ 「安心の蛇口」設置個所では、組立式応急給水栓による、飲料水の供給に

協力する。 

ｅ ボトルウォーター「川中島の水」・「千曲川の水」や給水袋等の給水資材

を、市が設置した飲料水供給場所へ供給・配布する活動を市と協力して行

う。 

ｆ 市が行う飲料水の供給作業への協力を行う。 

ｇ  給水車の出動体制、給水拠点の確保・確認を行う。 

ｈ 給水区域の市町村と締結した災害協定に基づき、次の取り組みを行う。 
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第３章 第１６節 保健衛生、感染症予防活動 

現 行 修 正 案 

 

第１６節 保健衛生、感染症予防活動 

 

第１ 基本方針 

被災後、復旧までの間における被災者の健康の確保を目的に、医療調整本部におい

て、被災者の健康状態の把握・健康相談等の保健活動、感染症の発生予防措置・まん

延防止措置、食品衛生指導、食生活の状況の把握及び栄養改善対策等の指導を行うと

ともに、地域の衛生状態にも十分配慮する。 

 

第２ 主な活動 

１ 保健師による被災者の健康相談等を行うとともに、避難所における健康意識の向上

に努める。また、被災者の食料確保状況を把握し、管理栄養士による栄養指導を行う

とともに食品衛生上の危害防止のための措置を講ずる。 

２ 平常時から感染症予防対策用資機材の整備、感染症予防対策のための組織の明確化

を図り、災害時には、衛生指導、健康調査などの感染症予防活動を行う。 

また、感染症発生時は、疫学調査や患者への医療提供、消毒などのまん延防止措置

を行う。 

 

第３ 活動の内容 

１ 保健衛生活動 

⑴ 基本方針 

被災地及び避難所等に保健師、を派遣し、被災者の救護及び健康管理のための保

健活動を行う。 

また、被災世帯及び避難所等における健康管理を継続して行い、環境の整備に取

り組む。 

このほか、被災者の食料確保の状況を把握し、関係機関と連携の上、栄養改善及

び食品衛生管理に必要な措置を講ずる。 

⑵ 実施計画 

ア 【市が実施する対策】（健康福祉部） 

(ｱ)  被災者の避難状況を把握し、保健福祉事務所に置かれる地方部保健福祉班

に報告するとともに被災者台帳等に反映するものとする。 

(ｲ)  被災者の健康を確保するために、避難所等の整備に努め、健康相談を行う

ものとする。 

(ｳ)  要医療者及び慢性疾患者等に、医療・保健情報を提供するとともに、受診

 

第１６節 保健衛生、感染症予防活動 

 

第１ 基本方針 

被災後、復旧までの間における被災者の健康の確保を目的に、保健医療調整本部に

おいて、被災者の健康状態の把握・健康相談等の保健活動、感染症の発生予防措置・

まん延防止措置、食品衛生指導、食生活の状況の把握及び栄養改善対策等の指導を行

うとともに、地域の衛生状態にも十分配慮する。 

 

第２ 主な活動 

１ 保健師による被災者の健康相談等を行うとともに、避難所等における健康意識の向

上に努める。また、被災者の食料確保状況を把握し、管理栄養士による栄養指導を行

うとともに食品衛生監視員による食品衛生上の危害防止のための措置を講ずる。 

２ 平常時から感染症予防対策用資機材の整備、感染症予防対策のための組織の明確化

を図り、災害時には、衛生指導、健康調査などの感染症予防活動を行う。 

また、感染症発生時は、疫学調査や患者への医療提供、消毒などのまん延防止措置

を行う。 

 

第３ 活動の内容 

１ 保健衛生活動 

⑴ 基本方針 

避難所等に保健師、管理栄養士及び歯科衛生士を派遣し、健康管理のための保健

活動を行う。 

また、避難所等における健康管理を継続して行い、環境の整備に取り組むととも

に、必要に応じ心のケアのため精神科医師等の派遣調整を行う。 

このほか、被災者の食料確保の状況を把握し、関係機関と連携の上、栄養改善及

び食品衛生管理に必要な措置を講ずる。 

⑵ 実施計画 

ア 【市が実施する対策】（健康福祉部） 

(ｱ)  被災者の避難状況を把握し、保健福祉事務所に置かれる地方部保健福祉班

に報告するものとする。 

(ｲ)  被災者の健康を確保するために、避難所等の整備に努め、健康相談を行う

ものとする。 

(ｳ)  要医療者及び慢性疾患患者等に、医療・保健情報を提供するとともに、受
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第３章 第１６節 保健衛生、感染症予防活動 

現 行 修 正 案 

状況の確認等を行い継続ケアに努める。 

(ｴ)  保健師等の巡回等による健康管理、衛生管理、感染症及び食中毒防止対策

について 

 

(ｵ)  医師による健康診断等 

医療機関や交通手段が復旧しない等の場合、必要に応じて松本市医師会に

依頼して、集団による健康診断、治療及び予防接種を行う。この場合の費用

については、救護の費用基準に準ずる。 

実施の時点は、発災後１週間以内とする。 

     (ｶ) 安全かつ確実な食料提供のために、以下の対策を行う。 

ｆ 被災食品の措置を行う。 

ｇ 食品関係営業施設における被害食品の状況に応じ、食品衛生上の危害

防止のため必要な措置を講ずる。 

イ 【県が実施する対策】（健康福祉部） 

（ｱ）  被災者の健康管理のため、市と連携して衛生班による現地での健康相談等

を行うとともに、感染症の予防措置等保健衛生面での指導等を行い、避難所

における健康意識の向上に努める。 

（ｳ）  市と連携して要医療者及び慢性疾患患者等に、医療・保健情報を提供する

とともに、医療機関の受診状況や住まいの状況の確認等を行い継続ケアに努

める。 

ウ 【関係機関が実施する対策】 

（ｲ）  看護協会等は行政との連携のもとに、被災帯や避難所の救護・健康相談を

行うように努める。 

エ 【市民が実施する対策】 

（ｲ）  市民相互の助け合いを大切にし、自らのボランティアとしての活動を行

う。 

 

２ 感染症予防対策 

⑴ 基本方針 

感染症予防対策の整備及び訓練、機材の確保に努めるとともに、感染症予防対策

のための組織を明確化し、迅速な感染症予防を行う。 

また、感染症の発生を未然に防止するため、関係機関との連携のもとに衛生指導

を行う。 

なお、感染症が発生した場合は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に

診状況の確認等を行い継続ケアに努める。 

(ｴ)  保健師及び管理栄養士等が当該地域の避難所等を巡回して避難住民等の

健康相談及び栄養指導を行う。また、避難所の保健衛生管理、感染症及び食

中毒の防止に努める。 

(ｵ)  医師による健康診断等 

医療機関や交通手段が復旧しない等の場合、必要に応じて松本市医師会に

依頼して、集団による健康診断、治療及び予防接種を行う。この場合の費用

については、救護の費用基準に準ずる。 

 

     (ｶ) 安全かつ確実な食料提供のために、以下の対策を行う。 

（削除） 

ｆ 食品関係営業施設における被害食品の状況に応じ、食品衛生上の危害

防止のため必要な措置を講ずる。 

イ 【県が実施する対策】（健康福祉部） 

（ｱ）  被災者の健康管理のため、市と連携して現地での健康相談等を行うととも

に、感染症の予防措置等保健衛生面での指導等を行い、避難所における健康

意識の向上に努める。 

（ｳ）  市と連携して要医療者及び慢性疾患患者等に、医療・保健情報を提供する

とともに、受診状況の確認等を行い継続ケアに努める。 

 

ウ 【関係機関が実施する対策】 

（ｲ）  看護協会等は行政との連携のもとに、被災世帯や避難所の救護・健康相談

を行うように努める。 

エ 【市民が実施する対策】 

（ｲ）  市民相互の助け合いを大切にし、自らもボランティアとしての活動を行

う。 

 

２ 感染症予防対策 

⑴ 基本方針 

感染症予防対策の整備及び訓練、機材の確保に努めるとともに、感染症予防対策

のための組織を明確化し、迅速な感染症予防を行う。 

また、感染症の発生を未然に防止するため、関係機関との連携のもとに衛生指導

を行う。 

なお、感染症が発生した場合は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に
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第３章 第１６節 保健衛生、感染症予防活動 

現 行 修 正 案 

関する法律に基づく患者への医療提供措置を迅速に行い、まん延防止を図る。 

 

⑵ 実施計画 

ア 【市が実施する対策】（健康福祉部） 

 

 

関する法律に基づく患者への医療提供等必要な措置を迅速に行い、まん延防止を図

る。 

⑵ 実施計画 

ア 【市が実施する対策】（健康福祉部、環境エネルギー部） 
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第３章 第２１節 電気施設応急活動 

現 行 修 正 案 

 

第２１節 電気施設応急活動 

 

第３ 活動の内容 

２ 迅速な応急復旧活動 

⑵ 実施計画 

ア 【市が実施する対策】（危機管理部、建設部、総務部） 

電気事業者が実施する道路区域内の応急復旧工事については、許可手続きを

早急に行うとともに、掘削工事を伴う場合は、他の埋設物の情報を提供して、

他のライフラインの損傷を防止し、同一箇所での二者以上の工事については、

工事が輻輳しないよう調整する。 

 

 

 

 

第２１節 電気施設応急活動 

 

第３ 活動の内容 

２ 迅速な応急復旧活動 

⑵ 実施計画 

ア 【市が実施する対策】（危機管理部、建設部、総務部） 

電気事業者が実施する道路区域内の応急復旧工事については、許可手続きを

早急に行うとともに、掘削工事を伴う場合は、他の埋設物の情報を提供して、

他のライフラインの損傷を防止し、同一箇所での２者以上の工事については、

工事が輻輳しないよう調整する。 
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第３章 第２２節 都市ガス施設応急活動 

現 行 修 正 案 

 

第２２節 都市ガス施設応急活動 

 

第１ 基本方針 

ガス漏洩による火災・爆発・生ガス中毒の二次災害防止により住民の安全を確保す 

る。速やかな応急復旧によりガスの早期供給再開をめざし、公共施設としての機能を維

持する。 

また、被害が大規模な場合、当該都市ガス事業者だけでは応急復旧活動が実施困難

であることから、他都市ガス事業者へ応援を依頼した場合の受入体制を整備する。 

 

第３ 活動の内容 

１ 都市ガス施設応急復旧対策 

⑵ 実施計画 

イ 【県が実施する対策】（建設部） 

都市ガス事業者が実施する道路区域内の応急復旧工事については、許可手続 

きを早急に行うとともに、掘削工事を伴う場合は、他の埋設物の情報を提供し 

て、他のライフラインの損傷を防止し、同一箇所での二者以上の工事について 

は、工事現場が輻湊しないための調整の実施 

 

 

 

 

 

第２２節 都市ガス施設応急活動 

 

第１ 基本方針 

ガス漏洩による火災・爆発の二次災害防止により住民の安全を確保する。速やかな応

急復旧によりガスの早期供給再開をめざし、公共施設としての機能を維持する。 

また、被害が大規模な場合、当該都市ガス事業者だけでは応急復旧活動が実施困難

であることから、他都市ガス事業者へ応援を依頼した場合の受入体制を整備する。 

 

 

第３ 活動の内容 

１ 都市ガス施設応急復旧対策 

⑵ 実施計画 

イ 【県が実施する対策】（建設部） 

都市ガス事業者が実施する道路区域内の応急復旧工事については、許可手続 

きを早急に行うとともに、掘削工事を伴う場合は、他の埋設物の情報を提供し 

て、他のライフラインの損傷を防止し、同一箇所での２者以上の工事について 

は、工事現場が輻湊しないための調整の実施 
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第３章 第２３節 上水道施設応急活動 

現 行 修 正 案 

 

第２３節 上水道施設応急活動 

 

第３ 活動の内容 

１ 上水道施設応急復旧対策 

⑵ 実施計画 

ウ 【県が実施する対策】 

（ｳ） 県企業局が実施する対策 

ａ 「大規模地震時の初動マニュアル」により、水道施設の点検・操作、被

害状況の把握を行う。 

ｂ 長野県営水道指定給水装置工事事業者等へ「県営水道指定給水装置工事

事業者の指定及び給水装置工事の施行に関する要綱」により協力を依頼す

る。 

ｃ 本復旧に時間を要する地区については、必要に応じて優先順位を定め仮

配管から送水を行う。 

ｄ 関係する市町村と協力して、住民に対し飲料水の供給活動を行う。 

    エ 【市民が実施する対策】 

      水道が使用不能あるいは使用制限が必要になった場合には、これに協力する。 

 

 

 

 

 

第２３節 上水道施設応急活動 

 

第３ 活動の内容 

１ 上水道施設応急復旧対策 

⑵ 実施計画 

エ 【水道事業者等が実施する対策】 

（ｱ） 県企業局が実施する対策 

ａ 「大規模地震時の初動マニュアル」により、水道施設の点検・操作、被

害状況の把握を行う。 

ｂ 長野県営水道指定給水装置工事事業者等へ「県営水道指定給水装置工事

事業者の指定及び給水装置工事の施行に関する要綱」により協力を依頼す

るとともに、工事を発注する。 

ｃ 本復旧に時間を要する地区については、必要に応じて優先順位を定め仮

配管から配水を行う。 

ｄ 市と協力して、住民に対し飲料水の供給等に関する広報活動を行う。 

 オ 【市民が実施する対策】 

      水道が使用不能あるいは使用制限が必要になった場合には、これに協力する。 
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第３章 第２８節 土砂災害等応急活動 

現 行 修 正 案 

 

第２８節 土砂災害等応急活動 

 

第３ 活動の内容 

１ 大規模土砂災害対策 

⑵ 実施計画 

ア 【市が実施する対策】（危機管理部、建設部、環境エネルギー部） 

（ｱ）  警戒避難情報を住民に提供し、適時適切に避難指示等の処置を講じるもの

とする。 

イ 【県が実施する対策】（建設部、農政部、林務部） 

（ｲ） 緊急調査の結果に基づき基づき地すべりによる被害が及ぶおそれがある土 

地の区域及び時期に関する情報を関係自治体の長に通知する。 

ウ 【国が実施する対策】（地方整備局） 

（ｲ）  緊急調査の結果に基づき土砂災害が想定される土地の区域及び時期に関 

する情報を関係自治体の長に通知する。 

エ 【市民が実施する対策】 

警戒避難情報に注意を払い、避難指示が出された場合これに迅速に従うも

のとする。 

２ 地すべり等応急対策 

⑴ 基本方針 

監視体制を整え、規模、活動状況を把握し、警戒避難情報を提供するとともに被

害を最小限に留めるために応急工事を実施する。 

⑵ 実施計画 

ア 【市が実施する対策】（危機管理部、建設部、環境エネルギー部） 

（ｱ）  警戒避難情報を市民に提供し、必要に応じて避難指示等の処置を講ず

る。 

イ 【広域消防局が実施する対策】 

(ｱ)  情報の把握 

圏域内の土砂災害危険箇所の巡視を実施し、その結果を必要に応じて市長

に速やかに報告する。 

オ 【市民が実施する対策】 

警戒避難情報に注意を払い、避難指示が出された場合これに迅速に従う。 

 

３ 土石流対策 

 

第２８節 土砂災害等応急活動 

 

第３ 活動の内容 

１ 大規模土砂災害対策 

⑵ 実施計画 

ア 【市が実施する対策】（危機管理部、建設部、環境エネルギー部） 

（ｱ）  土砂災害緊急情報を住民に提供し、適時適切に避難指示等の処置を講じる

ものとする。 

イ 【県が実施する対策】（建設部、農政部、林務部） 

（ｲ）  緊急調査の結果に基づき基づき地すべりによる被害が及ぶおそれがある土 

地の区域及び時期に関する土砂災害緊急情報を関係自治体の長に通知する。 

ウ 【国が実施する対策】（地方整備局） 

（ｲ）  緊急調査の結果に基づき土砂災害が想定される土地の区域及び時期に関 

する土砂災害緊急情報を関係自治体の長に通知する。 

エ 【市民が実施する対策】 

土砂災害緊急情報に注意を払い、避難指示が出された場合これに迅速に従

うものとする。 

２ 地すべり等応急対策 

⑴ 基本方針 

監視体制を整え、規模、活動状況を把握し、警戒避難に関する情報を提供すると

ともに被害を最小限に留めるために応急工事を実施する。 

⑵ 実施計画 

ア 【市が実施する対策】（危機管理部、建設部、環境エネルギー部） 

（ｱ）  警戒避難に関する情報を市民に提供し、必要に応じて避難指示等の処置

を講ずる。 

イ 【広域消防局が実施する対策】 

(ｱ)  情報の把握 

圏域内の巡視を実施し、その結果を必要に応じて市長に速やかに報告す

る。 

オ 【市民が実施する対策】 

警戒避難に関する情報に注意を払い、避難指示が出された場合これに迅速

に従う。 

３ 土石流対策 
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第３章 第２８節 土砂災害等応急活動 

現 行 修 正 案 

⑴ 基本方針 

監視体制を整え、被災状況、不安定土砂の状況を把握し、警戒避難情報を提供す

るとともに、被害を最小限に留めるために応急工事を実施する。 

⑵ 実施計画 

ア 【市が実施する対策】（危機管理部、建設部、環境エネルギー部） 

（ｱ）  警戒避難情報を住民に提供し、必要に応じて避難指示等の措置を講じ

る。 

ウ 【県が実施する対策】（建設部） 

（ｲ）  二次災害に備えて必要に応じ警戒避難情報を市、住民等に提供する。 

 

オ 【市民が実施する対策】 

警戒避難情報に注意を払い、避難指示が出された場合これに迅速に従う。 

 

４ 崖崩れ応急対策 

⑴ 基本方針 

監視体制を整え、規模、崩壊状況を把握し、警戒避難情報を提供するとともに被

害を最小限に留めるために応急工事を実施する。 

⑵ 実施計画 

ア 【市が実施する対策】（危機管理部、建設部、環境エネルギー部） 

(ｱ)   警戒避難情報を住民に提供し、必要に応じて避難指示等の処置を講じるも

のとする。 

エ 【市民が実施する対策】 

   警戒避難情報に注意を払い、避難指示が出された場合これに迅速に従うも

のとする。 

⑴ 基本方針 

監視体制を整え、被災状況、不安定土砂の状況を把握し、警戒避難に関する情報

を提供するとともに、被害を最小限に留めるために応急工事を実施する。 

⑵ 実施計画 

ア 【市が実施する対策】（危機管理部、建設部、環境エネルギー部） 

（ｱ）  警戒避難に関する情報を住民に提供し、必要に応じて避難指示等の措置 

を講じる。 

ウ 【県が実施する対策】（建設部） 

（ｲ）  二次災害に備えて必要に応じ警戒避難に関する情報を市、住民等に提供

する。 

オ 【市民が実施する対策】 

警戒避難に関する情報に注意を払い、避難指示が出された場合これに迅速

に従う。 

４ 崖崩れ応急対策 

⑴ 基本方針 

監視体制を整え、規模、崩壊状況を把握し、警戒避難に関する情報を提供すると

ともに被害を最小限に留めるために応急工事を実施する。 

⑵ 実施計画 

ア 【市が実施する対策】（危機管理部、建設部、環境エネルギー部） 

（ｱ）  警戒避難に関する情報を住民に提供し、必要に応じて避難指示等の処置を

講じるものとする。 

エ 【市民が実施する対策】 

   警戒避難に関する情報に注意を払い、避難指示が出された場合これに迅速

に従うものとする。 
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第３章 第２９節 建築物災害応急活動 

現 行 修 正 案 

 

第２９節 建築物災害応急活動 

 

第３ 活動の内容 

２ 一般建築物 

⑵ 実施計画 

イ 【県が実施する対策】（建設部） 

（ｲ）  市から、被災住宅や宅地の危険度判定の支援を要請され、必要があると認

められた場合は、職員を派遣するほか、広域的な支援の調整を行う。職員を

派遣する際は、新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策のため、派遣職

員の健康管理やマスク着用等を徹底する。 

  

 

３ 文化財  

⑵ 実施計画 

ア 【市が実施する対策】（教育委員会） 

（ｴ）  被害状況に応じ、被害の拡大防止のため応急修理の措置を文化庁及び県教

育委員会の指導を受けて実施する。 

（ｵ）  国・県指定文化財に災害が発生した場合は、その災害の原因・被害の概況

及び応急措置その他必要事項について県教育委員会（松本教育事務所経由）

に報告する。 

イ 【県が実施する対策】（教育委員会） 

ウ 【所有者が実施する対策】 

(ｳ)  災害の原因、被害の概況及び応急措置その他必要事項を調査し、市文化財

所管部局へ報告し、被害の状況に応じ、被害の拡大の防止のための応急修理

の措置を文化庁、県教育委員会、市文化財所管部局の指導を受けて実施する。 

 

 

 

 

第２９節 建築物災害応急活動 

 

第３ 活動の内容 

２ 一般建築物 

⑵ 実施計画 

イ 【県が実施する対策】（建設部） 

（ｲ）  市から、被災住宅や宅地の危険度判定の支援を要請され、必要があると認

められた場合は、職員を派遣するほか、広域的な支援の調整を行う。 

               なお、職員の派遣先において、新型コロナウイルス感染症を含む感染症

の発生及びまん延が懸念される場合は、感染対策を適切に行うものとす

る。 

 

３ 文化財  

⑵ 実施計画 

ア 【市が実施する対策】（教育委員会） 

（ｴ）  被害状況に応じ、被害の拡大防止のため応急修理の措置を文化庁及び県の

指導を受けて実施する。 

（ｵ）  国・県指定文化財に災害が発生した場合は、その災害の原因・被害の概況

及び応急措置その他必要事項について県に報告する。 

 

イ 【県が実施する対策】（県民文化部） 

ウ 【所有者が実施する対策】 

(ｳ)  災害の原因、被害の概況及び応急措置その他必要事項を調査し、市文化財

所管部局へ報告し、被害の状況に応じ、被害の拡大の防止のための応急修理

の措置を文化庁、県、市文化財所管部局の指導を受けて実施する。 
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第３章 第３２節 災害の拡大防止と予防活動 

現 行 修 正 案 

 

第３２節 災害の拡大防止と予防活動 

 

第３ 活動の内容 

１ 建築物、構造物に係る二次災害防止対策 

⑵ 実施計画 

［道路及び橋梁関係］ 

イ 【県が実施する対策】 

（ｱ）  道路及び橋梁の被害状況や交通状況を速やかに把握するため、自転車やバ

イク等の多様な移動手段の活用によりパトロール等を実施するとともに、道

路情報モニター及び官民の自動車プロープ情報の活用等により情報収集を

行う。              （建設部、道路公社、警察本部） 

（ｵ） パトロール等による巡視の結果等をもとに、路上の障害物の除去及び被災

道路の応急復旧計画を策定し、建設業協会各支部と結んだ業務協定に基づ

き、緊急輸送路の機能確保を最優先に応急復旧工事を行う。 

また、路上の障害物の除去及び応急復旧対策の工法は、被害の状況、本復

旧までの工期施行量、資機材の有無等を考慮し適切な方法を選択する。 

（建設部、道路公社、警察本部） 

エ 【関係機関が実施する対策】（地方整備局） 

（ｱ） 道路及び橋梁の被害状況や交通状況を速やかに把握するため、工事事務 

所、出張所において自転車やバイク等の多様な移動手段の活用により速やか

にパトロール等を実施するとともに、道路情報モニター及び官民の自動車プ

ローブ情報の活用等により情報収集を行う。 

 

 

 

 

 

第３２節 災害の拡大防止と予防活動 

 

第３ 活動の内容 

１ 建築物、構造物に係る二次災害防止対策 

⑵ 実施計画 

［道路及び橋梁関係］ 

イ 【県が実施する対策】 

（ｱ）  道路及び橋梁の被害状況や交通状況を速やかに把握するため、自転車やバ

イク等の多様な移動手段の活用によりパトロール等を実施するとともに、道

路情報モニター及び官民のプロープ情報の活用等により情報収集を行う。                           

（建設部、道路公社、警察本部） 

（ｵ） パトロール等による巡視の結果等をもとに、路上の障害物の除去及び被災

道路の応急復旧計画を策定し、建設業協会各支部と結んだ業務協定に基づ

き、緊急輸送道路の機能確保を最優先に応急復旧工事を行う。 

また、路上の障害物の除去及び応急復旧対策の工法は、被害の状況、本復

旧までの工期施行量、資機材の有無等を考慮し適切な方法を選択する。 

（建設部、道路公社、警察本部） 

エ 【関係機関が実施する対策】（地方整備局） 

（ｱ） 道路及び橋梁の被害状況や交通状況を速やかに把握するため、工事事務 

所、出張所において自転車やバイク等の多様な移動手段の活用により速やか

にパトロール等を実施するとともに、道路情報モニター及び官民のプローブ

情報の活用等により情報収集を行う。 
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震災対策編 

第３章 第３３節 ため池災害応急活動 

現 行 修 正 案 

 

第３３節 ため池災害応急活動 

 

第３ 活動の内容 

２ 実施計画 

⑴ 【市が実施する対策】（産業振興部、危機管理部、住民自治局） 

ア 震度４以上の地震が発生した場合、直ちにため池点検を行い県及び関係機関に

状況報告を行う。 

(ｱ) 震度４以上の地震が発生した場合、ため池１か所（美鈴湖）を点検する。 

(ｲ) 震度５弱以上の地震が発生した場合、ため池２３か所を点検する。 

 

 

 

 

 

第３３節 ため池災害応急活動 

 

第３ 活動の内容 

２ 実施計画 

⑴ 【市が実施する対策】（産業振興部、危機管理部、住民自治局） 

ア 震度４以上の地震が発生した場合、直ちにため池点検を行い県及び関係機関に

状況報告を行う。 

(ｱ) 震度４以上の地震が発生した場合、ため池１か所（美鈴湖）を点検する。 

(ｲ) 震度５弱以上の地震が発生した場合、ため池２６か所を点検する。 
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震災対策編 

第３章 第３６節 飼養動物の保護対策 

現 行 修 正 案 

 

第３６節 飼養動物の保護対策 

 

第３ 活動の内容 

２ 実施計画 

⑵ 【県が実施する計画】 

イ 県は、被災市町村長から逸走犬等の保護・収容・救護に関する応援要請等があ

った場合は、人員の派遣、資機材のあっせん等所要の措置をとる。 

（健康福祉部、農政部、警察本部） 

 

 

 

 

 

第３６節 飼養動物の保護対策 

 

第３ 活動の内容 

２ 実施計画 

⑵ 【県が実施する計画】 

イ 県は、被災市町村長から逸走犬等の保護・収容・救護に関する応援要請等があ

った場合は、人員の派遣、資機材のあっせん等所要の措置をとる。 

  なお、職員の派遣先において、新型コロナウイルス感染症を含む感染症の発生

及びまん延が懸念される場合は、感染対策を適切に行うものとする。 

（健康福祉部、農政部、警察本部） 

 

 

 

 

69



震災対策編 

第３章 第３７節 ボランティアの受入れ体制 

現 行 修 正 案 

 

第３７節 ボランティアの受入れ体制 

 

第２ 主な活動 

１ 被災者のボランティアニーズの把握を行うとともに、ボランティアの受入れ体制

の確保に努める。また、被災地で支援活動を行っているボランティア関係団体と情

報を共有する場を設置し、被災者のボランティアニーズや支援活動の全体像を把握

し、連携のとれた支援活動を展開する。 

 

 

第３ 活動の内容 

１ 被災者のボランティアニーズの把握と受入れ体制の確保 

⑵ 実施計画 

ア 【市が実施する対策】（健康福祉部、危機管理部） 

（ｲ）  災害ボランティアセンターの設置に協力し、ボランティアの受入れ、需給

調整、現地調査、相談指導等の活動に対し支援を行う。 

(ｳ)   市社協、地元や外部から被災地入りしているボランティア関係団体、中間

支援組織を含めた連携体制の構築を図り、情報を共有する場を設置するなど

し、被災者のボランティアニーズや支援活動の全体像を把握するものとする

。また、災害の状況及びボランティアの活動予定を踏まえ、災害廃棄物の収

集運搬などを行うよう努める。これらの取組みにより、連携のとれた支援活

動を展開するよう努めるとともに、ボランティアの活動環境の整備を図る。 
 

 

イ 【県が実施する対策】（危機管理部、県民文化部、健康福祉部） 

(ｳ)  市社協、地元や外部から被災地入りしているボランティア関係団体、中間

支援組織を含めた連携体制の構築を図り、情報を共有する場を設置するなど

し、被災者のボランティアニーズや支援活動の全体像を把握するものとする

。また、災害の状況及びボランティアの活動予定を踏まえ、片付けごみなど

の収集運搬を行うよう努める。これらの取組みにより、連携のとれた支援活

動を展開するよう努めるとともに、ボランティアの生活環境について配慮す

る。 

 

ウ 【社会福祉協議会が実施する対策】 

 

第３７節 ボランティアの受入れ体制 

 

第２ 主な活動 

１ 被災者のボランティアニーズの把握を行うとともに、ボランティアの受入れ体制

の確保に努める。また、被災地で支援活動を行っているボランティア関係団体と災

害の状況やボランティアの活動状況等に関する最新の情報を共有する場を設置し、

被災者のボランティアニーズや支援活動の全体像を関係者と積極的に共有し、連携

のとれた支援活動を展開する。 

 

第３ 活動の内容 

１ 被災者のボランティアニーズの把握と受入れ体制の確保 

⑵ 実施計画 

ア 【市が実施する対策】（健康福祉部、危機管理部） 

（ｲ）  市災害ボランティアセンターが行うボランティアの受入れ、需給調整、現

地調査、相談指導等の活動に対し支援を行う。 

(ｳ)   市社協、地元や外部から被災地入りしているボランティア関係団体、災害

中間支援組織を含めた連携体制の構築を図り、災害の状況やボランティアの

活動状況等に関する最新の情報を共有する場を設置するなどし、被災者のボ

ランティアニーズや支援活動の全体像を関係者と積極的に共有するものと

する。また、災害の状況及びボランティアの活動予定を踏まえ、災害廃棄物

の収集運搬などを行うよう努める。これらの取組みにより、連携のとれた支

援活動を展開するよう努めるとともに、ボランティアの活動環境の整備を図

る。 
イ 【県が実施する対策】（危機管理部、企画振興部、健康福祉部） 

(ｳ)  市社協、地元や外部から被災地入りしているボランティア関係団体、災害

中間支援組織を含めた連携体制の構築を図り、災害の状況やボランティアの

活動状況等に関する最新の情報を共有する場を設置するなどし、被災者のボ

ランティアニーズや支援活動の全体像を把握関係者と積極的に共有するも

のとする。また、災害の状況及びボランティアの活動予定を踏まえ、片付け

ごみなどの収集運搬を行うよう努める。これらの取組みにより、連携のとれ

た支援活動を展開するよう努めるとともに、ボランティアの生活環境につい

て配慮する。 

ウ 【社会福祉協議会が実施する対策】 
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震災対策編 

第３章 第３７節 ボランティアの受入れ体制 

現 行 修 正 案 

     (ｳ)   被災市町村広域圏内の市町村社会福祉協議会及び県社会福祉協議会は、市

町村センターの活動を支援する前線拠点として広域センターを設置し、ボラ

ンティアの登録・受入れ、資機材の調達等の必要な支援を行うものとする。 

        エ 【広域的災害ボランティア支援団体のネットワーク（特定非営利活動法人全国

災害ボランティア支援団体ネットワーク（JVOAD）、長野県災害時支援ネットワ

ーク（N-NET）など）が実施する対策】 

 

２ ボランティア活動拠点の提供支援 

   ⑵ 実施計画 

    イ 【社会福祉協議会が実施する対策】 

 (ｱ)   県社会福祉協議会は、災害ボランティア活動支援の拠点として県と協議の

上、県災害ボランティアセンターを設置し、県内におけるボランティア活動

の全体像を把握するとともに、運営支援者の派遣調整、活動に必要な資機材

の調達等、市災害ボランティアセンター（以下「市センター」という。）及び

広域災害ボランティアセンター（以下「広域センター」という。）の設置・運

営を支援するものとする。 

         また、市センター、広域センター、県、ボランティア関係団体、中間支援

組織と情報共有し、ボランティア受入れの広域的な調整やボランティア活動

の情報発信を行うものとする。 

 

 

 

     (ｳ)   市社会福祉協議会及び県社会福祉協議会は、市センターの活動を支援する

前線拠点として広域センターを設置し、ボランティアの登録・受入れ、資機

材の調達等の必要な支援を行うものとする。 

        エ 【災害中間支援組織（特定非営利活動法人全国災害ボランティア支援団体ネッ

トワーク（JVOAD）、長野県災害時支援ネットワーク（N-NET）等）、広域的災害

ボランティア支援団体等が実施する対策】 

 

２ ボランティア活動拠点の提供支援 

   ⑵ 実施計画 

    イ 【社会福祉協議会が実施する対策】 

 (ｱ)   県社会福祉協議会は、災害ボランティア活動支援の拠点として県と協議の

上、県災害ボランティアセンターを設置し、県内におけるボランティア活動

の全体像を把握するとともに、運営支援者の派遣調整、活動に必要な資機材

の調達等、市災害ボランティアセンター（以下「市センター」という。）及び

広域災害ボランティアセンター（以下「広域センター」という。）の設置・運

営を支援するものとする。 

        また、市センター、広域センター、県、ボランティア関係団体、災害中間

支援組織と情報共有し、ボランティア受入れの広域的な調整やボランティア

活動の情報発信を行うものとする。 

 

 

71



震災対策編 

第３章 第４０節 観光地の孤立災害応急対策 

現 行 修 正 案 

 

第４０節 観光地の孤立災害応急対策 

 

第３ 活動の内容 

１ 通信手段の確保 

⑵ 実施計画 

ア 【市が実施する対策】（危機管理部） 

 

２ 孤立状況等の早期把握 

⑵ 実施計画 

ア 【市が実施する対策】（危機管理部、文化観光部、総合戦略局） 

必要に応じて現地対策本部を設置するとともに、孤立状況及び被害実態につい

て情報収集を行い、県に対して直ちに速報する。 

 

 

 

第４０節 観光地の孤立災害応急対策 

 

第３ 活動の内容 

１ 通信手段の確保 

⑵ 実施計画 

ア 【市が実施する対策】（危機管理部、総合戦略局） 

 

２ 孤立状況等の早期把握 

⑵ 実施計画 

ア 【市が実施する対策】（危機管理部、文化観光部、総合戦略局） 

必要に応じて現地対策本部を設置するとともに、職員を派遣する等、孤立状況

及び被害実態について情報収集を行い、県に対して直ちに速報する。 
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震災対策編 

第４章 第５節 被災者等の生活再建等の支援 

現 行 修 正 案 

 

第５節 被災者等の生活再建等の支援 

 

第３ 活動の内容 

４ 被災者の労働対策 

⑵ 実施計画 

ア 【市が実施する対策】（産業振興部） 

災害により離職を余儀なくされた者の再就職を支援するため、公共職業安定所

の行う臨時職業相談窓口、巡回職業相談及び職業転換給付金制度等の周知､活用

促進を図るための措置を講ずる。 

 

 

 

 

 

第５節 被災者等の生活再建等の支援 

 

第３ 活動の内容 

４ 被災者の労働対策 

⑵ 実施計画 

ア 【市が実施する対策】（産業振興部） 

災害により離職を余儀なくされた者の再就職を支援するため、ハローワークの

行う臨時職業相談窓口、巡回職業相談及び職業転換給付金制度等の周知､活用促

進を図るための措置を講ずる。 
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震災対策編 

第５章 東海地震等に関する事前対策活動 

現 行 修 正 案 

 

第５章 東海地震等に関する事前対策活動 

 

 

 

 

 

 

第５章 東海地震等に関する事前対策活動  

 

 （章削除） 
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風水害対策編 

第１章 第４節 防災面から見た松本市の概要 

現 行 修 正 案 

 

第４節 防災面から見た松本市の概要 

 

第１ 自然的条件 

  ３ 気 候 （値は松本地域特別気象観測所の平年値(統計機関 1991～2020年)） 

    松本市の気候は、位置と地形の関係上、きわめて顕著な内陸性気候の特性を示して

いる。 

    年平均気温は１２．２℃、年平均湿度６８％である。降水量の年合計は、１，０４

５．１ｍｍで冬期に少なく梅雨期に多い。年平均風速は、２．４ｍ／ｓｅｃ、最大風

速１０ｍ／ｓｅｃ以上の年間日数は３．８日で、春先の南の強風はこの地方特有の現

象である。 

年間日照時間は２，１３４．７時間で、県内の他地域や国内の主要都市と比較して

多いといえる。 

災害との関係では、梅雨期の梅雨前線や、夏期の雷雨による大雨、通過又は接近す

る台風による大雨や強風があげられ、その他、春先の南岸低気圧による大雨、春のお

そ霜やひょう等も気象の特徴としてあげられる。 

 

第２ 社会的条件 

５ 鉄 道 

    市内を走る鉄道は、松本駅を中心に、ＪＲ篠ノ井線、大糸線、中央本線、アルピコ

交通上高地線が乗り入れている。 

    本市は県下中南信の中核都市として重要な位置を占めている。 

    平成２７年の一日あたりの市内の駅乗車人員は、ＪＲ線（松本駅、村井駅、平田駅、

南松本駅、北松本駅）で約２１，９００人、アルピコ交通上高地線で約４，６００人

である。 

    一方、生活路線バスについては、主にアルピコ交通㈱が運行しており、平成２７年

の一日あたりの利用者は、約６，９００人である。 

    他に、松本市が運行に係わる市営バスや西部地域コミュニティバス等があり、平成

２７年度の利用者は、約１１７，８００人である。 

 

  ６ 航 空 

    昭和４０年に開港し平成６年７月にジェット化開港した県営松本空港は、県内唯一

の空の玄関として、現在はフジドリームエアラインズ・ＦＤＡが、福岡線、札幌線を

小型ジェット機により毎日運航している。 

 

第４節 防災面から見た松本市の概要 

 

第１ 自然的条件 

  ３ 気 候 （値は松本地域特別気象観測所の平年値(統計機関 1991～2020年)） 

    松本市の気候は、位置と地形の関係上、きわめて顕著な内陸性気候の特性を示して

いる。 

    年平均気温は１２．２℃、年平均湿度６８％である。降水量の年合計は、１，０４

５．１ｍｍで冬期に少なく梅雨期に多い。年平均風速は、２．４ｍ／ｓｅｃ、最大風

速１０ｍ／ｓｅｃ以上の年間日数は３．８日で、春先の南の強風はこの地方特有の現

象である。 

年間日照時間は２，１３４．７時間で、県内の他地域や国内の主要都市と比較して

多いといえる。 

災害との関係では、梅雨期の梅雨前線や、夏期の雷雨による大雨、通過又は接近

する台風による大雨や強風があげられ、その他、春先の南岸低気圧による大雨、春

のおそ霜やひょう等も気候の特徴としてあげられる。 

 

第２ 社会的条件 

５ 鉄 道 

    市内を走る鉄道は、松本駅を中心に、ＪＲ篠ノ井線、大糸線、中央本線、アルピコ

交通上高地線が乗り入れている。 

    本市は県下中南信の中核都市として重要な位置を占めている。 

    令和５年の一日あたりの市内の駅乗車人員は、ＪＲ線（松本駅、村井駅、平田駅、

南松本駅、北松本駅）で約２０，８００人、アルピコ交通上高地線で約４，７００人

である。 

    一方、生活路線バスについては、令和５年４月から公設民営ぐるっとまつもとバス

として、市が制度設計をし民間事業者が運行しており、令和５年度の利用者は、市営

バスを含め、約２，１６２，７００人である。 

     

 

  ６ 航 空 

    昭和４０年に開港し平成６年７月にジェット化開港した県営松本空港は、県内唯一

の空の玄関として、現在はフジドリームエアラインズ・ＦＤＡが、福岡線、札幌線、

神戸線を、日本航空・ＪＡＬが、大阪線を小型ジェット機により運航している。 
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風水害対策編 

第１章 第４節 防災面から見た松本市の概要 

現 行 修 正 案 

 

信州まつもと空港利用状況（平成２８年度） 

   ※１ 現在、ＦＤＡは航空貨物の取扱いを行っていない。 

   ※２ 就航率は、路線毎の年間運航便数を福岡便を１，０４６便（4便/日×365日)、

札幌便を７３０便(2便/日×365日)、として算出 

 

便 就航便数 

（便） 

就航率 

（％） 

利用客数 

（人） 

航空貨物取扱量 

（ｋｇ） 

福岡便 １，０３３ ９８．８ ７２，１３１ ０ 

札幌便 ７１２ ９７．５ ４２，４４４ ０ 

（新設）     

（新設）     

計 １，７４５ ９８．２ １１４，５７５ ０ 

 

信州まつもと空港利用状況（令和５年度） 

※１ 現在、ＦＤＡ、ＪＡＬは航空貨物の取扱いを行っていない。 

※２ 札幌便（丘珠）は３月～１０月、大阪便は８月のみの季節運航便 

 

 

便 就航便数 

（便） 

就航率 

（％） 

利用客数 

（人） 

航空貨物取扱量 

（ｋｇ） 

福岡便 １，４４３ ９８．６ ８８，０９６ ０ 

札幌便 

（新千歳） 

８８４ ９７．４ ５７，８１４ ０ 

札幌便 

（丘珠） 

４２１ ９９．３ ２４，８５８ ０ 

神戸便 １，４４３ ９８．８ ８０，６３８ ０ 

大阪便 ６０ ９６．８ ３，４３１ ０ 

計 ４，２５１ ９８．４ ２５４，８３７ ０ 
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風水害対策編 

第２章 第１節 風水害に強い市づくり 

現 行 修 正 案 

 

第１節 風水害に強い市づくり 

 

第３ 計画の内容 

２ 風水害に強いまちづくり 

   ⑵ 実施計画 

    ア 【市及び広域消防局が実施する計画】（全庁、広域消防局） 

(ｱ) 風水害等に強いまちの形成 

      ｈ 危険な盛土が確認された場合は、各法令に基づき、速やかに撤去命令等

の是正指導を行う。また、その内容について、県と情報共有を行うととも

に、必要に応じて住民への周知を図るものとする。 

ｉ 道路防災対策等を通じて、強靭で信頼性の高い道路網の整備を図る。 

 

 （新設） 

 

 

 

ｊ 以下の事項を重点として総合的な風水害対策を推進することにより、風

水害に強いまちを形成する。 

イ 【県が実施する計画】（全部局） 

 (ｲ) 風水害等に強いまちの形成 

  ｄ 危険な盛土が確認された場合は、各法令に基づき、速やかに撤去命令等

の是正指導を行う。また、その内容について、市町村と情報共有を行うと

ともに、必要に応じて住民への周知を図るものとする。 

ｅ 広域物資輸送拠点、地域内輸送拠点を経て、各避難所への支援物資を届

けるための緊急輸送ルートの確保を早期に確実に図るため、主要な拠点と

高規格道路等のアクセス強化、ネットワーク機能の向上、道路防災対策等

を通じて、強靭で信頼性の高い道路網の整備を図る。 

また、避難路、緊急輸送路など防災上重要な経路を構成する道路につい

て、災害時の交通の確保を図るため、必要に応じて、区域を指定して道路

の占用の禁止又は制限を行うとともに、国が促進する一般送配電事業者、

電気通信事業者における無電柱化の取組と連携しつつ、無電柱化の促進を

図る。 

   

 

第１節 風水害に強い市づくり 

 

第３ 計画の内容 

２ 風水害に強いまちづくり 

   ⑵ 実施計画 

    ア 【市及び広域消防局が実施する計画】（全庁、広域消防局） 

(ｱ) 風水害等に強いまちの形成 

      ｈ 危険な盛土が確認された場合は、宅地造成及び特定盛土等規制法などの

各法令に基づき、速やかに撤去命令等の是正指導を行う。また、その内容

について、県と情報共有を行うとともに、必要に応じて住民への周知を図

るものとする。 

ｉ 道路防災対策等を通じて、強靭で信頼性の高い道路網の整備を図る。 

ｊ 所有者不明土地を活用した防災空地、備蓄倉庫等の整備、災害発生のお

それのある所有者不明土地の管理不全状態の解消等、所有者不明土地の利

用の円滑化等に関する特別措置法に基づく措置を活用した防災対策を推進

するものとする。 

ｋ 以下の事項を重点として総合的な風水害対策を推進することにより、風 

水害に強いまちを形成する。 

イ 【県が実施する計画】（全部局） 

 (ｲ) 風水害等に強いまちの形成 

  ｄ 危険な盛土が確認された場合は、宅地造成及び特定盛土等規制法などの

各法令に基づき、速やかに撤去命令等の是正指導を行う。また、その内容

について、市町村と情報共有を行うとともに、必要に応じて住民への周知

を図るものとする。 

ｅ 広域物資輸送拠点、地域内輸送拠点を経て、各避難所への支援物資を届

けるための緊急輸送ルートの確保を早期に確実に図るため、主要な拠点と

高規格道路等のアクセス強化、ネットワーク機能の向上、道路防災対策等

を通じて、強靭で信頼性の高い道路網の整備を図る。 

また、避難路、緊急輸送道路など防災上重要な経路を構成する道路につ

いて、災害時の交通の確保を図るため、必要に応じて、区域を指定して道

路の占用の禁止又は制限を行うとともに、国が促進する一般送配電事業者

、電気通信事業者における無電柱化の取組と連携しつつ、無電柱化の促進

を図る。 
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風水害対策編 

第２章 第１節 風水害に強い市づくり 

現 行 修 正 案 

 

  （新設） 

 

 

ｆ 以下の事項を重点として総合的な風水害対策を推進することにより、風

水害に強いまちを形成する。 

 

３ 災害危険区域の把握 

⑴ 現状及び課題 

本市区域内における災害危険区域、箇所は、地すべり危険箇所４２か所、急傾 

斜地崩壊危険箇所５５１か所、土石流危険渓流２９１か所、重要水防区域１５１

か所、山腹崩壊危険地区１６４か所、崩壊土砂流出危険地区１８４か所、農業用

施設の危険区域１０４か所で、合計１４８７か所が把握されている。（資料編、資

料７～１２、１５参照） 

これらの危険区域、箇所は、降雨や地震により災害の発生が予想されるので、

事前に把握、調査しておき、災害発生を未然防止するとともに、災害時における

迅速、的確な災害対策を実施する。 

  ｆ 所有者不明土地を活用した防災空地、備蓄倉庫等の整備、災害発生のお

それのある所有者不明土地の管理不全状態の解消等、所有者不明土地の利

用の円滑化等に関する特別措置法に基づく措置を活用した防災対策を推進

する市町村に対し、必要な助言や支援を行うよう努めるものとする。 

ｇ 以下の事項を重点として総合的な風水害対策を推進することにより、風 

水害に強いまちを形成する。 

 

３ 災害危険区域の把握 

⑴ 現状及び課題 

本市区域内における災害危険区域、箇所は、地すべり危険箇所４２か所、急傾 

斜地崩壊危険箇所５５１か所、土石流危険渓流２９１か所、重要水防区域１５１

か所、山腹崩壊危険地区１６４か所、崩壊土砂流出危険地区１８４か所、農業用

施設の危険区域１０３か所で、合計１４８６か所が把握されている。（資料編、資

料７～１２、１５参照） 

これらの危険区域、箇所は、降雨や地震により災害の発生が予想されるので、

事前に把握、調査しておき、災害発生を未然防止するとともに、災害時における

迅速、的確な災害対策を実施する。 

 

78



風水害対策編 

第２章 第２節 災害発生直前対策 

現 行 修 正 案 

 

第２節 災害発生直前対策 

 

第３ 計画の内容 

  ２ 避難誘導体制の整備 

   ⑷ 市は、指定緊急避難場所を指定して誘導標識を設置する場合は、日本工業規格

に基づく災害種別一般図記号を使用して、どの災害の種別に対応した避難場所で

あるかを明示するよう努める。 

 

第２節 災害発生直前対策 

 

第３ 計画の内容 

  ２ 避難誘導体制の整備 

   ⑷ 市は、指定緊急避難場所を指定して誘導標識を設置する場合は、日本産業規格

に基づく災害種別一般図記号を使用して、どの災害の種別に対応した避難場所で

あるかを明示するよう努める。 
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風水害対策編 

第２章 第６節 救助・救急・医療計画 

現 行 修 正 案 

 

第６節 救助・救急・医療計画 

 

第３ 計画の内容 

  ２ 医療資機材等の備蓄 

   ⑵ 実施計画 

    ウ 【関係機関が実施する計画】 

     (ｲ) 長野県医薬品卸協同組合及び長野県医科器械同業組合は、次に掲げる事項

を行う。 

 

第６節 救助・救急・医療計画 

 

第３ 計画の内容 

  ２ 医療資機材等の備蓄 

   ⑵ 実施計画 

    ウ 【関係機関が実施する計画】 

     (ｲ) 長野県医薬品卸協同組合及び長野県医療機器販売業協会は、次に掲げる事

項を行う。 
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風水害対策編 

第２章 第７節 消防・水防活動計画 

現 行 修 正 案 

 

第７節 消防・水防活動計画 

 

第３ 計画の内容 

  ２ 水防計画 

   ⑵ 実施計画 

    ア 【市が実施する計画】（危機管理部、建設部、環境エネルギー部、 

産業振興部、住民自治局、総合戦略局） 

     (ｲ) 水防倉庫の整備及び水防用・応急復旧用資機材、排水対策用の移動ポンプ

備蓄ほか次に掲げる事項 

ａ 重要水防区域周辺の竹立木、木材等、洪水時等に使用できる資材の確認 

 

第７節 消防・水防活動計画 

 

第３ 計画の内容 

  ２ 水防計画 

   ⑵ 実施計画 

    ア 【市が実施する計画】（危機管理部、建設部、環境エネルギー部、 

産業振興部、住民自治局、総合戦略局） 

     (ｲ) 水防倉庫の整備及び水防用・応急復旧用資機材、排水対策用の移動ポンプ

備蓄ほか次に掲げる事項 

ａ 重要水防区域周辺の立竹木、木材等、洪水時等に使用できる資材の確認 
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風水害対策編 

第２章 第８節 要配慮者支援計画 

現 行 修 正 案 

 

第８節 要配慮者支援計画 

 

第２ 主な取組み 

  ６ 土砂災害警戒区域、土砂災害危険箇所等及び浸水想定区域内の要配慮者利用施設

における避難誘導等の体制強化に努めるとともに、これらの施設に対する連絡・通

報体制の強化を図る。 

 

第３ 計画の内容 

１ 要配慮者支援計画の作成 

   ⑵ 実施計画 

     

（新設） 

 

ア 【市が実施する計画】 

（健康福祉部、こども部、危機管理部、住民自治局、建設部） 

     (ｻ) 個別避難計画作成の努力義務 

市は、本計画に基づき、危機管理部及び健康福祉部の連携の下、福祉専門 

職、社会福祉協議会、民生委員、地域住民等の避難支援等に携わる関係者と

連携して、名簿情報に係る避難行動要支援者ごとに、作成の同意を得て、個

別避難計画を作成するよう努める。また、個別避難計画については、避難行

動要支援者の状況の変化、ハザードマップの見直しや更新、災害時の避難方

法等の変更等を適切に反映したものとなるよう、必要に応じて更新するとと

もに、庁舎の被災等の事態が生じた場合においても、計画の活用に支障が生

じないよう、個別避難計画情報の適切な管理に努める。 

なお、作成にあたっては、地域の実情に応じ、地域の危険度の想定や要配 

慮者本人の心身の状況等を考慮し、優先度が高い要配慮者から作成できるも

のとする。 

  

 

 

 

 

(ｼ) 個別避難計画の事前提供 

 

第８節 要配慮者支援計画 

 

第２ 主な取組み 

 ６ 土砂災害警戒区域等及び浸水想定区域内の要配慮者利用施設における避難誘導等

の体制強化に努めるとともに、これらの施設に対する連絡・通報体制の強化を図

る。 

 

第３ 計画の内容 

  １ 要配慮者支援計画の作成 

   ⑵ 実施計画 

    ア 【県が実施する計画】 

県は、市町村における個別避難計画に係る取組に関して、事例や留意点など

の提示、研修会の実施等の取組を通じた支援に努めるものとする。 

イ 【市が実施する計画】 

（健康福祉部、こども部、危機管理部、住民自治局、建設部） 

     (ｻ) 個別避難計画作成の努力義務 

市は、本計画に基づき、危機管理部及び健康福祉部の連携の下、福祉専門 

職、社会福祉協議会、民生委員、地域住民、ＮＰＯ等の避難支援等に携わる

関係者と連携して、名簿情報に係る避難行動要支援者ごとに、作成の同意を

得て、個別避難計画を作成するよう努める。この場合、例えば積雪寒冷地に

おける積雪や凍結といった地域特有の課題に留意するものとする。また、個

別避難計画については、避難行動要支援者の状況の変化、ハザードマップの

見直しや更新、災害時の避難方法等の変更等を適切に反映したものとなるよ

う、必要に応じて更新するとともに、庁舎の被災等の事態が生じた場合にお

いても、計画の活用に支障が生じないよう、個別避難計画情報の適切な管理

に努める。 

なお、作成にあたっては、地域の実情に応じ、地域の危険度の想定や要配 

慮者本人の心身の状況等を考慮し、優先度が高い要配慮者から作成できるも

のとする。 

加えて、被災者支援業務の迅速化・効率化のため、避難行動要支援者名簿

及び個別避難計画の作成等にデジタル技術を活用するよう積極的に検討する

ものとする。 

(ｼ) 個別避難計画の事前提供 
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風水害対策編 

第２章 第８節 要配慮者支援計画 

現 行 修 正 案 

市は、本計画に定めるところにより、消防機関、警察、民生委員、児童委

員、社会福祉協議会、自主防災組織など避難支援等に携わる関係者に対し、

避難行動要支援者本人及び避難支援等実施者の同意、または、市の条例の定

めがある場合には、あらかじめ個別避難計画を提供する。また、多様な主体

の協力を得ながら、避難行動要支援者に対する情報伝達体制の整備、避難支

援・安否確認体制の整備、避難訓練の実施等を一層図る。その際、個別避難

計画情報の漏えいの防止等必要な措置を講じる。 

 

 

５ 土砂災害警戒区域、土砂災害危険箇所等及び浸水想定区域内の要配慮者利用施設

対策 

⑴ 現状及び課題 

土砂災害警戒区域、土砂災害危険箇所等及び浸水想定区域内に立地している要

配慮者利用施設が被災した場合、避難等に通常以上の時間を要することから、被

害の拡大が予想される。 

このため、迅速な避難誘導等のための体制を確立する必要がある。 

⑵ 実施計画 

ア 【市が実施する計画】（健康福祉部、建設部、危機管理部） 

(ｱ) 土砂災害警戒区域、土砂災害危険箇所等及び浸水想定区域内に立地してい

る要配慮者利用施設に対して、避難確保に関する計画の作成や避難訓練の

実施など防災体制の整備について連携して支援する。 

イ 【県が実施する計画】（危機管理部、総務部、健康福祉部、農政部、林務部、

建設部、教育委員会） 

土砂災害警戒区域、土砂災害危険箇所等及び浸水想定区域内の要配慮者利用

施設に対して、避難確保に関する計画の作成や避難訓練の実施など防災体制の

整備について連携して支援する。 

ウ 【要配慮者利用施設の管理者が実施する計画】 

土砂災害警戒区域、土砂災害危険箇所等及び浸水想定区域内の要配慮者利用

施設の管理者は、避難誘導に係る訓練の実施、避難マニュアルの作成等によっ

て警戒避難体制の確立を図る。 

土砂災害警戒区域及び浸水想定区域内に立地し、本計画に定められた要 配

慮者利用施設の管理者等は、避難確保に関する計画を作成するとともに、ハザ

ードマップを活用するなどして地域の災害リスクの実情に応じた避難訓練を実

施するものとする。また、水防管理者その他関係者との連絡調整や利用者が避

市は、本計画に定めるところにより、消防機関、警察、民生委員・児童委

員、社会福祉協議会、自主防災組織など避難支援等に携わる関係者に対し、

避難行動要支援者本人及び避難支援等実施者の同意、または、市の条例の定

めがある場合には、あらかじめ個別避難計画を提供する。また、個別避難計

画の実効性を確保する観点等から、多様な主体の協力を得ながら、避難行動

要支援者に対する情報伝達体制の整備、避難支援・安否確認体制の整備、避

難訓練の実施等を一層図る。その際、個別避難計画情報の漏えいの防止等必

要な措置を講じる。 

 

 ５ 土砂災害警戒区域等及び浸水想定区域内の要配慮者利用施設対策 

 

⑴ 現状及び課題 

土砂災害警戒区域等及び浸水想定区域内に立地している要配慮者利用施設が被

災した場合、避難等に通常以上の時間を要することから、被害の拡大が予想され

る。 

このため、迅速な避難誘導等のための体制を確立する必要がある。 

⑵ 実施計画 

ア 【市が実施する計画】（健康福祉部、建設部、危機管理部） 

(ｱ)  土砂災害警戒区域等及び浸水想定区域内に立地している要配慮者利用施

設に対して、避難確保に関する計画の作成や避難訓練の実施など防災体制

の整備について連携して支援する。 

イ 【県が実施する計画】（危機管理部、総務部、健康福祉部、農政部、林務部

、建設部、教育委員会） 

土砂災害警戒区域等及び浸水想定区域内の要配慮者利用施設に対して、避

難確保に関する計画の作成や避難訓練の実施など防災体制の整備について連

携して支援する。 

ウ 【要配慮者利用施設の管理者が実施する計画】 

土砂災害警戒区域等及び浸水想定区域内の要配慮者利用施設の管理者は、避

難誘導に係る訓練の実施、避難マニュアルの作成等によって警戒避難体制の確

立を図る。 

土砂災害警戒区域及び浸水想定区域内に立地し、本計画に定められた要 配

慮者利用施設の管理者等は、避難確保に関する計画を作成するとともに、ハザ

ードマップを活用するなどして地域の災害リスクの実情に応じた避難訓練を実

施するものとする。また、水防管理者その他関係者との連絡調整や利用者が避
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風水害対策編 

第２章 第８節 要配慮者支援計画 

現 行 修 正 案 

難する際の誘導その他の水災による被害を軽減するために自衛水防組織を置く

よう努めるものとする。なお、避難確保に関する計画を作成・変更したときは

遅滞なく市長へ報告するものとする。 

難する際の誘導その他の水災による被害を軽減するために自衛水防組織を置く

よう努めるものとする。なお、避難確保に関する計画を作成・変更したときは

遅滞なく市長へ報告するものとする。 
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風水害対策編 

第２章 第９節 緊急輸送計画 

現 行 修 正 案 

 

第９節 緊急輸送計画 

 

第３ 計画の内容 

１ 緊急交通路の確保計画  

⑵ 実施計画 

 イ 【県が実施する計画】 

(ｲ) 緊急交通路確保のため、次の対策を講ずる。        （建設部） 

ａ 一次緊急輸送路、二次緊急輸送路を定めて、緊急度の高い箇所から順次

整備し、災害に強い道路交通網整備を推進する。特に、災害時も含めた安

定的な輸送を確保するため、道路法に基づき指定された「重要物流道路」

の機能強化を推進する。 

 

  ４ 緊急通行車両の事前確認事務 

⑴ 現状及び課題 

被災地及びその周辺においては、救急救助、消火、緊急物資の輸送、応急復旧

対策等に従事する車両の通行を最優先で確保しなければならない。 

一般車両を制限する交通規制が円滑、迅速に実施され、応急対策車両が直ちに

被災地において活動が開始できるよう、事前に確認事務を済ませておく。 

 

⑵ 実施計画 

イ 【県が実施する計画】（警察本部） 

災害時の円滑な交通規制と緊急通行車両輸送の円滑な通行の確保のため、災

害時における緊急通行車両の確認又は緊急輸送車両確認事務処理要領により緊

急通行車両の事前届出事務を行う。 

 

第９節 緊急輸送計画 

 

第３ 計画の内容 

１ 緊急交通路の確保計画  

⑵ 実施計画 

 イ 【県が実施する計画】 

(ｲ) 緊急交通路確保のため、次の対策を講ずる。        （建設部） 

ａ 一次緊急輸送道路、二次緊急輸送道路を定めて、緊急度の高い箇所か

ら順次整備し、災害に強い道路交通網整備を推進する。特に、災害時も

含めた安定的な輸送を確保するため、道路法に基づき指定された「重要

物流道路」の機能強化を推進する。 

    

４ 緊急通行車両等の確認事務 

⑴ 現状及び課題 

被災地及びその周辺においては、救急救助、消火、緊急物資の輸送、応急復旧

対策等に従事する車両の通行を最優先で確保しなければならない。 

一般車両を制限する交通規制が円滑、迅速に実施され、応急対策車両が直ちに

被災地において活動が開始できるよう、緊急通行車両の確認及び規制除外車両の

事前届出の確認事務を済ませておく。 

⑵ 実施計画 

イ 【県が実施する計画】（警察本部） 

災害時の円滑な交通規制と緊急通行車両輸送の円滑な通行の確保のため、災

害時における緊急通行車両の確認又は緊急輸送車両確認事務処理要領により緊

急通行車両等の確認を行う。 
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風水害対策編 

第２章 第１０節 障害物の処理計画 

現 行 修 正 案 

 

第１０節 障害物の処理計画 

 

第３ 計画の内容 

  １ 現状及び課題 

障害物の除去に当たっては、レッカー車、クレーン車、チェーンソーなど各種機

械とともに操作者が必要であるので、これらの確保体制を整備しておく必要があ

る。 

緊急輸送路として確保すべき広域農道など基幹農道の管理は、市が行っている

が、障害物除去体制について県と事前に対応を検討する。 

２ 実施計画 

⑴ 【市が実施する計画】（建設部、産業振興部、環境エネルギー部） 

イ 緊急輸送路とされている基幹農道について、速やかな障害物除去体制の整備

を図る。 

⑵ 【県が実施する計画】（各部局） 

イ 緊急輸送路とされている基幹農道について、速やかな障害物除去体制の整備

を市に対して指導する。                 （農政部） 

 

 

第１０節 障害物の処理計画 

 

第３ 計画の内容 

  １ 現状及び課題 

障害物の除去に当たっては、レッカー車、クレーン車、チェーンソーなど各種機

械とともに操作者が必要であるので、これらの確保体制を整備しておく必要があ

る。 

緊急輸送道路として確保すべき広域農道など基幹農道の管理は、市が行っている

が、障害物除去体制について県と事前に対応を検討する。 

２ 実施計画 

⑴ 【市が実施する計画】（建設部、産業振興部、環境エネルギー部） 

イ 緊急輸送道路とされている基幹農道について、速やかな障害物除去体制の整

備を図る。 

⑵ 【県が実施する計画】（各部局） 

イ 緊急輸送道路とされている基幹農道について、速やかな障害物除去体制の整

備を市に対して指導する。                 （農政部） 
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風水害対策編 

第２章 第１１節 避難の受入活動計画 

現 行 修 正 案 

 

第１１節 避難の受入活動計画 

 

第３ 計画の内容 

  １ 避難マニュアルの策定等 

⑴ 現状及び課題 

激甚な災害の発生時には、大規模かつ長期の避難活動が予想され、きめ細かな

避難計画が必要とされる。また、特に浸水想定区域内や土砂災害危険箇所及び土

砂災害警戒区域内の要配慮者関連施設については、避難誘導等の体制を強化する

必要がある。 

⑵ 実施計画   

ア 【市が実施する計画】（危機管理部、住民自治局、健康福祉部、文化観光部） 

(ｱ) 避難路、指定緊急避難場所及び指定避難所の指定    （危機管理部） 

ｂ 指定緊急避難場所を指定して誘導標識を設置する場合は、日本工業規格

に基づく災害種別一般図記号を使用して、どの災害の種別に対応した避難

場所であるかを明示するよう努める。 

（ｸ） 浸水想定区域内や土砂災害危険箇所及び土砂災害警戒区域内等の要配慮者

利用施設に対して、警戒避難体制の確立など防災体制の整備について指導す

るものとする。 

    ウ 【県が実施する計画】 

(ｱ) 災害時、県有施設においては、建物の破損等の発生が予想され、職員以外

に多数の在庁者もあることから、各施設の防火管理者は避難対策等に関する

計画を策定しておくものとする。         （県有施設管理部局） 

県は、土砂災害危険箇所等の要配慮者利用施設に対して、警戒避難体制の

確立など防災体制の整備について指導する。（危機管理部、総務部、健康福祉

部、農政部、林務部、建設部、教育委員会） 

     (ｻ) 浸水想定区域内や土砂災害危険箇所及び土砂災害警戒区域内等の要配慮者

利用施設に対して、警戒避難体制の確立など防災体制の整備について指導す

る。                     （危機管理部、建設部） 

 

３ 指定避難所の確保 

⑵ 実施計画 

ア 【市が実施する計画】（危機管理部、健康福祉部） 

 (ｴ) 福祉避難所として要配慮者を滞在させることが想定される施設にあっては

 

第１１節 避難の受入活動計画 

 

第３ 計画の内容 

  １ 避難マニュアルの策定等 

⑴ 現状及び課題 

激甚な災害の発生時には、大規模かつ長期の避難活動が予想され、きめ細かな

避難計画が必要とされる。特に浸水想定区域内や土砂災害警戒区域内の要配慮者

関連施設については、避難誘導等の体制を強化する必要がある。 

 

⑵ 実施計画   

ア 【市が実施する計画】（危機管理部、住民自治局、健康福祉部、文化観光部） 

(ｱ) 避難路、指定緊急避難場所及び指定避難所の指定    （危機管理部） 

ｂ 指定緊急避難場所を指定して誘導標識を設置する場合は、日本産業規格

に基づく災害種別一般図記号を使用して、どの災害の種別に対応した避難

場所であるかを明示するよう努める。 

（ｸ） 浸水想定区域内や土砂災害警戒区域内等の要配慮者利用施設に対して、警

戒避難体制の確立など防災体制の整備について指導するものとする。 

 

    ウ 【県が実施する計画】 

(ｱ) 災害時、県有施設においては、建物の破損等の発生が予想され、職員以外

に多数の在庁者もあることから、各施設の防火管理者は避難対策等に関する

計画を策定しておくものとする。         （県有施設管理部局） 

県は、土砂災害警戒区域等の要配慮者利用施設に対して、警戒避難体制の

確立など防災体制の整備について指導する。（危機管理部、総務部、健康福祉

部、農政部、林務部、建設部、教育委員会） 

(ｻ) 浸水想定区域内や土砂災害警戒区域等の区域内の要配慮者利用施設に対し

て、警戒避難体制の確立など防災体制の整備について指導する。                                

（危機管理部、建設部） 

 

  ３ 指定避難所の確保 

⑵ 実施計画 

ア 【市が実施する計画】（危機管理部、健康福祉部） 

     (ｴ) 福祉避難所として要配慮者を滞在させることが想定される施設にあって
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風水害対策編 

第２章 第１１節 避難の受入活動計画 

現 行 修 正 案 

、要配慮者の円滑な利用を確保するための措置が講じられており、また、災

害が発生した場合において要配慮者が相談等の支援を受けることができる体

制が整備され、主として要配慮者を滞在させるために必要な居室が可能な限

り確保されるものを指定するものとする。 

 

(ｼ) 指定避難所における貯水槽、井戸、仮設トイレ、マンホールトイレ、マッ

ト、簡易ベッド、非常用電源、防災行政無線等通信機器のほか、空調、洋式

トイレ等避難の実施に必要な施設・設備の整備に努め、要配慮者にも配慮す

る。 

(ﾊ) 市及び各避難所の運営者は、避難所の良好な生活環境の継続的な確保のた

めに、専門家、ＮＰＯ・ボランティア等との定期的な情報交換に努める。 

 

 

４ 住宅の確保体制の整備 

⑵ 実施計画 

ア 【市が実施する計画】（建設部、財政部、総務部） 

（ｶ）  利用可能な公営住宅等の把握に努め、市に報提供する体制を整備する。 

は、要配慮者の円滑な利用を確保するための措置が講じられており、また、

災害が発生した場合において要配慮者が相談等の支援を受けることができる

体制が整備され、主として要配慮者を滞在させるために必要な居室が可能な

限り確保されるものを指定するものとする。特に、要配慮者に対して円滑な 

情報伝達ができるよう、多様な情報伝達手段の確保に努めるものとする。 

     (ｼ) 指定避難所における貯水槽、井戸、仮設トイレ、マンホールトイレ、マッ

ト、簡易ベッド、非常用電源、ガス設備、防災行政無線等通信機器のほか、

空調、洋式トイレ等避難の実施に必要な施設・設備の整備に努め、要配慮者

にも配慮する。 

     (ﾊ) 市及び各避難所の運営者は、避難所の良好な生活環境の継続的な確保のた

めに、専門家、ＮＰＯ・ボランティア等との定期的な情報交換や避難生活支

援に関する知見やノウハウを有する地域の人材の確保・育成に努める。 

 

４ 住宅の確保体制の整備 

⑵ 実施計画 

ア 【市が実施する計画】（建設部、財政部、総務部） 

（削除）   
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風水害対策編 

第２章 第１４節 給水計画 

現 行 修 正 案 

 

第１４節 給水計画 

 

第３ 計画の内容 

１ 応急給水計画の作成 

   ⑵ 実施計画 

 ア 【市が実施する計画】（上下水道局） 

  (ｳ) 給水期間 

災害発生の日から７日間以内を目標とする。ただし、水道施設の被害が大

きく応急復旧が終了しない場合は、関係機関と連絡を取りながら状況に応じ

て期間を延長する。 

ウ 【県が実施する計画】 

(ｱ)   施設整備について市に対する指導を行う。        （環境部） 

     (ｲ)   応急給水用具の整備について、市に対する指導を行う。   (環境部) 

        (ｵ)   ボトルウォーターを地域振興局及び消防防災航空センター等に備蓄し、

必要に応じて更新する。               （危機管理部） 

エ 【県企業局が実施する計画】 

（ｲ）  病院や避難所等の重要給水施設（２０か所）へ災害の後でも使用可能な

「安心の蛇口」の整備を行うと共に、応急給水線を配置する。 

 

２ 飲料水等の供給計画 

⑴ 現状及び課題 

応急給水用資機材は下表のとおり整備されており、緊急時にはこれらの資機材

により供給を行う。しかし、大規模災害等により被災が広範囲にわたった場合に

は、相互応援が困難になるとともに、資機材の不足も予想されることから、応急

給水用資機材の整備を充実する必要がある。 

種  別 能  力 数 量 所  有 

者 

電   話 

給水車 

２，０００Ｌ １台 
松本市 

上下水道

局 

４８－６８３０ ３，０００Ｌ １台 

４，０００Ｌ １台 

 

第１４節 給水計画 

 

第３ 計画の内容 

１ 応急給水計画の作成 

   ⑵ 実施計画 

 ア 【市が実施する計画】（上下水道局） 

  (ｳ) 給水期間 

災害発生の日から１５日間以内を目標とする。ただし、水道施設の被害が

大きく応急復旧が終了しない場合は、関係機関と連絡を取りながら状況に応

じて期間を延長する。 

ウ 【県が実施する計画】 

(ｱ)   施設整備について市に対する助言を行う。        （環境部） 

     (ｲ)   応急給水用具の整備について、市に対する助言を行う。   (環境部) 

        (ｵ)   ボトルウォーターを防災物資ターミナル等に備蓄し、必要に応じて更新

する。                               （危機管理部） 

エ 【県企業局が実施する計画】 

（ｲ）  病院や避難所等の重要給水施設（２０か所）へ災害の後でも使用可能な

「安心の蛇口」の整備を行うと共に、組立式応急給水栓を配置する。 

 

２ 飲料水等の供給計画 

⑴ 現状及び課題 

応急給水用資機材は下表のとおり整備されており、緊急時にはこれらの資機材

により飲料水の供給を行う。しかし、大規模災害等により被災が広範囲にわたっ

た場合には、相互応援が困難になるとともに、資機材の不足も予想されることか

ら、応急給水用資機材の整備を充実する必要がある。 

種  別 能  力 数 量 所  有 

者 

電   話 

給水車 

２，０００Ｌ １台 
松本市 

上下水道

局 

４８－６８３０ ３，０００Ｌ １台 

４，０００Ｌ １台 
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第２章 第１４節 給水計画 

現 行 修 正 案 

給水用 

トレーラー 
１，０００Ｌ ８台 

陸上自衛

隊松本駐

屯地 

２６－２７６６ 

車載用 

給水タンク 

２，０００Ｌ ２基 松本市 

上下水道

局 

４８－６８３０ １，０００Ｌ １基 

５００Ｌ １０基 

緊急給水用 

発電機 
４．５ＫＶＡ １７台 

松本市 

上下水道

局 

４８－６８３０ 

ポリタンク 
１８Ｌ 

２０Ｌ 

７０個 

１００個 

松本市 

上下水道

局 

４８－６８３０ 

飲料水 

給水ポリ袋 

１０Ｌ 

６Ｌ 

17,000袋 

33,000袋 

松本市 

上下水道

局 

４８－６８３０ 

水槽 ２０Ｌ 200個 

陸上自衛

隊松本駐

屯地 

２６－２７６６ 

浄水装置 

２，０００Ｌ/

時 

２基 

松本保健

福祉事務

所 

４７－７８００ 

 

⑵ 実施計画 

イ 【県が実施する計画】 

(ｲ) 市に対し、給水体制等に関する指導及び助言を行う。    （環境部） 

 (ｳ)  地域振興局及び消防防災航空センター等に備蓄したボトルウォーターの供

給体制を整備する。                           （危機管理部）                     

(ｴ)  給水源の確保を行う。 

(ｵ) 給水車、給水タンク、給水袋等の確保を行う。 

(ｶ) 円滑な情報伝達、応急給水等の確保を図るため、給水区域の市町村と締結

した災害協定に基づく訓練を実施する。 

 

給水用 

トレーラー 
１，０００Ｌ ８台 

陸上自衛

隊松本駐

屯地 

２６－２７６６ 

車載用 

給水タンク 

２，０００Ｌ ２基 松本市 

上下水道

局 

４８－６８３０ １，０００Ｌ １基 

５００Ｌ １０基 

緊急給水用 

発電機 
４．５ＫＶＡ １７台 

松本市 

上下水道

局 

４８－６８３０ 

ポリタンク 
１８Ｌ 

２０Ｌ 

３０個 

１３０個 

松本市 

上下水道

局 

４８－６８３０ 

飲料水 

給水ポリ袋 

 

６Ｌ 

 

5,900袋 

松本市 

上下水道

局 

４８－６８３０ 

水槽 ２０Ｌ 200個 

陸上自衛

隊松本駐

屯地 

２６－２７６６ 

浄水装置 

２，０００Ｌ/

時 

２基 

松本保健

福祉事務

所 

４７－７８００ 

 

⑵ 実施計画 

イ 【県が実施する計画】 

(ｲ) 市に対し、給水体制等に関する助言を行う。    （環境部） 

 (ｳ)  防災物資ターミナル等に備蓄したボトルウォーターの供給体制を整備す

る。                                         （危機管理部）                     

(ｴ) 流通備蓄については、協定の内容を確認し、協定の締結先と連携を図り供

給するための体制を整備する。 （危機管理部、産業労働部、農政部）  

（削除） 

 

ウ 【県企業局が実施する計画】 
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第２章 第１４節 給水計画 

現 行 修 正 案 

（ｱ） 飲料水供給場所の整備を行う。 

（ｲ） 実施マニュアルの作成を行う。 

（ｳ） 「応急給水活動マニュアル」により、応急給水における県企業局の業務

を関係市町に徹底する。 

（ｴ）  給水源の確保を行う。 

（ｵ）   給水車、給水タンク、給水袋等の確保を行う。 

（ｶ）  円滑な情報伝達、応急給水等の確保を図るため、給水区域の市町村と締 

結した災害協定に基づく訓練を実施する。 

 

91
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第２章 第１９節 上水道施設災害予防計画 

現 行 修 正 案 

 

第１９節 上水道施設災害予防計画 

 

第１ 基本方針 

水道施設・設備の安全性の確保は、老朽化した施設・設備の更新、改良等の他、非常

用施設・設備を常に正常に稼動できる状態に維持し、かつ被災を受けにくいものにする

ことが必要である。これらについては、施設・設備の更新時に十分考慮することとし、

通常のメンテナンス体制の充実を図る。 

 

第３ 計画の内容 

１ 水道施設・設備の安全性の確保 

⑴ 現状及び課題 

老朽化した施設の更新等を計画的に進めているが、実施に多大な費用が必要とな

るため、安全性の確保が十分に行えていないのが現状である。 

また、ライフラインの確保として、緊急時連絡管等の整備が必要である。 

応援体制については、長野県市町村災害時相互応援協定により他市町村へ応援す

ることが可能であり、また長野県水道協議会水道施設災害相互応援要綱により、日

本水道協会を通じて全国的に応援を要請することも可能である。 

⑵ 実施計画 

イ 【県が実施する計画】 

(ｱ)  水道事業者に対し、石綿セメント管等老朽管の更新及び施設の安全性の確

保等に関する指導を行う。 

(ｲ)  県企業局が実施する計画 

（新設） 

 

 ａ 隣接事業体と緊急時連絡管の設置について検討を行う。 

ｂ 無線設備の維持管理を行い、非常時における通信の確保を図る。 

ｃ 非常時において重要な役割を果たす施設・設備については、定期的な点

検を実施し、非常時における作動確保を図る。 

ｄ 「大規模地震時の初動マニュアル」へ職員の任務、配備、参集について

定め、災害時の迅速な対応を図る。 

ｅ 復旧資材の備蓄を行う。 

ｆ  避難所、病院等の災害時の拠点となる施設の情報を反映した配管図等

の整備を行う。 

 

第１９節 上水道施設災害予防計画 

 

第１ 基本方針 

水道施設・設備の安全性の確保は、老朽化した施設・設備の更新、改良等の他、非常

用施設・設備を常に正常に稼動できる状態に維持し、かつ被害を受けにくいものにする

ことが必要である。これらについては、施設・設備の更新時に十分考慮することとし、

通常のメンテナンス体制の充実を図る。 

 

第３ 計画の内容 

１ 水道施設・設備の安全性の確保 

⑴ 現状及び課題 

老朽化した施設の更新等を計画的に進めているが、実施に多大な費用が必要とな

るため、安全性の確保が十分に行えていないのが現状である。 

また、ライフラインの確保として、緊急時連絡管等の整備が必要である。 

応援体制については、長野県市町村災害時相互応援協定により他市町村へ応援を

要請することが可能であり、また長野県水道協議会水道施設災害相互応援要綱によ

り、日本水道協会を通じて全国的に応援を要請することも可能である。 

⑵ 実施計画 

イ 【県が実施する計画】 

(ｱ)  水道事業者に対し、石綿セメント管等老朽管の更新及び施設の安全性の確

保等に関する指導を行う。 

(ｲ)  県企業局が実施する計画 

ａ 基幹管路及び重要給水施設へ至る管路の耐震化を促進する。 

   ｂ  配水池・浄水場等の基幹施設の耐震化を促進する。 

 ｃ 隣接事業体と緊急時連絡管の設置について検討を行う。 

ｄ 無線設備の維持管理を行い、非常時における通信の確保を図る。 

ｅ 非常時において重要な役割を果たす施設・設備については、定期的な点

検を実施し、非常時における作動確保を図る。 

ｆ 「大規模地震時の初動マニュアル」へ職員の任務、配備、参集について

定め、災害時の迅速な対応を図る。 

ｇ 復旧資材の備蓄を行う。 

ｈ  避難所、病院等の災害時の拠点となる施設の情報を反映した配管図等

の整備を行う。 
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第２章 第１９節 上水道施設災害予防計画 

現 行 修 正 案 

ｇ 予備電源の確保を図る。 

 

２ 施設応急復旧活動マニュアルに基づく想定訓練の実施 

⑵ 実施計画 

ア 【市が実施する計画】（上下水道局、建設部） 

(ｱ)  水道施設応急復旧活動マニュアルに基づき、次の事項を基本に確認と調整

を行う。 

ａ 指揮命令系統の確立 

・ 職員の非常招集 

・ 情報伝達の確保 

・ 班編成の強化 

 

ｉ 予備電源の確保を図る。 

 

２ 施設応急復旧活動マニュアルに基づく想定訓練の実施 

⑵ 実施計画 

ア 【市が実施する計画】（上下水道局、建設部） 

(ｱ)  水道施設応急復旧活動マニュアルに基づき、次の事項を基本に確認と調整

を行う。 

ａ 指揮命令系統の確立 

(a) 職員の非常招集 

(b) 情報伝達の確保 

(c) 班編成の強化 
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第２章 第２４節 土砂災害等の災害予防計画 

現 行 修 正 案 

 

第２４節 土砂災害等の災害予防計画 

 

第２ 主な取組み 

１ 市及び県は、土砂災害等の危険箇所を的確に把握し、県が防災上の観点からそれ

ら箇所の土地に法律に基づく指定を行い、開発行為の制限や有害行為の 防止、防

災工事を強力に推進するとともに、市は適切な警戒避難体制の整備を実施し、住民

への周知を図る。 

２ 要配慮者利用施設が所在する土砂災害警戒区域及び土砂災害危険箇所等について

防災対策を推進する。 

３ 県は、土砂災害のおそれのある区域を土砂災害警戒区域、著しい危害が生じるお

それのある区域を土砂災害特別警戒区域として指定する。 

 

 

第３ 計画の内容 

  ６ 要配慮者利用施設が所在する土砂災害警戒区域等及び土砂災害・注意・準用区域

対策 

⑴ 現状と課題 

急峻な地形が多く、急流河川も多い本市では、土砂災害警戒区域等及び土砂災

害危険・注意・準用区域内に立地している要配慮者利用施設がある。 

これらの地区については、要配慮者対策の観点から効果的かつ総合的な土砂災

害対策の実施が必要である。 

⑵ 実施計画 

イ 【県が実施する計画】 

(ｱ) 土砂災害警戒区域及び土砂災害危険箇所等のうち、要配慮者利用施設が所

在している箇所については、計画的な事業の推進を図る。   （建設部） 

(ｴ) 梅雨時期や台風時期前に、要配慮者利用施設管理者とともに、周辺の危険

箇所のパトロールをおこない、周辺の状況を把握することに努める。                              

（建設部） 

 

  ７ 土砂災害警戒区域の対策 

   ⑴ 現状と課題 

平成３０年２月１５日現在で１，２４４か所が土砂災害警戒区域に指定されて

いる。また、土砂災害警戒区域のうち、土砂災害特別警戒区域は１，０４４か所

 

第２４節 土砂災害等の災害予防計画 

 

第２ 主な取組み 

１ 市及び県は、土砂災害警戒区域を的確に把握し、県が防災上の観点からそれら箇

所の土地に法律に基づく指定を行い、開発行為の制限や有害行為の 防止、防災工

事を強力に推進するとともに、市は適切な警戒避難体制の整備を実施し、住民への

周知を図る。 

２ 要配慮者利用施設が所在する土砂災害警戒区域等について防災対策を推進する。 

３ 県は、住民等の生命又は身体に危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区

域を土砂災害警戒区域、建築物に損壊が生じ住民等の生命又は身体に著しい危害が

生ずるおそれがあると認められる土地の区域を土砂災害特別警戒区域として指定す

る。 

 

第３ 計画の内容 

  ６ 要配慮者利用施設が所在する土砂災害警戒区域等対策 

 

⑴ 現状と課題 

急峻な地形が多く、急流河川も多い本市では、土砂災害警戒区域等に立地して

いる要配慮者利用施設がある。 

これらの地区については、要配慮者対策の観点から効果的かつ総合的な土砂災

害対策の実施が必要である。 

⑵ 実施計画 

イ 【県が実施する計画】 

(ｱ) 土砂災害警戒区域等のうち、要配慮者利用施設が所在している箇所につい

ては、計画的な事業の推進を図る。             （建設部） 

(ｴ) 梅雨時期や台風時期前に、要配慮者利用施設管理者とともに、周辺の土砂

災害警戒区域等のパトロールをおこない、周辺の状況を把握することに努め

る。                           （建設部） 

 

  ７ 土砂災害警戒区域等の対策 

   ⑴ 現状と課題 

令和６年４月１日現在で１，３３９か所が土砂災害警戒区域に指定されてい

る。また、土砂災害警戒区域のうち、土砂災害特別警戒区域は１，１１８か所あ
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風水害対策編 

第２章 第２４節 土砂災害等の災害予防計画 

現 行 修 正 案 

あり、区域内に住宅もある。 

このため、開発行為等に対する規制及び適切な指導、あるいは市民への情報の

提供のあり方等に留意する必要がある。 

   ⑵ 実施計画 

    ウ 【市民等が実施する計画】 

(ｱ) 住民は、平時より土砂災害の前兆現象に注意を払い、前兆現象を確認した

時は、遅滞なく市、警察官等へ連絡する。また、土砂災害警戒区域等及び土

砂災害危険箇所、避難施設その他の避難場所及び避難路その他の避難経路に

ついて把握しておくなど、日ごろから土砂災害関連情報を収集する。更に土

砂災害警戒情報発表に伴いその内容を理解し自主避難等、避難行動ができる

ように努める。 

り、区域内に住宅もある。 

このため、開発行為等に対する規制及び適切な指導、あるいは市民への情報の

提供のあり方等に留意する必要がある。 

   ⑵ 実施計画 

    ウ 【市民等が実施する計画】 

(ｱ) 住民は、平時より土砂災害の前兆現象に注意を払い、前兆現象を確認した

時は、遅滞なく市、警察官等へ連絡する。また、土砂災害警戒区域等、避難

施設その他の避難場所及び避難路その他の避難経路について把握しておくな

ど、日ごろから土砂災害関連情報を収集する。更に土砂災害警戒情報発表に

伴いその内容を理解し自主避難等、避難行動ができるように努める。 
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風水害対策編 

第２章 第２６節 建築物災害予防計画 

現 行 修 正 案 

 

第２６節 建築物災害予防計画 

 

第３ 計画の内容 

３ 文化財の風水害予防 

⑵ 実施計画   

イ 【県が実施する計画】 

教育委員会は、各種文化財の防災を中心とした保護対策を推進するため、次の

事項を実施し、防災思想の普及、防災力の強化等の徹底を図る。 

 

 

 

第２６節 建築物災害予防計画 

 

第３ 計画の内容 

３ 文化財の風水害予防 

⑵ 実施計画 

イ 【県が実施する計画】 

県は、各種文化財の防災を中心とした保護対策を推進するため、次の事項を実

施し、防災思想の普及、防災力の強化等の徹底を図る。 
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風水害対策編 

第２章 第２７節 道路及び橋梁災害予防計画 

現 行 修 正 案 

 

第２７節 道路及び橋梁災害予防計画 

 

第３ 計画の内容 

  １ 道路及び橋梁の風水害に対する整備 

   ⑵ 実施計画 

    イ 【県が実施する計画】 

     (ｴ) 一次緊急輸送路、二次緊急輸送路を定めて、緊急度の高い箇所から順次整

備し、災害に強い道路交通網整備を推進する（資料編参照）。特に、災害時も

含めた安定的な輸送を確保するため、道路法に基づき指定された「重要物流

道路」の機能強化を推進する。             （建設部） 

 

第２７節 道路及び橋梁災害予防計画 

 

第３ 計画の内容 

  １ 道路及び橋梁の風水害に対する整備 

   ⑵ 実施計画 

    イ 【県が実施する計画】 

     (ｴ) 一次緊急輸送道路、二次緊急輸送道路を定めて、緊急度の高い箇所から順

次整備し、災害に強い道路交通網整備を推進する（資料編参照）。特に、災害

時も含めた安定的な輸送を確保するため、道路法に基づき指定された「重要

物流道路」の機能強化を推進する。             （建設部） 

 

97



風水害対策編 

第２章 第２９節 ため池災害予防計画 

現 行 修 正 案 

 

第２９節 ため池災害予防計画 

 

第１ 基本方針 

   市内には東山部地域を中心にして１０４か所の農業用ため池が所在している。これ

らのため池の多くは築造後かなりの年月を経過しており、堤体、余水吐、取水施設等

の損朽が進んでいる。 

また、すべてのため池が土堰堤のため、大規模災害による決壊等の危険度が高く、

被害が下流域の人家、公共施設等に及ぶことが予想される。このため、県及び施設管

理者等と連絡をとりながら、災害予防計画を推進し、災害を未然に防止する。 

 

 

第２９節 ため池災害予防計画 

 

第１ 基本方針 

   市内には東山部地域を中心にして１０３か所の農業用ため池が所在している。これ

らのため池の多くは築造後かなりの年月を経過しており、堤体、余水吐、取水施設等

の損朽が進んでいる。 

また、すべてのため池が土堰堤のため、大規模災害による決壊等の危険度が高く、

被害が下流域の人家、公共施設等に及ぶことが予想される。このため、県及び施設管

理者等と連絡をとりながら、災害予防計画を推進し、災害を未然に防止する。 
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第２章 第３０節 農林水産物災害予防計画 

現 行 修 正 案 

 

第３０節 農林水産物災害予防計画 

 

第３ 計画の内容 

  ２ 林産物災害予防計画 

   ⑵ 実施計画 

    イ 【県が実施する計画】（林務部） 

     (ｲ) 健全な森林を育成するため、適正かつ計画的な間伐等を実施する。 

 

第３０節 農林水産物災害予防計画 

 

第３ 計画の内容 

  ２ 林産物災害予防計画 

   ⑵ 実施計画 

    イ 【県が実施する計画】（林務部） 

     (ｲ) 健全な森林を育成するため、適正かつ計画的な間伐等を実施するととも

に、適正な方法による主伐・再造林を推進する。 
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第２章 第３１節 二次災害の予防計画 

現 行 修 正 案 

 

第３１節 二次災害の予防計画 

 

第２ 主な取組み 

  ４ 土砂災害危険箇所の把握、緊急点検体制の整備に努める。 

 

第３ 計画の内容 

４ 山腹・斜面及び渓流並びに施設に係わる二次災害予防対策 

⑴ 現状及び課題 

災害時において、地盤の緩みによる山腹・斜面の崩壊、地すべり及び渓流にお

ける土石流の発生などの危険性があり、二次災害予防のためそれら災害が発生す

る危険がある箇所（土砂災害危険箇所）を予め把握しておくとともに緊急に点検

実施できるよう体制を整備しておく必要がある。 

⑵ 実施計画 

イ 【県が実施する計画】（建設部） 

(ｱ)  土砂災害危険箇所の把握 

 

第３１節 二次災害の予防計画 

 

第２ 主な取組み 

  ４ 土砂災害警戒区域等の把握、緊急点検体制の整備に努める。 

 

第３ 計画の内容 

４ 山腹・斜面及び渓流並びに施設に係わる二次災害予防対策 

⑴ 現状及び課題 

災害時において、地盤の緩みによる山腹・斜面の崩壊、地すべり及び渓流にお

ける土石流の発生などの危険性があり、二次災害予防のためそれら災害が発生す

るおそれのある箇所（土砂災害警戒区域等）を予め把握しておくとともに緊急に

点検実施できるよう体制を整備しておく必要がある。 

⑵ 実施計画 

イ 【県が実施する計画】（建設部） 

(ｱ)  土砂災害警戒区域等の把握 
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風水害対策編 

第２章 第３２節 防災知識普及計画 

現 行 修 正 案 

 

第３２節 防災知識普及計画  

 

第３ 計画の内容 

１ 市民等に対する防災知識の普及活動 

 ⑵ 実施計画 

ア 【市が実施する計画】（全庁） 

 (ｱ) 市民に対して防災知識を普及させるため、新聞、テレビ、ラジオ等のマス

メディア、市ホームページ、住民向け講座及び各種広報資料等により次の事

項の啓発活動を行う。 

  ｑ 各地域における避難対象地域、急傾斜地崩壊危険箇所等に関する知識 

 

第３２節 防災知識普及計画  

 

第３ 計画の内容 

１ 市民等に対する防災知識の普及活動 

 ⑵ 実施計画 

ア 【市が実施する計画】（全庁） 

 (ｱ) 市民に対して防災知識を普及させるため、新聞、テレビ、ラジオ等のマス

メディア、市ホームページ、住民向け講座及び各種広報資料等により次の事

項の啓発活動を行う。 

      ｑ 各地域における避難対象地域、土砂災害警戒区域等に関する知識 
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風水害対策編 

第２章 第３３節 防災訓練計画 

現 行 修 正 案 

 

第３３節 防災訓練計画 

 

第１ 基本方針 

   災害時に、被害を最小限にとどめるためには、災害時に適切な行動を行うことが必

要であるが、災害時における行動を経験から学ぶことは困難である。 

そこで災害時の具体的な状況を想定した、日頃からの訓練が重要である。 

また、発災時の状況を想定した訓練は、市民に対する計画の周知、防災知識の普及

、防災計画の検証、防災関係機関相互及び、住民との協力体制の確立等の効果も期待

できる。 

市、県、防災関係機関は、災害時における行動の確認、関係機関及び市民、企業等

との協調体制の強化を目的として各種の災害を想定した防災訓練を実施する。 

 

第３ 計画の内容 

１ 防災訓練の種別及び実施時期 

⑵ 実施計画 

ア 【市が実施する計画】（全庁） 

「総合防災訓練（兼地震総合防災訓練）」 

市は、県、各防災関係機関、住民、企業、その他関係団体の協力を得て、下

記により総合防災訓練を実施する。また、警戒地域内の避難促進施設に係る避

難確保計画の作成又は避難訓練の実施に関し、必要な助言又は勧告等を行い、

施設所有者又は管理者による取組の支援に努める。 

 

第３３節 防災訓練計画 

 

第１ 基本方針 

   災害時に、被害を最小限にとどめるためには、災害時に適切な行動を行うことが必

要であるが、災害時における行動を経験から学ぶことは困難である。 

そこで災害時の具体的な状況を想定した、日頃からの訓練が重要である。 

また、発災時の状況を想定した訓練は、市民に対する計画の周知、防災知識の普及

、防災計画の検証、防災関係機関相互及び、住民との協力体制の確立等の効果も期待

できる。 

市、県、防災関係機関は、災害時における行動の確認、関係機関及び市民、企業等

との連携体制の強化を目的として各種の災害を想定した防災訓練を実施する。 

 

第３ 計画の内容 

１ 防災訓練の種別及び実施時期 

⑵ 実施計画 

ア 【市が実施する計画】（全庁） 

「総合防災訓練（兼地震総合防災訓練）」 

市は、県、各防災関係機関、住民、企業、その他関係団体と連携し、下記に

より総合防災訓練を実施する。また、警戒地域内の避難促進施設に係る避難確

保計画の作成又は避難訓練の実施に関し、必要な助言又は勧告等を行い、施設

所有者又は管理者による取組の支援に努める。 
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風水害対策編 

第２章 第３４節 災害復旧・復興への備え 

現 行 修 正 案 

 

第３４節 災害復旧・復興への備え 

 

第３ 計画の内容 

  １ 災害廃棄物の発生への対応 

⑴ 【市が実施する計画】（建設部、環境エネルギー部） 

ア 大量の災害廃棄物の発生に備え、大規模仮置場の候補地の確認など広域処理

体制の整備に努める。 

      （新設） 

 

     ウ 発災時に、円滑かつ迅速に災害廃棄物を処理できるよう、災害廃棄物の仮置

場の確保や運用方針、一般廃棄物（指定避難所のごみや仮設トイレのし尿等）

の処理を含めた災害時の廃棄物の処理体制、周辺の地方公共団体との連携・協

力等について、災害廃棄物処理計画の点検、確認を行う。 

 

第３４節 災害復旧・復興への備え 

 

第３ 計画の内容 

  １ 災害廃棄物の発生への対応 

⑴ 【市が実施する計画】（建設部、環境エネルギー部） 

ア  大量の災害廃棄物の発生に備え、大規模仮置場の候補地の確認など広域処

理体制の整備に努める。 

        災害廃棄物発生量（推計）について、1000年に１度の大雨が降った場合に

想定される災害廃棄物は868,215トン発生すると想定される。 

     ウ  発災時に、円滑かつ迅速に災害廃棄物を処理できるよう、災害廃棄物の仮

置場の確保や運用方針、一般廃棄物（指定避難所のごみや仮設トイレのし尿

等）の処理を含めた災害時の廃棄物の処理体制、周辺の地方公共団体や民間

事業者等との連携・協力等について、災害廃棄物処理計画の点検、確認を行

う。 
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第２章 第３７節 ボランティア活動の環境整備 

現 行 修 正 案 

 

第３７節 ボランティア活動の環境整備 

 

第２ 主な取組み 

１ 市社協ボランティアセンターにおいて、ボランティアの事前登録を実施する。 

 

 

第３ 計画の内容 

  ２ ボランティア活動の環境整備 

   ⑵ 実施計画 

【県（危機管理部・健康福祉部）及び市が実施する計画】 

ア 平常時から地域団体、ＮＰＯ・ボランティア等の活動支援やリーダーの育成

を図るとともに、ボランティアの自主性を尊重しつつ、ＮＰＯ・ボランティア

等と協力して、発災時のボランティアとの連携の方法について検討し、速やか

に始動できる体制を構築するものとする。 

 

 

 

イ 防災ボランティアの活動環境として、行政・ＮＰＯ・ボランティア等の三者

で連携し、平常時の登録、ボランティア活動や避難所運営等に関する研修や訓

練の制度、災害時における防災ボランティア活動の受入れや調整を行う体制、

防災ボランティア活動の拠点の確保、活動上の安全確保、被災者のボランティ

アニーズ等の情報提供方策等について整備を推進するとともに、そのための意

見交換を行う情報共有会議の整備・強化を、研修や訓練を通じて推進するもの

とする。 

 

ウ 社会福祉協議会、ＮＰＯ等関係機関との間で、被災家屋からの災害廃棄物、

がれき、土砂の撤去等に係る連絡体制を構築するものとする。また、地域住民

やＮＰＯ・ボランティア等への災害廃棄物の分別・排出方法等に係る広報・周

知を進めることで、防災ボランティア活動の環境整備に努めるものとする。 

エ 市社協と平常時から相互に協力し、防災訓練等を通じて、災害ボランティア

センターの設置・運営における連携体制を整えるものとする。 

        

 

 

第３７節 ボランティア活動の環境整備 

 

第２ 主な取組み 

１ 社会福祉協議会（市社協ボランティアセンター）において、ボランティアの事前登録 

を実施する。 

 

第３ 計画の内容 

  ２ ボランティア活動の環境整備 

   ⑵ 実施計画 

ア 【県（危機管理部・健康福祉部）及び市が実施する計画】 

(ｱ) 平常時から地域団体、ＮＰＯ・ボランティア等の活動支援やリーダーの育

成を図るとともに、ボランティアの自主性を尊重しつつ、ＮＰＯ・ボランテ

ィア等と協力して、発災時のボランティアとの連携の方法について検討し、

速やかに始動できる体制を構築するものとする。 

        また、県は、災害時における官民連携体制の強化を図るため、県域におい

て活動を行う災害中間支援組織である長野県災害時支援ネットワークと平時

から相互に協力し、その機能強化に努める。 

(ｲ) 防災ボランティアの活動環境として、長野県災害時支援ネットワークと協

力し、行政・社会福祉協議会・ＮＰＯ等の三者連携により、平常時の登録、

ボランティア活動や避難所運営、在宅避難者の支援等、被災者支援のための

人材育成の制度、災害時における防災ボランティア活動の受入れや調整を行

う体制、防災ボランティア活動の拠点の確保、活動上の安全確保、被災者の

ボランティアニーズ等の情報提供方策等について整備を推進するとともに、

そのための意見交換を行う情報共有会議の整備・強化を、研修や訓練を通じ

て推進するものとする。 

(ｳ) 社会福祉協議会、ＮＰＯ等関係機関との間で、被災家屋からの災害廃棄物

、がれき、土砂の撤去等に係る連絡体制を構築するものとする。また、地域

住民やＮＰＯ・ボランティア等への災害廃棄物の分別・排出方法等に係る広

報・周知を進めることで、防災ボランティア活動の環境整備に努めるものと

する。 

(ｴ) 市社協と平常時から相互に協力し、防災訓練等を通じて、災害ボランティ

アセンターの設置・運営における連携体制を整えるものとする。 

        また、市町村は、災害時における官民連携体制の強化を図るため、災害ボ
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第２章 第３７節 ボランティア活動の環境整備 

現 行 修 正 案 

 

 

 

      

（新設） 

 

 

 

３ ボランティア団体間の連携 

⑵ 実施計画 

市（健康福祉部）及び県（危機管理部・健康福祉部）は、国内の主要なボラン

ティア関係団体、中間支援組織と連携し、ボランティア団体相互間の連携を深め

るため連絡会議等の設置を推進するとともに、災害時を想定した訓練や研修の実

施に努めるものとする。 

     （新設） 

ランティアセンターを運営する市町村社会福祉協議会との役割分担等をあら

かじめ定めるよう努めるものとする。特に市町村災害ボランティアセンター

の設置予定場所については、市町村地域防災計画に明記する、相互に協定を

締結する等により、あらかじめ明確化しておくよう努めるものとする。 

    イ 【社会福祉協議会が実施する計画】  

災害ボランティアセンターの設置等について、平時から県・市町村との連携

により、その体制確保に努めるものとする。 

 

３ ボランティア・ＮＰＯ等関係団体間の連携 

⑵ 実施計画 

ア 【県（危機管理部・健康福祉部）及び市が実施する計画】 

長野県災害時支援ネットワーク、県内外の専門性の高いＮＰＯ等と連携し、

ボランティア団体相互間の連携を深めるため連絡会議等の設置を推進するとと

もに、災害時を想定した訓練や研修の実施に努めるものとする。 

イ 【長野県災害時支援ネットワークが実施する計画】 

      在宅避難、避難所等の生活の場所ごとの分野及び保健医療福祉・要配慮者等

の課題・分野ごとに、関係するＮＰＯ等との平時からの連携体制の構築に努め

るものとする。 
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第２章 第３９節 風水害対策に関する調査研究及び観測 

現 行 修 正 案 

 

第３９節 風水害対策に関する調査研究及び観測 

 

第３ 計画の内容 

  １ 実施計画 

   イ 【県が実施する計画】 

(ｲ) 山地災害危険地区・地すべり危険箇所の再点検を通じて、危険箇所に関する

データの蓄積を行い、防災計画の基礎資料を作成する。     （林務部） 

(ｳ) 土砂災害危険箇所の再点検を通じて見通し調査を実施し、危険箇所に関する

データの蓄積を行う。                    （建設部） 

 

第３９節 風水害対策に関する調査研究及び観測 

 

第３ 計画の内容 

  １ 実施計画 

   イ 【県が実施する計画】 

(ｲ) 山地災害危険地区・地すべり危険箇所の再点検を通じて、データの蓄積を行

い、防災計画の基礎資料を作成する。             （林務部） 

(ｳ) 土砂災害警戒区域等の繰り返し調査を実施し、データの蓄積を行う。    

（建設部） 
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第２章 第４０節 観光地の孤立災害予防計画 

現 行 修 正 案 

 

第４０節 観光地の孤立災害予防計画  

 

第３ 計画の内容 

  １ 通信手段の確保 

⑵ 実施計画 

ア 【市が実施する計画】（危機管理部） 

 

 

第４０節 観光地の孤立災害予防計画 

 

第３ 計画の内容 

  １ 通信手段の確保 

⑵ 実施計画 

ア 【市が実施する計画】（危機管理部、総合戦略局） 
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第３章 第１節 災害直前活動 

現 行 修 正 案 

 

第１節 災害直前活動  

 

第３ 活動の内容 

  １ 警報等の伝達活動 

   ⑵ 実施計画 

    イ 特別警報以外の気象警報等発表時の対応 

     (ｲ) 【県が実施する対策】 

       ａ 勤務時間内における取扱い 

⒝ 庁内放送の実施 

すべての気象警報・注意報等について、危機管理防災課長からその

写しを受領した広報県民課は、速やかに庁内放送を実施し、庁内各課

に周知する。 

    ウ 土砂災害警戒情報発表時の対応 

 (ｲ) 【県が実施する対策】 

長野地方気象台との協議に基づき土砂災害警戒情報を発表する際は、事前

に砂防課から市へ電話連絡するとともに発表後は、衛星系防災行政無線の一

斉ＦＡＸ等により市に通知する。併せて、建設・砂防事務所を通じて速やか

に市への着信確認を行う。 

 

２ 市民の避難誘導対策 

⑴ 基本方針 

風水害により、市民の生命、身体に危険が生じるおそれのある場合には、必要に

応じて、高齢者等避難、避難指示、緊急安全確保の発令により適切な避難誘導を実

施し、災害の発生に備える。 

また、浸水想定区域内や土砂災害危険・準用区域及び土砂災害警戒区域内の要配

慮者利用施設に対しては、迅速かつ適切な避難誘導に努める。 

 

第４ 警報等の種類及び発表基準 

  １ 気象業務法に基づく特別警報・警報・注意報 

⑴ 特別警報・警報・注意報 

特別警報・警報・注意報の種類と概要（長野地方気象台が発表するもの） 

 

第１節 災害直前活動  

 

第３ 活動の内容 

  １ 警報等の伝達活動 

   ⑵ 実施計画 

    イ 特別警報以外の気象警報等発表時の対応 

     (ｲ) 【県が実施する対策】 

       ａ 勤務時間内における取扱い 

⒝ 庁内放送の実施 

すべての気象警報・注意報等について、危機管理防災課長からその

写しを受領した広報・共創推進課は、速やかに庁内放送を実施し、庁

内各課に周知する。 

    ウ 土砂災害警戒情報発表時の対応 

 (ｲ) 【県が実施する対策】 

長野地方気象台との協議に基づき土砂災害警戒情報を発表する際は、事前

に砂防課から市へ電話連絡するとともに発表後は、衛星系防災行政無線の一

斉ＦＡＸ等により市に通知する。 

 

 

２ 市民の避難誘導対策 

⑴ 基本方針 

風水害により、市民の生命、身体に危険が生じるおそれのある場合には、必要に

応じて、高齢者等避難、避難指示、緊急安全確保の発令により適切な避難誘導を実

施し、災害の発生に備える。 

また、浸水想定区域内や土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設に対しては、迅

速かつ適切な避難誘導に努める。 

 

第４ 警報等の種類及び発表基準 

  １ 気象業務法に基づく特別警報・警報・注意報 

⑴ 特別警報・警報・注意報 

特別警報・警報・注意報の種類と概要（長野地方気象台が発表するもの） 
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第３章 第１節 災害直前活動 

現 行 修 正 案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ⑵ 雨を要因とする特別警報の指標（発表条件）    

    【大雨特別警報（土砂災害）】 

     過去の多大な被害をもたらした現象に相当する土壌雨量指数の基準値を地域毎

に設定し、この基準値以上となる 1km 格子が概ね 10 個以上まとまって出現すると

予想される状況において、当該格子が存在し、かつ、激しい雨（1時間に概ね 30ｍ

ｍ以上の雨）がさらに降り続くと予想される市町村等に大雨特別警報(土砂災害)を

発表する。 

   ⑸ 雪に関する観測地点毎 50年に一度の値一覧 

各地の 50年に一度の積雪深と既往最深積雪深一覧（令和 5年 11月 1日現在） 

府県予報区 地点名 50年に一度の積

雪深(cm) 

既往最深積雪(cm) 

長野県 長野 66 80 

長野県 松本 57 78 

特別警報・警報・注意

報の種類 
概 要 

特別警報 
大雨特別

警報 

大雨が特に異常であるため重大な災害が発生するお

それが著しく大きいと予想されたときに発表される。

大雨特別警報（土砂災害）、大雨特別警報（浸水害）、

大雨特別警報（土砂災害、浸水害）のように、特に警

戒すべき事項が明記される。災害が発生または切迫し

ている状況であり、命の危険が迫っているため直ちに

身の安全を確保する必要があることを示す警戒レベル

５に相当。 

警報 洪水警報 

河川の上流域での降雨や融雪等による河川の増水に

より、重大な災害が発生するおそれがあると予想された

ときに発表される。河川の増水や氾濫、堤防の損傷決壊

による重大な災害が対象としてあげられる。高齢者等

は危険な場所からの避難が必要とされる警戒レベル３

に相当。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ⑵ 雨を要因とする特別警報の指標（発表条件） 

    【大雨特別警報（土砂災害）】 

     過去の多大な被害をもたらした現象に相当する土壌雨量指数の基準値を地域毎

に設定し、この基準値以上となる 1km 格子が概ね 10 個以上まとまって出現すると

予想される状況において、当該格子が存在し、かつ、激しい雨※がさらに降り続く

と予想される市町村等に大雨特別警報(土砂災害)を発表する。 

激しい雨※:1時間に概ね 30mm以上の雨 

   ⑸ 雪に関する観測地点毎 50年に一度の値一覧 

各地の 50年に一度の積雪深と既往最深積雪深一覧（令和 6年 11月 1日現在） 

府県予報区 地点名 50年に一度の積

雪深(cm) 

既往最深積雪(cm) 

長野県 長野 65 80 

長野県 松本 57 78 

特別警報・警報・注意

報の種類 
概 要 

特別警報 
大雨特別

警報 

大雨が特に異常であるため重大な災害が発生するお

それが著しく大きいと予想されたときに発表される。

大雨特別警報には、大雨特別警報（土砂災害）、大雨

特別警報（浸水害）、大雨特別警報（土砂災害、浸水

害）のように、特に警戒すべき事項が明記される。災

害が発生または切迫している状況で、命の危険があり

直ちに身の安全を確保する必要があることを示す警戒

レベル５に相当。 

警報 洪水警報 

河川の上流域での降雨や融雪等による河川の増水に

より、重大な災害が発生するおそれがあると予想された

ときに発表される。河川の増水や氾濫、堤防の損傷や決

壊による重大な災害が対象としてあげられる。高齢者

等は危険な場所からの避難が必要とされる警戒レベル

３に相当。 
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第３章 第１節 災害直前活動 

現 行 修 正 案 

長野県 諏訪 56 69 

長野県 軽井沢 76 99 

長野県 飯田 45※ 81 

長野県 野沢温泉 386 353 

長野県 信濃町 205 176 

長野県 飯山 290 257 

長野県 小谷 287 251 

長野県 白馬 194 187 

長野県 大町 115 117 

長野県 菅平 158 152 

長野県 開田高原 139 115 

注１）“*”が付いている地点は、積雪深ゼロの年もあり、50年に一度の値の信頼性が低いた

め、参考値として扱う。 

 

警報・注意報発表基準一覧表 

（令和５年６月８日現在） 

 

  ２ 情報の取扱いについては警報・注意報等の伝達系統に準じて行うものとする。 

 

別表１ 大雨警報基準（令和５年６月８日現在） 

市町村等を 

まとめた地域 

市町村等 表面雨量指数基準 土壌雨量指数基準 

松本地域 松本 10 112 

長野県 諏訪 55 69 

長野県 軽井沢 76 99 

長野県 飯田 45※ 81 

長野県 野沢温泉 388 353 

長野県 信濃町 204 176 

長野県 飯山 290 257 

長野県 小谷 288 251 

長野県 白馬 195 187 

長野県 大町 115 117 

長野県 菅平 157 152 

長野県 開田高原 138 115 

注１）“※”が付いている地点は、積雪深ゼロの年もあり、50年に一度の値の信頼性が低い

ため、参考値として扱う。 

 

警報・注意報発表基準一覧表 

（令和６年５月２３日現在） 

 

２ 情報の取扱いについては警報・注意報等の伝達系統に準じて行うものとする。 

 

別表１ 大雨警報基準（令和６年５月２３日現在） 

市町村等を 

まとめた地域 

市町村等 表面雨量指数基準 土壌雨量指数基準 

松本地域 松本 10 113 
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第３章 第１節 災害直前活動 

現 行 修 正 案 

塩尻 11 105 

安曇野市 9 108 

麻績村 10 111 

生坂村 9 107 

山形村 7 118 

朝日村 7 121 

筑北村 9 89 

乗鞍上高地地域 乗鞍上高地 14 133 

 

 

別表２ 洪水警報基準（令和５年６月８日現在） 

 

別表３ 大雨注意報基準（令和５年６月８日現在） 

市町村等を 

まとめた地域 

市町村等 表面雨量指数基準 土壌雨量指数基準 

松本地域 松本 6 90 

塩尻 5 85 

安曇野市 4 87 

麻績村 6 89 

生坂村 5 86 

山形村 4 95 

朝日村 3 98 

筑北村 5 72 

乗鞍上高地地

域 

乗鞍上高地 9 106 

 

別表４ 洪水注意報基準（令和５年６月８日現在） 

 

別表５ 警報及び注意報の区域 

中 部 

上田地域 上田市、東御市、青木村、長和町 

佐久地域 小諸市、佐久市、小海町、川上村、南牧村、南相木村、 

北相木村、佐久穂町、軽井沢町、御代田町、立科町 

塩尻 11 107 

安曇野市 9 110 

麻績村 10 113 

生坂村 9 108 

山形村 7 120 

朝日村 7 122 

筑北村 9 90 

乗鞍上高地地域 乗鞍上高地 14 130 

 

 別表２ 洪水警報基準（令和６年５月２３日現在） 

 

別表３ 大雨注意報基準（令和６年５月２３日現在） 

市町村等を 

まとめた地域 

市町村等 表面雨量指数基準 土壌雨量指数基準 

松本地域 松本 6 90 

塩尻 5 85 

安曇野市 4 88 

麻績村 6 90 

生坂村 5 86 

山形村 4 96 

朝日村 3 97 

筑北村 5 72 

乗鞍上高地地

域 

乗鞍上高地 9 104 

 

別表４ 洪水注意報基準（令和６年５月２３日現在） 

 

 別表５ 警報及び注意報の区域 

中 部 

上田地域 上田市、東御市、青木村、長和町 

佐久地域 小諸市、佐久市、小海町、川上村、南牧村、南相木村、 

北相木村、佐久穂町、軽井沢町、御代田町、立科町 

松本地域 
松本、塩尻、安曇野市、麻績村、生坂村、山形村、 

朝日村、筑北村 
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第３章 第１節 災害直前活動 

現 行 修 正 案 

松本地域 
松本市、塩尻市、安曇野市、麻績村、生坂村、山形村、 

朝日村、筑北村 

乗鞍上高地地域 乗鞍上高地 

諏訪地域 岡谷市、諏訪市、茅野市、下諏訪町、富士見町、原村 

 

４ その他の情報 

   ⑴ キキクル（大雨警報・洪水警報の危険度分布）等 

 

キキクル等の種類と概要 

種  類 概  要 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

流域雨量指数の予測値 指定河川洪水予報の発表対象ではない中小河川

（水位周知河川及びその他河川）の、上流域での

降雨による、下流の対象地点の洪水危険度の高ま

りの予測を、洪水警報等の基準への到達状況に応

じて危険度を色分けした時系列で示す情報。流域

内における雨量分布の実況と６時間先までの予

測（解析雨量及び降水短時間予報等）を用いて常

時10分ごとに更新している。 

 

   ⑵ 早期注意情報（警報級の可能性） 

      ５日先までの警報級の現象の可能性が［高］、［中］の２段階で発表される。当日

から翌日にかけては時間帯を区切って、天気予報の対象地域と同じ発表単位（松本

市は長野県中部）で、２日先から５日先にかけては日単位で、週間天気予報の対象

乗鞍上高地地域 乗鞍上高地 

諏訪地域 岡谷市、諏訪市、茅野市、下諏訪町、富士見町、原村 

 

４ その他の情報 

   ⑴ キキクル（大雨警報・洪水警報の危険度分布）等 

 

キキクル等の種類と概要 

種  類 概  要 

危険度分布（キキクル）の色

が持つ意味 

・「災害切迫」（黒）：命の危険があり直ちに身の安

全を確保 する必要があるとされる警戒レベル５

に相当。 

 ・「危険」（紫）：危険な場所から避難する必要が

あるとされる警戒レベル４に相当。 

・「警戒」（赤）：高齢者等が危険な場所から避難す

る必要が あるとされる警戒レベル３に相当。 

・「注意」（黄）：ハザードマップによる災害リスク

の再確認 等、避難に備え自らの避難行動の確認

が必要とされる警戒レベル２に相当。 

流域雨量指数の予測値 各河川の、上流域での降雨による、下流の対象地

点の洪水危険度（大河川においては、その支川や

下水道の氾濫などの「湛水型内水氾濫」の危険度）

の高まりの予測を、洪水警報等の基準への到達状

況に応じて危険度を色分けした時系列で示す情

報。流域内における雨量分布の実況と６時間先ま

での予測（解析雨量及び降水短時間予報等）を用

いて常時10分ごとに更新している。 

 

 ⑵ 早期注意情報（警報級の可能性） 

      ５日先までの警報級の現象の可能性が［高］、［中］の２段階で発表される。当日

から翌日にかけては時間帯を区切って、天気予報の対象地域と同じ発表単位（松本

市は長野県中部）で、２日先から５日先にかけては日単位で、週間天気予報の対象

地域と同じ発表単位で発表される。大雨に関して、[高]又は[中]が予想されている

場合は、災害への心構えを高める必要があることを示す警戒レベル１である。 
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地域と同じ発表単位（長野県）で発表される。大雨に関して、[高]又は[中]が予想

されている場合は、災害への心構えを高める必要があることを示す警戒レベル１で

ある。 

   ⑶ 全般気象情報、関東甲信地方気象情報、長野県気象情報 

気象の予報等について、特別警報・警報・注意報に先立って注意を喚起する場合

や、特別警報・警報・注意報が発表された後の経過や予想、防災上の留意点が解説

される場合等に発表される。雨を要因とする特別警報が発表されたときには、その

後速やかに、その内容を補足するため「記録的な大雨に関する長野県気象情報」、

「記録的な大雨に関する関東甲信地方気象情報」、「記録的な大雨に関する全般気象

情報」という表題の気象情報が発表される。 

大雨による災害発生の危険度が急激に高まっている中で、線状の降水帯により非

常に激しい雨が同じ場所で降り続いているときには、「線状降水帯」というキーワ

ードを使って解説する「顕著な大雨に関する長野県気象情報」、「顕著な大雨に関す

る関東甲信地方気象情報」、「顕著な大雨に関する全般気象情報」という表題の気象

情報が発表される。大雪による大規模な交通障害の発生するおそれが高まり、一層

の警戒が必要となるような短時間の大雪となることが見込まれる場合、「顕著な大

雪に関する長野県気象情報」という表題の気象情報が発表される。 

大雨・洪水警報や土砂災害警戒情報等で警戒を呼びかける中で、重大な災害が差

し迫っている場合に一層の警戒を呼びかけるなど、気象台が持つ危機感を端的に伝

えるため、本文を記述せず、見出し文のみの全般・地方・府県気象情報が発表され

る場合がある。 

⑹ 竜巻注意情報 

積乱雲の下で発生する竜巻、ダウンバースト等による激しい突風に対して注意を

呼びかける情報で、雷注意報が発表されている状況下において竜巻等の激しい突風

の発生しやすい気象状況になっているときに、天気予報の対象地域と同じ発表単位

（松本市は長野県中部）で気象庁から発表される。なお、実際に危険度が高まって

いる場所は竜巻発生確度ナウキャストで確認することができる。また、竜巻の目撃

情報が得られた場合には、目撃情報があった地域を示し、その周辺で更なる竜巻等

の激しい突風が発生するおそれが非常に高まっている旨を付加した情報が、天気予

報の対象地域と同じ発表単位（松本市は長野県中部）で発表される。この情報の有

効期間は、発表から概ね１時間である。 

 

 

 

 

   ⑶ 全般気象情報、関東甲信地方気象情報、長野県気象情報 

気象の予報等について、特別警報・警報・注意報に先立って注意・警戒を呼びか

けられる場合や、特別警報・警報・注意報が発表された後の経過や予想、防災上の

留意点が解説される場合等に発表される。雨を要因とする特別警報が発表されたと

きには、その後速やかに、その内容を補足するため「記録的な大雨に関する長野県

気象情報」、「記録的な大雨に関する関東甲信地方気象情報」、「記録的な大雨に関す

る全般気象情報」という表題の気象情報が発表される。 

大雨による災害発生の危険度が急激に高まっている中で、線状の降水帯により非

常に激しい雨が同じ場所で降り続いているときには、「線状降水帯」というキーワ

ードを使って解説する「顕著な大雨に関する長野県気象情報」、「顕著な大雨に関す

る関東甲信地方気象情報」、「顕著な大雨に関する全般気象情報」という表題の気象

情報が発表される。 

 

 

大雨・洪水警報や土砂災害警戒情報等で警戒を呼びかける中で、重大な災害が差

し迫っている場合に一層の警戒を呼びかけるなど、気象台が持つ危機感を端的に伝

えるため、本文を記述せず、見出し文のみの全般・地方・府県気象情報が発表され

る場合がある。 

⑹ 竜巻注意情報 

積乱雲の下で発生する竜巻、ダウンバースト等による激しい突風に対して注意を

呼びかける情報で、竜巻等の激しい突風の発生しやすい気象状況になっているとき

に、天気予報の対象地域と同じ発表単位（松本市は長野県中部）で気象庁から発表

される。なお、実際に危険度が高まっている場所は竜巻発生確度ナウキャストで確

認することができる。また、竜巻の目撃情報が得られた場合には、目撃情報があっ

た地域を示し、その周辺で更なる竜巻等の激しい突風が発生するおそれが非常に高

まっている旨を付加した情報が、天気予報の対象地域と同じ発表単位（松本市は長

野県中部）で発表される。この情報の有効期間は、発表から概ね１時間である。 
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警報等伝達系統図 

１ 注意報・警報および情報 

 ⑶ 伝達系統図

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

警報等伝達系統図 

１ 注意報・警報および情報 

 ⑶ 伝達系統図 
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第２節 災害情報の収集・連絡活動  

 

第２ 活動の内容 

  ２ 被害状況等の調査と調査責任機関 

 被害状況の調査は、次表に掲げる機関が関係の機関及び団体の協力を得て実施

する。調査に当たっては、関係機関は相互に連絡を密にし、正確な情報の把握に

努めるものとする。 

 市は、被害が甚大である等、市において被害調査が実施できないときは、別表

の協力機関に定める県現地機関等に応援を求めるものとし、県現地機関等は速や

かに必要な応援を行う。 

 地域振興局長は、被災地における被害の状況から情報の収集・連絡体制の強化

が必要であると認められる場合は、県危機管理防災課（総括調整班）に情報連絡

員（県本部リエゾン）等の応援派遣を求めるものとする。この場合、県危機管理

防災課（総括調整班）は必要な職員を速やかに派遣するものとする。 

職員を派遣する際は、新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策のため、応 

援職員の派遣に当たっては、派遣職員の健康管理やマスク着用等を徹底するもの

とする。 

また、会議室のレイアウトの工夫やテレビ会議の活用など、応援職員等の執務

スペースの適切な空間の確保に配慮するものとする。 

  また、市は、自らの対応力のみでは十分な災害対策を講じることができないよ

うな災害が発生したときは、被害の詳細が把握できない状況にあっても、迅速に

当該情報の報告に努める。 

 市は、特に行方不明者の数については捜索・救助体制の検討に必要な情報であ

るため、住民登録の有無にかかわらず、当該市町村の区域内で行方不明となった

者について、県警察本部の協力に基づき正確な情報の収集に努めるものとする。

また、要救助者の迅速な把握のため、安否不明者についても、関係機関の協力を

得て、積極的に情報収集を行うものとする。 

 

  ６ 通信手段の確保 

   ⑷ ［電気通信事業者が実施する事項］ 

 災害時における県、市及び防災関係機関の重要通信確保を優先的に行うもの

とする。 

    （新設） 

 

第２節 災害情報の収集・連絡活動  

 

第２ 活動の内容 

  ２ 被害状況等の調査と調査責任機関 

⑴ 被害状況の調査は、次表に掲げる機関が関係の機関及び団体の協力を得て実施

する。調査に当たっては、関係機関は相互に連絡を密にし、正確な情報の把握に

努めるものとする。 

⑵ 市は、被害が甚大である等、市において被害調査が実施できないときは、別表

の協力機関に定める県現地機関等に応援を求めるものとし、県現地機関等は速や

かに必要な応援を行う。 

⑶ 地域振興局長は、被災地における被害の状況から情報の収集・連絡体制の強化

が必要であると認められる場合は、県危機管理防災課（総括調整班）に情報連絡

員（県本部リエゾン）等の応援派遣を求めるものとする。この場合、県危機管理

防災課（総括調整班）は必要な職員を速やかに派遣するものとする。 

なお、派遣先において、新型コロナウイルス感染症を含む感染症の発生及びま

ん延が懸念される場合は、感染対策を適切に行うものとする。 

 

 

 

⑷ 市は、自らの対応力のみでは十分な災害対策を講じることができないような災

害が発生したときは、被害の詳細が把握できない状況にあっても、迅速に当該情

報の報告に努める。 

⑸ 市は、特に行方不明者の数については捜索・救助体制の検討に必要な情報であ

るため、住民登録の有無にかかわらず、当該市町村の区域内で行方不明となった

者について、県警察本部の協力に基づき正確な情報の収集に努めるものとする。

また、要救助者の迅速な把握のため、安否不明者についても、関係機関の協力を

得て、積極的に情報収集を行うものとする。 

 

６ 通信手段の確保 

   ⑷ ［電気通信事業者が実施する事項］ 

    ア 災害時における県、市及び防災関係機関の重要通信確保を優先的に行うもの

とする。 

    イ 速やかに通信障害の状況やその原因、通信施設の被害、復旧の状況や見通 
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「別記」 災害情報収集連絡系統 

   ⑷ 農業関係被害状況報告     様式５号 

    ウ 農業集落排水施設被害状況報告 

 
 

⑻ 水道施設被害状況報告     様式９号 

 

 
 

 

し、代替的に利用可能な通信手段等について、関係機関及び住民に対してわか

りやすく情報提供（ホームページのトップページへの掲載、地図による障害エ

リアの表示等）するよう努めるものとする。 

 

「別記」 災害情報収集連絡系統 

   ⑷ 農業関係被害状況報告     様式５号 

    ウ 農業集落排水施設被害状況報告 

 
 

⑻ 水道施設被害状況報告     様式９号  
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第３節 非常参集職員の活動  

 

第３ 活動の内容 

  １ 【市が実施する対策】（全庁） 

⑵ 活動体制 

災害応急対策に対処するため、状況に応じ、以下の配備体制をとる。 

なお、各体制の人員については、別表「活動人員一覧」による。 

 

（活動開始基準の◎は指示によらない参集の基準） 

配備体制 活 動 内 容 活 動 期 間 活 動 開 始 基 準 

第１配備 

○ 危機管理部

職員による情

報収集・伝達

（警へ継続す

る事前対策） 

 

○ 右の基準に

該当したとき

から、警報等が

解除されるま

で 

○ 危機管理課

長が必要ない

と認めるまで 

○ 他の体制に

移行するまで 

○ 市域に震度３の地震が

発生した場合 

○ 大雨、洪水、暴風、暴風

雪、大雪警報警報発表時 

○ 焼岳で噴火警戒レベル

２へつながる現象が発生

した場合または他の火山

で火口周辺警報（火口周

辺危険）が発表された場

合 

○ 東海地震に関連する調

査情報（臨時）が発表され

た場合 

○ 災害が発生するおそれ

があるときで、危機管理

課長が必要と認めた場合 

 

 

第２配備 

○ 災害発生前

の体制で、各部

局職員による

情報収集・伝達

活動等を行う。 

 

○ 右の基準に

該当したとき

から、警報等が

解除されるま

で 

○ 危機管理部

○ 市域に震度４の地震が

発生した場合 

○ 東海地震注意情報が発

表された場合 

○ 大雨、洪水、暴風、暴風

雪、大雪警報発表時また

 

第３節 非常参集職員の活動  

 

第３ 活動の内容 

１ 【市が実施する対策】（全庁） 

⑵ 活動体制 

災害応急対策に対処するため、状況に応じ、以下の配備体制をとる。 

なお、各体制の人員については、別表「活動人員一覧」による。 

 

（活動開始基準の◎は指示によらない参集の基準） 

配備体制 活 動 内 容 活 動 期 間 活 動 開 始 基 準 

第１配備 

○ 危機管理部

職員による情

報収集・伝達

（警へ継続す

る事前対策） 

 

○ 右の基準に

該当したとき

から、警報等が

解除されるま

で 

○ 危機管理課

長が必要ない

と認めるまで 

○ 他の体制に

移行するまで 

○ 市域に震度３の地震が

発生した場合 

○ 大雨、洪水、暴風、暴風

雪、大雪警報発表時 

○ 焼岳で噴火警戒レベル

２へつながる現象が発生

した場合または他の火山

で火口周辺警報（火口周

辺危険）が発表された場

合 

○ 南海トラフ沿いの大規

模な地震に関連するかど

うかの調査を開始した旨

の臨時情報が発表された

場合 

○ 災害が発生するおそれ

があるときで、危機管理

課長が必要と認めた場合 

第２配備 

○ 災害発生前

の体制で、各部

局職員による

情報収集・伝達

活動等を行う。 

 

○ 右の基準に

該当したとき

から、警報等が

解除されるま

で 

○ 危機管理部

○ 市域に震度４の地震が

発生した場合 

○ 南海トラフ沿いの大規

模な地震発生の可能性が

平常時に比べ相対的に高

まったと評価された旨の

118



風水害対策編 

第３章 第３節 非常参集職員の活動 

現 行 修 正 案 

長が必要ない

と認めるまで 

○ 他の体制に

移行するまで 

は災害が発生するおそれ

があるときで、危機管理

部長が必要と認めた場合 

○ 焼岳に噴火警戒レベル

２が発表された場合また

は他の火山に火口周辺警

報（入山危険）が発表され

た場合 

第３配備 

○ 災害発生直

前または発生

後の体制で、対

策本部を設置

し、情報収集・

伝達、水防、輸

送、医療、救護

等の災害応急

対策活動を行

う。 

○ 右の基準に

該当したとき

から、警報等が

解除されるま

で 

○ 市長が必要

ないと認める

まで 

○ 他の体制に

移行するまで 

○ 市域に震度５弱及び５

強の地震が発生した場合 

○ 東海地震予知情報（警

戒宣言発令）が発表され

た場合 

○ 大雨、暴風、暴風雪、大

雪特別警報発表時 

○ 大雨、暴風、暴風雪、大

雪特別警報の発表を検討

している旨、長野地方気

象台より情報の提供があ

った場合 

○ 土砂災害警戒情報・記

録的短時間大雨情報発表

時 

○ 次のいずれかにおいて

市長が必要と認めた場合 

・ 暴風、大雨、洪水、暴風

雪、大雪警報発表時 

・ 災害が発生した場合 

・ 激甚な災害が発生する

おそれがある場合 

○ 焼岳に噴火警戒レベル

３が発表された場合また

は他の火山に噴火警報

（居住地域厳重警戒）が

発表された場合 

長が必要ない

と認めるまで 

○ 他の体制に

移行するまで 

臨時情報が発表された場

合 

○ 大雨、洪水、暴風、暴風

雪、大雪警報発表時また

は災害が発生するおそれ

があるときで、危機管理

部長が必要と認めた場合 

○ 焼岳に噴火警戒レベル

２が発表された場合また

は他の火山に火口周辺警

報（入山危険）が発表され

た場合 

第３配備 

○ 災害発生直

前または発生

後の体制で、対

策本部を設置

し、情報収集・

伝達、水防、輸

送、医療、救護

等の災害応急

対策活動を行

う。 

○ 右の基準に

該当したとき

から、警報等が

解除されるま

で 

○ 市長が必要

ないと認める

まで 

○ 他の体制に

移行するまで 

○ 市域に震度５弱及び５

強の地震が発生した場合 

○ 大雨、暴風、暴風雪、大

雪特別警報発表時 

○ 大雨、暴風、暴風雪、大

雪特別警報の発表を検討

している旨、長野地方気

象台より情報の提供があ

った場合 

○ 土砂災害警戒情報・記

録的短時間大雨情報発表

時 

○ 次のいずれかにおいて

市長が必要と認めた場合 

・ 暴風、大雨、洪水、暴風

雪、大雪警報発表時 

・ 災害が発生した場合 

・ 激甚な災害が発生する

おそれがある場合 

○ 焼岳に噴火警戒レベル

３が発表された場合また

は他の火山に噴火警報

（居住地域厳重警戒）が
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○ 南海トラフ地震臨時情

報が発表された場合 

 

  ２ 【県が実施する対策】（全部局） 

   ⑶ 市災害対策本部への職員派遣 

ア 以下の場合、被害情報の収集及び長野県防災情報システムや物資調達・調整

等支援システムへの入力支援等を行うため、市を所管する地方部長(地域振興局

長)は、職員を情報連絡員(地方部リエゾン)として市に派遣するものとする。職

員を派遣する際は、新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策のため、応援

職員の派遣に当たっては、派遣職員の健康管理やマスク着用等を徹底するもの

とする。 

なお、派遣する職員は、居住地域や地方部での業務分担を考慮した職員の選

定に努めるものとする。 

 

別表 

松本市災害対策本部 構成・分掌事務 

１ 構成 

発表された場合 

（削除） 

 

  ２ 【県が実施する対策】（全部局） 

   ⑶ 市災害対策本部への職員派遣 

ア 以下の場合、被害情報の収集及び長野県防災情報システムや物資調達・調整

等支援システムへの入力支援等を行うため、市を所管する地方部長(地域振興局

長)は、職員を情報連絡員(地方部リエゾン)として市に派遣するものとする。 

      なお、派遣先において、新型コロナウイルス感染症を含む感染症の発生及び

まん延が懸念される場合は、感染対策を適切に行うものとする。 

なお、派遣する職員は、居住地域や地方部での業務分担を考慮した職員の選

定に努めるものとする。 

 

 

別表 

松本市災害対策本部 構成・分掌事務 

１ 構成 
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種別 構成 設置場所 任務 

本部 
本部長、副本部

長、部局長 

市庁舎内 

※災害の状況等

により勤労者

福祉センター

又は、まつも

と市民芸術館

にも設置でき

る 

本部長の指示に基づく積極的

かつ総括的な災害応急対策、救助

対策を図るため 

・被災状況の把握 

・適切な措置の決定 

・各部相互の連絡調整 

 

 

 

保健医療調整

本部 

医療救護活動

マニュアルに

定める 

市庁舎内（第２応

接室） 

※災害の状況等に

より勤労者福祉

センター又は、

まつもと市民芸

術館にも設置で

きる 

・本部長指示の班内伝達 

・保健医療活動の指揮・調整 

・医療救護、保健衛生、環境衛

生活動の実施 

・医療機関等関係団体との連絡

調整 

・指揮本部へ活動状況の報告 

 

種別 構成 設置場所 任務 

本部 
本部長、副本部

長、部局長 

市庁舎内 

※災害の状況等

により勤労者

福祉センター

又は、まつも

と 市民芸 術

館、情報創造

館にも設置で

きる 

本部長の指示に基づく積極的

かつ総括的な災害応急対策、救助

対策を図るため 

・被災状況の把握 

・適切な措置の決定 

・各部相互の連絡調整 

保健医療調整

本部 

医療救護活動

マニュアルに

定める 

市庁舎内（議員協

議会室） 

※災害の状況等に

より勤労者福祉

センター又は、

まつもと市民芸

術館にも設置で

きる 

・本部長指示の班内伝達 

・保健医療活動の指揮・調整 

・医療救護、保健衛生、環境衛

生活動の実施 

・医療機関等関係団体との連絡

調整 

・指揮本部へ活動状況の報告 
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第３節 非常参集職員の活動 

 

資料１－４ 

令和５年度 松本市災害対策本部 各課分掌事務 

部 長  副部長   分掌事務 

総務部長 
第１副部長 

（行政管理課長

兼平和推進課

長） 

第２副部長 

（行政管理課法

制担当課長） 

○ 指揮本部との総合的連絡調整に関すること。 

○ 
部本部の設置、部内職員の配備及び部内の災害応

急対策の進行管理に関すること。 

○ 
部内の被害情報の収集・整理・伝達に関するこ

と。 

○ 市議会の招集に関すること。 

○ 災害見舞者及び視察者の対応に関すること。 

第３副部長 

（職員課長） 

○ 
職員の安否確認及び職員体制の確保に関するこ

と。 

○ 災害派遣職員の受入れに関すること。 

第４副部長 

（工事検査課

長） 

○ 部内他課及び他部事務の応援に関すること。 

第５副部長 

（公共施設マネ

ジメント課） 

○ 避難施設の応急修理に関すること。 

○ 
応急仮設住宅の建設、撤去及び維持管理に関する

こと。 

○ 教育施設の復旧に関すること。（教育部と連携） 

○ 被災した住宅の応急修理に関すること。 

○ 
応急修理に関する関係協力団体への協力要請に関

すること。 

第６副部長 

（選挙管理委員

会事務局長）            

○ 部内他課及び他部事務の応援に関すること。 

 

第３節 非常参集職員の活動 

 

資料１－４ 

令和６年度 松本市災害対策本部 各課分掌事務 

部 長  副部長   分掌事務 

総務部長 

第１副部長 

（行政管理課長

兼平和推進課

長） 

（削除） 

○ 指揮本部との総合的連絡調整に関すること。 

○ 
部本部の設置、部内職員の配備及び部内の災害応

急対策の進行管理に関すること。 

○ 
部内の被害情報の収集・整理・伝達に関するこ

と。 

○ 市議会の招集に関すること。 

○ 災害見舞者及び視察者の対応に関すること。 

第２副部長 

（職員課長） 

○ 
職員の安否確認及び職員体制の確保に関するこ

と。 

○ 災害派遣職員の受入れに関すること。 

第３副部長 

（工事検査課

長） 

○ 部内他課及び他部事務の応援に関すること。 

第４副部長 

（公共施設マネ

ジメント課） 

○ 避難施設の応急修理に関すること。 

○ 
応急仮設住宅の建設、撤去及び維持管理に関する

こと。 

○ 教育施設の復旧に関すること。（教育部と連携） 

○ 被災した住宅の応急修理に関すること。 

○ 
応急修理に関する関係協力団体への協力要請に関

すること。 

第５副部長 

（選挙管理委員

会事務局長）            

○ 部内他課及び他部事務の応援に関すること。 
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第７副部長 

（監査事務局

長） 

○ 部内他課及び他部事務の応援に関すること。 

健康福祉部長 

第２副部長 

（障がい福祉課

長） 

〇 
 
〇 

 
 
〇 
 
〇 

 
 
〇 
 
〇 

要配慮者の安否確認に関すること。 
 
要配慮者の救助・支援（生活必需品、食料等

の給与）に関すること。 
 
社会福祉施設の被害調査に関すること。 
 
ボランティアセンターの設置・受入れ等の支

援に関すること。 
 
義援金及び義援物資の募集等に関すること。 
 
災害救助法による救助事務に関すること。 

第３副部長 

（生活福祉課

長） 

○ 要配慮者の安否確認に関すること。 

○ 要配慮者の救助・支援（生活必需品、食料等

の給与）に関すること。 

○ 社会福祉施設の被害調査に関すること。 

○ ボランティアセンターの設置・受入れ等の支

援に関すること。 

○ 義援金及び義援物資の需要把握及び配分に関

すること 

○ 災害救助法による救助事務に関すること。 

第４副部長 

（高齢福祉課

長） 

 

第５副部長 

（介護予防担当

課長） 

〇 
 
〇 

 
 
〇 
 
〇 

 
 
〇 
 
〇 

要配慮者の安否確認に関すること。 
 
要配慮者の救助・支援（生活必需品、食料等

の給与）に関すること。 
 
社会福祉施設の被害調査に関すること。 
 
ボランティアセンターの設置・受入れ等の支

援に関すること。 
 
義援金及び義援物資の募集等に関すること。 
 
災害救助法による救助事務に関すること。 

第６副部長 

（監査事務局

長） 

○ 部内他課及び他部事務の応援に関すること。 

健康福祉部長 

第２副部長 

（障がい福祉課

長） 

〇 
 
〇 

 
 
〇 
 
〇 

 
 
〇 
 
〇 

要配慮者の安否確認に関すること。 
 
要配慮者の救助・支援（生活必需品、食料等

の給与）に関すること。 
 
社会福祉施設の被害調査に関すること。 
 
ボランティアセンターの設置・受入れ等の支

援に関すること。 
 
義援金及び義援物資の募集等に関すること。 
 
災害救助法による救助事務に関すること。 

第３副部長 

（生活福祉課

長） 

○ 要配慮者の安否確認に関すること。 

○ 要配慮者の救助・支援（生活必需品、食料等

の給与）に関すること。 

 

〇 
 

（削除） 

（削除） 

義援金及び義援物資の需要把握及び配分に関

すること。 

○ 災害救助法による救助事務に関すること。  

第４副部長 

（高齢福祉課

長） 

 

第５副部長 

（介護予防担当

課長） 

〇 
 
〇 

 
 
〇 
 
〇 

 
 
〇 
 
〇 

要配慮者の安否確認に関すること。 
 
要配慮者の救助・支援（生活必需品、食料等

の給与）に関すること。 
 
社会福祉施設の被害調査に関すること。 
 
ボランティアセンターの設置・受入れ等の支

援に関すること。 
 
義援金及び義援物資の募集等に関すること。 
 
災害救助法による救助事務に関すること。 
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環境エネルギー

部 

第３副部長 

（森林環境課

長） 

 第４副部長 

（森林環境課課

長） 

〇 

 
 
〇 

 
 
〇 
 
〇 
 
〇 

林地、林業施設等の被害調査及び応急対策に

関すること。 
 
土砂災害等（山間部）の被害調査に関するこ

と。 
 
林野火災等の被害調査に関すること。 
 
復旧資機材の確保に関すること。 
 
復旧資機材の確保に関すること。 

第５副部長 

（環境業務課

長） 

〇 

 
 
〇 
 
〇 

 
 
〇 

 
 
〇 
 
〇 
 
〇 
 
〇 
 
〇 
 
〇 

災害時における公害防止及び公衆衛生対策に

関すること。 
 
災害廃棄物の収集・運搬・処理に関すること。 
 
災害廃棄物の調査、処理計画及び一時集積場

の選定に関すること。 
 
廃棄物処理業者等又は他市町村への協力要請

に関すること。 
 
防疫対策（被災地の消毒）に関すること。 
 
仮設トイレ対策に関すること。 
 
環境衛生協議会への活動要請に関すること。 
 
仮置場の設置、運営管理に関すること。 
 
倒壊家屋等の解体、撤去に関すること。 
 
避難所ごみ等の収集に関すること。 

第６副部長 

（廃棄物対策課

長） 

〇 産業廃棄物処理業者等への協力調整に関する

こと。 

文化観光部長 

第７副部長 

（スポーツ推進

課長） 

（新設） 

○ 指定避難所施設の開設・管理に関すること。 

 

 

 

 

環境エネルギー

部 

第３副部長 

（森林環境課

長） 

 （削除） 

 

〇 

 
 
〇 

 
 
〇 
 
〇 
 
〇 

林地、林業施設等の被害調査及び応急対策に

関すること。 
 
土砂災害等（山間部）の被害調査に関するこ

と。 
 
林野火災等の被害調査に関すること。 
 
復旧資機材の確保に関すること。 
 
復旧資機材の確保に関すること。 

第４副部長 

（環境業務課

長） 

〇 

 
 
〇 
 
〇 

 
 
〇 

 
 
〇 
 
〇 
 
〇 
 
〇 
 
〇 
 
〇 

災害時における公害防止及び公衆衛生対策に

関すること。 
 
災害廃棄物の収集・運搬・処理に関すること。 
 
災害廃棄物の調査、処理計画及び一時集積場

の選定に関すること。 
 
廃棄物処理業者等又は他市町村への協力要請

に関すること。 
 
防疫対策（被災地の消毒）に関すること。 
 
仮設トイレ対策に関すること。 
 
環境衛生協議会への活動要請に関すること。 
 
仮置場の設置、運営管理に関すること。 
 
倒壊家屋等の解体、撤去に関すること。 
 
避難所ごみ等の収集に関すること。 

第５副部長 

（廃棄物対策課

長） 

〇 産業廃棄物処理業者等への協力調整に関する

こと。 

文化観光部長 

第７副部長 

（スポーツ事業

推進課長） 

第８副部長 

○ 指定避難所施設の開設・管理に関すること。 
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上下水道局長 
第５副部長 

（下水道課長） 

〇   下水道施設の応急対策、被害調査、復旧に関

すること。 

事務部長 

第１副部長 

（病院総務課

長） 

第２副部長 

（医事企画課

長） 

第３副部長 

（病院建設課） 

第４副部長 

（松本市四賀の

里クリニック事

務担当課長） 

〇 
 
〇 

 
 
〇 

 
 
〇 

 
 
〇 
 
〇 
 
〇 

指揮本部との総合的連絡調整に関すること。 
 
部本部の設置、部内職員の配備及び部内の災

害応急対策の進行管理に関すること。 
 
部内の災害情報の収集・整理・伝達に関する

こと。 
 
病傷人の応急救護及び医療機関への緊急輸送

に関すること。 
 
救急医療品の調達に関すること。 
 
輸血、保存血液の緊急確保に関すること。 
 
緊急時の助産に関すること。 

 

（スポーツ施設

整備課長） 

上下水道局長 
第５副部長 

（下水道課長） 

〇   下水道施設及び農業集落排水施設の応急対

策、被害調査、復旧に関すること。 

事務部長 

第１副部長 

（病院総務課

長） 

第２副部長 

（医事企画課

長） 

第３副部長 

（病院建設課

長） 

第４副部長 

（四賀の里クリ

ニック事務長） 

〇 
 
〇 

 
 
〇 

 
 
〇 

 
 
〇 
 
〇 
 
〇 

指揮本部との総合的連絡調整に関すること。 
 
部本部の設置、部内職員の配備及び部内の災

害応急対策の進行管理に関すること。 
 
部内の災害情報の収集・整理・伝達に関する

こと。 
 
病傷人の応急救護及び医療機関への緊急輸送

に関すること。 
 
救急医療品の調達に関すること。 
 
輸血、保存血液の緊急確保に関すること。 
 
緊急時の助産に関すること。 
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第３章 第４節 広域相互応援活動 

現 行 修 正 案 

 

第４節 広域相互応援活動 

 

第１ 基本方針 

   災害時において、その規模及び被害の状況から、市単独では十分な応急・復旧活動

を実施することが困難な場合、市町村相互、消防機関相互及び公共機関等相互におい

ては、法令及び応援協定に基づき、協力して迅速かつ円滑な応急・復旧活動を実施す

る。（別記参照） 

また、県は、県内被災市町村における人的支援ニーズの把握に努め、県及び市町村

による応援職員の派遣等だけでは対応が困難な場合は、応急対策職員派遣制度に基づ

く派遣要請を被災市区町村応援職員現地調整会議等において行うものとする。 

なお、被災した場合にあっては、発災直後の概括的な被害状況等を迅速に把握し、

応援要請の遅れが生じないようにするとともに、災害が発生した場合、災害応急業務

等が急激に増加し、災害マネジメント、避難所運営、罹災証明書交付等のための要員

の確保が必要になり、市の職員だけで対応していくことが困難な状況になることから

、応援要請に当たっては、受入れ体制に十分配慮の上、総括支援チーム、応援職員の

派遣要請を行うこと。 

また、被災地以外の市町村にあっては、被災地の被害状況等の情報収集を積極的に

行うとともに、被災状況によっては、応援要請ができない可能性があることから、相

互応援協定等により、必要に応じて先遣隊を派遣し、支援の必要性を判断することと

する。 

新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策のため、応援職員の派遣に当たって

は、派遣職員の健康管理やマスク着用等を徹底するものとする。 

また、会議室のレイアウトの工夫やテレビ会議の活用など、応援職員等の執務スペ

ースの適切な空間の確保に配慮するものとする。 

 

第４節 広域相互応援活動 

 

第１ 基本方針 

   災害時において、その規模及び被害の状況から、市単独では十分な応急・復旧活動

を実施することが困難な場合、市町村相互、消防機関相互及び公共機関等相互におい

ては、法令及び応援協定に基づき、協力して迅速かつ円滑な応急・復旧活動を実施す

る。（別記参照） 

また、県は、県内被災市町村における人的支援ニーズの把握に努め、県及び市町村

による応援職員の派遣等だけでは対応が困難な場合は、応急対策職員派遣制度に基づ

く派遣要請を被災市区町村応援職員現地調整会議等において行うものとする。 

なお、被災した場合にあっては、発災直後の概括的な被害状況等を迅速に把握し、

応援要請の遅れが生じないようにするとともに、災害が発生した場合、災害応急業務

等が急激に増加し、災害マネジメント、避難所運営、罹災証明書交付等のための要員

の確保が必要になり、市の職員だけで対応していくことが困難な状況になることから

、応援要請に当たっては、受入れ体制に十分配慮の上、総括支援チーム、応援職員の

派遣要請を行うこと。 

また、被災地以外の市町村にあっては、被災地の被害状況等の情報収集を積極的に

行うとともに、被災状況によっては、応援要請ができない可能性があることから、相

互応援協定等により、必要に応じて先遣隊を派遣し、支援の必要性を判断することと

する。 

なお、派遣先において、新型コロナウイルス感染症を含む感染症の発生及びまん延

が懸念される場合は、感染対策を適切に行うものとする。 
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風水害対策編 

第３章 第５節 ヘリコプターの運用計画 

現 行 修 正 案 

 

第５節 ヘリコプターの運用計画 

 

第３ 活動の内容 

  １ 活動内容に応じた各ヘリコプターの選定 

⑴ 基本方針 

消防防災ヘリコプターがまず対応するが、災害の規模、活動の内容等により、

必要に応じて次のヘリコプターを選定、要請する。 

機   種 機種 定員 
救助ホ

イスト 

消火 

装置 

物資吊

下 

ヘリテ

レ 

消防防災ヘリ ベル412EPI １５ ○ ○ ○ ○ 

県警ヘリ 

ユーロコプタ

ー 

ＡＳ３６５Ｎ

３ 

１３ ○  ○ ○ 

アグスタAW１

３９ 
１７ ○  ○ ○ 

広域航空消防応

援等ヘリ 
各種 各種 ○ ○ ○ 〇 

自衛隊ヘリ 各種 各種 ○ ○ ○  

海上保安庁ヘリ 各種 各種 ○  ○  

ドクターヘリ 各種 ６     
 

 

第５節 ヘリコプターの運用計画 

 

第３ 活動の内容 

  １ 活動内容に応じた各ヘリコプターの選定 

⑴ 基本方針 

消防防災ヘリコプターがまず対応するが、災害の規模、活動の内容等により、

必要に応じて次のヘリコプターを選定、要請する。 

機   種 機種 定員 
救助ホ

イスト 

消火 

装置 

物資吊

下 

ヘリテ

レ 

消防防災ヘリ ベル412EPI １５ ○ ○ ○ ○ 

県警ヘリ 
アグスタAW１

３９ 
１７ ○  ○ ○ 

広域航空消防応

援等ヘリ 
各種 各種 ○ ○ ○ 〇 

自衛隊ヘリ 各種 各種 ○ ○ ○  

海上保安庁ヘリ 各種 各種 ○  ○  

ドクターヘリ 各種 ６     
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第３章 第７節 救助・救急・医療活動 

現 行 修 正 案 

 

第７節 救助・救急・医療活動  

 

第３ 活動の内容 

１ 救助・救急活動 

⑴ 基本方針 

消防機関、警察、医療機関等関係機関が、それぞれの救助活動計画に従い、相

互の連携を密にしながら、円滑で効率的な救助・救急活動を行う。 

また、大規模災害時においては、救助・救急需要が増大し、かつ広範囲にわた

ることが予想されるため、相互応援活動及びヘリコプター等による広域緊急輸送

活動を迅速かつ効果的に行う。 

なお、災害現場で活動する消防機関、警察等関係機関の部隊は、新型コロナウ

イルス感染症を含む感染症対策のため、職員の健康管理やマスク着用等を徹底す

るものとする。 

  ２ 医療活動 

⑴ 基本方針 

各関係機関は、「松本市災害時医療救護活動マニュアル」（以下「医療救護活動

マニュアル」という。）に基づき、円滑で効率的な医療活動を実施する。 

さらに市、都道府県の枠を越えた相互支援体制による医療活動を行う。 

なお、地方公共団体は、災害時を想定した情報の連携、整理及び分析等の保健

医療活動の総合調整の実施体制の整備に努めるものとする。 

   ⑵ 実施計画 

    イ 【県が実施する対策】（危機管理部、健康福祉部、警察本部） 

(ｱ) 大規模災害時に保健医療活動チームの派遣調整、保健医療活動に関する情

報の連携、整理及び分析等の保健医療活動の総合調整を遅滞なく行うための

本部（以下「長野県災害医療本部」という。）の設備及び運営を行う。 

 

     (ｺ) 災害応急対策に従事する航空機の安全確保を図るため、必要に応じて、国

土交通省に対して緊急用務空域の指定を依頼するものとする。また、同空域

が指定された際には、指定公共機関、報道機関等からの無人航空機の飛行許

可申請に係る調整を行うものとする。 

 

 

 

 

第７節 救助・救急・医療活動  

 

第３ 活動の内容 

１ 救助・救急活動 

⑴ 基本方針 

消防機関、警察、医療機関等関係機関が、それぞれの救助活動計画に従い、相

互の連携を密にしながら、円滑で効率的な救助・救急活動を行う。 

また、大規模災害時においては、救助・救急需要が増大し、かつ広範囲にわた

ることが予想されるため、相互応援活動及びヘリコプター等による広域緊急輸送

活動を迅速かつ効果的に行う。 

なお、災害現場で活動する消防機関、警察等関係機関の部隊は、新型コロナウ

イルス感染症を含む感染症の発生及びまん延が懸念される場合は、感染対策を適

切に行うものとする。 

  ２ 医療活動 

⑴ 基本方針 

各関係機関は、「松本市災害時医療救護活動マニュアル」（以下「医療救護活動

マニュアル」という。）に基づき、円滑で効率的な医療活動を実施する。 

さらに市、都道府県の枠を越えた相互支援体制による医療活動を行う。 

なお、県及び市は、災害時を想定した情報の連携、整理及び分析等の保健医療

福祉活動の総合調整の実施体制の整備に努めるものとする。 

   ⑵ 実施計画 

    イ 【県が実施する対策】（危機管理部、健康福祉部、警察本部） 

(ｱ) 大規模災害時に保健医療活動チームの派遣調整、保健医療福祉活動に関す

る情報の連携、整理及び分析等の保健医療福祉活動の総合調整を遅滞なく行

うための本部（以下「保健医療福祉調整本部」という。）の設備及び運営を行

う。 

(ｺ) 輻輳する航空機の安全確保及び航空機による災害応急対策活動の円滑化を

図るため、必要に応じて、国土交通省に対して航空情報（ノータム）の発行

を依頼するものとする。また、無人航空機等の飛行から災害応急対策に従事

する航空機の安全確保を図るため、必要に応じて、国土交通省に対して緊急

用務空域の指定を依頼するものとし、同空域が指定された際には、指定公共

機関、報道機関等からの無人航空機の飛行許可申請に係る調整を行うものと

する。 
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第３章 第７節 救助・救急・医療活動 

現 行 修 正 案 

     (ｾ) 災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）による活動と並行し、また、災害派遣医

療チーム（ＤＭＡＴ）活動の終了以降，日本医師会災害医療チーム（ＪＭＡ

Ｔ）、日本赤十字社、独立行政法人国立病院機構、国立大学病院、日本歯科医

師会、日本薬剤師会、日本看護協会、民間医療機関等からの医療チーム派遣

等の協力を得て、避難所、救護所も含め、被災地における医療提供体制の確

保・継続を図るものとし、その調整に当たっては災害医療コーディネーター

を活用する。その際、医療チーム等の交代により医療情報が断絶することの

ないよう、被災地における診療情報の引継ぎが適切に実施されるよう、努め

る。 

     （新設） 

 

    ウ 【関係機関が実施する対策】 

     (ｹ) 長野県医薬品卸協同組合及び長野県医科器械同業組合は、県、市からの要

請に基づき、備蓄医薬品及び衛生材料の速やかな搬送を行い、使用後の迅速

な補充を図る。 

(ｾ) 災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）による活動と並行し、また、災害派遣医

療チーム（ＤＭＡＴ）活動の終了以降，日本医師会災害医療チーム（ＪＭＡ

Ｔ）、日本赤十字社、独立行政法人国立病院機構、国立大学病院、日本歯科医

師会日本災害歯科支援チーム（ＪＤＡＴ）、日本薬剤師会、日本看護協会、民

間医療機関等からの医療チーム派遣等の協力を得て、避難所、救護所も含め

、被災地における医療提供体制の確保・継続を図るものとし、その調整に当

たっては災害医療コーディネーターを活用する。その際、医療チーム等の交

代により医療情報が断絶することのないよう、被災地における診療情報の引

継ぎが適切に実施されるよう、努める。 

     (ﾀ) 必要に応じ、厚生労働省に災害時健康危機管理支援チーム（ＤＨＥＡＴ）

の派遣を要請する。 

    ウ 【関係機関が実施する対策】 

(ｹ) 長野県医薬品卸協同組合及び長野県医療機器販売業協会は、県、市からの

要請に基づき、備蓄医薬品及び衛生材料の速やかな搬送を行い、使用後の迅

速な補充を図る。 
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第３章 第１０節 緊急輸送活動 

現 行 修 正 案 

 

第１０節 緊急輸送活動 

 

第３ 活動の内容 

  ６ 輸送拠点の確保 

⑵ 実施計画 

ア 【市が実施する対策】（建設部、産業振興部、文化観光部、危機管理部） 

(ｱ) 各地区、公共施設等のヘリポートを活用するとともに、各地区体育館等を

輸送拠点に設定する。 

 

 

第１０節 緊急輸送活動 

 

第３ 活動の内容 

  ６ 輸送拠点の確保 

⑵ 実施計画 

ア 【市が実施する対策】（建設部、産業振興部、文化観光部、危機管理部） 

(ｱ) 各地区、公共施設等のヘリポートを活用するとともに、松本市防災物資タ

ーミナル等を輸送拠点に設定する。 
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第３章 第１１節 障害物の処理活動 

現 行 修 正 案 

 

第１１節 障害物の処理活動 

 

第３ 活動の内容 

  １ 障害物除去処理 

⑴ 基本方針 

障害となる物件の除去は、その所有者又は管理者が行うものであるが、復旧作

業車両、救援車両の交通路を優先して確保するため、障害物の権利関係に留意し

つつ、緊急輸送路上の放置車両、被災車両及び倒壊物件等の交通障害物を直ちに

除去する。 

   ⑵ 実施計画 

    イ 【県が実施する対策】（各部局） 

     (ｲ) 障害物除去の方法 

ｃ 緊急交通路の障害物を確認するため、発災と同時に当該緊急交通路を通

行止めとする。                    （警察本部） 

     (ｵ) 応援協力体制 

ａ 緊急輸送路として確保すべき農林道上の障害物については、速やかに除

去されるよう市を支援する。           （農政部、林務部） 

 

第１１節 障害物の処理活動 

 

第３ 活動の内容 

  １ 障害物除去処理 

⑴ 基本方針 

障害となる物件の除去は、その所有者又は管理者が行うものであるが、復旧作業

車両、救援車両の交通路を優先して確保するため、障害物の権利関係に留意しつ

つ、緊急輸送道路上の放置車両、被災車両及び倒壊物件等の交通障害物を直ちに除

去する。 

   ⑵ 実施計画 

    イ 【県が実施する対策】（各部局） 

     (ｲ) 障害物除去の方法 

ｃ 緊急交通道路の障害物を確認するため、発災と同時に当該緊急交通道路

を通行止めとする。                  （警察本部） 

     (ｵ) 応援協力体制 

ａ 緊急輸送道路として確保すべき農林道上の障害物については、速やかに

除去されるよう市を支援する。          （農政部、林務部） 
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第１２節 避難受入れ及び情報提供活動 

 

第１ 基本方針 

 

また、避難指示等の発令基準に活用する防災気象情報を、警戒レベルとの関係が明確に

なるよう、５段階の警戒レベル相当情報として区分し、住民の自発的な避難判断等を促 

す。 

 

第２ 主な活動 

１ 避難指示等を発令する際は、適切に避難情報を発令し、速やかにその内容を市民に周

知する。 

５ 市及び県は、広域的な避難が必要な場合は、速やかな避難の実施に努める。 

 

 

第３ 活動の内容  

１ 高齢者等避難、避難指示、緊急安全確保 

⑴ 基本方針 

     

 

第１２節 避難受入れ及び情報提供活動 

 

第１ 基本方針 

   

 

 

（移設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （削除） 

 

 

 

第２ 主な活動 

１ 市町村長等は適切に避難指示等を発令し、速やかにその内容を市民に周知す 

る。 

５ 市及び県は、広域的な避難が必要な場合は、相互に連携し、速やかな避難の実

施に努める。 

 

第３ 活動の内容  

１ 高齢者等避難、避難指示、緊急安全確保 

⑴ 基本方針 
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その際、要配慮者の情報収集手段に配慮し、危険が近づいたことなどが誰にでも理

解できる内容で伝えることを心がける。 

また、避難指示等の発令基準に活用する防災気象情報を、警戒レベルとの関係が明

確になるよう、５段階の警戒レベル相当情報として区分し、住民の自発的な避難判断

等を促す。 

 

 

（移設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その際、要配慮者の情報収集手段に配慮し、危険が近づいたことなどが誰に

でも理解できる内容で伝えることを心がける。 

また、避難指示等の発令に資する防災気象情報を、警戒レベルとの関係が明

確になるよう、５段階の警戒レベル相当情報として区分し、住民の自発的な避

難行動等を促す。 
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   ⑵ 実施計画 

ア 実施機関 

(ｱ) 実施事項及び実施機関 

実施事項 機関等 根       拠 対象災害 

高齢者等避難 市 長 
災害対策基本法第５６

条 

災害全般 

避難指示 

市 長 
災害対策基本法第６０

条 
〃 

水防管理者 水防法第２９条 洪水 

知事又はそ

の命を受け

た職員 

水防法第２９条・地すべ

り等防止法第２５条 

洪水及び地

すべり災害

全般 

警察官 

災害対策基本法第６１

条 

警察官職務執行法第４

条 

災害全般 

自衛官 自衛隊法第９４条 〃 

緊急安全確保 

市 長 
災害対策基本法第６０

条 

災害全般 

水防管理者 水防法第２９条 洪水 

知事又はそ

の命を受け

た職員 

水防法第２９条・地すべ

り等防止法第２５条 

洪水及び地

すべり災害

全般 

警察官 

災害対策基本法第６１

条 

警察官職務執行法第４

条 

災害全般 

自衛官 自衛隊法第９４条 〃 

 

 

 

 

 

イ 高齢者等避難、避難指示、緊急安全確保の意味 

   ⑵ 実施計画 

ア 実施機関 

(ｱ) 実施事項及び実施機関 

実施事項 機関等 根       拠 対象災害 

高齢者等避難 市 長 
災害対策基本法第５

６条 

災害全般 

避難指示 

市 長 
災害対策基本法第６

０条 
〃 

知事 
災害対策基本法第６

０条 
災害全般 

水防管理者 水防法第２９条 洪水 

知事又はそ

の命を受け

た職員 

水防法第２９条・地す

べり等防止法第２５

条 

洪 水及び

地 すべり

災害全般 

警察官 

災害対策基本法第６

１条 

警察官職務執行法第

４条 

災害全般 

自衛官 自衛隊法第９４条 〃 

緊急安全確保 

市 長 
災害対策基本法第６

０条 

災害全般 

知事 
災害対策基本法第６

０条 

災害全般 

水防管理者 水防法第２９条 洪水 

知事又はそ

の命を受け

た職員 

水防法第２９条・地す

べり等防止法第２５

条 

洪 水及び

地 すべり

災害全般 

警察官 

災害対策基本法第６

１条 

警察官職務執行法第

４条 

災害全般 

自衛官 自衛隊法第９４条 〃 

 

イ 高齢者等避難、避難指示、緊急安全確保の意味 
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〇 「高齢者等避難」 

       人的被害の発生する可能性が高まった状況で、一般住民に対しては避難の準備

を呼びかけ、避難行動に時間を要する高齢者や要配慮者及びその支援に当たる人

には避難行動の開始を呼びかける行為をいう。 

〇 「避難指示」 

災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、人の生命又は身体を

災害から保護し、その他災害の拡大を防止するため特に必要があると認めるとき

に発せられ、住民を避難のため立ち退きを指示することをいう。 

 

 

〇 「緊急安全確保」 

災害が発生又は切迫している状況、即ち居住者等が身の安全を確保するために

立退き避難することがかえって危険であると考えられる状況において、いまだ危

険な場所にいる居住者等に対し、指定緊急避難場所等への「立退き避難」を中心

とした避難行動から、「緊急安全確保」を中心とした行動へと行動変容するよう市

長が特に促したい場合に、必要と認める地域の必要と認める居住者等に対し発令

される情報をいう。 

ウ 避難指示、高齢者等避難及び報告、通知等 

(ｱ) ［市長の行う措置］ 

ａ 避難指示 

災害時において、人の生命又は身体を災害から保護し、その他災害の拡大を

防止するため、特に必要があると認めるときは、次の地域の居住者、滞在者そ

の他の者等に対し、避難方向または指定緊急避難場所を示し、早期に避難指示

の発令を行うものとする。 

なお、避難時の周囲の状況等により、屋内に留まっていた方が安全な場合等

やむを得ないときは、屋内の二階以上の場所への待避等の確保措置をとるよう、

地域の居住者に対し指示するものとする。 

なお、災害の危険性が高まり、避難指示の対象地域、発令及び解除の判断時

期等について必要があると認められる場合は、県、指定行政機関及び指定地方

行政機関に速やかに助言を求めるものとする。 

⒜ 長野地方気象台から大雨、暴風、暴風雪、大雪に関する特別警報が発表さ

れ、避難を要すると判断される地域 

⒝ 長野地方気象台から豪雨、台風等に関する気象警報が発表され、避難を要

すると判断される地域 

〇 「高齢者等避難」 

       災害が発生するおそれがある場合において、避難に時間を要する高齢者

等の要配慮者が円滑かつ迅速に避難できるよう、必要な情報の提供その他

必要な配慮をすることをいう。 

〇 「避難指示」 

災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、人の生命又は身

体を災害から保護し、その他災害の拡大を防止するため特に必要があると

認めるときに、必要と認める地域の必要と認める居住者等（居住者、滞在者

その他の者をいう。以下同じ。）に対し、避難のための立退きを指示するこ

とをいう。 

〇 「緊急安全確保」 

災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、避難のた

めの立退きを行うことによりかえって人の生命又は身体に危険が及ぶおそ

れがあり、かつ、事態に照らし緊急を要すると認めるときに、必要と認める

地域の必要と認める居住者等に対し、高所への移動、近傍の堅固な建物への

退避、屋内の屋外に面する開口部から離れた場所での待避その他の緊急に

安全を確保するための措置を指示することをいう。 

ウ 措置及び報告、通知等 

(ｱ) ［市長の行う措置］ 

ａ 高齢者等避難 

災害リスクのある区域等の高齢者等（避難を完了させるのに時間を要

する在宅又は施設利用者の高齢者及び障がいのある人等、及びその人の

避難を支援する者をいう。）が危険な場所から避難するべき状況におい

て、必要があると認めるときは、国の「避難情報に関するガイドライン」

等を参考に、次の地域の居住者等に対し、高齢者等避難を発令するものと

する。 

              (a) 長野地方気象台から大雨警報（土砂災害）又は洪水警報が発表され、

避難を要すると判断される地域 

(b) 国又は長野県と長野地方気象台から共同で洪水予報（氾濫警戒情

報）が発表され、避難を要すると判断される地域  

(c) 河川が避難判断水位に到達し、避難を要すると判断される地域 

 

また、高齢者等以外の者に対しても、不要不急の外出を控え、避難の 

準備を整えるとともに、必要に応じて自主的に避難するよう呼びかける
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⒞ 長野県・長野地方気象台から共同で土砂災害警戒情報が発表され、避難を

要すると判断される地域（土砂災害警戒区域、土砂災害危険箇所等） 

⒟ 国又は長野県と長野地方気象台から共同で洪水予報（氾濫警戒情報、氾濫

危険情報、氾濫発生情報）が発表され、避難を要すると判断される地域 

⒠ 関係機関から豪雨、台風等災害に関する通報があり、避難を要すると判断

された地域 

⒡ 河川が氾濫注意水位・避難判断水位を突破し、洪水のおそれがある氾濫危

険水位に到達し、避難を要すると判断される地域 

⒢ 上流の地域が水害を受けた河川で、危険がある下流の地域 

⒣ 地すべりにより著しい危険が切迫している地域 

⒤ 火災が随所に発生し、炎上火災の危険があり人的災害が予測される地域 

⒥ 炎上拡大地域の風下に隣接し、延焼の危険が大きな地域 

⒦ 避難路の断たれる危険のある地域 

⒧ 爆発火災が発生し、再爆発の危険圏内にある地域 

⒨ 酸素欠乏もしくは、有毒ガス等が大量に流出し、広域にわたり人的被害が

予想される地域 

ｂ 高齢者等避難 

人的被害の発生する可能性が高まった状況で、要配慮者等、特に避難行動に

時間を要する者が避難行動を開始しなければならない段階、または今後の状況

により早めの避難が必要と判断される状況で特に災害リスクのある区域等の高

齢者等（避難を完了させるのに時間を要する在宅又は施設利用者の高齢者及び

障がいのある人等、及びその人の避難を支援する者をいう。）が危険な場所から

避難するべき状況において、必要があると認めるときは、上記ａの地域の居住

者、滞在者その他の者に対し、高齢者等避難を伝達するものとする。 

               

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

ものとする。 

ｂ 避難指示 

災害時において、人の生命又は身体を災害から保護し、その他災害の拡

大を防止するため、特に必要があると認めるときは、国の「避難情報に関

するガイドライン」等を参考に、次の地域の居住者等に対し、避難指示を

発令するものとする。 

⒜ 長野県・長野地方気象台から共同で土砂災害警戒情報が発表され、避

難を要すると判断される地域（土砂災害警戒区域等） 

⒝ 国又は長野県と長野地方気象台から共同で洪水予報（氾濫危険情報）

が発表され、避難を要すると判断される地域 

⒞ 関係機関から豪雨、台風等災害に関する通報があり、避難を要すると

判断される地域 

⒟ 河川が氾濫危険水位に到達し、避難を要すると判断される地域 

⒠ 上流の地域が水害を受けた河川で、危険がある下流の地域 

⒡ 地すべりにより著しい危険が切迫している地域 

⒢ 火災が随所に発生し、炎上火災の危険があり人的災害が予測され 

る地域 

⒣ 炎上拡大地域の風下に隣接し、延焼の危険が大きな地域 

⒤ 避難路の断たれる危険のある地域 

⒥ 爆発火災が発生し、再爆発の危険圏内にある地域 

⒦ 酸素欠乏もしくは、有毒ガス等が大量に流出し、広域にわたり人的被

害が予想される地域 

 

 

 

       ｃ 緊急安全確保 

居住者等が身の安全を確保するために立退き避難することがかえって

危険であると考えられる状況において、いまだ危険な場所にいる居住者

等に対し、指定緊 急避難場所等への「立退き避難」を中心とした避難行

動から、「緊急安全確保」を中心とした行動へと行動変容するよう市長が

特に促したい場合に、国の「避難情報に関するガイドライン」等を参考に、

次の地域の居住者等に対し、緊急安全確保を発令するものとする。 

              (a) 長野地方気象台から大雨、暴風、暴風雪、大雪に関する特別警報が

発表され、避難を要すると判断される地域 
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        ｃ 報告（災害対策基本法第６０条等） 

    エ 避難指示等の時期 

上記ウ（ア）ａ（ａ）～（i）に該当する地域に災害が発生すると予想され、市民

の生命及び身体を災害から保護するため必要とする場合に発する。 

なお、避難指示を解除する場合には、十分に安全性の確認に努めるものとする。 

 

オ 避難指示及び高齢者等避難の内容 

カ 市民への周知 

(ｱ) 避難指示、高齢者等避難を行った者、速やかにその内容を市防災行政無線、広

報車等あらゆる広報手段を通じ又は直接市民に対し周知する。 

避難の必要がなくなった場合も同様とする。 

特に、避難行動要支援者については、個々の態様に配慮した避難支援計画によ

り、確実に伝達する。 

(ｲ) 市長は、市長以外の指示者、市民と関係している隣接の市町村長等と緊密な連

絡を取り、周知徹底を図る。 

(ｶ) 高齢者等避難、避難指示をはじめとする災害情報の周知のため、防災行政無線

をはじめとして、コミュニティ放送、ケーブルテレビ、有線放送、電子メール等

のほか、地域住民の協力による伝達など多様な手段を用い、避難に関する情報及

び被災状況や生活支援等に関する各種情報の伝達を適時に行うとともに、災害の

状況によっては臨時災害放送局の開設を検討する。 

キ 避難行動要支援者の状況把握 

市及び県は、災害発生後直ちに避難支援計画により民生・児童委員、町会、消防、 

警察等関係機関の協力を得て、避難行動要支援者の安否、保健福祉サービスの要否

等について迅速かつ的確な把握に努める。 

    ク 市有施設における避難活動 

災害時においては、火災、ガス管の破損等により、来庁者及び職員に被害を及ぼ

すおそれがあるため、在庁者の避難に係る的確な応急対策を行い、その際、要配慮

(b) 国又は長野県と長野地方気象台から共同で洪水予報（氾濫発生情

報）が発表され、避難を要すると判断される地域 

 

なお、災害の危険性が高まり、避難指示等の対象地域、発令及び解除 

の判断時期等について必要があると認められる場合は、県、指定行政機関

及び指定地方行政機関に速やかに助言を求めるものとする。 

 

ｄ 報告（災害対策基本法第６０条等） 

エ 避難指示等の時期 

上記ウ（ア）に記載する地域に災害が発生すると予想され、市民の生命及び

身体を災害から保護するため必要とする場合に発する。 

なお、避難指示等を解除する場合には、十分に安全性の確認に努めるものと

する。 

オ 避難指示等の内容 

カ 市民への周知 

(ｱ) 避難指示等の発令者は、速やかにその内容を市防災行政無線、広報車等

あらゆる広報手段を通じ又は直接市民に対し周知する。 

避難の必要がなくなった場合も同様とする。 

特に、避難行動要支援者については、個々の態様に配慮した避難支援計画

により、確実に伝達する。 

(ｲ) 市長は、市長以外の発令者、市民と関係している隣接の市町村長等と緊

密な連絡を取り、周知徹底を図る。 

(ｶ) 避難情報や災害情報の周知のため、防災行政無線をはじめとして、コミ

ュニティ放送、ケーブルテレビ、有線放送、電子メール等のほか、地域住民

の協力による伝達など多様な手段を用い、避難に関する情報及び被災状況

や生活支援等に関する各種情報の伝達を適時に行うとともに、災害の状況

によっては臨時災害放送局の開設を検討する。 

キ 避難行動要支援者の状況把握 

市及び県は、災害発生後直ちに避難支援計画により民生・児童委員、自主防

災組織、消防、警察等関係機関の協力を得て、避難行動要支援者の安否、保

健福祉サービスの要否等について迅速かつ的確な把握に努める。 

ク 市有施設における避難活動 

災害時においては、火災、ガス管の破損等により、来庁者及び職員に被害を

及ぼすおそれがあるため、在庁者の避難に係る的確な応急対策を行い、その
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者に十分配慮する。 

(ｲ) 避難指示、高齢者等避難等が発令された場合は、速やかに内容を庁内放送、消

防団員等による伝令等あらゆる広報手段を通じ周知を行う。 

 

  ３ 避難誘導活動 

   ⑴ 基本方針 

避難指示等を行った者は、人命の安全を第一に混乱を避け、安全かつ円滑な避難誘

導に努めるとともに、避難行動要支援者の避難に十分配慮する。 

   ⑵ 実施計画 

    イ 【市民が実施する計画】 

避難にあたっては、まず、各町会で定めた「町会一時集合場所」へ集合し、住民

の安否確認等を行ったのち、できるだけ集団で指定避難場所へ避難する。 

この際、危険個所に十分注意して避難するものとする。 

(ｱ) 要避難地区で避難を要する場合 

市民等は避難誘導員の指示に従い、電気のブレーカーの遮断、使用中の火気の消

火等出火防止措置を講じた後、互いに協力して直ちに安全な場所へ避難する。 

この場合の携帯品は食料、日用品等必要最小限とする。 

(ｲ) 任意避難地区で避難を要する場合 

市民等は、災害が拡大し危険が予想されるときは、(ｱ)同様出火防止措置をとっ

た後、互いに協力し、安全な場所へ自主的に避難する。 

この場合の携帯品は食料、日用品等必要最小限とする。 

 

  ４ 避難所の開設・運営 

   ⑵ 実施計画 

    ア 【市が実施する対策】（住民自治局、教育委員会、文化観光部、危機管理部、 

健康福祉部、こども部、建設部） 

     (ｷ) 指定避難所の運営に関し、役割分担を明確化し、避難者に過度の負担がかから

ないよう配慮しつつ、避難者が相互に助け合う自治的な組織が主体的に関与する

運営に早期に移行できるよう、その立ち上げを支援する。 

 

 

 

     (ｻ) 指定避難所における新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策のため、受

付時の確認、避難者の健康管理や避難所の衛生管理、十分な避難スペースの確保、

際、要配慮者に十分配慮する。 

(ｲ) 避難指示等が発令された場合は、速やかに内容を庁内放送、自衛消防団

員等による伝令等あらゆる広報手段を通じ周知を行う。 

 

  ３ 避難誘導活動 

   ⑴ 基本方針 

避難指示等の発令者は、人命の安全を第一に混乱を避け、安全かつ円滑な避難

誘導に努めるとともに、避難行動要支援者の避難に十分配慮する。 

   ⑵ 実施計画 

    イ 【市民が実施する計画】 

避難にあたっては、まず、各町会で定めた「町会一時集合場所」へ集合し、

住民の安否確認等を行ったのち、できるだけ集団で指定避難場所へ避難する。 

この際、危険個所に十分注意して避難するものとする。 

市民等は、電気のブレーカーの遮断、使用中の火気の消火等出火防止措置を 

講じた後、互いに協力して直ちに安全な場所へ避難する。 

この場合の携帯品は食料、日用品等必要最小限とする。 

 

     （削除） 

 

 

 

 

  ４ 避難所の開設・運営 

   ⑵ 実施計画 

    ア 【市が実施する対策】（住民自治局、教育委員会、文化観光部、危機管理部、 

健康福祉部、こども部、建設部） 

     (ｷ) 指定避難所の運営に関し、役割分担を明確化し、避難者に過度の負担が

かからないよう配慮しつつ、避難者が相互に助け合う自治的な組織が主体

的に関与する運営に早期に移行できるよう、その立ち上げを支援する。この

際、避難生活支援に関する知見やノウハウを有する地域の人材に対して協

力を求めるなど、地域全体で避難者を支えることができるよう留意するこ

と。 

     (ｻ) 指定避難所における新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策のた

め、受付時の確認、避難者の健康管理や避難所の衛生管理、十分な避難スペ
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適切な避難所レイアウト等の必要な措置を講じるよう努めるものとする。また、

自宅療養者等が指定避難所に避難した場合には、避難所の専用スペース等での受

け入れを適切に行うものとする。 

    イ 【県が実施する対策】 

     (ｲ) 指定避難所の管理運営に当たり、市から職員の派遣要請があり、必要があると

認めた場合は、可能な範囲において、職員を派遣する。 

なお、職員を派遣する際は、新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策のた

め、職員の派遣に当たっては、派遣職員の健康管理やマスク着用等を徹底する。 

 

６ 住宅の確保 

⑵ 実施計画 

ア 【市が実施する対策】（建設部、総務部、健康福祉部、危機管理部） 

(ｳ) 災害救助法が適用された場合、県に対して、災害救助法第２３条第１項第１号

に規定する応急仮設住宅等の提供を要請する。 

（ｵ） 利用可能な公営住宅等を把握し、市に情報提供を行う。 

（ｶ） 応急仮設住宅の運営管理に当たっては、応急仮設住宅における安心・安全の

確保、孤独死や引きこもりなどを防止するための心のケア、入居者によるコミ

ュニティの形成及び運営に努めるとともに、女性の参画を推進し、女性を始め

とする生活者の意見を反映できるよう配慮する。  

（ｷ） 必要に応じて、応急仮設住宅における家庭動物の受入れにも配慮する。 

 

  ７ 被災者等への的確な情報提供 

⑵ 実施計画 

ア 【市及び県が実施する計画】（危機管理部） 

（新設） 

 

 

 

(ｱ) 市は半壊以上の被害を受けた在宅避難者及び親戚宅等避難者について住家の

被害認定調査、保健師等による保健衛生活動、罹災証明書の発行手続き、避難所

での炊き出し等において、在宅避難者及び親戚戚等避難者の避難先や住まいの状

況を把握し、被災者台帳等へ反映するよう努めるものとする。 

 

(ｲ) 市自らの調査では避難先が把握出来ない場合は、民生委員、児童委員、社会福

ースの確保、適切な避難所レイアウト、感染症を発症した避難者や疑いのあ

る者の専用スペース又は個室の確保等の必要な措置を講じるよう努めるも

のとする。 

    イ 【県が実施する対策】 

     (ｲ) 指定避難所の管理運営に当たり、市から職員の派遣要請があり、必要が

あると認めた場合は、可能な範囲において、職員を派遣する。 

なお、派遣先において、新型コロナウイルス感染症を含む感染症の発生及

びまん延が懸念される場合は、感染対策を適切に行うものとする。 

 

６ 住宅の確保 

⑵ 実施計画 

ア 【市が実施する対策】（建設部、総務部、健康福祉部、危機管理部） 

(ｳ) 災害救助法が適用された場合、県に対して、災害救助法第４条第１項第

１号に規定する応急仮設住宅等の提供を要請する。 

（削除） 

（ｵ） 応急仮設住宅の運営管理に当たっては、応急仮設住宅における安心・

安全の確保、孤独死や引きこもりなどを防止するための心のケア、入居

者によるコミュニティの形成及び運営に努めるとともに、女性の参画を

推進し、女性を始めとする生活者の意見を反映できるよう配慮する。  

（ｶ） 必要に応じて、応急仮設住宅における家庭動物の受入れにも配慮する 

 

  ７ 被災者等への的確な情報提供 

⑵ 実施計画 

ア 【市及び県が実施する計画】 

(ｱ) 市及び県は、地域の実情に応じ、災害ケースマネジメント（一人ひとり

の被災者の状況を把握した上で、関係者が連携して、被災者に対するきめ細

やかな支援を継続的に実施する取組）などの被災者支援の仕組みの整備等

に努めるものとする。 

(ｲ) 市は半壊以上の被害を受けた在宅避難者及び親戚宅等避難者について

住家の被害認定調査、保健師等による保健衛生活動、罹災証明書の発行手続

き、避難所での炊き出し等において、在宅避難者及び親戚戚等避難者の避難

先や住まいの状況を把握し、被災者台帳等へ反映するよう努めるものとす

る。 

(ｳ) 市自らの調査では避難先が把握出来ない場合は、民生委員、児童委員、
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祉協議会、自治会、ＮＰＯ・ボランティア等の協力や、広報による申出の呼びか

け等により、把握に努めるものとする。 

(ｳ) 県及び市は、被災者のニーズを十分把握し、被害の情報、二次災害の危険性に

関する情報、安否情報、ライフラインや交通施設等の公共施設等の復旧状況、医

療機関、スーパーマーケット、ガソリンスタンドなどの生活関連情報、それぞれ

の機関が講じている施策に関する情報、交通規制、被災者生活支援に関する情報

等、被災者等に役立つ正確かつきめ細やかな情報を適切に提供する。 

なお、その際、要配慮者、住宅での避難者、在宅避難者、応急仮設住宅として

供与される賃貸住宅への避難者、所在を把握できる広域避難者、在日外国人、訪

日外国人に配慮した伝達を行う。 

 

(ｴ) 県及び市は、被災者のおかれている生活環境及び居住環境等が多様であること 

にかんがみ、情報を提供する際に活用する媒体に配慮するものとする。特に停電

や通信障害発生時は情報を得る手段が限られていることから、被災者生活支援に

関する情報についてはチラシの張り出し、配布等の紙媒体や広報車でも情報提供

を行うなど、適切に情報提供がなされるものとする。 

 

(ｵ) 県及び市は、要配慮者、在宅避難者、応急仮設住宅等への避難者等に配慮した

正確な情報の伝達等により、生活環境の確保が図られるよう努める。 

(ｶ) 県及び市は、被災者の安否について市民から照会があったときは、被災者等の

権利、利益を不当に侵害することのないよう配慮しつつ、消防、救助等人命に関

わるような災害発生直後の緊急性の高い応急措置に支障を及ぼさない範囲で、可

能な限り安否情報を回答するよう努める。この場合において、県及び市は、安否

情報の適切な提供のために必要と認めるときは、警察、消防及び関係機関と協力

して、被災者に関する情報の収集に努める。 

（新設） 

 

社会福祉協議会、自治会、ＮＰＯ・ボランティア等の協力や、広報による申

出の呼びかけ等により、把握に努めるものとする。 

(ｴ) 市及び県は、被災者のニーズを十分把握し、被害の情報、二次災害の危

険性に関する情報、安否情報、ライフラインや交通施設等の公共施設等の復

旧状況、医療機関、スーパーマーケット、ガソリンスタンドなどの生活関連

情報、それぞれの機関が講じている施策に関する情報、交通規制、被災者生

活支援に関する情報等、被災者等に役立つ正確かつきめ細やかな情報を適

切に提供する。 

なお、その際、要配慮者、住宅での避難者、在宅避難者、応急仮設住宅と

して供与される賃貸住宅への避難者、所在を把握できる広域避難者、在日外

国人、訪日外国人に配慮した伝達を行う。 

(ｵ) 市及び県は、被災者のおかれている生活環境及び居住環境等が多様であ

ることにかんがみ、情報を提供する際に活用する媒体に配慮するものとす

る。特に停電や通信障害発生時は情報を得る手段が限られていることから、

被災者生活支援に関する情報についてはチラシの張り出し、配布等の紙媒

体や広報車でも情報提供を行うなど、適切に情報提供がなされるものとす

る。 

(ｶ) 市及び県は、要配慮者、在宅避難者、応急仮設住宅等への避難者等に配

慮した正確な情報の伝達等により、生活環境の確保が図られるよう努める。 

(ｷ) 市及び県は、被災者の安否について市民から照会があったときは、被災

者等の権利、利益を不当に侵害することのないよう配慮しつつ、消防、救助

等人命に関わるような災害発生直後の緊急性の高い応急措置に支障を及ぼ

さない範囲で、可能な限り安否情報を回答するよう努める。この場合におい

て、県及び市は、安否情報の適切な提供のために必要と認めるときは、警察、

消防及び関係機関と協力して、被災者に関する情報の収集に努める。 

(ｸ) 市及び県は、障がいの種類及び程度に応じて障がい者が防災及び防犯に

関する情報を迅速かつ確実に取得することができるようにするため、体制

の整備充実、設備又は機器の設置の推進その他の必要な施策を講ずるもの

とする。 

(ｹ) 市及び県は、障がいの種類及び程度に応じて障がい者が緊急の通報を円

滑な意思疎通により迅速かつ確実に行うことができるようにするため、多

様な手段による緊急の通報の仕組みの整備の推進その他の必要な施策を講

ずるものとする。 
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第１３節 孤立地域対策活動 

 

第２ 主な活動 

４ 陸上輸送が不可能な場合は、ヘリコプターによる輸送を行う。 

 

 

第３ 活動の内容 

４ 食料品等の生活必需物資の搬送 

⑵ 実施計画 

ア 【市が実施する対策】（建設部、危機管理部） 

迂回路による輸送の確保に努めるとともに、陸上輸送手段確保が困難な場合

は、県に対してヘリコプター確保に関する要請を行う。 

 

第１３節 孤立地域対策活動 

 

第２ 主な活動 

４ 緊急輸送手段としてヘリコプターの活用が有効と考えられる場合には、ヘリコプタ

ーによる輸送を行う。 

 

第３ 活動の内容 

４ 食料品等の生活必需物資の搬送 

⑵ 実施計画 

ア 【市が実施する対策】（建設部、危機管理部） 

迂回路による輸送の確保に努めるとともに、ヘリコプターの活用が有効と考

えられる場合には、県に対してヘリコプター確保に関する要請を行う。 
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第１４節 食料品等の調達供給活動  

 

第３ 計画の内容 

２ 食料品等の供給 

⑵ 実施計画 

ア 【市が実施する対策】（産業振興部、こども部） 

(ｱ)  災害時に被災者に対する食料の供給が必要な場合、まず市の備蓄食糧の供

給を行う。市の備蓄により、必要量を満たせない場合は、松本ハイランド農

業協同組合、生活協同組合コープながの、あづみ農業協同組合、株式会社デ

リシア、イオンリテール株式会社、イオンビック株式会社及び全国公設地方

卸売市場協議会会員市の応援協定締結先、近隣市町村及び県（松本地域振興

局長）に対して食料の供給について種類及び数量を明示して要請を行って調

達した食料を被災者に対して供給する。そして、食料の供給活動に際しては、

必要に応じてボランティア等の協力を得て実施する。 

 

 

 

第１４節 食料品等の調達供給活動 

 

第３ 計画の内容 

２ 食料品等の供給 

⑵ 実施計画 

ア 【市が実施する対策】（産業振興部、こども部） 

         (ｱ)   災害時に被災者に対する食料の供給が必要な場合、まず市の備蓄食糧の

供給を行う。市の備蓄により、非常用食料の必要量を満たせない場合は、

松本ハイランド農業協同組合、生活協同組合コープながの、あづみ農業協

同組合、株式会社デリシア、イオンリテール株式会社、イオンビック株式

会社及び全国公設地方卸売市場協議会会員市の応援協定締結先、県災害対

策本部室に対して要請を行って調達した食料を被災者に対して供給する。

そして、食料の供給活動に際しては、必要に応じてボランティア等の協力

を得て実施する。 
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第１５節 飲料水の調達供給活動 

 

第１ 基本方針 

飲料水の調達は、緊急遮断弁や自己水源の稼働により確保された配水池の貯留水、プ

ールへろ水器を搬入して確保された水並びにボトルウォーターの備蓄等により行うこ

ととし、被災市町村で水の確保が困難な場合は、他市町村からの応援給水により調達す

ることを長野県の基本方針としている。 

本市では、飲料水の供給は重要給水施設を優先的に行い、被災規模により単独での応

急給水活動が困難となる場合には、長野県市町村災害時相互応援協定及び長野県水道協

議会水道施設災害等相互応援要綱により他市町村から応援給水を受ける。 

 

第３ 活動の内容 

１ 飲料水の確保 

⑵ 実施計画 

イ 【県が実施する対策】 

（ｳ） 松本地域振興局所長は災害時に、市からボトルウォーターの供給について

要請があった場合、松本地域振興局のボトルウォーターの供給を行うととも

に、供給数量を危機管理部長あてに報告する。 

なお、市からの要請量が松本地域振興局の備蓄量を上回る場合は、松本地

域振興局長は危機管理部長に必要量を報告し、危機管理部長は他の地域振興

局にボトルウォーターの供給を依頼する。      （危機管理部） 

ウ 【水道事業者等が実施する対策】 

(ｱ)  県企業局が実施する対策 

ｅ ボトルウォーターの備蓄場所・数量の確認を行う。 

 

 

２ 飲料水の供給 

⑵ 実施計画 

ウ 【水道事業者等が実施する対策】 

(ｱ)   県企業局が実施する対策 

ｅ ボトルウォーターや給水袋等の給水資材を、市が設置した飲料水供給場

所へ供給・配布する活動を市と協力して行う。 

 

 

第１５節 飲料水の調達供給活動 

 

第１ 基本方針 

飲料水の調達は、緊急遮断弁や自己水源の稼働により確保された配水池の貯留水、プ

ールへろ水器を搬入して確保された水並びにボトルウォーターの備蓄等により行うこ

ととし、市で水の確保が困難な場合は、他市町村からの応援給水により調達することを

長野県の基本方針としている。 

本市では、飲料水の供給は重要給水施設を優先的に行い、被災規模により単独での

応急給水活動が困難となる場合には、長野県市町村災害時相互応援協定及び長野県水

道協議会水道施設災害等相互応援要綱により他市町村から応援給水を受ける。 

 

第３ 活動の内容 

１ 飲料水の確保 

⑵ 実施計画 

イ 【県が実施する対策】 

（ｳ） 松本地域振興局所長は災害発生時に、市からボトルウォーターの供給につ

いて要請があった場合、松本地域振興局のボトルウォーターの供給を行うと

ともに、供給数量を危機管理部長あてに報告する。 

なお、市からの要請量が松本地域振興局の備蓄量を上回る場合は、松本地

域振興局長は危機管理部長に必要量を報告し、危機管理部長は他の地域振興

局にボトルウォーターの供給を依頼する。      （危機管理部） 

ウ 【水道事業者等が実施する対策】 

(ｱ)  県企業局が実施する対策 

ｅ ボトルウォーター「川中島の水」・「千曲川の水」の備蓄場所・数量の

確認を行う。 

 

２ 飲料水の供給 

⑵ 実施計画 

ウ 【水道事業者等が実施する対策】 

(ｱ)   県企業局が実施する対策 

ｅ ボトルウォーター「川中島の水」・「千曲川の水」や給水袋等の給水資

材を、市が設置した飲料水供給場所へ供給・配布する活動を市と協力し

て行う。 
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第１７節 保健衛生、感染症予防活動 

  

第１ 基本方針 

被災後、復旧までの間における被災者の健康の確保を目的として、被災者の健康状態

の把握・健康相談等の保健活動、感染症の発生予防措置・まん延防止措置、食品衛生指

導、食生活の状況の把握及び栄養改善対策等の指導を行うとともに、地域の衛生状態に

も十分配慮する。 

 

第２ 主な活動 

１ 保健師による被災者の健康相談等を行うとともに、避難所における健康意識の向上

に努める。また、被災者の食料確保状況を把握し、管理栄養士による栄養指導を行う

とともに食品衛生上の危害防止のための措置を講ずる。 

  さらに、歯科衛生士による口腔衛生指導を行うとともに口腔衛生の維持に努める。 

 

第３ 活動の内容 

１ 保健衛生活動 

⑴ 基本方針 

被災地及び避難所等に保健師、管理栄養士及び歯科衛生士を派遣し、被災者の救

護及び健康管理のための保健活動を行う。 

また、被災世帯及び避難所等における健康管理を継続して行い、環境の整備に取

り組むとともに、心のケアのため必要に応じ精神科医師等の派遣を行う。 

このほか、被災者の食料確保の状況を把握し、関係機関と連携の上、栄養改善及

び食品衛生管理に必要な措置を講ずる。 

⑵ 実施計画 

ア 【市が実施する対策】（健康福祉部） 

(ｱ) 被災者の避難状況を把握し、保健福祉事務所に置かれる地方部保健福祉班

に報告するとともに被災者台帳等に反映するものとする。 

 (ｴ) 保健師等の巡回等による健康管理、衛生管理、感染症及び食中毒防止対策に

ついて、保健師及び管理栄養士が、当該地域の避難所等を巡回して避難住民及

び災害復旧に従事する者等の健康相談・指導及び栄養指導を行う。また、避難

所の保健衛生管理、感染症及び食中毒の防止に努める。 

     (ｶ) 安全かつ確実な食料の提供のために、以下の対策を行う。 

ｃ 提供食品（救護食品を含む）の栄養管理等の指導、保管場所、保管方法

 

第１７節 保健衛生、感染症予防活動 

 

第１ 基本方針 

被災後、復旧までの間における被災者の健康の確保を目的に、保健医療調整本部にお

いて、被災者の健康状態の把握・健康相談等の保健活動、感染症の発生予防措置・まん

延防止措置、食品衛生指導、食生活の状況の把握及び栄養改善対策等の指導を行うとと

もに、地域の衛生状態にも十分配慮する。 

 

第２ 主な活動 

１ 保健師による被災者の健康相談等を行うとともに、避難所等における健康意識の向

上に努める。また、被災者の食料確保状況を把握し、管理栄養士による栄養指導を行

うとともに食品衛生監視員による食品衛生上の危害防止のための措置を講ずる。 

  さらに、歯科衛生士による口腔衛生指導を行うとともに口腔衛生の維持に努める。 

 

第３ 活動の内容 

１ 保健衛生活動 

⑴ 基本方針 

避難所等に保健師、管理栄養士及び歯科衛生士を派遣し、被災者の健康管理のた

めの保健活動を行う。 

また、避難所等における健康管理を継続して行い、環境の整備に取り組むととも

に、必要に応じ心のケアのため精神科医師等の派遣を行う。 

このほか、被災者の食料確保の状況を把握し、関係機関と連携の上、栄養改善及

び食品衛生管理に必要な措置を講ずる。 

⑵ 実施計画 

ア 【市が実施する対策】（健康福祉部） 

(ｱ) 被災者の避難状況を把握し、保健福祉事務所に置かれる地方部保健福祉班

に報告するものとする。 

 (ｴ) 保健師及び管理栄養士等が、当該地域の避難所等を巡回して避難住民等の

健康相談及び栄養指導を行う。また、避難所の保健衛生管理、感染症及び食中

毒の防止に努める。 

 

     (ｶ) 安全かつ確実な食料の提供のために、以下の対策を行う。 

ｃ 給与食品（救護食品を含む）の栄養管理等の指導、保管場所、保管方法
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及び運搬方法の衛生指導を行う。 

ｄ 必要に応じ提供食品（救護食品を含む）の検査を行い、不良食品の排除

に努める。 

ｆ 食品関係営業施設における被害を受けた食品等の状況に応じ、食品衛生

上の危害防止のため必要な措置を講ずる。 

実施の時点は、発災後１週間以内とする。 

イ 【県が実施する対策】（健康福祉部） 

(ｱ) 被災者の健康管理のため、市と連携して衛生班による現地での健康相談等

を行うとともに、感染症の予防措置等保健衛生面での指導等を行い、避難所

における健康意識の向上に努める。 

(ｳ) 市と連携して要医療者及び慢性疾患患者等に、医療・保健情報を提供する 

とともに、医療機関の受診状況や住まいの状況の確認等を行い継続ケアに努 

める。 

ウ 【関係機関が実施する対策】 

        (ｲ)   看護協会等は行政との連携のもとに、被災地帯や避難所の救護・健康相談

を行うように努める。 

エ 【市民が実施する対策】 

(ｲ)  市民相互の助け合いを大切にし、自らのボランティアとしての活動を行

う。 

 

２ 感染症予防対策 

⑴ 基本方針 

感染症予防対策の整備及び訓練、機材の確保に努めるとともに、感染症予防対策

のための組織を明確化し、迅速な感染症予防を行う。 

また、感染症の発生を未然に防止するため、関係機関との連携のもとに衛生指導

などを行う。 

なお、感染症が発生した場合は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に

関する法律に基づく患者への医療提供、消毒の実施等の措置を迅速に行い、まん延

防止を図る。 

⑵ 実施計画 

ア 【市が実施する対策】（健康福祉部、環境エネルギー部） 

(ｱ)  感染症発生の予防のため、保険医療調整本部において、速やかな感染症対

策活動が開始できるようにし、県が実施する対策と一体的活動を行う。 

(ｴ)  避難所運営マニュアル策定指針等を参考に感染症対策として必要な措置 

及び運搬方法の衛生指導を行う。 

ｄ 必要に応じ給与食品（救護食品を含む）の検査を行い、不良食品の排除

に努める。 

ｆ 被災食品の措置を行う。 

ｇ 食品関係営業施設における被害食品の状況に応じ、食品衛生上の危害防

止のため必要な措置を講ずる。 

イ 【県が実施する対策】（健康福祉部） 

(ｱ) 被災者の健康管理のため、市と連携して現地での健康相談等を行うととも

に、感染症の予防措置等保健衛生面での指導等を行い、避難所における健康

意識の向上に努める。 

(ｳ) 市と連携して要医療者及び慢性疾患患者等に、医療・保健情報を提供する 

とともに、受診状況の確認等を行い継続ケアに努める。 

ウ 【関係機関が実施する対策】 

        (ｲ)   看護協会等は行政との連携のもとに、被災世帯や避難所の救護・健康相談

を行うように努める。 

エ 【市民が実施する対策】 

(ｲ)  市民相互の助け合いを大切にし、自らもボランティアとしての活動を行

う。 

 

 

２ 感染症予防対策 

⑴ 基本方針 

感染症予防対策の整備及び訓練、機材の確保に努めるとともに、感染症予防対策

のための組織を明確化し、迅速な感染症予防を行う。 

また、感染症の発生を未然に防止するため、関係機関との連携のもとに衛生指導

などを行う。 

なお、感染症が発生した場合は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に

関する法律に基づく患者への医療提供等の必要な措置を迅速に行い、まん延防止を

図る。 

⑵ 実施計画 

ア 【市が実施する対策】（健康福祉部、環境エネルギー部） 

(ｱ)  感染症発生の予防のため、保健医療調整本部において、速やかな感染症対

策活動が開始できるようにし、県が実施する対策と一体的活動を行う。 

(ｴ)  避難所運営マニュアル策定指針等を参考に感染症対策として必要な措置 
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を講じるよう努めるものとする。 

加えて、自宅療養者等が指定避難所に避難する可能性を考慮し、保健所 

は、平常時から関係部局に対し、避難所の運営に必要な情報を共有するとと

もに、災害時には、関係機関と連携し、自宅療養者等の避難の確保のために

必要な連絡・調整を行うものとする。 

 

イ 【県が実施する対策】（健康福祉部） 

(ｲ)   災害時に備え、感染症予防対策用器具の整備及び訓練（点検を含む。）、

機材の確保を図り、被災時は機材の適切な導入について関係機関に対 

し指示を行う。 

を講じるよう努めるものとする。 

（削除） 

 

 

 

 

イ 【県が実施する対策】（健康福祉部） 

(ｲ)  災害時に備え、感染症予防対策用器具の整備及び訓練（含点検）、機材の

確保を図り、被災時は機材の適切な導入について関係機関に対し指示を行

う。 
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第２３節 都市ガス施設応急活動  

 

第１ 基本方針 

ガス漏洩による火災・爆発・生ガス中毒の二次災害防止により住民の安全を確保す 

る。速やかな応急復旧によりガスの早期供給再開をめざし、公共施設としての機能を維

持する。 

また、被害が大規模な場合、当該都市ガス事業者だけでは応急復旧活動が実施困難

であることから、他都市ガス事業者へ応援を依頼した場合の受入体制を整備する。 

 

 

第２３節 都市ガス施設応急活動 

 

第１ 基本方針 

ガス漏洩による火災・爆発の二次災害防止により住民の安全を確保する。速やかな応

急復旧によりガスの早期供給再開をめざし、公共施設としての機能を維持する。 

また、被害が大規模な場合、当該都市ガス事業者だけでは応急復旧活動が実施困難

であることから、他都市ガス事業者へ応援を依頼した場合の受入体制を整備する。 
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第２４節 上水道施設応急活動 

 

第３ 活動の内容 

１ 上水道施設応急復旧対策 

⑵ 実施計画 

（新設） 

 

 

 

第２４節 上水道施設応急活動 

 

第３ 活動の内容 

１ 上水道施設応急復旧対策 

⑵ 実施計画 

オ 【市民が実施する対策】 

      水道が使用不能あるいは使用制限が必要になった場合には、これに協力す

る。 
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 第２８節 災害広報活動 

 

第３ 活動の内容 

１ 市民等への的確な情報の伝達 

⑵ 実施計画 

イ 【県が実施する対策】（総務部、危機管理部） 

(ｱ)   広報資料の収集 

広報資料の収集は、第２節「災害情報の収集・連絡活動」の責任機関（危

機管理防災課、災害対策本部設置時は災害対策本部室）からの情報提供によ

るが、必要に応じて、被災現地へ取材員を派遣するなど直接広報資料の収集

を行う。 

職員を派遣する際は、新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策のた

め、派遣職員の健康管理やマスク着用等を徹底する。 

 

第２８節 災害広報活動 

 

第３ 活動の内容 

１ 市民等への的確な情報の伝達 

⑵ 実施計画 

イ 【県が実施する対策】（総務部、危機管理部） 

(ｱ)   広報資料の収集 

広報資料の収集は、第２節「災害情報の収集・連絡活動」の責任機関（危

機管理防災課、災害対策本部設置時は災害対策本部室）からの情報提供によ

るが、必要に応じて、被災現地へ取材員を派遣するなど直接広報資料の収集

を行う。 

なお、取材員の派遣先において、新型コロナウイルス感染症を含む感染

症の 発生及びまん延が懸念される場合は、感染対策を適切に行うものとす

る。 

 

149



風水害対策編 

第３章 第２９節 土砂災害等応急活動 

現 行 修 正 案 

 

第２９節 土砂災害等応急活動 

  

第３ 活動の内容 

１ 大規模土砂災害対策 

⑵ 実施計画 

ア 【市が実施する対策】（危機管理部、建設部、環境エネルギー部） 

      (ｱ)   警戒避難情報を住民に提供し、適時適切に避難指示等の処置を講じるも

のとする。 

イ 【県が実施する対策】（建設部、農政部、林務部） 

          (ｲ)   緊急調査の結果に基づき地すべりによる被害が及ぶおそれがある土地の

区域及び時期に関する情報を関係自治体の長に通知する。 

エ 【住民が実施する対策】 

警戒避難情報に注意を払い、避難指示等が出された場合これに迅速に従うもの

とする。 

 

２ 地すべり等応急対策 

⑴ 基本方針 

監視体制を整え、規模、活動状況を把握し、警戒避難情報を提供するとともに被

害を最小限に留めるために応急工事を実施する。 

⑵ 実施計画 

ア 【市が実施する対策】（危機管理部、建設部、環境エネルギー部） 

         (ｱ)  県砂防情報ステーション等を活用し、警戒避難情報を市民に提供し、必要

に応じて避難指示等の処置を講ずる。 

イ 【広域消防局が実施する対策】 

（ｱ）  情報の把握 

圏域内の土砂災害危険箇所の巡視を実施し、その結果を必要に応じて市長

に速やかに報告する。 

オ 【市民が実施する対策】 

警戒避難情報に注意を払い、避難指示等が出された場合これに迅速に従う。 

 

 

３ 土石流対策 

⑴ 基本方針 

 

第２９節 土砂災害等応急活動 

  

第３ 活動の内容 

１ 大規模土砂災害対策 

⑵ 実施計画 

ア 【市が実施する対策】（危機管理部、建設部、環境エネルギー部） 

      (ｱ)   土砂災害緊急情報を住民に提供し、適時適切に避難指示等の処置を講じ

るものとする。 

イ 【県が実施する対策】（建設部、農政部、林務部） 

          (ｲ)   緊急調査の結果に基づき地すべりによる被害が及ぶおそれがある土地の

区域及び時期に関する土砂災害緊急情報を関係自治体の長に通知する。 

エ 【住民が実施する対策】 

土砂災害緊急情報に注意を払い、避難指示等が出された場合これに迅速に従う

ものとする。 

 

２ 地すべり等応急対策 

⑴ 基本方針 

監視体制を整え、規模、活動状況を把握し、警戒避難に関する情報を提供すると

ともに被害を最小限に留めるために応急工事を実施する。 

⑵ 実施計画 

ア 【市が実施する対策】（危機管理部、建設部、環境エネルギー部） 

         (ｱ)  県砂防情報ステーション等を活用し、警戒避難に関する情報を市民に提 

供し、必要に応じて避難指示等の処置を講ずる。 

イ 【広域消防局が実施する対策】 

（ｱ）  情報の把握 

圏域内の巡視を実施し、その結果を必要に応じて市長に速やかに報告す 

る。 

オ 【市民が実施する対策】 

警戒避難に関する情報に注意を払い、避難指示等が出された場合これに迅速に

従う。 

 

３ 土石流対策 

⑴ 基本方針 
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第３章 第２９節 土砂災害等応急活動 

現 行 修 正 案 

監視体制を整え、被災状況、不安定土砂の状況を把握し、警戒避難情報を提供す

るとともに、被害を最小限に留めるために応急工事を実施する。 

⑵ 実施計画 

ア 【市が実施する対策】（危機管理部、建設部、環境エネルギー部） 

(ｱ)  警戒避難情報を住民に提供し、必要に応じて避難指示等の措置を講じる。 

ウ 【県が実施する対策】（建設部） 

(ｲ)   二次災害に備えて必要に応じ警戒避難情報を市・住民等に提供する。 

オ 【市民が実施する対策】 

警戒避難情報に注意を払い、避難指示等が出された場合これに迅速に従う。 

 

 

 

 

４ がけ崩れ応急対策 

⑴ 基本方針 

監視体制を整え、規模、崩壊状況を把握し、警戒避難情報を提供するとともに被

害を最小限に留めるために応急工事を実施する。 

⑵ 実施計画 

ア 【市が実施する対策】（危機管理部、建設部、環境エネルギー部） 

(ｱ)  警戒避難情報を住民に提供し、必要に応じて避難指示等の処置を講じるも 

のとする。 

エ 【市民が実施する対策】 

警戒避難情報に注意を払い、避難指示等が出された場合これに迅速に従うもの 

とする。 

 

監視体制を整え、被災状況、不安定土砂の状況を把握し、警戒避難に関する情報

を提供するとともに、被害を最小限に留めるために応急工事を実施する。 

⑵ 実施計画 

ア 【市が実施する対策】（危機管理部、建設部、環境エネルギー部） 

(ｱ)  警戒避難に関する情報を住民に提供し、必要に応じて避難指示等の措置を

講じる。 

ウ 【県が実施する対策】（建設部） 

(ｲ)   二次災害に備えて必要に応じ警戒避難に関する情報を市・住民等に提供す

る。 

オ 【市民が実施する対策】 

警戒避難に関する情報に注意を払い、避難指示等が出された場合これに迅速に

従う。 

 

４ がけ崩れ応急対策 

⑴ 基本方針 

監視体制を整え、規模、崩壊状況を把握し、警戒避難に関する情報を提供すると

ともに被害を最小限に留めるために応急工事を実施する。 

⑵ 実施計画 

ア 【市が実施する対策】（危機管理部、建設部、環境エネルギー部） 

(ｱ)  警戒避難に関する情報を住民に提供し、必要に応じて避難指示等の処置を 

講じるものとする。 

エ 【市民が実施する対策】 

警戒避難に関する情報に注意を払い、避難指示等が出された場合これに迅速に 

従うものとする。 
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第３章 第３０節 建築物災害応急活動 

現 行 修 正 案 

 

 第３０節 建築物災害応急活動 

 

第３ 活動の内容 

１ 建築物 

⑵ 実施計画 

イ 【県が実施する対策】 

(ｲ)  市から、被災建築物（震災に限る。）や宅地の危険度判定の支援を要請さ

れ、必要があると認められた場合は、職員を派遣するほか、広域的な支援の

調整を行う。職員を派遣する際は、新型コロナウイルス感染症を含む感染症

対策のため、派遣職員の健康管理やマスク着用等を徹底する。 

（建設部） 

 

 

２ 文化財 

⑵ 実施計画 

ア 【市が実施する対策】（教育委員会） 

（ｲ）  国・県指定文化財に災害が発生した場合は、その災害の原因、被害の概況

及び応急措置その他必要事項について県教育委員会に報告するものとする。 

イ 【県が実施する対策】（教育委員会） 

ウ 【所有者が実施する対策】 

（ｳ） 災害の原因、被害の概況及び応急措置その他必要事項を調査し、市文化財

所感部局へ報告し、被害の状況に応じ、被害の拡大の防止のための応急修理

の措置を文化庁、県教育委員会、市教育委員会の指導を受けて実施する。 

 

 

第３０節 建築物災害応急活動 

 

第３ 活動の内容 

１ 建築物 

⑵ 実施計画 

イ 【県が実施する対策】 

(ｲ)  市から、被災建築物（震災に限る。）や宅地の危険度判定の支援を要請さ

れ、必要があると認められた場合は、職員を派遣するほか、広域的な支援の

調整を行う。 

なお、職員の派遣先において、新型コロナウイルス感染症を含む感染症

の発生及びまん延が懸念される場合は、感染対策を適切に行うものとす

る。                          （建設部） 

 

２ 文化財 

⑵ 実施計画 

ア 【市が実施する対策】（教育委員会） 

（ｲ）  国・県指定文化財に災害が発生した場合は、その災害の原因、被害の概況

及び応急措置その他必要事項について県に報告するものとする。 

イ 【県が実施する対策】（県民文化部） 

ウ 【所有者が実施する対策】 

（ｳ） 災害の原因、被害の概況及び応急措置その他必要事項を調査し、市文化財

所管部局へ報告し、被害の状況に応じ、被害の拡大の防止のための応急修理

の措置を文化庁、県、市教育委員会の指導を受けて実施する。 
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第３章 第３１節 道路及び橋梁応急活動 

現 行 修 正 案 

 

 第３１節 道路及び橋梁応急活動 

 

第３ 活動の内容 

１ 道路及び橋梁応急対策 

⑵ 実施計画 

イ 【県が実施する対策】（建設部、道路公社、警察本部） 

     (ｱ)   道路及び橋梁の被害状況や交通状況を速やかに把握するため、自転車やバ

イク等の多様な移動手段の活用によりパトロール等を実施するとともに、道

路情報モニター及び官民の自動車プローブ情報の活用等により情報収集を

行う。 

ウ 【関係機関が実施する対策】（地方整備局） 

(ｱ)  道路及び橋梁の被害状況や交通状況を速やかに把握するため、事務所、出

張所において自転車やバイク等の多様な移動手段の活用により速やかにパ

トロール等を実施するとともに、道路情報モニター及び官民の自動車プロー

ブ情報の活用等により情報収集を行う。 

 

 

 

第３１節 道路及び橋梁応急活動 

 

第３ 活動の内容 

１ 道路及び橋梁応急対策 

⑵ 実施計画 

イ 【県が実施する対策】（建設部、道路公社、警察本部） 

     (ｱ)   道路及び橋梁の被害状況や交通状況を速やかに把握するため、自転車やバ

イク等の多様な移動手段の活用によりパトロール等を実施するとともに、道

路情報モニター及び官民のプローブ情報の活用等により情報収集を行う。 

 

ウ 【関係機関が実施する対策】（地方整備局） 

          (ｱ)   道路及び橋梁の被害状況や交通状況を速やかに把握するため、事務所、

出張所において自転車やバイク等の多様な移動手段の活用により速やかに

パトロール等を実施するとともに、道路情報モニター及び官民のプローブ

情報の活用等により情報収集を行う。 
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第３章 第３３節 災害の拡大防止と二次災害の防止活動 

現 行 修 正 案 

 

 第３３節 災害の拡大防止と二次災害の防止活動 

 

第３ 活動の内容 

１ 構造物に係る二次災害防止対策 

⑵ 実施計画 

ウ 【県が実施する対策】 

(ｲ)   道路及び橋梁の被害状況や交通状況を速やかに把握するため、自転車や 

バイク等の多様な移動手段の活用によりパトロール等を実施するととも

に、道路情報モニター及び官民の自動車プロープ情報の活用により情報収

集を行う。             （建設部、道路公社、警察本部） 

(ｵ)   パトロール等による巡視の結果等をもとに、路上の障害物の除去及び 被

災道路の応急復旧計画を策定し、建設業協会各支部と結んだ業務協定に基

づき、緊急輸送路の機能確保を最優先に応急復旧工事を行う。 

また、路上の障害物の除去及び応急復旧対策の工法は、被害の状況、本復

旧までの工期施工量、資機材の有無等を考慮し適切な方法を選択する。 

            （建設部、企業局、道路公社、警察本部） 

エ 【関係機関が実施する対策】（地方整備局） 

(ｳ)   災害発生箇所、内容、通行規制状況、緊急輸送路の指定状況、迂回路等

の情報について、道路情報板、路側放送等により、迅速かつ的確に道路利

用者に対して情報提供を行う。 

 

５ 山腹、斜面及び渓流並びに施設に係る二次災害防止対策 

⑵ 実施計画 

イ 【県が実施する対策】（建設部） 

(ｱ)  緊急点検マニュアルにより土砂災害等の危険箇所及び施設の点検を実施

する。 

(ｲ)  土砂災害の危険がある箇所及び土砂災害防止施設における被害状況の把

握を緊急に行う必要がある場合は、長野県砂防ボランティア協会との協定に

基づき応援要請を行う。 

 

 

第３３節 災害の拡大防止と二次災害の防止活動 

 

第３ 活動の内容 

１ 構造物に係る二次災害防止対策 

⑵ 実施計画 

ウ 【県が実施する対策】 

(ｲ)   道路及び橋梁の被害状況や交通状況を速やかに把握するため、自転車や 

バイク等の多様な移動手段の活用によりパトロール等を実施するととも

に、道路情報モニター及び官民のプロープ情報の活用により情報収集を行

う。                （建設部、道路公社、警察本部） 

(ｵ)   パトロール等による巡視の結果等をもとに、路上の障害物の除去及び 被

災道路の応急復旧計画を策定し、建設業協会各支部と結んだ業務協定に基

づき、緊急輸送道路の機能確保を最優先に応急復旧工事を行う。 

また、路上の障害物の除去及び応急復旧対策の工法は、被害の状況、本復

旧までの工期施工量、資機材の有無等を考慮し適切な方法を選択する。 

            （建設部、企業局、道路公社、警察本部） 

エ 【関係機関が実施する対策】（地方整備局） 

(ｳ)   災害発生箇所、内容、通行規制状況、緊急輸送道路の指定状況、迂回路

等の情報について、道路情報板、路側放送等により、迅速かつ的確に道路

利用者に対して情報提供を行う。 

 

５ 山腹、斜面及び渓流並びに施設に係る二次災害防止対策 

⑵ 実施計画 

イ 【県が実施する対策】（建設部） 

(ｱ)  緊急点検マニュアルにより土砂災害警戒区域等及び施設の点検を実施す

る。 

(ｲ)  土砂災害警戒区域等及び土砂災害防止施設における被害状況の把握を緊

急に行う必要がある場合は、長野県砂防ボランティア協会との協定に基づき

応援要請を行う。 
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第３章 第３６節 文教活動 

現 行 修 正 案 

 

第３６節 文教活動 

 

第３ 活動の内容 

８ 指定文化財における災害時の措置 

一般公開を行っている指定文化財が被災した場合、指定文化財の所有者又は管理責

任者は、観覧者の避難誘導を速やかに行い、その安全を図る。 

また、火災・倒壊等が発生した場合は直ちに必要な措置を講じ、被害を最小限にと

どめる。被害状況の把握のため指定文化財の所有者となっている場合、速やかに被害

状況を把握し、必要な措置を講ずる。その場合、建造物、廟所・巨木・山城等火災や

倒壊等によって人的被害が発生する可能性の高いものを優先的にパトロールする。 

教育委員会は、指定文化財の被害状況がまとまり次第、県教委と協議のうえ、文

化財復旧のための適切な措置を講ずる。 

 

 

第３６節 文教活動 

 

第３ 活動の内容 

８ 指定文化財における災害時の措置 

一般公開を行っている指定文化財が被災した場合、指定文化財の所有者又は管理責

任者は、観覧者の避難誘導を速やかに行い、その安全を図る。 

また、火災・倒壊等が発生した場合は直ちに必要な措置を講じ、被害を最小限にと

どめる。被害状況の把握のため指定文化財の所有者となっている場合、速やかに被害

状況を把握し、必要な措置を講ずる。その場合、建造物、廟所・巨木・山城等火災や

倒壊等によって人的被害が発生する可能性の高いものを優先的にパトロールする。 

教育委員会は、指定文化財の被害状況がまとまり次第、県と協議のうえ、文化財

復旧のための適切な措置を講ずる。 
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第３章 第３７節 飼養動物の保護対策 

現 行 修 正 案 

 

 第３７節 飼養動物の保護対策 

 

第３ 活動の内容 

２ 実施計画 

⑵ 【県が実施する計画】 

イ 県は、被災市町村長から逸走犬等の保護・収容・救護に関する応援要請等が

あった場合は、人員の派遣、資機材のあっせん等所要の措置をとる。 

（健康福祉部、農政部、警察本部） 

 

 

第３７節 飼養動物の保護対策 

 

第３ 活動の内容 

２ 実施計画 

⑵ 【県が実施する計画】 

イ 県は、被災市町村長から逸走犬等の保護・収容・救護に関する応援要請等が

あった場合は、人員の派遣、資機材のあっせん等所要の措置をとる。 

  なお、職員の派遣先において、新型コロナウイルス感染症を含む感染症の発

生及びまん延が懸念される場合は、感染対策を適切に行うものとする。 

（健康福祉部、農政部、警察本部） 
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第３章 第３８節 ボランティアの受入れ体制 

現 行 修 正 案 

 

 第３８節 ボランティアの受入れ体制 

 

第２ 主な活動 

１ 被災者のボランティアニーズの把握を行うとともに、ボランティアの受入れ体制の

確保に努める。また、被災地で支援活動を行っているボランティア関係団体と情報を

共有する場を設置し、被災者のボランティアニーズや支援活動の全体像を把握し、連

携のとれた支援活動を展開する。 

 

第３ 活動の内容 

１ 被災者のボランティアニーズの把握と受入れ体制の確保 

⑵ 実施計画 

ア 【市が実施する対策】（健康福祉部、危機管理部） 

(ｳ)   市社協、地元や外部から被災地入りしているボランティア関係団体、中

間支援組織を含めた連携体制の構築を図り、情報を共有する場を設置する

などし、被災者のボランティアニーズや支援活動の全体像を把握するもの

とする。また、災害の状況及びボランティアの活動予定を踏まえ、災害廃

棄物の収集運搬などを行うよう努める。これらの取組みにより、連携のと

れた支援活動を展開するよう努めるとともに、ボランティアの活動環境の

整備を図る。 

 

 

イ 【県が実施する対策】（危機管理部、県民文化部、健康福祉部） 

(ｳ)   市社協、地元や外部から被災地入りしているボランティア関係団体、中

間支援組織を含めた連携体制の構築を図り、情報を共有する場を設置する

などし、被災者のボランティアニーズや支援活動の全体像を把握するもの

とする。また、災害の状況及びボランティアの活動予定を踏まえ、片付け

ごみなどの収集運搬を行うよう努める。これらの取組みにより、連携のと

れた支援活動を展開するよう努めるとともに、ボランティアの生活環境に

ついて配慮する。 

 

エ 【広域的災害ボランティア支援団体のネットワーク（特定非営利活動法人全

国災害ボランティア支援団体ネットワーク（JVOAD）、長野県災害時支援ネッ

トワーク（N-NET）など））が実施する対策】 

 

第３８節 ボランティアの受入れ体制 

 

第２ 主な活動 

１ 被災者のボランティアニーズの把握を行うとともに、ボランティアの受入れ体制の

確保に努める。また、被災地で支援活動を行っているボランティア関係団体と災害の

状況やボランティアの活動状況等に関する最新の情報を共有する場を設置し、被災者

のボランティアニーズや支援活動の全体像を関係者と積極的に共有し、連携のとれた

支援活動を展開する。 

 

第３ 活動の内容 

１ 被災者のボランティアニーズの把握と受入れ体制の確保 

⑵ 実施計画 

ア 【市が実施する対策】（健康福祉部、危機管理部） 

(ｳ)   市社協、地元や外部から被災地入りしているボランティア関係団体、災 

害中間支援組織を含めた連携体制の構築を図り、災害の状況やボランティ

アの活動状況等に関する最新の情報を共有する場を設置するなどし、被災

者のボランティアニーズや支援活動の全体像を関係者と積極的に共有する

ものとする。また、災害の状況及びボランティアの活動予定を踏まえ、災

害廃棄物の収集運搬などを行うよう努める。これらの取組みにより、連携

のとれた支援活動を展開するよう努めるとともに、ボランティアの活動環

境の整備を図る。 

イ 【県が実施する対策】（危機管理部、企画振興部、健康福祉部） 

(ｳ)   市社協、地元や外部から被災地入りしているボランティア関係団体、災

害中間支援組織を含めた連携体制の構築を図り、災害の状況やボランティ

アの活動状況等に関する最新の情報を共有する場を設置するなどし、被災

者のボランティアニーズや支援活動の全体像を関係者と積極的に共有する

ものとする。また、災害の状況及びボランティアの活動予定を踏まえ、片

付けごみなどの収集運搬を行うよう努める。これらの取組みにより、連携

のとれた支援活動を展開するよう努めるとともに、ボランティアの生活環

境について配慮する。 

エ 【災害中間支援組織（特定非営利活動法人全国災害ボランティア支援団体 

ネットワーク（JVOAD）、長野県災害時支援ネットワーク（N-NET）等））、広域

的災害ボラン ティア支援団体等が実施する対策】 
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第３章 第３８節 ボランティアの受入れ体制 

現 行 修 正 案 

 

２ ボランティア活動拠点の提供支援 

     ⑵ 実施計画 

イ 【社会福祉協議会が実施する対策】 

 (ｱ)  県社会福祉協議会は、災害ボランティア活動支援の県的拠点として県と協

議の上、県災害ボランティアセンターを設置し、県内におけるボランティア

活動の全体像を把握するとともに、運営支援者の派遣調整、活動に必要な資

機材の調達等、市災害ボランティアセンター（以下「市センター」という。）

及び広域災害ボランティアセンター（以下「広域センター」という。）の設

置・運営を支援するものとする。 

             また、市センター、広域センター、県、ボランティア関係団体、中間支

援組織と情報共有し、ボランティア受入れの広域的な調整やボランティア

活動の情報発信を行うものとする。 

 

２ ボランティア活動拠点の提供支援 

     ⑵ 実施計画 

イ 【社会福祉協議会が実施する対策】 

 (ｱ)  県社会福祉協議会は、災害ボランティア活動支援の県的拠点として県と協

議の上、県災害ボランティアセンターを設置し、県内におけるボランティア

活動の全体像を把握するとともに、運営支援者の派遣調整、活動に必要な資

機材の調達等、市災害ボランティアセンター（以下「市センター」という。）

及び広域災害ボランティアセンター（以下「広域センター」という。）の設

置・運営を支援するものとする。 

             また、市センター、広域センター、県、ボランティア関係団体、災害中    

間支援組織と情報共有し、ボランティア受入れの広域的な調整やボラン 

ティア活動の情報発信を行うものとする。 
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第３章 第４１節 観光地の孤立災害応急対策  

現 行 修 正 案 

 

第４１節 観光地の孤立災害応急対策 

  

 

第３ 活動の内容 

１ 通信手段の確保 

⑵ 実施計画 

ア 【市が実施する対策】（危機管理部） 

２ 孤立状況等の早期把握 

⑵ 実施計画 

ア 【市が実施する対策】（危機管理部、文化観光部、総合戦略局） 

必要に応じて現地対策本部を設置するとともに、孤立状況及び被害実態につい

て情報収集を行い、県に対して直ちに速報する。 

 

 

第４１節 観光地の孤立災害応急対策 

  

 

第３ 活動の内容 

１ 通信手段の確保 

⑵ 実施計画 

ア 【市が実施する対策】（危機管理部、総合戦略局） 

２ 孤立状況等の早期把握 

⑵ 実施計画 

ア 【市が実施する対策】（危機管理部、文化観光部、総合戦略局） 

必要に応じて現地対策本部を設置するとともに、職員を派遣する等、孤立状況

及び被害実態について情報収集を行い、県に対して直ちに速報する。 

 

 

 

159



風水害対策編 

第４章 第２節 迅速な現状復旧の進め方 

 

現 行 修 正 案 

 

第２節 迅速な現状復旧の進め方  

 

第３ 活動の内容 

３ 職員派遣 

⑴ 基本方針 

災害復旧には迅速な対応が求められるが、その対応にあたり、市のみでは、人員

の確保が困難となる場合がある。 

そのため、市は他の市町村や県に対し、災害の規模に応じ、職員の派遣要請等の

必要な措置をとるものとする。職員を派遣する際は、新型コロナウイルス感染症を

含む感染症対策のため、派遣職員の健康管理やマスク着用等を徹底する。 

 

第２節 迅速な現状復旧の進め方  

 

第３ 活動の内容 

３ 職員派遣 

⑴ 基本方針 

災害復旧には迅速な対応が求められるが、その対応にあたり、市のみでは、人員

の確保が困難となる場合がある。 

そのため、市は他の市町村や県に対し、災害の規模に応じ、職員の派遣要請等の

必要な措置をとるものとする。 

    なお、職員の派遣先において、新型コロナウイルス感染症を含む感染症の発生 

及びまん延が懸念される場合は、感染対策を適切に行うものとする。 
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第４章 第５節 被災者等の生活再建等の支援 

現 行 修 正 案 

 

第５節 被災者等の生活再建等の支援 

第１ 基本方針 

災害を受けた市民の民生安定のため、住宅対策、被災者生活再建支援法の適用等各般

にわたる救護措置を講ずることにより生活の確保を図る。 

また、被災者等の生活再建に向けて、住まいの確保、生活資金等の支給やその迅速な

処理のための仕組みの構築に加え、生業や就労の回復による生活資金の継続的確保、コ

ミュニティの維持回復、心身のケア等生活全般にわたってきめ細かな支援を講じる必要

がある。 

さらに、被災者が自らに適した支援制度を活用して生活再建に取り組むことができる

よう、見守り・相談の機会や被災者台帳等を活用したきめ細やかな支援を行うとともに

、被災者が容易に支援制度を知ることができる環境の整備に努めるものとする。 

  

 

第３ 活動の内容 

１ 住宅対策 

⑵ 実施計画 

ア 【市が実施する対策】（建設部） 

（ｱ）  災害復興住宅建設等補助金 

住宅金融支援機構の災害復興住宅資金の補修資金の説明会等を行い、申込

みに必要なり災証明書の発行を行うものとする。        

（ｲ）  災害公営住宅 

被災地全域で５００戸以上、もしくは、市の区域内で２００戸以上か１割

以上の住宅の滅失があった場合、必要に応じ、滅失した住宅の３割に相当す

る戸数を目途に災害公営住宅の建設を行うものとする。 

（ｳ）  既存市営住宅の再建 

既存市営住宅が災害により、滅失または著しく損傷した場合には、必要に

応じ再建するものとする。 

（ｴ）  市営住宅等への優先入居 

災害により一定数以上の住家が滅失した場合には、必要に応じ、被災者に

対し、市営住宅等への優先入居の措置を講ずるものとする。 

（ｵ）  居住地以外の市町村に避難した被災者に対しても、市及び避難先の市町村

が協力することにより、必要な情報や支援・サービスを提供するものとす 

 

第５節 被災者等の生活再建等の支援 

第１ 基本方針 

災害を受けた市民の民生安定のため、住宅対策、被災者生活再建支援法の適用等各般

にわたる救護措置を講ずることにより生活の確保を図る。 

また、被災者等の生活再建に向けて、住まいの確保、生活資金等の支給やその迅速な

処理のための仕組みの構築に加え、生業や就労の回復による生活資金の継続的確保、コ

ミュニティの維持回復、心身のケア等生活全般にわたってきめ細かな支援を講じる必要

がある。 

さらに、被災者が自らに適した支援制度を活用して生活再建に取り組むことができる

よう、災害ケースマネジメントの実施等により、見守り・相談の機会や被災者台帳等を

活用したきめ細やかな支援を行うとともに、被災者が容易に支援制度を知ることができ

る環境の整備に努めるものとする。 

  

第３ 活動の内容 

１ 住宅対策 

⑵ 実施計画 

ア 【市が実施する対策】（建設部、財政部） 

（ｱ）  災害復興住宅建設等補助金 

住宅金融支援機構の災害復興住宅資金の補修資金の説明会等を行い、申込

みに必要なり災証明書の発行を行うものとする。        

（ｲ）  災害公営住宅 

被災地全域で５００戸以上、もしくは、市の区域内で２００戸以上か１割

以上の住宅の滅失があった場合、必要に応じ、滅失した住宅の３割に相当す

る戸数を目途に災害公営住宅の建設を行うものとする。 

（ｳ）  既存市営住宅の再建 

既存市営住宅が災害により、滅失または著しく損傷した場合には、必要に

応じ再建するものとする。 

（ｴ）  市営住宅等への優先入居 

災害により一定数以上の住家が滅失した場合には、必要に応じ、被災者に

対し、市営住宅等への優先入居の措置を講ずるものとする。 

（ｵ）  居住地以外の市町村に避難した被災者に対しても、市及び避難先の市町村

が協力することにより、必要な情報や支援・サービスを提供するものとす 
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風水害対策編 

第４章 第５節 被災者等の生活再建等の支援 

現 行 修 正 案 

る。 

イ 【県が実施する対策】（建設部） 

(ｵ)   被害情報把握のための技術的支援（危機管理部、建設部） 

市から、住宅被害情報を把握するため、技術的支援の要請があった場合は

支援を行う。 

調査等のため職員の派遣要請があった時は、災害の状況を勘案し必要と判

断した場合は、市と十分調整のうえ、必要な人員を適切な時期に派遣するも

のとする。職員を派遣する際は、新型コロナウイルス感染症を含む感染症対

策のため、派遣職員の健康管理やマスク着用等を徹底する。 

 

 

４ 被災者の労働対策 

⑵ 実施計画 

ア 【市が実施する対策】（産業振興部） 

災害により離職を余儀なくされた者の再就職を支援するため、公共職業安定所

の行う臨時職業相談窓口、巡回職業相談及び職業転換給付金制度等の周知､活用

促進を図るための措置を講ずる。 

１１ 被災者台帳の作成 

⑵ 実施計画 

ア 【市が実施する対策】（危機管理部） 

(ｱ)   必要に応じて、個々の被災者の被害の状況や各種の支援措置の実施状況、配

慮を要する事項等を一元的に集約した被災者に台帳を作成し、被災者の援護の

総合的かつ効率的な実施に努める。 

 

る。 

イ 【県が実施する対策】（建設部） 

(ｵ)   被害情報把握のための技術的支援（危機管理部、建設部） 

市から、住宅被害情報を把握するため、技術的支援の要請があった場合は

支援を行う。 

調査等のため職員の派遣要請があった時は、災害の状況を勘案し必要と判

断した場合は、市と十分調整のうえ、必要な人員を適切な時期に派遣するも

のとする。 

なお、派遣先において、新型コロナウイルス感染症を含む感染症の発生及

びまん延が懸念される場合は、感染対策を適切に行うものとする。 

 

４ 被災者の労働対策 

⑵ 実施計画 

ア 【市が実施する対策】（産業振興部） 

災害により離職を余儀なくされた者の再就職を支援するため、ハローワークの

行う臨時職業相談窓口、巡回職業相談及び職業転換給付金制度等の周知､活用促

進を図るための措置を講ずる。 

１１ 被災者台帳の作成 

⑵ 実施計画 

ア 【市が実施する対策】（危機管理部） 

(ｱ)   必要に応じて、個々の被災者の被害の状況や各種の支援措置の実施状況、配慮を要する

事項等を一元的に集約した被災者に台帳を作成し、被災者の援護の総合的かつ効率的な実

施に努める。また、被災者支援業務の迅速化・効率化のため、被災者台帳の作成にデジタ 

ル技術を活用するよう積極的に検討するものとする。 
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第３節 防災上重要な機関の実施責任と処理すべき事務又は業務の大綱 

 

第３ 実施責任 

６ 火山防災協議会 

    火山防災協議会は、警戒避難体制の整備に必要な事項について、当該火山における

統一的な防災体制の検討・整備を行う。 

 

 

 

 

 

第３節  防災上重要な機関の実施責任と処理すべき事務又は業務の大綱 

 

第３ 実施責任 

６ 火山防災協議会 

    活動火山対策特別措置法第４条に規定されている、国、市町村、防災機関、火山専

門家、その他観光関係の団体等と連携し、噴火時の避難体制等の検討を共同で行うた

めの協議会（以下「火山防災協議会」という。）は、警戒避難体制の整備に必要な事項

について、当該火山における統一的な防災体制の検討・整備を行う。 
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第４節 防災面から見た松本市の概要 

 

第１ 自然的条件 

  ３ 気候  

    松本市の気候は、位置と地形の関係上、きわめて顕著な内陸性気候の特性を示して

いる。 

    年平均気温は１３．０℃、年平均湿度６６％である。降水量の年合計は、１，２１

５．５ｍｍで冬期に少なく梅雨期に多い。年平均風速は、２．６ｍ／ｓｅｃ、最大風

速１０ｍ／ｓｅｃ以上の年間日数は６．０日で、春先の南の強風はこの地方特有の現

象である。 

年間日照時間は２，２２５．７時間で、県内の他地域や国内の主要都市と比較して

多いといえる。 

災害との関係では、梅雨期の梅雨前線や、夏期の雷雨による大雨、通過又は接近す

る台風による大雨や強風があげられ、その他、春先の南岸低気圧による大雨、春のお

そ霜やひょう等も気象の特徴としてあげられる。 

 

  ６ 火山 

    本市西部山岳地域には、岐阜県境の飛騨山脈に生成された活火山の焼岳やアカンダ

ナ山が位置しており、基盤は古生代・花崗岩、中生代・火山岩などからなりたってい

る。焼岳の山頂部には、大きな旧火口があり、その中に１９０７年（明治４０）以来

の活動火口がある。旧火口は山頂の大部分をしめ、南西にやや長い楕円形（径約３０

０ｍ）をなしている。 

    有史以後の噴火は、ほとんど水蒸気爆発である。泥流を発生しやすく、１９１５年

（大正４）の活動では泥流が梓川をせき止め、上高地の一部を湖水化して大正池を生

成した。また山頂噴火のほか山腹でも噴火し、火口の南東側面にも下堀爆裂火口、北

側面に中尾峠爆裂火口がある。 

    現在は、活動を休止しているが、山頂火口の一部で噴気が続いている。 

    また、アカンダナ山は溶岩ドーム、溶岩流、火砕流によって形成された火山で、北

側に隣接する白谷山火山や焼岳火山とともに焼岳火山群を形成する。活動年代は不明

であるが、１９９５年２月１１日に発生した中の湯水蒸気爆発事故は、アカンダナ山

火山関連とみられている。現在のところ、焼岳にみられるような噴気活動は観測され

ていない。 

    なお、乗鞍岳は、権現池・鶴ケ池・烏帽子の３火山体が南北に配列している。これ

 

第４節 防災面から見た松本市の概要  

 

第１ 自然的条件 

３ 気候 （値は松本地域特別気象観測所の平年値(統計機関1991～2020年)） 

    松本市の気候は、位置と地形の関係上、きわめて顕著な内陸性気候の特性を示して

いる。 

    年平均気温は１２．２℃、年平均湿度６８％である。降水量の年合計は、１，０４

５．１ｍｍで冬期に少なく梅雨期に多い。年平均風速は、２．４ｍ／ｓｅｃ、最大風

速１０ｍ／ｓｅｃ以上の年間日数は３．８日で、春先の南の強風はこの地方特有の現

象である。 

年間日照時間は２，１３４．７時間で、県内の他地域や国内の主要都市と比較して

多いといえる。 

災害との関係では、梅雨期の梅雨前線や、夏期の雷雨による大雨、通過又は接近す

る台風による大雨や強風があげられ、その他、春先の南岸低気圧による大雨、春のお

そ霜やひょう等も気候の特徴としてあげられる。 

 

  ６ 火山 

    本市西部山岳地域には、岐阜県境の飛騨山脈に生成された活火山の焼岳やアカンダ

ナ山が位置しており、基盤は古生代・花崗岩、中生代・火山岩などからなりたってい

る。焼岳の山頂部には、大きな旧火口があり、その中に１９０７年（明治４０）以来

の活動火口がある。旧火口は山頂の大部分をしめ、南西にやや長い楕円形（径約３０

０ｍ）をなしている。 

    有史以後の噴火は、ほとんど水蒸気爆発である。泥流を発生しやすく、１９１５年

（大正４）の活動では泥流が梓川をせき止め、上高地の一部を湖水化して大正池を生

成した。また山頂噴火のほか山腹でも噴火し、火口の南東側面にも下堀爆裂火口、北

側面に中尾峠爆裂火口がある。 

    平常でも噴気活動が盛んである。 

    また、アカンダナ山は溶岩ドーム、溶岩流、火砕流によって形成された火山で、北

側に隣接する白谷山火山や焼岳火山とともに焼岳火山群を形成する。１９９５年２月

１１日に発生した中の湯水蒸気爆発事故は、焼岳関連とみられている。現在のところ、

焼岳にみられるような噴気活動は観測されていない。 

    なお、乗鞍岳は、権現池・鶴ケ池・烏帽子の３火山体が南北に配列している。こ

れまで、乗鞍岳の最新の噴火は約２，０００年前の恵比須岳のマグマ噴火と考えら
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まで、乗鞍岳の最新の噴火は約２，０００年前の恵比須岳のマグマ噴火と考えられて

いたが、最新の調査結果では５００年前より新しいことが確認されている。 

 

第２ 社会的条件 

５ 鉄道 

    市内を走る鉄道は、松本駅を中心に、ＪＲ篠ノ井線、大糸線、中央本線、アルピコ

交通上高地線が乗り入れている。 

    本市は県下中南信の中核都市として重要な位置を占めている。 

    平成２７年の一日あたりの市内の駅乗車人員は、ＪＲ線（松本駅、村井駅、平田駅、

南松本駅、北松本駅）で約２１，９００人、アルピコ交通上高地線で約４，６００人

である。 

    一方、生活路線バスについては、主にアルピコ交通㈱が運行しており、平成２７年

の一日あたりの利用者は、約６，９００人である。 

    他に、松本市が運行に係わる市営バスや西部地域コミュニティバス等があり、平成

２７年度の利用者は、約１１７，８００人である。 

 

  ６ 航空 

   昭和４０年に開港し平成６年７月にジェット化開港した県営松本空港は、県内唯一

の空の玄関として、現在はフジドリームエアラインズ・ＦＤＡが、福岡線、札幌線を

小型ジェット機により毎日運航している。 

信州まつもと空港利用状況（平成２８年度） 

   ※１ 現在、ＦＤＡは航空貨物の取扱いを行っていない。 

   ※２ 就航率は、路線毎の年間運航便数を福岡便を１，０４６便（4便/日×365日)、

札幌便を７３０便(2便/日×365日)、として算出 

 

便 就航便数 

（便） 

就航率 

（％） 

利用客数 

（人） 

航空貨物取扱量 

（ｋｇ） 

福岡便 １，０３３ ９８．８ ７２，１３１ ０ 

札幌便 ７１２ ９７．５ ４２，４４４ ０ 

（新設）     

（新設）     

（新設）     

計 １，７４５ ９８．２ １１４，５７５ ０ 

れていたが、最新の調査結果では５００年前より新しいことが確認されている。 

 

２ 社会的条件 

５ 鉄道 

    市内を走る鉄道は、松本駅を中心に、ＪＲ篠ノ井線、大糸線、中央本線、アルピコ

交通上高地線が乗り入れている。 

    本市は県下中南信の中核都市として重要な位置を占めている。 

    令和５年の一日あたりの市内の駅乗車人員は、ＪＲ線（松本駅、村井駅、平田駅、

南松本駅、北松本駅）で約２０，８００人、アルピコ交通上高地線で約４，７００人

である。 

    一方、生活路線バスについては、令和５年４月から公設民営ぐるっとまつもとバス

として、市が制度設計をし民間事業者が運行しており、令和５年度の利用者は、市営

バスを含め、約２，１６２，７００人である。 

 

 

 

  ６ 航空 

   昭和４０年に開港し平成６年７月にジェット化開港した県営松本空港は、県内唯一

の空の玄関として、現在はフジドリームエアラインズ・ＦＤＡが、福岡線、札幌線、

神戸線を、日本航空・ＪＡＬが、大阪線を小型ジェット機により運航している。 

信州まつもと空港利用状況（令和５年度） 

※１ 現在、ＦＤＡ、ＪＡＬは航空貨物の取扱いを行っていない。 

   ※２ 札幌便（丘珠）は３月～１０月、大阪便は８月のみの季節運航便 

便 就航便数 

（便） 

就航率 

（％） 

利用客数 

（人） 

航空貨物取扱量 

（ｋｇ） 

福岡便 １，４４３ ９８．６ ８８，０９６ ０ 

札幌便 

（新千歳） 

８８４ ９７．４ ５７，８１４ ０ 

札幌便 

（丘珠） 

４２１ ９９．３ ２４，８５８ ０ 

神戸便 １，４４３ ９８．８ ８０，６３８ ０ 

大阪便 ６０ ９６．８ ３，４３１ ０ 

計 ４，２５１ ９８．４ ２５４，８３７ ０ 
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第１節 火山災害に強い市づくり 

 

第１ 基本方針 

   本市の地域の特性に配慮しつつ、火山災害に強い郷土づくりを行うものとする。 

 

 

第２ 主な取組み 

１ 交通・通信施設の火山災害に対する安全性の確保、治山、治水、砂防事業等の総

合的、計画的推進等災害に強い郷土を形成する。 

 

第３ 計画の内容 

２ 火山災害に強いまちづくり 

⑵ 実施計画 

ア 【市及び広域消防局が実施する計画】（全庁、広域消防局） 

（ｱ） 火山災害に強いまちの形成 

ａ 必要に応じ、各火山について噴火現象等を想定し、適切な土地利用へ

の誘導を行うとともに、警戒避難対策に必要な機器の整備を図り、警戒

避難体制の強化・拡充を図る。 

ｂ 火山噴火による危険が差し迫った状態にある場合には短時間に多数の

住民等の避難が必要になる場合があることを勘案し、詳細な地形や地形

特性を表した地理情報の整備の推進、あらかじめ避難のための道路等の

整備の推進に努めるものとする。その際、各火山の特性を十分考慮す

る。 

ｃ 登山者等に対する適切な情報提供と安全対策の構築に努める。 

ｄ 火山防災協議会の場を活用する等により、退避壕・退避舎等の必要性

について検討し、退避壕・退避舎等の整備推進を図る。 

ｅ 適切な土地利用の誘導、警戒避難対策の推進、住民等への情報提供等

を効果的に行うため、各火山の特性を考慮した火山に関するハザードマ

ップの整備を推進する。 

ｆ 道路防災対策等を通じて、強靭で信頼性の高い道路網の整備を図る。 

ｇ 火山災害対策の検討に当たり、科学的知見を踏まえ、火山災害の要因

となる現象（火砕流、溶岩流、融雪型火山泥流、噴石、降灰等）とその

規模が多様であることを考慮し、現象の影響が及ぶ範囲と程度を想定し

 

第１節 火山災害に強い市づくり 

 

第１ 基本方針 

   本市の地域及び各火山活動の特性に配慮しつつ、火山災害に強い郷土づくりを行う

ものとする。 

 

第２ 主な取組み 

１ 交通・通信施設の火山災害に対する安全性の確保、治山、治水、砂防事業等の総

合的、計画的推進等火山災害に強い郷土を形成する。 

 

第３ 計画の内容 

２ 火山災害に強いまちづくり 

⑵ 実施計画 

ア 【市及び広域消防局が実施する計画】（全庁、広域消防局） 

（ｱ） 火山災害に強いまちの形成 

ａ 必要に応じ、各火山について噴火現象等を想定し、適切な土地利用へ

の誘導を行うとともに、警戒避難対策に必要な機器の整備を図り、警戒

避難体制の強化・拡充を図る。 

ｂ 火山噴火による危険が差し迫った状態にある場合には短時間に多数の

住民等の避難が必要になる場合があることを勘案し、詳細な地形や地形

特性及び避難所等の防災関連施設を表した地理空間情報の整備の推進、

あらかじめ避難のための道路等の整備の推進に努めるものとする。その

際、各火山の特性を十分考慮する。 

ｃ 登山者等に対する適切な情報提供と安全対策の構築に努める。 

ｄ 火山防災協議会の場を活用する等により、退避壕・退避舎等の必要性

について検討し、退避壕・退避舎等の整備推進を図る。 

ｅ 適切な土地利用の誘導、警戒避難対策の推進、住民等への情報提供等

を効果的に行うため、各火山の特性を考慮した火山に関するハザードマ

ップの整備を推進する。 

ｆ 道路防災対策等を通じて、強靭で信頼性の高い道路網の整備を図る。 

ｇ 所有者不明土地を活用した防災空地、備蓄倉庫等の整備、災害発生の 

おそれのある所有者不明土地の管理不全状態の解消等、所有者不明土 

地の利用の円滑化等に関する特別措置法に基づく措置を活用した防災 
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、その想定結果に基づき対策を推進する。 

ｈ 火山災害の想定に当たっては、古文書等の資料の分析、火山噴出物の

調査、火山地形等の調査などの科学的知見に基づく調査を通じて、過去

の災害履歴等をより正確に調査する。 

ｉ 火山災害はその要因となる現象が多様であること、現象の推移等の把

握や予測が難しいことから、日頃より、火山防災協議会等の枠組みを活

用し、国等関係機関、火山専門家等と相互に連携して、避難体制の構築

等の火山災害対策の推進に努める。 

 

 

 

 

 

（ｶ） 火山災害警戒地域の指定 

ａ 活動火山対策特別措置法に基づき、内閣総理大臣が火山の爆発による

人的災害を防止するために警戒避難体制を特に整備すべき地域を、火山

災害警戒地域として指定した場合、想定される火山現象の状況に応じた

警戒避難体制の整備に関し、必要な協議を行うための協議会を組織す

る。 

なお、火山災害警戒地域に含まれない他市町村も、火山防災協議会に

任意に参加できるものとする。 

 

(ｸ) 避難促進施設の指定 

ａ 焼岳における避難促進施設指定基準 

⒜ 対象施設 

〇 活火山法施行令第１条第１項及び第２項に該当する施設 

〇 宗教施設は活火山法施行令に定めがなため、施設の利用実態を踏ま

え市町村長が判断する 

イ 【県が実施する計画】（全部局） 

(ｱ) 災害に強いまちの形成 

ｂ 火山噴火による危険が差し迫った状態にある場合には短時間に多数の住

民等の避難が必要になる場合があることを勘案し、詳細な地形や地形特性

を表した地理情報の整備の推進、あらかじめ避難のための道路等の整備推

進に努める。 

対策を推進するものとする。 

ｈ 火山災害対策の検討に当たり、科学的知見を踏まえ、火山災害の要因

となる現象（火砕流、溶岩流、融雪型火山泥流、噴石、降灰等）とその

規模が多様であることを考慮し、現象の影響が及ぶ範囲と程度を想定し

、その想定結果に基づき対策を推進する。 

ｉ 火山災害の想定に当たっては、古文書等の資料の分析、火山噴出物の

調査、火山地形等の調査などの科学的知見に基づく調査を通じて、過去

の災害履歴等をより正確に調査する。なお、火山活動の現状や推移に関

する総合的な評価を行う火山調査研究推進本部と連携するものとする。 

ｊ 火山災害はその要因となる現象が多様であること、現象の推移等の把

握や予測が難しいことから、日頃より、火山防災協議会等の枠組みを活

用し、国等関係機関、火山専門家等と相互に連携して、避難体制の構築

等の火山災害対策の推進に努める。 

（ｶ） 火山災害警戒地域の指定 

ａ 活動火山対策特別措置法に基づき、内閣総理大臣が火山の爆発による

人的災害を防止するために警戒避難体制を特に整備すべき地域を、火山

災害警戒地域として指定した場合、その警戒地域を区域に含む市町村

は、想定される火山現象の状況に応じた警戒避難体制の整備に関し、必

要な協議を行うための火山防災協議会を組織する。 

なお、火山災害警戒地域を区域に含まない市町村も、火山防災協議会

の当該都道府県及び市町村に必要と認められた時は、任意に当該協議会

に参加できるものとする。 

(ｸ) 避難促進施設の指定 

ａ 焼岳における避難促進施設指定基準 

⒜ 対象施設 

〇 活火山法施行令第１条第１項及び第２項に該当する施設 

〇 宗教施設は活火山法施行令に定めがないため、施設の利用実態を踏

まえ市町村長が判断する 

イ 【県が実施する計画】（全部局） 

(ｱ) 災害に強いまちの形成 

ｂ 火山噴火による危険が差し迫った状態にある場合には短時間に多数の住

民等の避難が必要になる場合があることを勘案し、詳細な地形や地形特性

及び避難所等の防災関連施設を表した地理空間情報の整備の推進、あらか

じめ避難のための道路等の整備推進に努める。 
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(ｵ) 災害応急対策等への備え 

ｌ 火山災害の想定に当たっては、古文書等の資料の分析、火山噴出物の調

査、火山地形等の調査などの科学的知見に基づく調査を通じて、過去の災

害履歴等をより正確に調査する。 

 

(ｶ) 火山災害警戒地域の指定 

ａ 活動火山対策特別措置法に基づき、内閣総理大臣が火山の爆発による人

的災害を防止するために警戒避難体制を特に整備すべき地域を、火山災害

警戒地域として指定した場合、その警戒地域が長野県にあった時は、想定

される火山現象の状況に応じた警戒避難体制の整備に関し、必要な協議を

行うための火山防災協議会を組織する。なお、県内の市町村が、火山災害

警戒地域に含まれない火山防災協議会に任意に参加する場合は県も任意に

火山防災協議会に参加することができる。 

ｅ 火山災害警戒地域（平成 28年２月 22日指定） 

火山名 県名 市町村名 

浅間山 
長野県、群馬

県 

小諸市、佐久市、軽井沢町、

御代田町、長野原町、嬬恋村 

焼岳 
長野県、岐阜

県 

松本市、高山市 

乗鞍岳 
長野県、岐阜

県 

松本市、高山市 

御嶽山 長野県、岐阜 上松町、木曽町、王滝村、高

ｇ 所有者不明土地を活用した防災空地、備蓄倉庫等の整備、災害発生のお

それのある所有者不明土地の管理不全状態の解消等、所有者不明土地の利

用の円滑化等に関する特別措置法に基づく措置を活用した防災対策を推進

する市町村に対し、必要な助言や支援を行うよう努めるものとする。 

(ｵ) 災害応急対策等への備え 

ｌ 火山災害の想定に当たっては、古文書等の資料の分析、火山噴出物の調

査、火山地形等の調査などの科学的知見に基づく調査を通じて、過去の災

害履歴等をより正確に調査する。なお、火山活動の現状や推移に関する総

合的な評価を行う火山調査研究推進本部と連携するものとする。 

(ｶ) 火山災害警戒地域の指定 

ａ 活動火山対策特別措置法に基づき、内閣総理大臣が火山の爆発による人

的災害を防止するために警戒避難体制を特に整備すべき地域を、火山災害

警戒地域として指定した場合、その警戒地域が長野県内にあった時は、想

定される火山現象の状況に応じた警戒避難体制の整備に関し、必要な協議

を行うための火山防災協議会を組織する。なお、県内に火山災害警戒地域

を含まない火山防災協議会にも、当該都道府県及び市町村に必要と認めら

れた時は、任意に当該協議会に参加することができる。 

ｅ 火山災害警戒地域（平成 28年２月 22日指定） 

火山名 県名 市町村名 

浅間山 
長野県、群馬

県 

小諸市、佐久市、軽井沢町、

御代田町、長野原町、嬬恋村 

焼岳 
長野県、岐阜

県 

松本市、高山市 

乗鞍岳 
長野県、岐阜

県 

松本市、高山市 

御嶽山 長野県、岐阜 上松町、木曽町、王滝村、高
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県 山市、下呂市 

草津白根山 
長野県、群馬

県 

高山村、中之条町、長野原

町、嬬恋村、草津町 

新潟焼山 
長野県、新潟

県 

小谷村、糸魚川市、妙高市 

弥陀ヶ原 富山県※ 富山市、上市町、立山町※ 

※弥陀ヶ原の火山防災協議会に長野県及び大町市は任意で参加している。 

 

 

県 山市、下呂市 

草津白根山※

1 

長野県、群馬

県 

高山村、中之条町、長野原

町、嬬恋村、草津町 

新潟焼山 
長野県、新潟

県 

小谷村、糸魚川市、妙高市 

弥陀ヶ原※2 富山県 富山市、上市町、立山町 

※1草津白根山の防災会議協議会に山ノ内町は任意で参加している。 

※2弥陀ヶ原の火山防災協議会に長野県及び大町市は任意で参加している。 
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現 行 修 正 案 

 

第３節 情報の収集・連絡体制計画 

 

第３ 計画の内容 

⑵ 実施計画 

ア 【市及び広域消防局が実施する計画】（全庁、広域消防局） 

（ｷ）  噴火警報（噴火警戒レベルを含む。以下同じ。）、火山の状況に関する解説情

報（臨時）、噴火速報等の火山防災情報を住民、登山者等に伝達する体制を整備

する。 

イ 【県が実施する計画】 

（ｼ） 噴火警報（噴火警戒レベルを含む。以下同じ。）、臨時の発表であることを明

記した火山の状況に関する解説情報（以下、「火山の状況に関する解説情報（臨

時）」という。）、噴火速報等の火山防災情報を住民、登山者等に伝達する体制の

整備に努める。 

ウ 【気象庁が実施する計画】 

（ｲ） 火山活動の変化を観測した場合、火山の状況に関する解説情報（臨時）を

迅速に発表し、火山活動の変化の事実に加え、火山機動観測による緊急観測

の実施などの対応状況を明確に公表し、県等に伝達するものとする。また、

火山活動が変化していることを理解できるよう分りやすい説明を加えて発信

するものとする。 

 

 

 

 

第３節 情報の収集・連絡体制計画 

 

第３ 計画の内容 

⑵ 実施計画 

ア 【市及び広域消防局が実施する計画】（全庁、広域消防局） 

（ｷ）  噴火警報・予報（噴火警戒レベルを含む。以下同じ。）、火山の状況に関す

る解説情報（臨時）、噴火速報等の火山防災情報を住民、登山者等に伝達する

体制を整備する。 

イ 【県が実施する計画】 

（ｼ） 噴火警報・予報、火山の状況に関する解説情報（臨時）噴火速報等の火山

防災情報を住民、登山者等に伝達する体制の整備に努める。 

 

 

ウ 【気象庁が実施する計画】 

（ｲ） 火山活動の変化を観測し、今後の活動の推移によっては噴火警戒レベルを

引き上げる可能性があると判断した場合又は判断に迷う場合には、火山の状

況に関する解説情報（臨時）を迅速に発表し、火山活動の変化の事実に加

え、火山機動観測による緊急観測の実施などの対応状況を明確に公表し、県

等に伝達するものとする。また、火山活動が変化していることを理解できる

よう分りやすい説明を加えて発信するものとする。 
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第２章 第４節 活動体制計画 

現 行 修 正 案 

 

第４節 活動体制計画 

 

第３ 計画の内容 

２ 組織の整備 

⑵ 実施計画 

ア 【市が実施する計画】（危機管理部） 

（ｲ） 火山防災協議会 

「活動火山対策特別措置法」第４条第２項に規定されている、国、市町 

村、防災機関、火山専門家、その他観光関係の団体等と連携し、噴火時の

避難体制等の検討を共同で行うための協議会（以下「火山防災協議会」と

いう）を設置し、火山防災体制の整備を行う。また、必要に応じて、検討

事項に応じた部会（コアグループ等）を設置するなど、円滑な検討に資す

る体制整備を行う。 

イ 【県が実施する計画】（危機管理部） 

（ｴ） 火山防災協議会 

「活動火山対策特別措置法」第４条第２項に規定されている、国、市町

村、防災機関、火山専門家、その他観光関係の団体等と連携し、噴火時の

避難体制等の検討を共同で行うための協議会（以下「火山防災協議会」と

いう）を設置し、火山防災体制の整備を行う。また、必要に応じて、検討

事項に応じた部会（コアグループ等）を設置するなど、円滑な検討に資す

る体制整備を行う。 

ウ 【関係機関が実施する計画】 

（ｲ） 火山防災協議会 

「活動火山対策特別措置法」第４条第２項に規定されている、国、市町 

村、防災機関、火山専門家、その他観光関係の団体等と連携し、噴火時の

避難体制等の検討を共同で行うための協議会（以下「火山防災協議会」と

いう）を設置し、火山防災体制の整備を行う。また、必要に応じて、検討

事項に応じた部会（コアグループ等）を設置するなど、円滑な検討に資す

る体制整備を行う。 

 

（参考）焼岳火山防災協議会および乗鞍岳火山防災協議会の情報伝達系統図（※長野県側） 

 

 

第４節 活動体制計画  

 

第３ 計画の内容 

２ 組織の整備 

⑵ 実施計画 

ア 【市が実施する計画】（危機管理部） 

（ｲ） 火山防災協議会 

国、市町村、防災機関、火山専門家、その他観光関係の団体等と連携

し、火山防災協議会を設置し、火山防災体制の整備を行う。また、必要に

応じて、検討事項に応じた部会（コアグループ等）を設置するなど、円滑

な検討に資する体制整備を行う。 

 

 

イ 【県が実施する計画】（危機管理部） 

（ｴ） 火山防災協議会 

国、市町村、防災機関、火山専門家、その他観光関係の団体等と連携

し、火山防災協議会を設置し、火山防災体制の整備を行う。また、必要に応

じて、検討事項に応じた部会（コアグループ等）を設置するなど、円滑な検

討に資する体制整備を行う。 

 

 

ウ 【関係機関が実施する計画】 

（ｲ） 火山防災協議会 

国、市町村、防災機関、火山専門家、その他観光関係の団体等と連携 

し、火山防災協議会を設置し、火山防災体制の整備を行う。また、必要に

応じて、検討事項に応じた部会（コアグループ等）を設置するなど、円滑

な検討に資する体制整備を行う。 

 

 

 

（参考）焼岳火山防災協議会および乗鞍岳火山防災協議会の情報伝達系統図（※長野県側） 
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第６節 救助・救急・医療計画 

 

第３ 計画の内容 

２ 医療資機材等の備蓄 

⑵ 実施計画 

ウ 【関係機関が実施する計画】 

（ｲ） 長野県医薬品卸協同組合、長野県医科器械同業組合及び日本産業・医療

ガス協会関東地域長野県支部は、次に掲げる事項を行う。 

 

３ 災害拠点病院を中心とした災害医療支援体制の整備 

⑵ 実施計画 

ウ 【関係機関が実施する計画】 

 (ｳ) 災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）が中期的にも活動を展開できる体制の確

立や、災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）等から中長期的な医療を担うチーム

への円滑な引継ぎを図るため、災害医療コーディネーター及び災害時小児周

産期リエゾンの確保に努めるものとする。また、慢性疾患患者の広域搬送に

ついても、関係機関による合同訓練を通じ、円滑な引継ぎや搬送体制の確立

に努める。 

 

 

 

 

第６節 救助・救急・医療計画  

 

第３ 計画の内容 

２ 医療資機材等の備蓄 

⑵ 実施計画 

ウ 【関係機関が実施する計画】 

（ｲ） 長野県医薬品卸協同組合、長野県医療機器販売業協会及び日本産業・医

療ガス協会関東地域長野県支部は、次に掲げる事項を行う。 

 

３ 災害拠点病院を中心とした災害医療支援体制の整備 

⑵ 実施計画 

ウ 【関係機関が実施する計画】 

 (ｳ) 災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）等が中期的にも活動を展開できる体制の

確立や、災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）等から中長期的な医療を担うチー

ムへの円滑な引継ぎを図るため、災害医療コーディネーター及び災害時小児

周産期リエゾンの確保に努めるものとする。また、慢性疾患患者の広域搬送

についても、関係機関による合同訓練を通じ、円滑な引継ぎや搬送体制の確

立に努める。 
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第２章 第１１節 避難の受入活動計画 

現 行 修 正 案 

 

第１１節 避難の受入活動計画 

 

第３ 計画の内容 

１ 避難計画の策定等 

⑴ 現状及び課題 

激甚な災害の発生時には、大規模かつ長期の避難活動が予想され、きめ細かな

避難計画が必要とされる。 

また、特に火山災害予想区域内の要配慮者利用施設については、避難誘導等の

体制を強化する必要がある。 

⑵ 実施計画   

ア 【市が実施する計画】 

（危機管理部、住民自治局、健康福祉部、総合戦略局、文化観光部） 

 (ｶ) 避難確保計画の作成 

地域防災計画に名称及び所在地を定められた不特定かつ多数の者が利用す

る施設又は要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、火山現象の発生及び推

移 に関する情報伝達に関する事項、防災体制に関する事項、避難誘導に関

する事項、避難訓練及び防災教育に関する事項等を定めた避難確保計画の作

成・公表、当該避難確保計画に基づく避難訓練を実施するものとし、作成し

た避難確保計画及び実施した避難訓練の結果について市長に報告する。 

市は、警戒地域内の避難促進施設に係る避難確保計画の作成又は避難訓練

の実施に関し必要な助言又は勧告等を行い、施設所有者又は管理者による取

組みの支援に努めるものとする。 

 

 

ウ 【県が実施する計画】 

(ｱ)  災害発生時、県有施設においては、建物の破損等の発生が予想され、職

員以外に多数の在庁者もあることから、各施設の防火管理者は避難対策等

に関する計画を策定しておく。         （県有施設管理部局） 

県は、土砂災害危険箇所等の要配慮者利用施設に対して、警戒避難体制

の確立など防災体制の整備について指導する。（危機管理部、県民文化部、

健康福祉部、農政部、林務部、建設部、教育委員会） 

３ 指定避難所の確保 

⑵ 実施計画 

 

第１１節 避難の受入活動計画  

 

第３ 計画の内容 

１ 避難計画の策定等 

⑴ 現状及び課題 

激甚な災害の発生時には、大規模かつ長期の避難活動が予想され、きめ細かな

避難計画が必要とされる。 

特に火山災害予想区域内の要配慮者利用施設については、避難誘導等の体制を

強化する必要がある。 

⑵ 実施計画   

ア 【市が実施する計画】 

（危機管理部、住民自治局、健康福祉部、総合戦略局、文化観光部） 

 (ｶ) 避難確保計画の作成 

地域防災計画に名称及び所在地を定められた不特定かつ多数の者が利用す

る施設又は要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、火山現象の発生及び推

移 に関する情報伝達に関する事項、防災体制に関する事項、避難誘導に関

する事項、避難訓練及び防災教育に関する事項等を定めた避難確保計画を作

成または変更し、公表するとともに、当該避難確保計画に基づく避難訓練を

実施するものとし、作成又は変更した避難確保計画及び実施した避難訓練の

結果について市長に報告する。 

市は、必要に応じて火山防災協議会に意見を求めつつ、警戒地域内の避難

促進施設に係る避難確保計画の作成及び変更並びに避難訓練の実施に関し必

要な情報提供、助言等の援助を行い、施設所有者又は管理者による取組みの

支援に努めるものとする。 

ウ 【県が実施する計画】 

（ｱ） 災害発生時、県有施設においては、建物の破損等の発生が予想され、職

員以外に多数の在庁者もあることから、各施設の防火管理者は避難対策等

に関する計画を策定しておく。         （県有施設管理部局） 

県は、土砂災害警戒区域等の要配慮者利用施設に対して、警戒避難体制

の確立など防災体制の整備について指導する。（危機管理部、県民文化部、

健康福祉部、農政部、林務部、建設部、教育委員会） 

３ 指定避難所の確保 

⑵ 実施計画 
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第２章 第１１節 避難の受入活動計画 

現 行 修 正 案 

ア 【市が実施する計画】（危機管理部） 

（ｴ） 福祉避難所として要配慮者を滞在させることが想定される施設にあって

は、要配慮者の円滑な利用を確保するための措置が講じられており、また

、災害が発生した場合において要配慮者が相談等の支援を受けることがで

きる体制が整備され、主として要配慮者を滞在させるために必要な居室が

可能な限り確保されるものを指定するものとする。 

 

 

（ｼ） 指定避難所における貯水槽、井戸、仮設トイレ、マンホールトイレ、マ

ット、非常用電源、防災行政無線等通信機器のほか、空調、洋式トイレ等

避難の実施に必要な施設・設備の整備に努め、要配慮者にも配慮する。ま

た、停電時においても、施設・設備の機能が確保されるよう、再生可能エ

ネルギーの活用を含めた非常用発電設備等の整備に努めるものとする。 

 

（ﾊ） 市及び各避難所の運営者は、避難所の良好な生活環境の継続的な確保の

ために、専門家、ＮＰＯ・ボランティア等との定期的な情報交換に努め 

る。 

 

 

４ 住宅の確保体制の整備 

⑵ 実施計画 

ア 【市が実施する計画】（建設部、財政部、総務部） 

（ｶ） 利用可能な公営住宅等の把握に努め、被災市町村に情報提供する体制を

整備する。 

 

ア 【市が実施する計画】（危機管理部） 

（ｴ） 福祉避難所として要配慮者を滞在させることが想定される施設にあって

は、要配慮者の円滑な利用を確保するための措置が講じられており、ま

た、災害が発生した場合において要配慮者が相談等の支援を受けることが

できる体制が整備され、主として要配慮者を滞在させるために必要な居室

が可能な限り確保されるものを指定するものとする。特に、要配慮者に対

して円滑な情報伝達ができるよう、多様な情報伝達手段の確保に努めるも 

のとする。 

（ｼ） 指定避難所における貯水槽、井戸、仮設トイレ、マンホールトイレ、マ

ット、非常用電源、ガス設備、防災行政無線等通信機器のほか、空調、洋

式トイレ等避難の実施に必要な施設・設備の整備に努め、要配慮者にも配

慮する。また、停電時においても、施設・設備の機能が確保されるよう、

再生可能エネルギーの活用を含めた非常用発電設備等の整備に努めるもの

とする。 

（ﾊ） 市及び各避難所の運営者は、避難所の良好な生活環境の継続的な確保の

ために、専門家、ＮＰＯ・ボランティア等との定期的な情報交換や避難生

活支援に関する知見やノウハウを有する地域の人材の確保・ 育成に努め

る。 

 

４ 住宅の確保体制の整備 

⑵ 実施計画 

ア 【市が実施する計画】（建設部、財政部、総務部） 

             （削除） 
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第２章 第１４節 給水計画 

現 行 修 正 案 

 

第１４節 給水計画 

 

第１ 基本方針 

応急給水活動は、緊急遮断弁や自己水源に稼働により確保された配水池の貯留水等

を、被災市民並びに重要給水施設へ直接又は給水車等の供給方法により実施する。 

   また、被災していない市町村(水道事業者含む。以下同じ)に応援を要請することで飲

料水等の確保を図る。 

     本市では、大規模な火山活動による被害を最小限にくい止めるため、老朽化した水

道施設を計画的に更新、改良等することで災害に対する安全性の確保を進めるととも

に、給水車、給水タンク等の整備を充実させ、飲料水等の供給に備えるものとする。 

 

第２ 主な取組み 

  ３ 給水供給拠点、給水車、車載用給水タンク等の整備を充実させ、飲料水等の供給

体制を確立する。 

 

第３ 計画の内容 

１ 応急給水計画の作成 

⑵ 実施計画 

 ア 【市が実施する計画】（上下水道局） 

  (ｳ) 給水期間 

災害発生の日から７日間以内を目標とする。ただし、水道施設の被害が大

きく応急復旧が終了しない場合は、関係機関と連絡を取りながら状況に応じ

て期間を延長する。 

ウ 【県が実施する計画】 

（ｱ）  施設整備について市町村に対する指導を行う。     （環境部） 

エ 【県企業局が実施する計画】 

(ｱ) １，０００㎥以上の配水池に緊急遮断弁を設置する。 

(ｲ) 病院や避難所等の重要給水施設へ災害の後でも使用可能な「安心の蛇口」

の整備を行うと共に、応急給水線（10口）を配置する。 

(ｳ) ボトルウォーター「川中島の水」を作成・備蓄し災害時に提供を行う。 

 

 

２ 飲料水等の供給計画 

 

第１４節 給水計画  

 

第１ 基本方針 

応急給水活動は、緊急遮断弁や自己水源に稼働により確保された配水池の貯留水等

を、被災市民並びに重要給水施設へ直接又は給水車等の供給方法により実施する。 

   また、被災していない市町村(水道事業者を含む。以下同じ)に応援を要請することで

飲料水等の確保を図る。 

     本市では、大規模な火山活動による被害を最小限にくい止めるため、老朽化した水

道施設を計画的に更新、改良等することで災害に対する安全性の確保を進めるととも

に、給水車、給水タンク等の整備を充実させ、飲料水等の供給に備えるものとする。 

 

第２ 主な取組み 

  ３ 給水供給拠点、給水車、給水タンク等の整備を充実させ、飲料水等の供給体制を

確立する。 

 

第３ 計画の内容 

１ 応急給水計画の作成 

⑵ 実施計画 

 ア 【市が実施する計画】（上下水道局） 

  (ｳ) 給水期間 

災害発生の日から１５日間以内を目標とする。ただし、水道施設の被害が

大きく応急復旧が終了しない場合は、関係機関と連絡を取りながら状況に応

じて期間を延長する。 

ウ 【県が実施する計画】 

（ｱ）  施設整備について市町村に対する助言を行う。        （環境部） 

エ 【県企業局が実施する計画】 

(ｱ) １，０００㎥以上の配水池に緊急遮断弁を設置する。 

(ｲ) 病院や避難所等の重要給水施設（２０か所）へ災害の後でも使用可能な「

安心の蛇口」の整備を行うと共に、組立式応急給水栓を配置する。 

(ｳ) ボトルウォーター「川中島の水」・「千曲川の水」を制作・備蓄し災害時に

提供を行う。 

 

２ 飲料水等の供給計画 
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現 行 修 正 案 

⑴ 現状及び課題 

応急給水用資機材は下表のとおり整備されており、緊急時はこれらの資機材に

より供給を行う。しかし、大規模災害等により被災が広範囲にわたった場合に

は、相互応援が困難になるとともに、資機材の不足も予想されることから、応急

給水機材の整備を充実する必要がある。 

種  別 能  力 数 量 所 有 者 電   話 

給水車 

２，０００Ｌ １台 

松本市 

上下水道局 
４８－６８３０ ３，０００Ｌ １台 

４，０００Ｌ １台 

給水用 

トレーラー 
１，０００Ｌ ８台 

陸上自衛隊

松本駐屯地 
２６－２７６６ 

車載用 

給水タンク 

２，０００Ｌ  ２基 
松本市 

上下水道局 
４８－６８３０ １，０００Ｌ １基 

５００Ｌ １０基 

緊急給水用

発電機 
４．５ＫＶＡ １７台 

松本市 

上下水道局 
４８－６８３０ 

ポリタンク 
１８Ｌ 

２０Ｌ 

７０個 

１００個 

松本市 

上下水道局 
４８－６８３０ 

飲料水 

給水ポリ袋 

１０Ｌ 

６Ｌ 

17,000袋 

33,000袋 

松本市 

上下水道局 
４８－６８３０ 

水槽 ２０Ｌ 200個 
陸上自衛隊

松本駐屯地 
２６－２７６６ 

浄水装置 ２，０００Ｌ／時 ２基 
松本保健福

祉事務所 
４７－７８００ 

⑵ 実施計画 

ア 【市が実施する計画】（上下水道局） 

(ｱ)  飲料水の確保を図るとともに、効率の良い給水車の運航計画を確立する。 

(ｲ)  被災範囲、被災状況から給水拠点の選定を行うものとする。 

 

⑴ 現状及び課題 

応急給水用資機材は下表のとおり整備されており、緊急時はこれらの資機材に

より飲料水の供給を行う。しかし、大規模災害等により被災が広範囲にわたった

場合には、相互応援が困難になるとともに、資機材の不足も予想されることか

ら、応急給水用資機材の整備を充実する必要がある。 

種  別 能  力 数 量 所 有 者 電   話 

給水車 

２，０００Ｌ １台 

松本市 

上下水道局 
４８－６８３０ ３，０００Ｌ １台 

４，０００Ｌ １台 

給水用 

トレーラー 
１，０００Ｌ ８台 

陸上自衛隊

松本駐屯地 
２６－２７６６ 

車載用 

給水タンク 

２，０００Ｌ  ２基 
松本市 

上下水道局 
４８－６８３０ １，０００Ｌ １基 

５００Ｌ １０基 

緊急給水用

発電機 
４．５ＫＶＡ １７台 

松本市 

上下水道局 
４８－６８３０ 

ポリタンク 
１８Ｌ 

２０Ｌ 

３０個 

１３０個 

松本市 

上下水道局 
４８－６８３０ 

飲料水 

給水ポリ袋 
６Ｌ 5,900袋 

松本市 

上下水道局 
４８－６８３０ 

水槽 ２０Ｌ 200個 
陸上自衛隊

松本駐屯地 
２６－２７６６ 

浄水装置 ２，０００Ｌ／時 ２基 
松本保健福

祉事務所 
４７－７８００ 

⑵ 実施計画 

ア 【市が実施する計画】（上下水道局） 

(ｱ)  飲料水等の確保を図るとともに、効率の良い給水車の運航計画を確立す

る。 

(ｲ)  被災範囲、被災状況から給水拠点の選定を行う。 
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第２章 第１４節 給水計画 

現 行 修 正 案 

  イ 【県が実施する計画】 

（ｲ）  市町村に対し、給水体制等に関する指導及び助言を行う。 （環境部） 

 

３ 応急給水活動マニュアルに基づく想定訓練の実施 

⑵ 実施計画 

ア 【市が実施する計画】（上下水道局） 

(ｱ) 応急給水活動マニュアルの関係機関との調整 

次の事項を基本に円滑な対応を図るため関係機関と調整を行う。 

ａ 指揮命令系統の確立 

・ 職員の招集方法 

・ 情報伝達の確保 

・ 班編成の強化 

ｂ 水道施設（水源）被害の調査方法 

ｃ 給水対象の把握方法 

ｄ 給水拠点及び日時の決定方法 

ｅ 直接給水及び搬送給水の方法 

ｆ 応急給水活動の周知方法 

 

４ 応急給水受援体制の整備 

⑴ 現状及び課題 

長野県水道協議会、日本水道協会中部地方支部、松本市水道事業協同組合及び姉

妹都市間での応援協定は定められている。今後、姉妹都市の受援体制整備の充実を

図る必要がある。 

  イ 【県が実施する計画】 

（ｲ）  市に対し、給水体制等に関する指導及び助言を行う。 （環境部） 

３ 応急給水活動マニュアルに基づく想定訓練の実施 

⑵ 実施計画 

ア 【市が実施する計画】（上下水道局） 

(ｱ) 応急給水活動マニュアルの関係機関との調整 

次の事項を基本に円滑な対応を図るため関係機関と調整を行う。 

ａ 指揮命令系統の確立 

(a) 職員の招集方法 

(b) 情報伝達の確保 

(c) 班編成の強化 

ｂ 水道施設（水源）被害の調査方法 

ｃ 給水対象の把握方法 

ｄ 給水拠点及び日時の決定方法 

ｅ 直接給水及び搬送給水の方法 

ｆ 応急給水活動の周知方法 

 

４ 応急給水受援体制の整備 

⑴ 現状及び課題 

長野県水道協議会、日本水道協会中部地方支部、松本市水道事業協同組合及び

姉妹都市間での応援協定が定められている。速やかに受援できるよう関係機関及

び団体等との連携体制を整備する必要がある。 
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第２章 第１９節 上水道施設災害予防計画 

現 行 修 正 案 

 

第１９節 上水道施設災害予防計画 

 

第１ 基本方針 

水道施設・設備の安全性の確保は、老朽化した施設の更新、改良等の他、非常用施

設・設備を常に正常に稼動できる状態に維持し、かつ被害を受けにくいものにするこ

とが必要である。これらについては、施設・設備の更新時に十分考慮することとし、

通常のメンテナンス体制の充実を図る。 

 

第３ 計画の内容 

１ 水道施設・設備の安全性の確保 

⑴ 現状及び課題 

老朽化した施設の更新等を計画的に進めているが、実施に多大な費用が必要とな

るため、安全性の確保が十分に行えていないのが現状である。 

 また、ライフラインの確保として、緊急時連絡管等の整備が必要である。応援体

制については、長野県市町村災害時相互応援協定により他市町村へ応援することが

可能であり、また長野県水道協議会水道施設災害相互応援要綱により、日本水道協

会を通じて全国的に応援を依頼することが可能である。 

⑵ 実施計画 

イ 【県が実施する計画】 

(ｲ)  県企業局が実施する計画 

ａ 基幹管路及び重要給水施設へ至る管路の耐震化を促進する。 

ｂ 浄水場等の基幹施設の耐震化を促進する。 

ｃ 隣接事業体と緊急連絡管の設置について検討を行う。 

ｄ 無線設備の整備を行い、非常時における通信の確保を図る。 

ｅ 非常時において重要な役割を果たす施設・設備については、定期的な点

検を実施し、非常時における作動確保を図る。 

ｆ 「大規模地震時の初動マニュアル」へ職員の任務、配備、参集について

定め、災害時の迅速な対応を図る。 

ｇ 復旧資材の備蓄を行う。 

ｈ 避難所、病院等の災害時の拠点となる施設の情報を反映した配管図等の

整備を行う。 

 

 

第１９節 上水道施設災害予防計画  

 

第１ 基本方針 

水道施設・設備の安全性の確保は、老朽化した施設・設備の更新、改良等の他、非

常用施設・設備を常に正常に稼動できる状態に維持し、かつ被害を受けにくいものに

することが必要である。これらについては、施設・設備の更新時に十分考慮すること

とし、通常のメンテナンス体制の充実を図る。 

 

第３ 計画の内容 

１ 水道施設・設備の安全性の確保 

⑴ 現状及び課題 

老朽化した施設の更新等を計画的に進めているが、実施に多大な費用が必要とな

るため、安全性の確保が十分に行えていないのが現状である。 

 また、ライフラインの確保として、緊急時連絡管等の整備が必要である。応援体

制については、長野県市町村災害時相互応援協定により他市町村へ応援を要請する

ことが可能であり、また長野県水道協議会水道施設災害相互応援要綱により、日本

水道協会を通じて全国的に応援を依頼することも可能である。 

⑵ 実施計画 

イ 【県が実施する計画】 

 (ｲ)  県企業局が実施する計画 

ａ 基幹管路及び重要給水施設へ至る管路の耐震化を促進する。 

ｂ 浄水場等の基幹施設の耐震化を促進する。 

ｃ 隣接事業体と緊急連絡管の設置について検討を行う。 

ｄ 無線設備の維持管理を行い、非常時における通信の確保を図る。 

ｅ 非常時において重要な役割を果たす施設・設備については、定期的な点

検を実施し、非常時における作動確保を図る。 

ｆ 「大規模地震時の初動マニュアル」へ職員の任務、配備、参集について

定め、災害時の迅速な対応を図る。 

ｇ 復旧資材の備蓄を行う。 

ｈ 避難所、病院等の災害時の拠点となる施設の情報を反映した配管図等の

整備を行う。 

ｉ  予備電源の確保を図る。 
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第２章 第２４節 土砂災害等の災害予防計画 

現 行 修 正 案 

 

第２４節 土砂災害等の災害予防計画 

 

第２ 主な取組み 

１ 土砂災害等の危険箇所を的確に把握し、防災上の観点からそれら箇所の土地に法律

に基づき指定を行い、周知徹底を図るとともに、開発行為の制限や有害行為の防止、

防災工事の推進に加え、適切な警戒避難体制の整備を行う。 
２ 土砂災害のおそれのある区域を土砂災害警戒区域、著しい危害が生じるおそれのあ

る区域を土砂災害特別警戒区域として指定をする。 

３ 要配慮者利用施設が所在する土砂災害警戒区域及び土砂災害危険箇所等について

防災対策を推進する。 

 

第３ 計画の内容 

３ 要配慮者利用施設が所在する土砂災害警戒区域等及び土砂災害危険箇所対策 

⑵ 実施計画 

イ 【県が実施する計画】 

（ｱ）  要配慮者利用施設が所在している土砂災害警戒区域及び土砂災害危険箇

所等のうち、要配慮者利用施設が所在している重要施設が立地している箇

所については、計画的な事業の推進を図る。        （建設部） 

（ｲ）  警戒避難体制の整備に資するため、緊急点検調査結果を当該施設及び市町

村へ通知し、要配慮者利用施設を含む土砂災害危険区域図の作成・公表を推

進する。（危機管理部、県民文化部、健康福祉部、農政部、林務部、建設 

部、教育委員会） 

（ｴ）  梅雨時期や台風時期前に、要配慮者利用施設管理者とともに、周辺の危険

箇所のパトロールを行い、周辺の状況を把握することに努める。                                                      

（建設部） 

４ 土砂災害警戒区域の対策 

⑴ 現状と課題 

  平成２７年４月１日現在で１，１７２か所区域が土砂災害警戒区域に指定されて

いる。また、土砂災害警戒区域のうち、土砂災害特別警戒区域は１，０４４か所あ

り、区域内に住宅もある。 

このため、開発行為等に対する規制及び適切な指導、あるいは市民への情報の

提供のあり方等に留意する必要がある。 

⑵ 実施計画 

 

第２４節 土砂災害等の災害予防計画  

 

第２ 主な取組み 

１ 土砂災害警戒区域を的確に把握し、防災上の観点からそれら箇所の土地に法律に基

づき指定を行い、周知徹底を図るとともに、開発行為の制限や有害行為の防止、防災

工事の推進に加え、適切な警戒避難体制の整備を行う。 
２ 住民等の生命又は身体に危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域を土

砂災害警戒区域、建築物に損壊が生じ住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるお

それがあると認められる土地の区域を土砂災害特別警戒区域として指定をする。 

３ 要配慮者利用施設が所在する土砂災害警戒区域等について防災対策を推進する。 

 

第３ 計画の内容 

３ 要配慮者利用施設が所在する土砂災害警戒区域等対策 

⑵ 実施計画 

イ 【県が実施する計画】 

（ｱ）  要配慮者利用施設が所在している土砂災害警戒区域等のうち、要配慮者利

用施設が所在している重要施設が立地している箇所については、計画的な事

業の推進を図る。                                  （建設部） 

（ｲ）  警戒避難体制の整備を図るため、土砂災害防止法に基づく基礎調査を実施

し、当該要配慮者利用施設及び市町村へ調査結果を通知する。（危機管理 

部、県民文化部、健康福祉部、農政部、林務部、建設部、教育委員会） 

（ｴ）  梅雨時期や台風時期前に、要配慮者利用施設管理者とともに、周辺の土砂

災害警戒区域等のパトロールを行い、周辺の状況を把握することに努める。                                            

（建設部） 

 

４ 土砂災害警戒区域等の対策 

⑴ 現状と課題 

令和６年４月１日現在で１，３３９か所区域が土砂災害警戒区域に指定されてい

る。また、土砂災害警戒区域のうち、土砂災害特別警戒区域は１，１１８か所あり

、区域内に住宅もある。 

このため、開発行為等に対する規制及び適切な指導、あるいは市民への情報の

提供のあり方等に留意する必要がある。 

⑵ 実施計画 
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第２章 第２４節 土砂災害等の災害予防計画 

現 行 修 正 案 

ウ 【市民等が実施する計画】 

（ｱ） 住民は、平時より土砂災害の前兆現象に注意を払い、前兆現象を確認し

た時は、遅滞なく市、警察官等へ連絡する。また、土砂災害警戒区域等及

び土砂災害危険箇所、避難施設その他の避難場所及び避難路その他の避難

経路について把握しておくなど、日ごろから土砂災害関連情報を収集す 

る。  

ウ 【市民等が実施する計画】 

（ｱ） 住民は、平時より土砂災害の前兆現象に注意を払い、前兆現象を確認し

た時は、遅滞なく市、警察官等へ連絡する。また、土砂災害警戒区域等、

避難施設その他の避難場所及び避難路その他の避難経路について把握して

おくなど、日ごろから土砂災害関連情報を収集する。 
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第２章 第２６節 建築物災害予防計画 

現 行 修 正 案 

 

第２６節 建築物災害予防計画 

 

第３ 計画の内容 

２ 文化財 

⑵ 実施計画 

イ 【県が実施する計画】（教育委員会） 

教育委員会は、各種文化財の防災を中心とした保護対策を推進するため、次

の事項を実施し、防災思想の普及、防災力の強化等の徹底を図る。 

(ｱ)  市教育委員会を通じ、所有者又は管理者に対して、文化財の管理保護につ

いての指導と助言を行う。 

(ｲ)  防災施設の設置促進とそれに対する助成を行う。 

(ｳ)  被災した文化財に対する応急措置に関する連携体制を整えるとともに、必

要な備品の配備を行う。 

 

 

 

 

第２６節 建築物災害予防計画  

 

第３ 計画の内容 

２ 文化財 

⑵ 実施計画 

イ 【県が実施する計画】（県民文化部） 

県は、各種文化財の防災を中心とした保護対策を推進するため、次の事項を

実施し、防災思想の普及、防災力の強化等の徹底を図る。 

(ｱ)  市教育委員会を通じ、所有者又は管理者に対して、文化財の管理保護につ

いての指導と助言を行う。 

(ｲ)  防災施設の設置促進とそれに対する助成を行う。 

(ｳ)  被災した文化財に対する応急措置に関する連携体制を整えるとともに、

必要な備品の配備を行う。 
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第２章 第２７節 道路及び橋梁災害予防計画 

現 行 修 正 案 

 

第２７節 道路及び橋梁災害予防計画 

 

第３ 計画の内容 

⑵ 実施計画 

イ 【県が実施する計画】 

（ｵ） 一次緊急輸送路、二次緊急輸送路を定めて、緊急度の高い箇所から順次整備

し、災害に強い道路交通網整備を推進する（資料編参照）。特に、災害時も含め

た安定的な輸送を確保するため、道路法に基づき指定された「重要物流道路」

の機能強化を推進する。        （建設部） 

 

 

 

 

 

 

 

第２７節 道路及び橋梁災害予防計画  

 

第３ 計画の内容 

⑵ 実施計画 

イ 【県が実施する計画】 

（ｵ） 一次緊急輸送道路、二次緊急輸送道路を定めて、緊急度の高い箇所から順次

整備し、災害に強い道路交通網整備を推進する（資料編参照）。特に、災害時も

含めた安定的な輸送を確保するため、道路法に基づき指定された「重要物流道

路」の機能強化を推進する。        （建設部） 
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第２章 第２９節 ため池災害予防計画 

現 行 修 正 案 

 

第２９節 ため池災害予防計画 

 

第１ 基本方針 

市内には東山部地域を中心にして１０４か所の農業用ため池が所在している。これ

らのため池の多くは築造後かなりの年月を経過しており、堤体、余水吐、取水施設等

の損朽が進んでいる。 

また、すべてのため池が土堰堤のため、災害による決壊等の危険度が高く、被害が

下流域の人家、公共施設等に及ぶことが予想される。 

そこで、耐震性が確保されていない施設については、地震防災緊急事業五箇年計画

等に基づき耐震化工事を実施し、被害の発生を未然に防止する。 

 

 

 

 

第２９節 ため池災害予防計画  

 

第１ 基本方針 

市内には東山部地域を中心にして１０３か所の農業用ため池が所在している。これ

らのため池の多くは築造後かなりの年月を経過しており、堤体、余水吐、取水施設等

の損朽が進んでいる。 

また、すべてのため池が土堰堤のため、災害による決壊等の危険度が高く、被害が

下流域の人家、公共施設等に及ぶことが予想される。 

そこで、耐震性が確保されていない施設については、地震防災緊急事業五箇年計画

等に基づき耐震化工事を実施し、被害の発生を未然に防止する。 
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第２章 第３０節 農林水産物災害予防計画 

現 行 修 正 案 

 

第３０節 農林水産物災害予防計画 

 

第３ 計画の内容 

２ 林産物災害予防計画 

⑵ 実施計画 

イ 【県が実施する計画】（林務部） 

（ｲ）  健全な森林を育成するため、適正かつ計画的な間伐等を実施する。 

 

 

 

 

 

第３０節 農林水産物災害予防計画  

 

第３ 計画の内容 

２ 林産物災害予防計画 

⑵ 実施計画 

イ 【県が実施する計画】（林務部） 

（ｲ）  健全な森林を育成するため、適正かつ計画的な間伐等を実施するととも 

に、適正な方法による主伐・再造林を推進する。 
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第２章 第３１節 二次災害の予防計画 

現 行 修 正 案 

 

第３１節 二次災害の予防計画 

 

第２ 主な取組み 

４ 土砂災害危険箇所の把握、緊急点検体制の整備に努める。 

 

第３ 計画の内容 

４ 山腹・斜面及び渓流並びに施設に係わる二次災害予防対策 

⑴ 現状及び課題 

災害時において、火山活動やその後の降雨による山腹・斜面の崩壊、地すべり及

び渓流における土石流の発生などの危険性があり、二次災害予防のためそれら災害

が発生する危険がある箇所（土砂災害危険箇所）を予め把握しておくとともに緊急

に点検実施できるよう体制を整備しておく必要がある。 

⑵ 実施計画 

イ 【県が実施する計画】（建設部） 

（ｱ）  土砂災害危険箇所の把握 

（ｲ）  緊急点検マニュアルの作成及び点検体制の整備 

 

 

 

 

 

第３１節 二次災害の予防計画  

 

第２ 主な取組み 

４ 土砂災害警戒区域等の把握、緊急点検体制の整備に努める。 

 

第３ 計画の内容 

４ 山腹・斜面及び渓流並びに施設に係わる二次災害予防対策 

⑴ 現状及び課題 

災害時において、火山活動やその後の降雨による山腹・斜面の崩壊、地すべり及

び渓流における土石流の発生などの危険性があり、二次災害予防のためそれら災害

が発生するおそれのある箇所（土砂災害警戒区域等）を予め把握しておくとともに

緊急に点検実施できるよう体制を整備しておく必要がある。 

⑵ 実施計画 

イ 【県が実施する計画】（建設部） 

（ｱ）  土砂災害警戒区域等の把握 

（ｲ）  緊急点検マニュアルの作成及び点検体制の整備 
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第３２節 防災知識普及計画 

 

第１ 基本方針 

「自らの命は自らが守る」が防災の基本であり、市、県及び防災関係機関による対

策が、有効に機能するためには、住民が常日頃から災害に対する備えを心がけるとと

もに、災害発生時には、自らの安全を守るような行動をとることができることが重要

である。 

また、広域かつ莫大な被害が予想される災害に対処するためには、住民、企業及び

自主防災組織等の連携による総合的な防災力の向上が不可欠である。 

しかし、実際に災害が発生する頻度はそれほど高くないため、災害時における行動

を経験から学ぶことは困難である。 

このため、市、県及び指定行政機関等は、体系的な教育により住民の防災意識の高

揚を図るとともに、防災意識の普及、徹底を図り、自主防災意識を持った災害に強い

市民の育成等地域の総合的な防災力の向上に努める。 

 

 

   

 

 

 

 

第３２節 防災知識普及計画  

 

第１ 基本方針 

「自らの命は自らが守る」が防災の基本であり、市、県及び防災関係機関による対

策が、有効に機能するためには、食料・飲料水の備蓄や火山防災マップ等から火山の

特性を知るなど、住民が常日頃から災害に対する備えを心がけるとともに、災害発生

時には、自らの安全を守るような行動をとることができることが重要である。 

また、広域かつ莫大な被害が予想される災害に対処するためには、住民、企業及び

自主防災組織等の連携による総合的な防災力の向上が不可欠である。 

しかし、実際に火山災害が発生する頻度はそれほど高くないため、災害時における

行動を経験から学ぶことは困難である。 

このため、市、県及び指定行政機関等は、「信州火山防災の日」及び防災関連行事 

等を通じ、災害文化の伝承や、体系的な教育により住民の防災意識の高揚を図るとと

もに、防災意識の普及、徹底を図り、自主防災意識を持った災害に強い市民の育成等

地域の総合的な防災力の向上に努める。 
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第１節 火山直前活動 

 

第３ 計画の内容 

３ 警戒区域の設定、避難指示等 

⑵ 実施計画 

ア 【市及び広域消防局が実施する対策】（危機管理部、広域消防局、文化観光 

部、総合戦略局、健康福祉部、教育委員会） 

（ｳ）  災害が発生するおそれのある場合には、避難指示等の発令を行い、適切な

避難誘導を実施する。 

住民に対する警戒区域の設定、避難指示等の伝達に当たっては、災害情報

共有システム（Ｌアラート）の活用や関係事業者の協力を得つつ、市防災行

政無線、広報車等あらゆる広報手段を通じて、対象地域の住民に対する迅速

かつ的確な伝達に努める。 

 

 

別紙３ 火山防災協議会が定める連絡系統図 

⑴ 焼岳火山防災協議会の連絡系統図 

 

 

第１節 火山直前活動  

 

第３ 計画の内容 

３ 警戒区域の設定、避難指示等 

⑵ 実施計画 

ア 【市及び広域消防局が実施する対策】（危機管理部、広域消防局、文化観光 

部、総合戦略局、健康福祉部、教育委員会） 

（ｳ）  災害が発生するおそれのある場合には、避難指示等の発令を行い、適切な

避難誘導を実施する。 

住民に対する警戒区域の設定、避難指示等の伝達に当たっては、関係事業

者の協力を得つつ、市町村防災行政無線、Ｌアラート（災害情報共有システ

ム）、広報車、携帯端末の緊急速報メール機能、ソーシャルメディア、ワンセ

グ放送等あらゆる広報手段を通じて、対象地域の住民に対する迅速かつ的確

な伝達に努める。 

 

別紙３ 火山防災協議会が定める連絡系統図 

⑴ 焼岳火山防災協議会の連絡系統図 
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別紙４－１ 噴火警戒レベル発表時の防災駆動（概要版）  （表削除） 
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第２節 災害情報の収集・連絡活動 

 

第２ 活動の内容 

２ 被害状況等の調査と調査責任機関 

被害状況の調査は、次表に掲げる機関が関係の機関及び団体の協力を得て実施す 

る。調査にあたっては、関係機関は相互に連絡を密にし、正確な情報の把握に努め 

る。 

市は、被害が甚大である等、市において被害調査が実施できないときは、別表の協

力機関に定める県現地機関等に応援を求めるものとし、県現地機関等は速やかに必要

な応援を行う。 

    松本地域振興局長は、被災地における被害の状況から情報の収集・連絡体制の強化

が必要と認められる場合は、県危機管理防災課（応援・受援本部）に情報連絡員（県

本部リエゾン）等の応援派遣を求める。この場合、県危機管理防災課（応援・受援本

部）は必要な職員により情報収集チームを構成し、速やかに派遣する。 

職員を派遣する際は、新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策のため、応援職

員の派遣に当たっては、派遣職員の健康管理やマスク着用等を徹底するものとする。 

また、会議室のレイアウトの工夫やテレビ会議の活用など、応援職員等の執務スペ

ースの適切な空間の確保に配慮するものとする。 

また、市は、自らの対応力のみでは十分な災害対策を講じることができないような

災害が発生したときは、被害の詳細が把握できない状況にあっても、迅速に当該情報

の報告に努める。 

市は、特に行方不明者の数については捜索・救助体制の検討に必要な情報であるた

め、住民登録の有無にかかわらず、市の区域内で行方不明となった者について、県警

察本部の協力に基づき正確な情報の収集に努めるものとする。また、要救助者の迅速

な把握のため、安否不明者についても、関係機関の協力を得て、積極的に情報収集を

行うものとする。 

 

６ 通信手段の確保 

⑷ ［電気通信事業者が実施する事項］ 

 災害時における県、市町村及び防災関係機関の重要通信確保を優先的に行う

ものとする。 

     （新設） 

 

 

第２節 災害情報の収集・連絡活動  

 

第２ 活動の内容 

２ 被害状況等の調査と調査責任機関 

⑴ 被害状況の調査は、次表に掲げる機関が関係の機関及び団体の協力を得て実施す

る。調査にあたっては、関係機関は相互に連絡を密にし、正確な情報の把握に努め

る。 

⑵ 市は、被害が甚大である等、市において被害調査が実施できないときは、別表の

協力機関に定める県現地機関等に応援を求めるものとし、県現地機関等は速やかに

必要な応援を行う。 

⑶ 松本地域振興局長は、被災地における被害の状況から情報の収集・連絡体制の強

化が必要と認められる場合は、県危機管理防災課（応援・受援本部）に情報連絡員

（県本部リエゾン）等の応援派遣を求める。この場合、県危機管理防災課（応援・

受援本部）は必要な職員により情報収集チームを構成し、速やかに派遣する。 

なお、派遣先において、新型コロナウイルス感染症を含む感染症の発生及びまん

延が懸念される場合は、感染対策を適切に行うものとする。 

⑷ 市は、自らの対応力のみでは十分な災害対策を講じることができないような災害

が発生したときは、被害の詳細が把握できない状況にあっても、迅速に当該情報の

報告に努める。 

⑸ 市は、特に行方不明者の数については捜索・救助体制の検討に必要な情報である

ため、住民登録の有無にかかわらず、市の区域内で行方不明となった者について、

県警察本部の協力に基づき正確な情報の収集に努めるものとする。また、要救助者

の迅速な把握のため、安否不明者についても、関係機関の協力を得て、積極的に情

報収集を行うものとする。 

 

 

 

６ 通信手段の確保 

⑷ ［電気通信事業者が実施する事項］ 

ア 災害時における県、市町村及び防災関係機関の重要通信確保を優先的に行う

ものとする。 

イ 速やかに通信障害の状況やその原因、通信施設の被害、復旧の状況や見通 

し、代替的に利用可能な通信手段等について、関係機関及び住民に対してわか 
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りやすく情報提供（ホームページのトップページへの掲載、地図による障害エ 

リアの表示等）するよう努めるものとする。 
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第３節 非常参集職員の活動 

 

第３ 活動の内容 

１ 【市が実施する対策】（全庁） 

⑵ 活動体制 

災害応急対策に対処するため、状況に応じ、以下の配備体制をとる。 

なお、各体制の人員については、別表「活動人員一覧」による。 

 

（活動開始基準の◎は指示によらない参集の基準） 

配備体制 活 動 内 容 活 動 期 間 活 動 開 始 基 準 

第１配備 

○ 危機管理部

職員による情

報収集・伝達

（警戒体制へ

継続する事前

対策） 

 

○ 右の基準に

該当したとき

から、警報等が

解除されるま

で 

○ 危機管理課

長が必要ない

と認めるまで 

○ 他の体制に

移行するまで 

○ 市域に震度３の地震が

発生した場合 

○ 大雨、洪水、暴風、暴風

雪、大雪警報警報発表時 

○ 焼岳もしくは乗鞍岳で

火山の状況に関する解説

情報（臨時）が発表された

場合または他の火山で火

口周辺警報（火口周辺危

険）が発表された場合 

○ 東海地震に関連する調

査情報（臨時）が発表され

た場合 

○ 災害が発生するおそれ

があるときで、危機管理

課長が必要と認めた場合 

 

 

第２配備 

○ 災害発生前

の体制で、各部

局職員による

情報収集・伝達

活動等を行う。 

 

○ 右の基準に

該当したとき

から、警報等が

解除されるま

で 

○ 危機管理部

○ 市域に震度４の地震が

発生した場合 

○ 東海地震注意情報が発

表された場合 

○ 大雨、洪水、暴風、暴風

雪、大雪警報発表時また

 

第３節 非常参集職員の活動  

 

第３ 活動の内容 

１ 【市が実施する対策】（全庁） 

⑵ 活動体制 

災害応急対策に対処するため、状況に応じ、以下の配備体制をとる。 

なお、各体制の人員については、別表「活動人員一覧」による。 

 

（活動開始基準の◎は指示によらない参集の基準） 

配備体制 活 動 内 容 活 動 期 間 活 動 開 始 基 準 

第１配備 

○ 危機管理部

職員による情

報収集・伝達

（警戒体制へ

継続する事前

対策） 

 

○ 右の基準に

該当したとき

から、警報等が

解除されるま

で 

○ 危機管理課

長が必要ない

と認めるまで 

○ 他の体制に

移行するまで 

○ 市域に震度３の地震が

発生した場合 

○ 大雨、洪水、暴風、暴風

雪、大雪警報発表時 

○ 焼岳もしくは乗鞍岳で

火山の状況に関する解説

情報（臨時）が発表された

場合または他の火山で火

口周辺警報（火口周辺危

険）が発表された場合 

○ 南海トラフ沿いの大規

模な地震に関連するかど

うかの調査を開始した旨

の臨時情報が発表された

場合 

○ 災害が発生するおそれ

があるときで、危機管理

課長が必要と認めた場合 

第２配備 

○ 災害発生前

の体制で、各部

局職員による

情報収集・伝達

活動等を行う。 

 

○ 右の基準に

該当したとき

から、警報等が

解除されるま

で 

○ 危機管理部

○ 市域に震度４の地震が

発生した場合 

○ 南海トラフ沿いの大規

模な地震発生の可能性が

平常時に比べ相対的に高

まったと評価された旨の
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長が必要ない

と認めるまで 

○ 他の体制に

移行するまで 

は災害が発生するおそれ

があるときで、危機管理

部長が必要と認めた場合 

○ 焼岳もしくは乗鞍岳に

噴火警戒レベル２が発表

された場合または他の火

山に火口周辺警報（入山

危険）が発表された場合 

第３配備 

○ 災害発生直

前または発生

後の体制で、対

策本部を設置

し、情報収集・

伝達、水防、輸

送、医療、救護

等の災害応急

対策活動を行

う。 

○ 右の基準に

該当したとき

から、警報等が

解除されるま

で 

○ 市長が必要

ないと認める

まで 

○ 他の体制に

移行するまで 

○ 市域に震度５弱及び５

強の地震が発生した場合 

○ 大雨、暴風、暴風雪、
大雪特別警報発表時 

○ 大雨、暴風、暴風雪、大

雪特別警報の発表を検討

している旨、長野地方気

象台より情報の提供があ

った場合 

○ 土砂災害警戒情報・記

録的短時間大雨情報発表

時 

○ 次のいずれかにおいて

市長が必要と認めた場合 

・ 暴風、大雨、洪水、暴風

雪、大雪警報発表時 

・ 災害が発生した場合 

・ 激甚な災害が発生する

おそれがある場合 

○ 焼岳もしくは乗鞍岳に

噴火警戒レベル３が発表

された場合または他の火

山に噴火警報（居住地域

厳重警戒）が発表された

場合 

○ 南海トラフ地震に関連

する情報（臨時）が発表さ

長が必要ない

と認めるまで 

○ 他の体制に

移行するまで 

臨時情報が発表された場

合 

○ 大雨、洪水、暴風、暴風

雪、大雪警報発表時また

は災害が発生するおそれ

があるときで、危機管理

部長が必要と認めた場合 

○ 焼岳もしくは乗鞍岳に

噴火警戒レベル２が発表

された場合または他の火

山に火口周辺警報（入山

危険）が発表された場合 

第３配備 

○ 災害発生直

前または発生

後の体制で、対

策本部を設置

し、情報収集・

伝達、水防、輸

送、医療、救護

等の災害応急

対策活動を行

う。 

○ 右の基準に

該当したとき

から、警報等が

解除されるま

で 

○ 市長が必要

ないと認める

まで 

○ 他の体制に

移行するまで 

○ 市域に震度５弱及び５

強の地震が発生した場合 

○ 大雨、暴風、暴風雪、
大雪特別警報発表時 

○ 大雨、暴風、暴風雪、大

雪特別警報の発表を検討

している旨、長野地方気

象台より情報の提供があ

った場合 

○ 土砂災害警戒情報・記

録的短時間大雨情報発表

時 

○ 次のいずれかにおいて

市長が必要と認めた場合 

・ 暴風、大雨、洪水、暴風

雪、大雪警報発表時 

・ 災害が発生した場合 

・ 激甚な災害が発生する

おそれがある場合 

○ 焼岳もしくは乗鞍岳に

噴火警戒レベル３が発表

された場合または他の火

山に噴火警報（居住地域
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れた場合 

 

別表 

松本市災害対策本部 構成・分掌事務 

１ 構成 

種別 構成 設置場所 任務 

本部 
本部長、副本部

長、部局長 

市庁舎内 

※災害の状況等

により勤労者

福祉センター

又は、まつも

と市民芸術館

にも設置でき

る 

本部長の指示に基づく積極的

かつ総括的な災害応急対策、救助

対策を図るため 

・被災状況の把握 

・適切な措置の決定 

・各部相互の連絡調整 

厳重警戒）が発表された

場合 

 （削除） 

 

別表 

松本市災害対策本部 構成・分掌事務 

１ 構成 

種別 構成 設置場所 任務 

本部 
本部長、副本部

長、部局長 

市庁舎内 

※災害の状況等

により勤労者

福祉センター

又は、まつも

と 市民芸 術

館、情報創造

館にも設置で

きる 

本部長の指示に基づく積極的

かつ総括的な災害応急対策、救助

対策を図るため 

・被災状況の把握 

・適切な措置の決定 

・各部相互の連絡調整 
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保健医療調整

本部 

医療救護活動

マニュアルに

定める 

市庁舎内（第２応

接室） 

※災害の状況等に

より勤労者福祉

センター又は、

まつもと市民芸

術館にも設置で

きる 

・本部長指示の班内伝達 

・保健医療活動の指揮・調整 

・医療救護、保健衛生、環境衛

生活動の実施 

・医療機関等関係団体との連絡

調整 

・指揮本部へ活動状況の報告 

 

 

保健医療調整

本部 

医療救護活動

マニュアルに

定める 

市庁舎内（議員協

議会室） 

※災害の状況等に

より勤労者福祉

センター又は、

まつもと市民芸

術館にも設置で

きる 

・本部長指示の班内伝達 

・保健医療活動の指揮・調整 

・医療救護、保健衛生、環境衛

生活動の実施 

・医療機関等関係団体との連絡

調整 

・指揮本部へ活動状況の報告 
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第３節 非常参集職員の活動 

 

資料１－４ 

令和５年度 松本市災害対策本部 各課分掌事務 

部 長  副部長   分掌事務 

総務部長 
第１副部長 

（行政管理課長

兼平和推進課

長） 

第２副部長 

（行政管理課法

制担当課長） 

○ 指揮本部との総合的連絡調整に関すること。 

○ 
部本部の設置、部内職員の配備及び部内の災害応

急対策の進行管理に関すること。 

○ 
部内の被害情報の収集・整理・伝達に関するこ

と。 

○ 市議会の招集に関すること。 

○ 災害見舞者及び視察者の対応に関すること。 

第３副部長 

（職員課長） 

○ 
職員の安否確認及び職員体制の確保に関するこ

と。 

○ 災害派遣職員の受入れに関すること。 

第４副部長 

（工事検査課

長） 

○ 部内他課及び他部事務の応援に関すること。 

第５副部長 

（公共施設マネ

ジメント課） 

○ 避難施設の応急修理に関すること。 

○ 
応急仮設住宅の建設、撤去及び維持管理に関する

こと。 

○ 教育施設の復旧に関すること。（教育部と連携） 

○ 被災した住宅の応急修理に関すること。 

○ 
応急修理に関する関係協力団体への協力要請に関

すること。 

第６副部長 

（選挙管理委員

会事務局長）            

○ 部内他課及び他部事務の応援に関すること。 

 

第３節 非常参集職員の活動 

 

資料１－４ 

令和６年度 松本市災害対策本部 各課分掌事務 

部 長  副部長   分掌事務 

総務部長 

第１副部長 

（行政管理課長

兼平和推進課

長） 

（削除） 

○ 指揮本部との総合的連絡調整に関すること。 

○ 
部本部の設置、部内職員の配備及び部内の災害応

急対策の進行管理に関すること。 

○ 
部内の被害情報の収集・整理・伝達に関するこ

と。 

○ 市議会の招集に関すること。 

○ 災害見舞者及び視察者の対応に関すること。 

第２副部長 

（職員課長） 

○ 
職員の安否確認及び職員体制の確保に関するこ

と。 

○ 災害派遣職員の受入れに関すること。 

第３副部長 

（工事検査課

長） 

○ 部内他課及び他部事務の応援に関すること。 

第４副部長 

（公共施設マネ

ジメント課） 

○ 避難施設の応急修理に関すること。 

○ 
応急仮設住宅の建設、撤去及び維持管理に関する

こと。 

○ 教育施設の復旧に関すること。（教育部と連携） 

○ 被災した住宅の応急修理に関すること。 

○ 
応急修理に関する関係協力団体への協力要請に関

すること。 

第５副部長 

（選挙管理委員

会事務局長）            

○ 部内他課及び他部事務の応援に関すること。 
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第７副部長 

（監査事務局

長） 

○ 部内他課及び他部事務の応援に関すること。 

健康福祉部長 

第２副部長 

（障がい福祉課

長） 

〇 
 
〇 

 
 
〇 
 
〇 

 
 
〇 
 
〇 

要配慮者の安否確認に関すること。 
 
要配慮者の救助・支援（生活必需品、食料等

の給与）に関すること。 
 
社会福祉施設の被害調査に関すること。 
 
ボランティアセンターの設置・受入れ等の支

援に関すること。 
 
義援金及び義援物資の募集等に関すること。 
 
災害救助法による救助事務に関すること。 

第３副部長 

（生活福祉課

長） 

○ 要配慮者の安否確認に関すること。 

○ 要配慮者の救助・支援（生活必需品、食料等

の給与）に関すること。 

○ 社会福祉施設の被害調査に関すること。 

○ ボランティアセンターの設置・受入れ等の支

援に関すること。 

○ 義援金及び義援物資の需要把握及び配分に関

すること 

○ 災害救助法による救助事務に関すること。 

第４副部長 

（高齢福祉課

長） 

 

第５副部長 

（介護予防担当

課長） 

〇 
 
〇 

 
 
〇 
 
〇 

 
 
〇 
 
〇 

要配慮者の安否確認に関すること。 
 
要配慮者の救助・支援（生活必需品、食料等

の給与）に関すること。 
 
社会福祉施設の被害調査に関すること。 
 
ボランティアセンターの設置・受入れ等の支

援に関すること。 
 
義援金及び義援物資の募集等に関すること。 
 
災害救助法による救助事務に関すること。 

第６副部長 

（監査事務局

長） 

○ 部内他課及び他部事務の応援に関すること。 

健康福祉部長 

第２副部長 

（障がい福祉課

長） 

〇 
 
〇 

 
 
〇 
 
〇 

 
 
〇 
 
〇 

要配慮者の安否確認に関すること。 
 
要配慮者の救助・支援（生活必需品、食料等

の給与）に関すること。 
 
社会福祉施設の被害調査に関すること。 
 
ボランティアセンターの設置・受入れ等の支

援に関すること。 
 
義援金及び義援物資の募集等に関すること。 
 
災害救助法による救助事務に関すること。 

第３副部長 

（生活福祉課

長） 

○ 要配慮者の安否確認に関すること。 

○ 要配慮者の救助・支援（生活必需品、食料等

の給与）に関すること。 

 

〇 
 

（削除） 

（削除） 

義援金及び義援物資の需要把握及び配分に関

すること。 

○ 災害救助法による救助事務に関すること。  

第４副部長 

（高齢福祉課

長） 

 

第５副部長 

（介護予防担当

課長） 

〇 
 
〇 

 
 
〇 
 
〇 

 
 
〇 
 
〇 

要配慮者の安否確認に関すること。 
 
要配慮者の救助・支援（生活必需品、食料等

の給与）に関すること。 
 
社会福祉施設の被害調査に関すること。 
 
ボランティアセンターの設置・受入れ等の支

援に関すること。 
 
義援金及び義援物資の募集等に関すること。 
 
災害救助法による救助事務に関すること。 
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環境エネルギー

部 

第３副部長 

（森林環境課

長） 

 第４副部長 

（森林環境課課

長） 

〇 

 
 
〇 

 
 
〇 
 
〇 
 
〇 

林地、林業施設等の被害調査及び応急対策に

関すること。 
 
土砂災害等（山間部）の被害調査に関するこ

と。 
 
林野火災等の被害調査に関すること。 
 
復旧資機材の確保に関すること。 
 
復旧資機材の確保に関すること。 

第５副部長 

（環境業務課

長） 

〇 

 
 
〇 
 
〇 

 
 
〇 

 
 
〇 
 
〇 
 
〇 
 
〇 
 
〇 
 
〇 

災害時における公害防止及び公衆衛生対策に

関すること。 
 
災害廃棄物の収集・運搬・処理に関すること。 
 
災害廃棄物の調査、処理計画及び一時集積場

の選定に関すること。 
 
廃棄物処理業者等又は他市町村への協力要請

に関すること。 
 
防疫対策（被災地の消毒）に関すること。 
 
仮設トイレ対策に関すること。 
 
環境衛生協議会への活動要請に関すること。 
 
仮置場の設置、運営管理に関すること。 
 
倒壊家屋等の解体、撤去に関すること。 
 
避難所ごみ等の収集に関すること。 

第６副部長 

（廃棄物対策課

長） 

〇 産業廃棄物処理業者等への協力調整に関する

こと。 

文化観光部長 

第７副部長 

（スポーツ推進

課長） 

（新設） 

○ 指定避難所施設の開設・管理に関すること。 

 

 

 

 

環境エネルギー

部 

第３副部長 

（森林環境課

長） 

 （削除） 

 

〇 

 
 
〇 

 
 
〇 
 
〇 
 
〇 

林地、林業施設等の被害調査及び応急対策に

関すること。 
 
土砂災害等（山間部）の被害調査に関するこ

と。 
 
林野火災等の被害調査に関すること。 
 
復旧資機材の確保に関すること。 
 
復旧資機材の確保に関すること。 

第４副部長 

（環境業務課

長） 

〇 

 
 
〇 
 
〇 

 
 
〇 

 
 
〇 
 
〇 
 
〇 
 
〇 
 
〇 
 
〇 

災害時における公害防止及び公衆衛生対策に

関すること。 
 
災害廃棄物の収集・運搬・処理に関すること。 
 
災害廃棄物の調査、処理計画及び一時集積場

の選定に関すること。 
 
廃棄物処理業者等又は他市町村への協力要請

に関すること。 
 
防疫対策（被災地の消毒）に関すること。 
 
仮設トイレ対策に関すること。 
 
環境衛生協議会への活動要請に関すること。 
 
仮置場の設置、運営管理に関すること。 
 
倒壊家屋等の解体、撤去に関すること。 
 
避難所ごみ等の収集に関すること。 

第５副部長 

（廃棄物対策課

長） 

〇 産業廃棄物処理業者等への協力調整に関する

こと。 

文化観光部長 

第７副部長 

（スポーツ事業

推進課長） 

第８副部長 

○ 指定避難所施設の開設・管理に関すること。 
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上下水道局長 
第５副部長 

（下水道課長） 

〇   下水道施設の応急対策、被害調査、復旧に関

すること。 

事務部長 

第１副部長 

（病院総務課

長） 

第２副部長 

（医事企画課

長） 

第３副部長 

（病院建設課） 

第４副部長 

（松本市四賀の

里クリニック事

務担当課長） 

〇 
 
〇 

 
 
〇 

 
 
〇 

 
 
〇 
 
〇 
 
〇 

指揮本部との総合的連絡調整に関すること。 
 
部本部の設置、部内職員の配備及び部内の災

害応急対策の進行管理に関すること。 
 
部内の災害情報の収集・整理・伝達に関する

こと。 
 
病傷人の応急救護及び医療機関への緊急輸送

に関すること。 
 
救急医療品の調達に関すること。 
 
輸血、保存血液の緊急確保に関すること。 
 
緊急時の助産に関すること。 

 

（スポーツ施設

整備課長） 

上下水道局長 
第５副部長 

（下水道課長） 

〇   下水道施設及び農業集落排水施設の応急対

策、被害調査、復旧に関すること。 

事務部長 

第１副部長 

（病院総務課

長） 

第２副部長 

（医事企画課

長） 

第３副部長 

（病院建設課

長） 

第４副部長 

（四賀の里クリ

ニック事務長） 

〇 
 
〇 

 
 
〇 

 
 
〇 

 
 
〇 
 
〇 
 
〇 

指揮本部との総合的連絡調整に関すること。 
 
部本部の設置、部内職員の配備及び部内の災

害応急対策の進行管理に関すること。 
 
部内の災害情報の収集・整理・伝達に関する

こと。 
 
病傷人の応急救護及び医療機関への緊急輸送

に関すること。 
 
救急医療品の調達に関すること。 
 
輸血、保存血液の緊急確保に関すること。 
 
緊急時の助産に関すること。 
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第４節 広域相互応援活動 

 

第１ 基本方針 

災害発生時において、その規模及び被害の状況から、市単独では十分な応急・復旧活

動を実施することが困難な場合、市町村相互、消防機関相互及び公共機関等相互におい

ては、法令及び応援協定に基づき、協力して迅速かつ円滑な応急・復旧活動を実施す 

る。（別記参照） 

また、県は、県内被災市町村における人的支援ニーズの把握に努め、県及び市町村に

よる応援職員の派遣等だけでは対応が困難な場合は、被災市区町村応援職員確保システ

ムに基づく派遣要請を被災市区町村応援職員現地調整会議等において行うものとする。 

なお、被災した場合にあっては、発災直後の概括的な被害状況等を迅速に把握し、応

援要請の遅れが生じないようにするとともに、災害が発生した場合、災害応急業務等が

急激に増加し、災害マネジメント、避難所運営、罹災証明書交付等のための要員の確保

が必要になり、市の職員だけで対応していくことが困難な状況になることから、応援要

請に当たっては、受入れ体制に十分配慮の上、総括支援チーム、応援職員の派遣要請を

行うこと。 

また、被災地以外の市町村にあっては、被災地の被害状況等の情報収集を積極的に行

うとともに、被災状況によっては、応援要請ができない可能性があることから、相互応

援協定等により、必要に応じて先遣隊を派遣し、支援の必要性を判断することとする。 

 

 

 

 

第４節 広域相互応援活動  

 

第１ 基本方針 

災害発生時において、その規模及び被害の状況から、市単独では十分な応急・復旧活

動を実施することが困難な場合、市町村相互、消防機関相互及び公共機関等相互におい

ては、法令及び応援協定に基づき、協力して迅速かつ円滑な応急・復旧活動を実施す 

る。（別記参照） 

また、県は、県内被災市町村における人的支援ニーズの把握に努め、県及び市町村に

よる応援職員の派遣等だけでは対応が困難な場合は、被災市区町村応援職員確保システ

ムに基づく派遣要請を被災市区町村応援職員現地調整会議等において行うものとする。 

なお、被災した場合にあっては、発災直後の概括的な被害状況等を迅速に把握し、応

援要請の遅れが生じないようにするとともに、災害が発生した場合、災害応急業務等が

急激に増加し、災害マネジメント、避難所運営、罹災証明書交付等のための要員の確保

が必要になり、市の職員だけで対応していくことが困難な状況になることから、応援要

請に当たっては、受入れ体制に十分配慮の上、総括支援チーム、応援職員の派遣要請を

行うこと。 

また、被災地以外の市町村にあっては、被災地の被害状況等の情報収集を積極的に行

うとともに、被災状況によっては、応援要請ができない可能性があることから、相互応

援協定等により、必要に応じて先遣隊を派遣し、支援の必要性を判断することとする。 

なお、派遣先において、新型コロナウイルス感染症を含む感染症の発生及びまん延

が懸念される場合は、感染対策を適切に行うものとする。 
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第３章 第５節 ヘリコプターの運用計画 

現 行 修 正 案 

 

第５節 ヘリコプターの運用計画 

 

第３ 計画の内容 

１ 活動内容に応じた各ヘリコプターの選定 

⑴ 基本方針 

消防防災ヘリコプターがまず対応するが、災害の規模、活動の内容等により、

必要に応じて次のヘリコプターを選定、要請する。 

機   種 機種 定員 
救助ホ

イスト 

消火 

装置 

物資吊

下 

ヘリテ

レ 

消防防災ヘリ ベル412EPI １５ ○ ○ ○ ○ 

県警ヘリ 

ユーロコプタ

ー 

ＡＳ３６５Ｎ

３ 

１３ ○  ○ ○ 

アグスタAW１

３９ 
１７ ○  ○ ○ 

広域航空消防

応援等ヘリ 
各種 各種 ○ ○ ○ 〇 

自衛隊ヘリ 各種 各種 ○ ○ ○  

海上保安庁ヘ

リ 
各種 各種 ○  ○  

ドクターヘリ 各種 ６     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５節  ヘリコプターの運用計画 

 

第３ 計画の内容 

１ 活動内容に応じた各ヘリコプターの選定 

⑴ 基本方針 

消防防災ヘリコプターがまず対応するが、災害の規模、活動の内容等により、

必要に応じて次のヘリコプターを選定、要請する。 

機   種 機種 定員 
救助ホ

イスト 

消火 

装置 

物資吊

下 

ヘリテ

レ 

消防防災ヘリ ベル412EPI １５ ○ ○ ○ ○ 

県警ヘリ 
アグスタAW１

３９ 
１７ ○  ○ ○ 

広域航空消防

応援等ヘリ 
各種 各種 ○ ○ ○ 〇 

自衛隊ヘリ 各種 各種 ○ ○ ○  

海上保安庁ヘ

リ 
各種 各種 ○  ○  

ドクターヘリ 各種 ６     
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第３章 第５節 ヘリコプターの運用計画 

現 行 修 正 案 

６ ドクターヘリ 

重度救急患者の搬送が必要な場合は、危機管理部と健康福祉部が調整の上、長野

厚生連佐久総合病院又は信州大学医学部付属病院へドクターヘリの出動を要請す

る。 

 

 

６ ドクターヘリ 

重度救急患者の搬送が必要な場合は、危機管理部と健康福祉部が調整の上、長野

厚生連佐久総合病院又は信州大学医学部附属病院へドクターヘリの出動を要請す

る。 
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第３章 第７節 救助・救急・医療活動 

現 行 修 正 案 

 

第７節 救助・救急・医療活動 

 

第３ 活動の内容 

  ２ 医療活動 

   ⑵ 実施計画 

イ 【県が実施する対策】（危機管理部、健康福祉部、警察本部） 

（ｱ）  長野県災害医療本部の設置及び運営を行う。 

         （新設） 

 

ウ 【関係機関が実施する対策】 

（ｹ） 長野県医薬品卸協同組合及び長野県医科器械同業組合は、備蓄医薬品及

び衛生材料の速やかな搬送を行い、使用後の迅速な補充を図る。 

（ｻ） 長野厚生連佐久総合病院佐久医療センター又は信州大学医学部付属病院

は、県からの要請に基づき、ドクターヘリによる救急搬送等の医療活動を

行う。 

 

第７節 救助・救急・医療活動  

 

第３ 活動の内容 

 ２ 医療活動 

   ⑵ 実施計画 

イ 【県が実施する対策】（危機管理部、健康福祉部、警察本部） 

（ｱ）  長野県保健医療福祉調整本部の設置及び運営を行う。 

     （ｽ）  必要に応じ、厚生労働省に災害時健康危機管理支援チーム（ＤＨＥＡ

Ｔ）の派遣を要請する。 

ウ 【関係機関が実施する対策】 

（ｹ） 長野県医薬品卸協同組合及び長野県医療機器販売業協会は、備蓄医薬品

及び衛生材料の速やかな搬送を行い、使用後の迅速な補充を図る。 

（ｻ） 長野厚生連佐久総合病院佐久医療センター又は信州大学医学部附属病院

は、県からの要請に基づき、ドクターヘリによる救急搬送等の医療活動を

行う。 
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第３章 第８節 要配慮者支援計画 

現 行 修 正 案 

 

第８節 要配慮者支援計画 

 

第２ 主な取組み 

６ 土砂災害警戒区域、土砂災害危険箇所等及び浸水想定区域内の要配慮者利用施設

における避難誘導等の体制強化に努めるとともに、これらの施設に対する連絡・通

報体制の強化を図る。 

 

第３ 計画の内容 

５ 土砂災害警戒区域、土砂災害危険箇所等及び浸水想定区域内の要配慮者利用施設対

策 

⑴ 現状及び課題 

土砂災害警戒区域、土砂災害危険箇所等及び浸水想定区域内に立地している要配

慮者利用施設が被災した場合、避難等に通常以上の時間を要することから、被害の

拡大が予想される。 

このため、迅速な避難誘導等のための体制を確立する必要がある。 

⑵ 実施計画 

ア 【市が実施する計画】（健康福祉部、建設部、危機管理部） 

（ｱ）  土砂災害警戒区域、土砂災害危険箇所等及び浸水想定区域内に立地してい

る要配慮者利用施設に対して、避難確保に関する計画の作成や避難訓練の実

施など防災体制の整備について連携して支援する。 

イ 【県が実施する計画】（危機管理部、総務部、健康福祉部、農政部、林務部、建

設部、教育委員会） 

県は、土砂災害警戒区域、土砂災害危険箇所等及び浸水想定区域内の要配慮

者利用施設に対して、避難確保に関する計画の作成や避難訓練の実施など防災

体制の整備について連携して支援する。 

ウ 【要配慮者利用施設の管理者が実施する計画】 

土砂災害警戒区域、土砂災害危険箇所等及び浸水想定区域内の要配慮者利用

施設の管理者は、避難誘導に係る訓練の実施、避難マニュアルの作成等によっ

て警戒避難体制の確立を図る。 

 

 

 

 

第８節 要配慮者支援計画  

 

第２ 主な取組み 

６ 土砂災害警戒区域等及び浸水想定区域内の要配慮者利用施設における避難誘導等

の体制強化に努めるとともに、これらの施設に対する連絡・通報体制の強化を図 

る。 

 

第３ 計画の内容 

５ 土砂災害警戒区域等及び浸水想定区域内の要配慮者利用施設対策 

⑴ 現状及び課題 

土砂災害警戒区域等及び浸水想定区域内に立地している要配慮者利用施設が被

災した場合、避難等に通常以上の時間を要することから、被害の拡大が予想され 

る。 

このため、迅速な避難誘導等のための体制を確立する必要がある。 

⑵ 実施計画 

ア 【市が実施する計画】（健康福祉部、建設部、危機管理部） 

（ｱ）  土砂災害警戒区域等及び浸水想定区域内に立地している要配慮者利用施設

に対して、避難確保に関する計画の作成や避難訓練の実施など防災体制の整

備について連携して支援する。 

イ 【県が実施する計画】（危機管理部、総務部、健康福祉部、農政部、林務部、建

設部、教育委員会） 

県は、土砂災害警戒区域等及び浸水想定区域内の要配慮者利用施設に対し 

て、避難確保に関する計画の作成や避難訓練の実施など防災体制の整備につい

て連携して支援する。 

ウ 【要配慮者利用施設の管理者が実施する計画】 

土砂災害警戒区域等及び浸水想定区域内の要配慮者利用施設の管理者は、避

難誘導に係る訓練の実施、避難マニュアルの作成等によって警戒避難体制の確

立を図る。 
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第３章 第１０節 緊急輸送活動 

現 行 修 正 案 

 

第１０節 緊急輸送活動 

 

第３ 活動の内容 

６ 輸送拠点の確保 

⑵ 実施計画 

ア 【市が実施する対策】（建設部、産業振興部、文化観光部、危機管理部） 

(ｱ)  各地区、公共施設等のヘリポートを活用するとともに、各地区体育館

等を輸送拠点に設定する。 

 

 

第１０節 緊急輸送活動  

 

第３ 活動の内容 

６ 輸送拠点の確保 

⑵ 実施計画 

ア 【市が実施する対策】（建設部、産業振興部、文化観光部、危機管理部） 

(ｱ)  各地区、公共施設等のヘリポートを活用するとともに、松本市防災物資

ターミナル等を輸送拠点に設定する。 
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第３章 第１１節 障害物の処理活動 

現 行 修 正 案 

 

第１１節 障害物の処理活動 

 

第３ 計画の内容 

１ 障害物除去処理 

⑵ 実施計画 

イ 【県が実施する対策】（各部局） 

（ｵ）  応援協力体制 

ａ 緊急輸送路として確保すべき農林道上の障害物については、速やかに除

去されるよう市町村を支援する。       （農政部、林務部） 

ウ 【関係機関が実施する対策】（各機関） 

（ｲ）  障害物除去の方法 

ｂ 緊急輸送路については、関係機関との調整を図りつつ、路上障害物の除

去行うものとする。                （地方整備局） 

除去作業は、周囲の状況等を考慮し、事後支障の起こらないように配慮

して行う。 

 

 

 

 

第１１節 障害物の処理活動  

 

第３ 計画の内容 

１ 障害物除去処理 

⑵ 実施計画 

イ 【県が実施する対策】（各部局） 

（ｵ）  応援協力体制 

ａ 緊急輸送道路として確保すべき農林道上の障害物については、速やかに

除去されるよう市町村を支援する。       （農政部、林務部） 

ウ 【関係機関が実施する対策】（各機関） 

（ｲ）  障害物除去の方法 

ｂ 緊急輸送道路については、関係機関との調整を図りつつ、路上障害物の

除去行うものとする。                （地方整備局） 

除去作業は、周囲の状況等を考慮し、事後支障の起こらないように配慮

して行う。 
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第３章 第１２節 避難受入れ及び情報提供活動 

現 行 修 正 案 

 

第１２節 避難受入れ及び情報提供活動 

 

第１ 基本方針 

火山災害発生時においては、爆発、火砕流、土石流等が予想され、地域住民の身体、

生命に大きな被害を及ぼすおそれがあるので、避難に関わる的確な応急対策の計画作成を

しておく。その際、高齢者、障がい者等の要配慮者についても十分考慮する。 

また、土砂災害危険箇所等に所在している施設に対しては、避難情報の伝達や、警戒区

域の設定並びに避難誘導の実施に当たっては、十分配慮するものとする。 

 

第２ 主な活動 

１ 避難指示等を発令する際は、適切に避難情報を発令し、速やかにその内容を市民

に周知する。 

 

第３ 活動の内容 

１ 高齢者等避難、避難指示 

⑵ 実施計画 

ア 実施機関 

（ｱ） 実施事項及び実施機関 

実施事項 機関等 根     拠 対象災害 

高齢者等避

難 
市 長 

災害対策基本法第５６

条 

災害全般 

避難指示 

市 長 
災害対策基本法第６０

条 
〃 

水防管理者 水防法第２９条 洪水 

知事又はそ

の命を受け

た職員 

水防法第２９条・地すべ

り等防止法第２５条 

洪水及び地

すべり災害

全般 

警察官 

災害対策基本法第６１

条 

警察官職務執行法第４

条 

災害全般 

自衛官 自衛隊法第９４条 〃 

指定避難所 市長   

 

第１２節 避難受入れ及び情報提供活動  

 

第１ 基本方針 

火山災害発生時においては、爆発、火砕流、土石流等が予想され、地域住民の身体、

生命に大きな被害を及ぼすおそれがあるので、避難に関わる的確な応急対策の計画作成を

しておく。その際、高齢者、障がい者等の要配慮者についても十分考慮する。 

また、土砂災害警戒区域等に所在している施設に対しては、避難情報の伝達や、警戒区

域の設定並びに避難誘導の実施に当たっては、十分配慮するものとする。 

 

第２ 主な活動 

１ 市町村長等は適切に避難指示等を発令し、速やかにその内容を市民に周知する。 

 

 

第３ 活動の内容 

⑵ 実施計画 

ア 実施機関 

（ｱ） 実施事項及び実施機関 

実施事項 機関等 根     拠 対象災害 

高齢者等避

難 
市 長 

災害対策基本法第５６

条 

災害全般 

避難指示 

市 長 
災害対策基本法第６０

条 
〃 

知 事 
災害対策基本法第６０

条 
災害全般 

水防管理者 水防法第２９条 洪水 

知事又はそ

の命を受け

た職員 

水防法第２９条・地すべ

り等防止法第２５条 

洪水及び地

すべり災害

全般 

警察官 

災害対策基本法第６１

条 

警察官職務執行法第４

条 

災害全般 

自衛官 自衛隊法第９４条 〃 
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第３章 第１２節 避難受入れ及び情報提供活動 

現 行 修 正 案 

の開設、受入

れ 

 

 

イ 高齢者等避難、避難指示の意味 

〇 「高齢者等避難」 

   人的被害の発生する可能性が高まった状況で、一般住民に対しては避難

の準備を呼びかけ、避難行動に時間を要する高齢者や要配慮者及びその支

援に当たる人には避難行動の開始を呼びかける行為をいう。 

〇 「避難指示」 

災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、人の生命又は

身体を災害から保護し、その他災害の拡大を防止するため特に必要がある

と認めるときに発せられ、住民を避難のため立ち退きを指示することをい

う。 

ウ 避難指示、高齢者等避難の発令及び報告、通知等 

（ｱ） ［市長が行う措置］ 

ａ  避難指示 

災害時において、人の生命又は身体を災害から保護し、その他災害の

拡大を防止するため、特に必要があると認めるときは、次の地域の居住

者、滞在者その他の者に対し、避難方向または指定緊急避難場所を示し

、早期に避難指示を発令するものとする。 

なお、大規模な火砕流等の発生後に広範囲の住民等を混乱なく一斉に避難

させることは困難であることに留意し、火山現象の高まりに応じて適切に避

難対象地域を拡大しながら段階的な避難指示等を発令するよう努めるものと

する。 

⒝ 関係機関から豪雨、台風等災害に関する通報があり、避難を要する

と判断された地域 

ｂ 高齢者等避難 

人的被害の発生する可能性が高まった状況で、要援護者等、特に避難

行動に時間を要する者が避難行動を開始しなければならない段階、また

は今後の状況により早めの避難が必要と判断される状況で特に必要があ

ると認めるときは、上記ａの地域の居住者、滞在者その他の者に対し、

高齢者等避難を発令するものとする。 

 

指定避難所

の開設、受入

れ 

市長   

 

イ 高齢者等避難、避難指示の意味 

〇 「高齢者等避難」 

   災害が発生するおそれがある場合において、避難に時間を要する高齢者

等の要 配慮者が円滑かつ迅速に避難できるよう、必要な情報の提供その他

必要な配慮をすることをいう。 

〇 「避難指示」 

災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、人の生命又は

身体を災害から保護し、その他災害の拡大を防止するため特に必要がある

と認めるときに、必要と認める地域の必要と認める居住者等（居住者、滞

在者その他の者をいう。以下同じ。）に対し、避難のための立退きを指示す

ることをいう。 

ウ 措置及び報告、通知等 

（ｱ） ［市長が行う措置］ 

ａ  避難指示 

災害時において、人の生命又は身体を災害から保護し、その他災害の

拡大を防止するため、特に必要があると認めるときは、次の地域の居住

者等に対し、避難指示を発令するものとする。 

なお、大規模な火砕流等の発生後に広範囲の住民等を混乱なく一斉に避難

させることは困難であることに留意し、火山現象の高まりに応じて適切に避

難対象地域を拡大しながら段階的な避難指示等を発令するよう努めるものと

する。 

⒝ 関係機関から豪雨、台風等災害に関する通報があり、避難を要する

と判断される地域 

ｂ 高齢者等避難 

災害リスクのある区域等の高齢者等（避難を完了させるのに時間を要

する在宅又は施設利用者の高齢者及び障がいのある人等、及びその人の

避難を支援する者をいう。）が危険な場所から避難するべき状況におい

て、必要があると認めるときは、上記ａの地域の居住者等に対し、高齢

者等避難を発令するものとする。 
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エ 避難指示の時期 

上記（ア）ａ（ａ）～（ｈ）に該当する地域に災害が発生すると予想され、市民

の生命及び身体を災害から保護するため必要とする場合に発する。 

なお、避難指示を解除する場合には、十分に安全性の確保に努めるものとす

る。 

オ 避難指示、高齢者避難の内容 

避難指示及び高齢者避難の発令に際して、次の事項を明確にする。 

カ 市民への周知 

（ｱ） 避難指示、高齢者等避難を発令した者は、速やかにその内容を市防災行政

無線、広報車等あらゆる広報手段を通じ又は直接市民に対し周知する。 

避難の必要がなくなった場合も同様とする。 

特に、避難行動要支援者については、個々の態様に配慮した避難支援計画

により、確実に伝達する。 

（ｲ） 市長は、市長以外の指示者、市民と関係している隣接の市町村長等と緊密

な連絡を取り、周知徹底を図る。  

キ 避難行動要支援者の状況把握 

市及び県は、災害発生後直ちに避難支援計画により民生・児童委員、町会、

消防、警察等関係機関の協力を得て、避難行動要支援者の安否、保健福祉サー

ビスの要否等について迅速かつ的確な把握に努める。 

ク 市有施設における避難活動 

災害発生時においては、火災等により、来庁者及び職員に被害を及ぼすおそ

れがあるため、在庁者の避難に係る的確な応急対策を行い、その際、要配慮者

に十分配慮する。 

（ｲ） 避難指示、高齢者等避難は、速やかに内容を庁内放送、消防団員等による

伝令等あらゆる広報手段を通じ周知を行う。 

 

３ 避難誘導活動 

⑴ 基本方針 

避難指示等を発令した者は、人命の安全を第一に混乱を避け、安全かつ円滑な避難

誘導に努めるとともに、避難行動要支援者の避難に十分配慮する。 

⑵ 実施計画 

イ 【市民が実施する計画】 

避難にあたっては、まず、各町会で定めた「町会一時集合場所」へ集合し、 

住民の安否確認等を行ったのち、できるだけ集団で指定避難場所へ避難する。 

エ 避難指示等の時期 

上記（ア）ａ（ａ）～（ｈ）に記載する地域に災害が発生すると予想され、市民

の生命及び身体を災害から保護するため必要とする場合に発する。 

なお、避難指示等を解除する場合には、十分に安全性の確保に努めるものと

する。 

オ 避難指示等の内容 

避難指示等の発令に際して、次の事項を明確にする。 

カ 市民への周知 

（ｱ） 避難指示等の発令者は、速やかにその内容を市防災行政無線、広報車等あ

らゆる広報手段を通じ又は直接市民に対し周知する。 

避難の必要がなくなった場合も同様とする。 

特に、避難行動要支援者については、個々の態様に配慮した避難支援計画

により、確実に伝達する。 

（ｲ） 市長は、市長以外の発令者、市民と関係している隣接の市町村長等と緊密

な連絡を取り、周知徹底を図る。 

キ 避難行動要支援者の状況把握 

市及び県は、災害発生後直ちに避難支援計画により民生・児童委員、自主防

災組織、消防、警察等関係機関の協力を得て、避難行動要支援者の安否、保健

福祉サービスの要否等について迅速かつ的確な把握に努める。 

ク 市有施設における避難活動 

災害発生時においては、火災等により、来庁者及び職員に被害を及ぼすおそ

れがあるため、在庁者の避難に係る的確な応急対策を行い、その際、要配慮者

に十分配慮する。 

（ｲ） 避難指示等が発令された場合は、速やかに内容を庁内放送、消防団員等に

よる伝令等あらゆる広報手段を通じ周知を行う。 

 

３ 避難誘導活動 

⑴ 基本方針 

避難指示等の発令者は、人命の安全を第一に混乱を避け、安全かつ円滑な避難誘導

に努めるとともに、避難行動要支援者の避難に十分配慮する。 

⑵ 実施計画 

イ 【市民が実施する計画】 

避難にあたっては、まず、各町会で定めた「町会一時集合場所」へ集合し、 

住民の安否確認等を行ったのち、できるだけ集団で指定避難場所へ避難する。 
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この際、危険個所に十分注意して避難するものとする。 

（ｱ） 要避難地区で避難を要する場合 

市民等は避難誘導員の指示に従い、電気のブレーカーの遮断、使用中の

火気の消火等出火防止措置を講じた後、互いに協力して直ちに安全な場所

へ避難する。 

この場合の携帯品は食料、日用品等必要最小限とする。 

（ｲ） 任意避難地区で避難を要する場合 

市民等は、災害が拡大し危険が予想されるときは、(ｱ)同様出火防止措置

をとった後、互いに協力し、安全な場所へ自主的に避難する。 

この場合の携帯品は食料、日用品等必要最小限とする。 

 

４ 避難所の開設・運営 

⑵ 実施計画 

ア 【市が実施する対策】（住民自治局、教育委員会、文化観光部、危機管理部、

健康福祉部、こども部、建設部） 

（ｷ） 指定避難所の運営に関し、役割分担を明確化し、避難者に過度の負担がか

からないよう配慮しつつ、避難者が相互に助け合う自治的な組織が主体的に

関与する運営に早期に移行できるよう、その立ち上げを支援するものとす 

る。 

（ｻ） 指定避難所における新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策のため、

受付時の確認、避難者の健康管理や避難所の衛生管理、十分な避難スペース

の確保、適切な避難所レイアウト等の必要な措置を講じるよう努めるものと

する。また、自宅療養者等が指定避難所に避難した場合には、避難所の専用

スペース等での受け入れを適切に行うものとする。 

 

 

イ 【県が実施する対策】 

（ｲ） 指定避難所の管理運営に当たり、市から職員の派遣要請があり、必要があ 

ると認めた場合は、可能な範囲において、職員を派遣するものとする。 

職員を派遣する際は、新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策のた

め、職員の派遣に当たっては、派遣職員の健康管理やマスク着用等を徹底

する。 

 

６ 住宅の確保 

この際、危険個所に十分注意して避難するものとする。 

市民等は、電気のブレーカーの遮断、使用中の火気の消火等出火防止措置を

講じた後、互いに協力して直ちに安全な場所へ避難する。 

この場合の携帯品は食料、日用品等必要最小限とする。 

 

 

 

 

 

 

 

４ 避難所の開設・運営 

⑵ 実施計画 

ア 【市が実施する対策】（住民自治局、教育委員会、文化観光部、危機管理部、

健康福祉部、こども部、建設部） 

（ｷ） 指定避難所の運営に関し、役割分担を明確化し、避難者に過度の負担がか

からないよう配慮しつつ、避難者が相互に助け合う自治的な組織が主体的に

関与する運営に早期に移行できるよう、その立ち上げを支援するものとす 

る。この際、避難生活支援に関する知見やノウハウを有する地域の人材に対

して協力を求めるなど、地域全体で避難者を支えることができるよう留意す

ること。 

（ｻ） 指定避難所における新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策のため、

受付時の確認、避難者の健康管理や避難所の衛生管理、十分な避難スペース

の確保、適切な避難所レイアウト、感染症を発症した避難者や疑いのある者

の専用スペース又は個室の確保等の必要な措置を講じるよう努めるものとす

る。 

イ 【県が実施する対策】 

（ｲ） 指定避難所の管理運営に当たり、市から職員の派遣要請があり、必要があ 

ると認めた場合は、可能な範囲において、職員を派遣するものとする。 

なお、派遣先において、新型コロナウイルス感染症を含む感染症の発生

及びまん延が懸念される場合は、感染対策を適切に行うものとする。 

 

 

６ 住宅の確保 
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⑵ 実施計画 

ア 【市が実施する対策】（建設部、総務部、健康福祉部、危機管理部） 

（ｵ） 利用可能な公営住宅等を把握し、被災市町村に情報提供を行う。 

（ｶ） 応急仮設住宅の運営管理に当たっては、応急仮設住宅における安心・安全

の確保、孤独死や引きこもりなどを防止するための心のケア、入居者による

コミュニティの形成及び運営に努めるとともに、女性の参画を推進し、女性

を始めとする生活者の意見を反映できるよう配慮するものとする。 

（ｷ） 必要に応じて、応急仮設住宅における家庭動物の受入れにも配慮するもの

とする。 

 

７ 被災者等への的確な情報提供 

⑴ 基本方針 

被災者のニーズを十分把握し、被災者等に役立つ正確かつきめ細やかな情報を

適切に提供するよう努めるものとする。 

⑵ 実施計画 

ア 【県及び市が実施する計画】（危機管理部） 

  （新設） 

 

 

 

(ｱ) 市は半壊以上の被害を受けた在宅避難者及び親戚宅等避難者について住家

の被害認定調査、保健師等による保健衛生活動、罹災証明書の発行手続き、

避難所での炊き出し等において、在宅避難者及び親戚宅等避難者の避難先や

住まいの状況を把握し、被災者台帳等へ反映するよう努めるものとする。 

(ｲ) 市自らの調査では避難先が把握出来ない場合は、民生委員、児童委員、社

会福祉協議会、自治会、ＮＰＯ・ボランティア等の協力や、広報による申出の

呼びかけ等により、把握に努めるものとする。 

(ｳ) 県及び市は、被災者のニーズを十分把握し、被害の情報、二次災害の危険

性に関する情報、安否情報、ライフラインや交通施設等の公共施設等の復旧

状況、医療機関、スーパーマーケット、ガソリンスタンドなどの生活関連情

報、それぞれの機関が講じている施策に関する情報、交通規制、被災者生活

支援に関する情報等、被災者等に役立つ正確かつきめ細やかな情報を適切に

提供する。なお、その際、要配慮者、在宅避難者、住宅での避難者、応急仮設

住宅として供与される賃貸住宅への避難者、所在を把握できる広域避難者、

⑵ 実施計画 

ア 【市が実施する対策】（建設部、総務部、健康福祉部、危機管理部） 

 （削除） 

（ｵ） 応急仮設住宅の運営管理に当たっては、応急仮設住宅における安心・安

全の確保、孤独死や引きこもりなどを防止するための心のケア、入居者によ

るコミュニティの形成及び運営に努めるとともに、女性の参画を推進し、女

性を始めとする生活者の意見を反映できるよう配慮するものとする。 

（ｶ） 必要に応じて、応急仮設住宅における家庭動物の受入れにも配慮するも

のとする。 

 

７ 被災者等への的確な情報提供 

⑴ 基本方針 

被災者のニーズを十分把握し、被災者等に役立つ正確かつきめ細やかな情報を

適切に提供するよう努めるものとする。 

⑵ 実施計画 

ア 【市及び県が実施する計画】 

 (ｱ) 市及び県は、地域の実情に応じ、災害ケースマネジメント（一人ひとりの

被災者の状況を把握した上で、関係者が連携して、被災者に対するきめ細や

かな支援を継続的に実施する取組）などの被災者支援の仕組みの整備等に努

めるものとする。 

(ｲ) 市は半壊以上の被害を受けた在宅避難者及び親戚宅等避難者について住家

の被害認定調査、保健師等による保健衛生活動、罹災証明書の発行手続き、

避難所での炊き出し等において、在宅避難者及び親戚宅等避難者の避難先や

住まいの状況を把握し、被災者台帳等へ反映するよう努めるものとする。 

(ｳ) 市自らの調査では避難先が把握出来ない場合は、民生委員、児童委員、社

会福祉協議会、自治会、ＮＰＯ・ボランティア等の協力や、広報による申出の

呼びかけ等により、把握に努めるものとする。 

(ｴ) 市及び県は、被災者のニーズを十分把握し、被害の情報、二次災害の危険

性に関する情報、安否情報、ライフラインや交通施設等の公共施設等の復旧

状況、医療機関、スーパーマーケット、ガソリンスタンドなどの生活関連情

報、それぞれの機関が講じている施策に関する情報、交通規制、被災者生活

支援に関する情報等、被災者等に役立つ正確かつきめ細やかな情報を適切に

提供する。なお、その際、要配慮者、在宅避難者、住宅での避難者、応急仮設

住宅として供与される賃貸住宅への避難者、所在を把握できる広域避難者、
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在日外国人、訪日外国人に配慮した伝達を行う。 

(ｴ) 県及び市は、被災者のおかれている生活環境及び居住環境等が多様である

ことにかんがみ、情報を提供する際に活用する媒体に配慮する。 

特に、停電や通信障害発生時は情報を得る手段が限られていることから、

被災者生活支援に関する情報についてはチラシの張り出し、配布等の紙媒体

や広報車でも情報提供を行うなど、適切に情報提供がなされるよう努める。 

(ｵ) 県及び市は、要配慮者、在宅での避難者、応急仮設住宅等への避難者等に配慮

した正確な情報の伝達等により、生活環境の確保が図られるよう努める。 

(ｶ) 県及び市は、被災者の安否について市民から照会があったときは、被災者等の

権利、利益を不当に侵害することのないよう配慮しつつ、消防、救助等人命に関

わるような災害発生直後の緊急性の高い応急措置に支障を及ぼさない範囲で、可

能な限り安否情報を回答するよう努める。 

この場合において、県及び市は、安否情報の適切な提供のために必要と認める

ときは、警察、消防及び関係機関と協力して、被災者に関する情報の収集に努め

る。 

 

 

在日外国人、訪日外国人に配慮した伝達を行う。 

(ｵ) 市及び県は、被災者のおかれている生活環境及び居住環境等が多様である

ことにかんがみ、情報を提供する際に活用する媒体に配慮する。 

特に、停電や通信障害発生時は情報を得る手段が限られていることから、

被災者生活支援に関する情報についてはチラシの張り出し、配布等の紙媒体

や広報車でも情報提供を行うなど、適切に情報提供がなされるよう努める。 

(ｶ) 市及び県は、要配慮者、在宅での避難者、応急仮設住宅等への避難者等に配慮

した正確な情報の伝達等により、生活環境の確保が図られるよう努める。 

(ｷ) 市及び県は、被災者の安否について市民から照会があったときは、被災者等の

権利、利益を不当に侵害することのないよう配慮しつつ、消防、救助等人命に関

わるような災害発生直後の緊急性の高い応急措置に支障を及ぼさない範囲で、可

能な限り安否情報を回答するよう努める。 

この場合において、県及び市は、安否情報の適切な提供のために必要と認める

ときは、警察、消防及び関係機関と協力して、被災者に関する情報の収集に努め

る。 

(ｸ) 市及び県は、障がいの種類及び程度に応じて障がい者が防災及び防犯に関

する情報を迅速かつ確実に取得することができるようにするため、体制の整

備充実、設備又は機器の設置の推進その他の必要な施策を講ずるものとする。 

(ｹ) 市及び県は、障がいの種類及び程度に応じて障がい者が緊急の通報を円滑

な意思疎通により迅速かつ確実に行うことができるようにするため、多様な

手段による緊急の通報の仕組みの整備の推進その他の必要な施策を講ずるも

のとする。 
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第３章 第１５節 飲料水の調達供給活動 

現 行 修 正 案 

 

第１５節 飲料水の調達供給活動 

 

第１ 基本方針 

飲料水の調達は、緊急遮断弁や自己水源の稼働により確保された配水池の貯留水、プ

ールへろ水器を搬入して確保された水並びにボトルウォーターの備蓄等により行うこ

ととし、被災市町村で水の確保が困難な場合は、他市町村からの応援給水により調達す

ることを長野県の基本方針としている。 

本市では、飲料水の供給は重要給水を優先的に行い、被災規模により単独での給水活

動が困難となる場合には、長野県市町村災害時相互応援協定及び長野県水道協議会水道

施設等災害相互応援要綱により他市町村から応援給水を受ける。 

 

第３ 活動の内容 

１ 飲料水の確保 

⑵ 実施計画 

ウ 【水道事業者等が実施する対策】 

(ｱ) 県企業局が実施する対策 

ａ 「安心の蛇口」について、飲料水の調達が可能か確認する。 

ｂ 「川中島の水」について、備蓄場所及び本数の確認を行う。 

ｃ 浄水場の点検を実施し、飲料水の調達が可能か判断する。 

ｄ 非常用水源井戸により飲料水の調達を行う。 

（新設） 

 

 

 

２ 飲料水の供給 

⑵ 実施計画 

ウ 【水道事業者等が実施する対策】 

（ｱ）  県企業局が実施する対策 

ｅ  ボトルウォーター「川中島の水」や給水袋等の給水資材を、市が設置

した飲料水供給場所へ供給・配布する活動を市町村と協力して行う。 

 

 

第１５節 飲料水の調達供給活動  

 

第１ 基本方針 

飲料水の調達は、緊急遮断弁や自己水源の稼働により確保された配水池の貯留水、プ

ールへろ水器を搬入して確保された水並びにボトルウォーターの備蓄等により行うこ

ととし、市で水の確保が困難な場合は、他市町村からの応援給水により調達することを

長野県の基本方針としている。 

本市では、飲料水の供給は重要給水施設を優先的に行い、被災規模により単独での応急給

水活動が困難となる場合には、長野県市町村災害時相互応援協定及び長野県水道協議会水

道施設等災害相互応援要綱により他市町村から応援給水を受ける。 

 

第３ 活動の内容 

１ 飲料水の確保 

⑵ 実施計画 

ウ 【水道事業者等が実施する対策】 

（ｱ）  県企業局が実施する対策 

ａ 浄水場や配水池の点検を実施し、飲料水の調達が可能か判断する。 

ｂ 「安心の蛇口」設置箇所では、組立式応急給水栓により、飲料水の調達

が可能か確認する。 

ｃ 非常用水源井戸により飲料水の調達を行う。 

ｄ 給水袋等給水資材の備蓄場所・数量の確認を行う。 

ｅ ボトルウォーター「川中島の水」・「千曲川の水」の備蓄場所・数量

の確認を行う。 

 

２ 飲料水の供給 

⑵ 実施計画 

ウ 【水道事業者等が実施する対策】 

（ｱ）  県企業局が実施する対策 

ｅ  ボトルウォーター「川中島の水」・「千曲川の水」や給水袋等の給水資

材を、市が設置した飲料水供給場所へ供給・配布する活動を市町村と協力

して行う。 
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第３章 第１７節 保健衛生、感染症予防活動 

現 行 修 正 案 

 

第１７節 保健衛生、感染症予防活動 

 

第１ 基本方針 

被災後、復旧までの間における被災者の健康の確保を目的に、医療調整本部において

、被災者の健康状態の把握・健康相談等の保健活動、感染症の発生予防措置・まん延防

止措置、食品衛生指導、食生活の状況の把握及び栄養改善対策等の指導を行うとともに

、地域の衛生状態にも十分配慮する。 

 

第２ 主な活動 

１ 保健師による被災者の健康相談等を行うとともに、避難所における健康意識の向

上に努める。また、被災者の食料確保状況を把握し、管理栄養士による栄養指導を

行うとともに食品衛生上の危害防止のための措置を講ずる。 

 

 

第３ 活動の内容 

１ 保健衛生活動 

⑴ 基本方針 

災害発生直後より、被災地及び避難所等に保健師、派遣し、被災者の救護及び健

康管理のための保健活動を行う。 

また、被災世帯及び避難所等における健康管理を継続して行い、環境の整備に取

り組むとともに、心のケアのため必要に応じ精神科医師等の派遣を行う。 

このほか、被災者の食料確保の状況を把握し、関係機関と連携の上、栄養改善及

び食品衛生管理に必要な措置を講ずる。 

⑵ 実施計画 

ア 【市が実施する対策】（健康福祉部、環境エネルギー部） 

(ｳ) 要医療者及び慢性疾患者等に、医療・保健情報を提供するとともに、受診

状況の確認等を行い継続ケアに努める。 

(ｴ)  保健師等の巡回等による健康管理、衛生管理、感染症及び食中毒防止対策

について保健師及び管理栄養士が、当該地域の避難所等を巡回して避難住民

及び災害復旧に従事する者等の健康相談・指導及び栄養指導を行う。また、

避難所の保健衛生管理、感染症及び食中毒の防止に努める。 

 (ｶ)  安全かつ確実な食料の提供のために、以下の対策を行う。 

ａ 被災者の食料確保の状況を把握し、必要に応じ栄養指導を行う。 

 

第１７節 保健衛生、感染症予防活動  

 

第１ 基本方針 

被災後、復旧までの間における被災者の健康の確保を目的に、保健医療調整本部にお

いて、被災者の健康状態の把握・健康相談等の保健活動、感染症の発生予防措置・まん

延防止措置、食品衛生指導、食生活の状況の把握及び栄養改善対策等の指導を行うとと

もに、地域の衛生状態にも十分配慮する。 

 

第２ 主な活動 

１ 保健師による被災者の健康相談等を行うとともに、避難所等における健康意識の

向上に努める。また、被災者の食料確保状況を把握し、管理栄養士による栄養指導

を行うとともに食品衛生監視員による食品衛生上の危害防止のための措置を講ず

る。 

 

第３ 活動の内容 

１ 保健衛生活動 

⑴ 基本方針 

避難所等に保健師、管理栄養士及び歯科衛生士を派遣し、被災者の救護及び健康

管理のための保健活動を行う。 

また、避難所等における健康管理を継続して行い、環境の整備に取り組むととも

に、必要に応じ心のケアのため必要に応じ精神科医師等の派遣調整を行う。 

このほか、被災者の食料確保の状況を把握し、関係機関と連携の上、栄養改善及

び食品衛生管理に必要な措置を講ずる。 

⑵ 実施計画 

ア 【市が実施する対策】（健康福祉部、環境エネルギー部） 

(ｳ) 要医療者及び慢性疾患患者等に、医療・保健情報を提供するとともに、受

診状況の確認等を行い継続ケアに努める。 

(ｴ) 保健師及び管理栄養士等が、当該地域の避難所等を巡回して避難住民等の

健康相談及び栄養指導を行う。また、避難所の保健衛生管理、感染症及び食

中毒の防止に努める。 

 

 (ｶ)  安全かつ確実な食料の提供のために、以下の対策を行う。 

ａ 被災者の食料確保の状況を把握し、必要に応じ栄養指導を行う。 
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第３章 第１７節 保健衛生、感染症予防活動 

現 行 修 正 案 

ｂ 炊き出しによる現場給食の栄養指導・食品衛生指導を行う。 

ｃ 給与食品（救護食品を含む）の栄養管理等の指導、保管場所、保管方法

及び運搬方法の衛生指導を行う。 

ｄ 必要に応じ給与食品（救護食品を含む）の検査を行い、不良食品の排除

に努める。 

ｅ 災害発生の季節・気象状況に的確に対応した食品衛生指導を行う。 

ｆ 被災食品の措置を行う。 

ｇ 食品関係営業施設における被害食品の状況に応じ、食品衛生上の危害防

止のため必要な措置を講ずる。 

実施の時点は、発災後１週間以内とする。 

イ 【県が実施する対策】（健康福祉部） 

（ｱ）  被災者の健康管理のため、市と連携して衛生班による現地での健康相談等

を行うとともに、感染症の予防措置等保健衛生面での指導等を行い、避難所

における健康意識の向上に努める。 

ウ 【関係機関が実施する対策】 

（ｲ）  看護協会等は行政との連携のもとに、被災帯や避難所の救護・健康相談を

行うように努める。 

エ 【市民が実施する対策】 

（ｲ）  市民相互の助け合いを大切にし、自らボランティアとしての活動を行 

う。 

 

２ 感染症予防対策 

⑴ 基本方針 

感染症予防対策の整備及び訓練、機材の確保に努めるとともに、感染症予防対策

のための組織を明確化し、迅速な感染症予防を行う。 

また、感染症の発生を未然に防止するため、関係機関との連携のもとに衛生指導

などを行う。 

なお、感染症が発生した場合は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に

関する法律に基づく患者への医療提供必要に応じた消毒の実施等の措置を迅速に

行い、まん延防止を図る。 

⑵ 実施計画 

ア 【市が実施する対策】（健康福祉部、環境エネルギー部） 

（ｶ）  感染症対策活動完了後は、速やかに災害感染症対策完了報告書を取りまと

め、松本保健所長を経由して知事に提出する。 

ｂ 炊き出しによる現場給食の栄養指導・食品衛生指導を行う。 

ｃ 給与食品（救護食品を含む）の栄養管理等の指導、保管場所、保管方法

及び運搬方法の衛生指導を行う。 

ｄ 必要に応じ給与食品（救護食品を含む）の検査を行い、不良食品の排除

に努める。 

ｅ 災害発生の季節・気象状況に的確に対応した食品衛生指導を行う。 

（削除） 

ｇ 食品関係営業施設における被害食品の状況に応じ、食品衛生上の危害防

止のため必要な措置を講ずる。 

      （削除） 

イ 【県が実施する対策】（健康福祉部） 

（ｱ）  被災者の健康管理のため、市と連携して現地での健康相談等を行うととも

に、感染症の予防措置等保健衛生面での指導等を行い、避難所における健康

意識の向上に努める。 

ウ 【関係機関が実施する対策】 

（ｲ） 看護協会等は行政との連携のもとに、被災世帯や避難所の救護・健康相談

を行うように努める。 

エ 【市民が実施する対策】 

（ｲ）  市民相互の助け合いを大切にし、自らもボランティアとしての活動を行 

う。 

 

２ 感染症予防対策 

⑴ 基本方針 

感染症予防対策の整備及び訓練、機材の確保に努めるとともに、感染症予防対策

のための組織を明確化し、迅速な感染症予防を行う。 

また、感染症の発生を未然に防止するため、関係機関との連携のもとに衛生指導

などを行う。 

なお、感染症が発生した場合は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に

関する法律に基づく患者への医療提供等必要な措置を迅速に行い、まん延防止を図

る。 

⑵ 実施計画 

ア 【市が実施する対策】（健康福祉部、環境エネルギー部） 

（ｶ）  感染症対策活動完了後は、速やかに災害感染症対策完了報告書を取りまと

め知事に提出する。 
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第３章 第１７節 保健衛生、感染症予防活動 

現 行 修 正 案 

イ 【県が実施する対策】（健康福祉部） 

（ｴ）  実状に即応した迅速な感染症予防活動を実施及び指導するため、災害発生

後直ちに現地調査を行い、被害が甚大なは、職員を現地に派遣し適切な指導に当

たる。 

 

イ 【県が実施する対策】（健康福祉部） 

（ｴ）  実状に即応した迅速な感染症予防活動を実施及び指導するため、災害発生

後直ちに現地調査を行い、被害が甚大な場合は、職員を現地に派遣し適切な

指導に当たる。 
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第３章 第２３節 都市ガス施設応急活動 

現 行 修 正 案 

 

第２３節 都市ガス施設応急活動 

 

第１ 基本方針 

ガス漏洩による火災・爆発・生ガス中毒の二次災害防止により住民の安全を確保す 

る。速やかな応急復旧によりガスの早期供給再開をめざし、公共施設としての機能を維

持する。 

また、被害が大規模な場合、当該都市ガス事業者だけでは応急復旧活動が実施困難で

あることから、他都市ガス事業者へ応援を依頼した場合の受入体制を整備する。 

 

 

 

 

第２３節 都市ガス施設応急活動  

 

第１ 基本方針 

ガス漏洩による火災・爆発の二次災害防止により住民の安全を確保する。速やかな応

急復旧によりガスの早期供給再開をめざし、公共施設としての機能を維持する。 

また、被害が大規模な場合、当該都市ガス事業者だけでは応急復旧活動が実施困難

であることから、他都市ガス事業者へ応援を依頼した場合の受入体制を整備する。 

 

 

 

218



火山災害対策編 

第３章 第２４節 上水道施設応急活動 

現 行 修 正 案 

 

第２４節 上水道施設応急活動 

 

第３ 活動の内容 

１ 上水道施設応急復旧対策 

⑵ 実施計画 

イ 【県が実施する対策】 

被災の状況により、他都道府県への応援要請を行う。 

また、他都道府県が被災し、本県からの応援が必要と認められる場合は、応 

援活動を行う。 

ウ 【松本市水道事業協同組合が実施する対策】 

上下水道局の施設の応急復旧要請に対し、積極的に応ずる。 

エ 【水道事業者等が実施する対策】 

（ｱ）  県企業局が実施する対策 

ｂ  長野県営水道指定給水装置工事事業者等へにより協力を依頼するとと

もに、工事の発注を行う。 

ｄ  関係する市町村と協力して、住民に対し飲料水の供給等に関する広報活

動を行う。 

             （新設） 

 

 

第２４節 上水道施設応急活動  

 

第３ 活動の内容 

１ 上水道施設応急復旧対策 

⑵ 実施計画 

イ 【松本市水道事業協同組合が実施する対策】 

       上下水道局の施設の応急復旧要請に対し、積極的に応ずる。 

ウ 【県が実施する対策】 

被災の状況により、他都道府県への応援要請を行う。 

また、他都道府県が被災し、本県からの応援が必要と認められる場合は、応 

援活動を行う。 

エ 【水道事業者等が実施する対策】 

（ｱ）  県企業局が実施する対策 

ｂ  長野県営水道指定給水装置工事事業者等へ「県営水道指定給水装置工事

事業者の指定及び給水装置工事の施行に関する要綱」により協力を依頼す

るとともに、工事の発注を行う。 

ｄ  市と協力して、住民に対し飲料水の供給等に関する広報活動を行う。 

ｅ 停電により水道施設の機能維持が困難となった場合、予備電源への切替、

燃料の調達、「災害時等の災害対応資機材のリースに関する協定」に基づ

く資機材の調達、停電回復見込みの情報収集等により、施設の機能維持に

努めるものとする。 

    オ 【市民が実施する対策】 

       水道が使用不能あるいは使用制限が必要になった場合には、これに協力す

る。 
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火山災害対策編 

第３章 第２９節 土砂災害等応急活動 

現 行 修 正 案 

 

第２９節 土砂災害等応急活動 

 

第３ 活動の内容 

１ 土砂流出、泥流対策 

⑴ 基本方針 

監視体制を整え、被災状況、不安定土砂の状況を把握し、警戒避難情報を提供す

るとともに、被害を最小限に留めるために応急工事を実施する。 

⑵ 実施計画 

ア 【市が実施する対策】（危機管理部、建設部、環境エネルギー部） 

（ｲ）  警戒避難情報を住民に提供し、必要に応じ避難指示等の措置をとる。 

エ 【国が実施する対策】（地方整備局） 

（ｲ）  緊急調査の結果に基づき土砂災害が想定される土地の区域及び時期に関す 

る情報を関係自治体の長に通知する。 

オ 【市民が実施する対策】 

警戒避難情報に注意を払い、避難指示等に従い早急に安全な場所に避難す

るものとする。 

 

  

 

第２９節 土砂災害等応急活動  

 

第３ 活動の内容 

１ 土砂流出、泥流対策 

⑴ 基本方針 

監視体制を整え、被災状況、不安定土砂の状況を把握し、警戒避難に関する情報

を提供するとともに、被害を最小限に留めるために応急工事を実施する。 

⑵ 実施計画 

ア 【市が実施する対策】（危機管理部、建設部、環境エネルギー部） 

（ｲ）  土砂災害緊急情報を住民に提供し、必要に応じ避難指示等の措置をとる。 

エ 【国が実施する対策】（地方整備局） 

（ｲ）  緊急調査の結果に基づき土砂災害が想定される土地の区域及び時期に関す 

る土砂災害緊急情報を関係自治体の長に通知する。 

オ 【市民が実施する対策】 

土砂災害緊急情報に注意を払い、避難指示等に従い早急に安全な場所に避

難するものとする。 
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火山災害対策編 

第３章 第３０節 建築物災害応急活動 

現 行 修 正 案 

 

第３０節 建築物災害応急活動 

 

第３ 活動の内容 

２ 文化財 

⑵ 実施計画 

ア 【市が実施する対策】（教育委員会） 

市教育委員会は、災害が発生した場合の所有者または管理者が実施すべき対 

策について万全を期すよう指導し、国・県指定文化財に災害が発生した場合は、

その災害の原因、被害の概況及び応急措置その他必要事項について教育委員会に

報告するものとする。 

イ 【県が実施する対策】（教育委員会） 

教育委員会は、災害が発生した場合の所有者または管理者が実施すべき対策 

について万全を期すよう、市教育委員会を通じて指導するとともに、国指定文化

財に災害が発生した場合は、その災害の原因、被害の概況及び応急措置その他必

要事項について文化庁に報告する。 

ウ 【所有者が実施する対策】 

（ｳ）  災害の原因、被害の概況及び応急措置その他必要事項を調査し、市教育

委員会へ報告し、被害の状況に応じ、被害の拡大の防止のための応急修理

の措置を文化庁、教育委員会、市町村教育委員会の指導を受けて実施する

。 

 

 

 

第３０節 建築物災害応急活動  

 

第３ 活動の内容 

２ 文化財 

⑵ 実施計画 

ア 【市が実施する対策】（教育委員会） 

市教育委員会は、災害が発生した場合の所有者または管理者が実施すべき対 

策について万全を期すよう指導し、国・県指定文化財に災害が発生した場合は、

その災害の原因、被害の概況及び応急措置その他必要事項について県に報告する

ものとする。 

イ 【県が実施する対策】（県民文化部） 

県は、災害が発生した場合の所有者または管理者が実施すべき対策 

について万全を期すよう、市教育委員会を通じて指導するとともに、国指定文化

財に災害が発生した場合は、その災害の原因、被害の概況及び応急措置その他必

要事項について文化庁に報告する。 

ウ 【所有者が実施する対策】 

（ｳ）  災害の原因、被害の概況及び応急措置その他必要事項を調査し、市教育

委員会へ報告し、被害の状況に応じ、被害の拡大の防止のための応急修理

の措置を文化庁、県、市町村教育委員会の指導を受けて実施する。 
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火山災害対策編 

第３章 第３３節 災害の拡大防止と二次災害防止活動 

現 行 修 正 案 

 

第３３節 災害の拡大防止と二次災害防止活動 

 

第３ 活動の内容 

１ 建築物、構造物に係る二次災害防止対策 

⑵ 実施計画 

［道路及び橋梁関係］ 

イ 【県が実施する対策】 

（ｲ）  道路及び橋梁の被害状況や交通状況を速やかに把握するため、自転車やバ

イク等の多様な移動手段の活用によりパトロール等を実施するとともに、道

路情報モニター及び官民の自動車プロープ情報の活用等により情報収集を

行う。                               （建設部、道路公社、警察本部） 

（ｵ）  パトロール等による巡視の結果等をもとに、路上の障害物の除去及び被災

道路の応急復旧計画を策定し、建設業協会各支部と結んだ業務協定に基づ 

き、緊急輸送路の機能確保を最優先に応急復旧工事を行う。 

また、路上の障害物の除去及び応急復旧対策の工法は、被害の状況、本復

旧までの工期施行量、資機材の有無等を考慮し適切な方法を選択する。 

（建設部、道路公社、警察本部） 

 

 

 

 

第３３節  災害の拡大防止と二次災害防止活動 

 

第３ 活動の内容 

１ 建築物、構造物に係る二次災害防止対策 

⑵ 実施計画 

［道路及び橋梁関係］ 

イ 【県が実施する対策】 

（ｲ）  道路及び橋梁の被害状況や交通状況を速やかに把握するため、自転車やバ

イク等の多様な移動手段の活用によりパトロール等を実施するとともに、道

路情報モニター及び官民のプロープ情報の活用等により情報収集を行う。 

（建設部、道路公社、警察本部） 

（ｵ）  パトロール等による巡視の結果等をもとに、路上の障害物の除去及び被災

道路の応急復旧計画を策定し、建設業協会各支部と結んだ業務協定に基づ 

き、緊急輸送道路の機能確保を最優先に応急復旧工事を行う。 

また、路上の障害物の除去及び応急復旧対策の工法は、被害の状況、本復

旧までの工期施行量、資機材の有無等を考慮し適切な方法を選択する。 

（建設部、道路公社、警察本部） 
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火山災害対策編 

第３章 第３６節 文教活動 

現 行 修 正 案 

 

第３６節 文教活動 

 

第３ 活動の内容 

８ 指定文化財における災害時の措置 

一般公開を行っている指定文化財が被災した場合、指定文化財の所有者又は管理責

任者は、観覧者の避難誘導を速やかに行い、その安全を図る。 

また、火災・倒壊等が発生した場合は直ちに必要な措置を講じ、被害を最小限にと

どめる。被害状況の把握のため指定文化財の所有者となっている場合、速やかに被害

状況を把握し、必要な措置を講ずる。その場合、建造物、廟所・巨木・山城等火災や

倒壊等によって人的被害が発生する可能性の高いものを優先的にパトロールする。 

教育委員会事務局は、指定文化財の被害状況がまとまり次第、教委と協議のうえ、

文化財復旧のための適切な措置を講ずる。 

 

 

 

 

第３６節 文教活動  

 

第３ 活動の内容 

８ 指定文化財における災害時の措置 

一般公開を行っている指定文化財が被災した場合、指定文化財の所有者又は管理責

任者は、観覧者の避難誘導を速やかに行い、その安全を図る。 

また、火災・倒壊等が発生した場合は直ちに必要な措置を講じ、被害を最小限にと

どめる。被害状況の把握のため指定文化財の所有者となっている場合、速やかに被害

状況を把握し、必要な措置を講ずる。その場合、建造物、廟所・巨木・山城等火災や

倒壊等によって人的被害が発生する可能性の高いものを優先的にパトロールする。 

教育委員会事務局は、指定文化財の被害状況がまとまり次第、県と協議のうえ、

文化財復旧のための適切な措置を講ずる。 
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火山災害対策編 

第３章 第４１節 観光地の孤立災害応急対策及び登山者の安全確保対策 

現 行 修 正 案 

 

第４１節 観光地の孤立災害応急対策及び登山者の安全確保対策 

 

第３ 活動の内容 

１ 通信手段の確保 

⑵ 実施計画 

ア 【市が実施する対策】（危機管理部） 

（ｱ）  職員の派遣、衛星携帯電話、携帯電話、地域防災行政無線・消防無線に

よる中継及びアマチュア無線の活用等、あらゆる方法によって情報伝達手

段を確保する。 

 

２ 孤立状況等の早期把握 

⑴ 基本方針 

山岳観光地で災害が発生した際には、応急対策を実施する側から積極的に状況の

確認を行い、孤立状況や被害実態を早期に把握する。 

 

 

第４１節 観光地の孤立災害応急対策及び登山者の安全確保対策  

 

第３ 活動の内容 

１ 通信手段の確保 

⑵ 実施計画 

ア 【市が実施する対策】（危機管理部、総合戦略局） 

（ｱ）  職員の派遣、衛星携帯電話、携帯電話、地域防災行政無線・消防無線に

よる中継及びアマチュア無線の活用等、あらゆる方法によって情報伝達手

段を確保する。 

 

２ 孤立状況等の早期把握 

⑴ 基本方針 

山岳観光地で災害が発生した際には、応急対策を実施する側から積極的に状況

の確認を行い、職員を派遣する等、孤立状況や被害実態を早期に把握する。 
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火山災害対策編 

第４章 第５節 被災者等の生活再建等の支援 

現 行 修 正 案 

 

第５節 被災者等の生活再建等の支援 

 

第３ 活動の内容 

 １ 住宅対策 

⑵ 実施計画 

ア 【市が実施する対策】（建設部） 

（ｱ）  災害復興住宅建設等補助金 

住宅金融支援機構の災害復興住宅資金の補修資金の説明会等を行い、申

込みに必要なり災証明書の発行を行うものとする。 

 

４ 被災者の労働対策 

⑵ 実施計画 

ア 【市が実施する対策】（産業振興部） 

災害により離職を余儀なくされた者の再就職を支援するため、公共職業安定 

所の行う臨時職業相談窓口、巡回職業相談及び職業転換給付金制度等の周知､活

用促進を図るための措置を講ずる。 

 

第５節 被災者等の生活再建等の支援 

 

第３ 活動の内容 

  １ 住宅対策 

⑵ 実施計画 

ア 【市が実施する対策】（建設部、財政部） 

（ｱ）  災害復興住宅建設等補助金 

住宅金融支援機構の災害復興住宅資金の補修資金の説明会等を行い、申

込みに必要なり災証明書の発行を行うものとする。 

 

４ 被災者の労働対策 

⑵ 実施計画 

ア 【市が実施する対策】（産業振興部） 

災害により離職を余儀なくされた者の再就職を支援するため、ハローワークの

行う臨時職業相談窓口、巡回職業相談及び職業転換給付金制度等の周知､活用

促進を図るための措置を講ずる。 
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原子力災害対策編 

第３章 第４節 モニタリング等 

現 行 修 正 案 

 

第４節 モニタリング等 

 

第４ 屋内退避及び避難誘導 

２ 屋内退避等の措置（危機管理部、環境エネルギー部、教育委員会、健康福祉部） 

   ⑸ 新型コロナウイルス感染症を含む感染症の流行下において，原子力災害が発生

した場合，住民等の被ばくによるリスクとウイルスの感染拡大によるリスクの双

方から，住民等の生命・健康を守ることを最優先とする。具体的には，避難又は

一時移転を行う場合には，その過程又は避難先等における感染拡大を防ぐため，

避難所等における感染者とそれ以外の者との分離，人と人との距離の確保，マス

クの着用，手洗いなどの手指衛生等の感染対策を実施する。 

 

「原子力災害対策指針（最新改定日 令和４年７月６日）」で示されている屋内退

避及び避難等に関する指標は次の表のとおり。 

基準の概要 初期設定値※１ 防護措置の概要 

 地表面からの放射線、再浮

遊した放射性物質の吸入、不

注意な経口摂取による被ばく

影響を防止するため、住民等

を数時間内に避難や屋内退避

等させるための基準 

500μSv/h 

（地上１m で計測

した場合の空間放

射線量率※２） 

 

数時間内を目途に区域を特

定 

し、避難等を実施。(移動

が困難な者の一時屋内退避

を含む） 

 

 

地表面からの放射線、再浮

遊した放射性物質の吸入、不

注意な経口摂取による被ばく

影響を防止するため、地域生

産物※３の摂取を制限するとと

もに、住民等を1 週間程度内

に一時移転させるための基準 

20μSv/h（地上

１mで計測した場

合の空間放射線量

率※２） 

 

１日内を目途に区域を特

定し、地域生産物の摂取を

制限するとともに、１週間

程度内に一時移転を実施。 

 

※１ 「初期設定値」とは緊急事態当初に用いるOIL の値であり、地上沈着した放射性核

種組成が明確になった時点で必要な場合にはOIL の初期設定値は改定される。 

※２  実際の適用に当たっては、空間放射線量率計測機器の設置場所における線量率と

地上１ｍでの線量率との差異を考慮して、判断基準の値を補正する必要がある。 

※３ 「地域生産物」とは、放出された放射性物質により直接汚染される野外で生産され

 

第４節 モニタリング等 

 

第４ 屋内退避及び避難誘導 

２ 屋内退避等の措置（危機管理部、環境エネルギー部、教育委員会、健康福祉部） 

   ⑸ 感染症の流行下において，原子力災害が発生した場合，住民等の被ばくによる

リスクとウイルスの感染拡大によるリスクの双方から，住民等の生命・健康を守

ることを最優先とする。具体的には，避難又は一時移転を行う場合には，その過

程又は避難先等における感染拡大を防ぐため，避難所等における感染者とそれ以

外の者との分離，人と人との距離の確保，マスクの着用，手洗いなどの手指衛生

等の感染対策を実施する。 

 

「原子力災害対策指針（最新改定日 令和５年11月１日）」で示されている屋内退

避及び避難等に関する指標は次の表のとおり。 

基準の概要 初期設定値※１ 防護措置の概要 

 地表面からの放射線、再浮

遊した放射性物質の吸入、不

注意な経口摂取による被ばく

影響を防止するため、住民等

を数時間内に避難や屋内退避

等させるための基準 

500μSv/h 

（地上１m で計測

した場合の空間放

射線量率※２） 

 

数時間内を目途に区域を特

定 

し、避難等を実施。(移動

が困難な者の一時屋内退避

を含む） 

 

 

地表面からの放射線、再浮

遊した放射性物質の吸入、不

注意な経口摂取による被ばく

影響を防止するため、地域生

産物※３の摂取を制限するとと

もに、住民等を1 週間程度内

に一時移転させるための基準 

20μSv/h（地上

１mで計測した場

合の空間放射線量

率※２） 

 

１日内を目途に区域を特

定し、地域生産物の摂取を

制限するとともに、１週間

程度内に一時移転を実施。 

 

※１ 「初期設定値」とは緊急事態当初に用いるOIL の値であり、地上沈着した放射性核

種組成が明確になった時点で必要な場合にはOIL の初期設定値は改定される。 

※２  実際の適用に当たっては、空間放射線量率計測機器の設置場所における線量率と

地上１ｍでの線量率との差異を考慮して、判断基準の値を補正する必要がある。 

※３ 「地域生産物」とは、放出された放射性物質により直接汚染される野外で生産され
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原子力災害対策編 

第３章 第４節 モニタリング等 

現 行 修 正 案 

た食品であって、数週間以内に消費されるもの（例えば野菜、該当地域の牧草を食べ

た牛の乳）をいう。 

 

第７ 緊急輸送活動 

２ 県では、人員、車両等に不足が生じたときは、次表の関係機関に支援を要請する

とともに、必要に応じて隣接県に支援を要請する。       （危機管理部） 

 

 
 

輸送内容 関 係 機 関 

モニタリング要員 

各種資機材 

(公社)長野県トラック協会 

警察本部（緊急輸送路の確保、車両の先導等） 

自衛隊 

避難市民等 

(公社)長野県バス協会 

警察本部（緊急輸送路の確保、車両の先導等） 

自衛隊 

た食品であって、数週間以内に消費されるもの（例えば野菜、該当地域の牧草を食べ

た牛の乳）をいう。 

 

第７ 緊急輸送活動 

２ 県では、人員、車両等に不足が生じたときは、次表の関係機関に支援を要請する

とともに、必要に応じて隣接県に支援を要請する。       （危機管理部） 

 

 

 

 

輸送内容 関 係 機 関 

モニタリング要員 

各種資機材 

(公社)長野県トラック協会 

警察本部（緊急輸送道路の確保、車両の先導等） 

自衛隊 

避難市民等 

(公社)長野県バス協会 

警察本部（緊急輸送道路の確保、車両の先導等） 

自衛隊 
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原子力災害対策編 

第３章 第６節 飲料水、飲食物の摂取制限等 

現 行 修 正 案 

 

第６節 飲料水、飲食物の摂取制限等 

 

第３ 飲食物摂取制限に関する指標 

 

（原子力災害対策指針（令和４年７月６日）） 

対 象 放射性ヨウ素 

飲料水 ３００ ベクレル／キログラム

以上 

 

牛乳・乳製品 

野菜類（根菜・芋類を除く） 

穀類、肉、卵、魚、その他 

２，０００ ベクレル／キログ

ラム以上 

 

第６節 飲料水、飲食物の摂取制限等 

 

第３ 飲食物摂取制限に関する指標 

 

（原子力災害対策指針（令和５年 11月１日）） 

 

 

対 象 放射性ヨウ素 

飲料水 ３００ ベクレル／キログラム

以上 

 

牛乳・乳製品 

野菜類（根菜・芋類を除く） 

穀類、肉、卵、魚、その他 

２，０００ ベクレル／キログ

ラム以上 

 

228



雪害対策編 

第１章 第１節 雪害に強い郷土づくり 

現 行 修 正 案 

 

第１節 雪害に強い郷土づくり 

 

第３ 計画の内容 

１２ 文化財の保護 

⑵ 実施計画 

イ 【県が実施する計画】（教育委員会） 

市町村教育委員会を通じ所有者又は管理者に対して、積雪による文 

化財の破損あるいは損傷の危険防止のための必要な措置を講ずるよう指導する。 

 

１４ 雪害に関する知識の市民への普及・啓発 

⑵ 実施計画 

ア 【市が実施する計画】 

 降積雪時の適切な活動や除雪作業の危険性と対応策等について、市民に対し 

て周知を図るとともに、防災マップ等により、雪崩危険箇所等の周知を図る。 

特に、豪雪地帯においては、既存住宅に対する命綱固定アンカーの設置の促進 

や除排雪の安全を確保するための装備の普及、克雪に係る技術の普及等を図る 

ものとする。 

また、自主的除雪に不安のある高齢者等世帯の除雪を地域で連携して支援す 

る体制を整える。 

（新設） 

 

        イ 【県が実施する計画】（危機管理部・健康福祉部・警察本部） 

（ｱ） 次の項目についてテレビ、ラジオ等のマスメディアや、防災研修会、防災

講演会、パンフレット等により県民に対して防災知識の普及を図る。特に、

豪雪地帯においては、既存住宅に対する命綱固定アンカーの設置の促進や除

排雪の安全を確保するための装備の普及、克雪に係る技術の普及等を図る。 

また、自主的除雪に不安のある高齢者等世帯に対して、地域で連携して支

援する体制があることを普及・啓発する。 

ａ 雪害に関する警報・注意報等に対する知識 

ｂ 住宅周辺等の自主的除雪を心がける等の防災思想の普及 

ｃ 住宅周辺等の自主的除雪の際の屋根からの落雪への注意 

ｄ 屋根の雪下ろしの際の転倒防止への注意 

(ｲ)  市町村に対して防災マップ、災害時の行動マニュアル等の作成について指

 

第１節 雪害に強い郷土づくり 

 

第３ 計画の内容 

１２ 文化財の保護 

⑵ 実施計画 

イ 【県が実施する計画】（県民文化部） 

市町村担当部局を通じ所有者又は管理者に対して、積雪による文 

化財の破損あるいは損傷の危険防止のための必要な措置を講ずるよう指導する。 

 

１４ 雪害に関する知識の市民への普及・啓発 

⑵ 実施計画 

ア 【市が実施する計画】 

(ｱ) 降積雪時の適切な活動や除雪作業の危険性と対応策等について、市民に対

して周知を図るとともに、防災マップ等により、雪崩危険箇所等の周知を図

る。特に、豪雪地帯においては、既存住宅に対する命綱固定アンカーの設置の

促進や除排雪の安全を確保するための装備の普及、克雪に係る技術の普及等

を図るものとする。 

また、自主的除雪に不安のある高齢者等世帯の除雪を地域で連携して支援

する体制を整える。 

          (ｲ) 道路や屋根雪等の除排雪中の事故の発生を防止する等のための克雪に関す

る技術の普及等を図る。 

イ 【県が実施する計画】（危機管理部・企画振興部・健康福祉部・警察本部） 

（ｱ） 次の項目についてテレビ、ラジオ等のマスメディアや、防災研修会、防災

講演会、パンフレット等により県民に対して防災知識の普及を図る。特に、

豪雪地帯においては、既存住宅に対する命綱固定アンカーの設置の促進や除

排雪の安全を確保するための装備の普及を図る。 

また、自主的除雪に不安のある高齢者等世帯に対して、地域で連携して  

支援する体制があることを普及・啓発する。 

ａ 雪害に関する警報・注意報等に対する知識 

ｂ 住宅周辺等の自主的除雪を心がける等の防災思想の普及 

ｃ 住宅周辺等の自主的除雪の際の屋根からの落雪への注意 

ｄ 屋根の雪下ろしの際の転倒防止への注意 

(ｲ)  道路や屋根雪等の除排雪中の事故の発生を防止する等のための克雪に関す
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雪害対策編 

第１章 第１節 雪害に強い郷土づくり 

現 行 修 正 案 

導するとともに、自主的除雪に不安のある高齢者等世帯の除雪を支援するた

め、要援護世帯の状況に応じた、地域住民の支え合いの力による支援体制を

整えるよう働きかける。 

(ｳ)  地域の実情に応じ、各種研修等を通じて、大雪時も含め冬期に運転する際

の必要な準備について、車両の運転者への周知に努めるものとする。 

(ｴ)  集中的な大雪が予測される場合において、計画的・予防的な通行規制や不   

             要・不急の道路利用を控えることが重要であることについて、周知に努める

ものとする。 

  

る技術の普及等を図る。 

(ｳ) 市町村に対して防災マップ、災害時の行動マニュアル等の作成について指

導するとともに、自主的除雪に不安のある高齢者等世帯の除雪を支援するた

め、要援護世帯の状況に応じた、地域住民の支え合いの力による支援体制を

整えるよう働きかける。 

(ｴ) 地域の実情に応じ、各種研修等を通じて、大雪時も含め冬期に運転する際

の必要な準備について、車両の運転者への周知に努めるものとする。 

 

(ｵ) 集中的な大雪が予測される場合において、計画的・予防的な通行規制や不

要・不急の道路利用を控えることが重要であることについて、周知に努める

ものとする。 
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雪害対策編 

第２章 第３節 避難受入活動にあたっての雪害災害等に対する措置 

現 行 修 正 案 

 

第３節 避難受入活動にあたっての雪害災害等に対する措置 

 

≪各部の分掌事務≫  

本部長（副市長） 

部 局 課 等 災害対策事務分掌 

危機管理部 

危機管理課 

○気象情報の収集・伝達 

○対策本部の設置 

○関係機関との連絡・調整 

○各部の活動状況の把握  

○本部会議の開催 

○被害状況の把握と県への報告（地域振興局経

由） 

○道路除雪本部との連絡・調整 

○消防団による水害警戒（中小河川） 

○消防水利の除雪（消火栓、防火水槽等）  

消防防災課 

住民自治局 地域づくり課 

○指揮本部との総合的連絡                                

○所管および関連施設の安全確保・被害調査                    

○部内の災害情報収集・整理  

○気象予警報の伝達               

○町会との連絡調整  

○避難誘導  

総務部 行政管理課 

○気象予警報の伝達  

○部内の災害情報収集 

○部内施設の被害調査・復旧  

財政部 財政課 

○気象予警報の伝達  

○対策本部との総合的連絡  

○被害調査      

○部内の災害情報収集・整理  

 

第３節 避難受入活動にあたっての雪害災害等に対する措置 

 

≪各部の分掌事務≫  

本部長（副市長） 

部 局 課 等 災害対策事務分掌 

危機管理部 

危機管理課 

○防災気象情報の収集・伝達 

○対策本部の設置 

○関係機関との連絡・調整 

○各部の活動状況の把握  

○本部会議の開催 

○被害状況の把握と県への報告（地域振興局経

由） 

○道路除雪本部との連絡・調整 

○消防団による水害警戒（中小河川） 

○消防水利の除雪（消火栓、防火水槽等）  

消防防災課 

住民自治局 地域づくり課 

○指揮本部との総合的連絡                                

○所管および関連施設の安全確保・被害調査                    

○部内の災害情報収集・整理  

○防災気象情報の伝達               

○町会との連絡調整  

○避難誘導  

総務部 行政管理課 

○防災気象情報の伝達  

○部内の災害情報収集 

○部内施設の被害調査・復旧  

財政部 財政課 

○防災気象情報の伝達  

○対策本部との総合的連絡  

○被害調査      

○部内の災害情報収集・整理  
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雪害対策編 

第２章 第３節 避難受入活動にあたっての雪害災害等に対する措置 

現 行 修 正 案 

健康福祉部 福祉政策課 

○指揮本部との総合的連絡                                

○所管および関連施設の安全確保・被害調査                    

○部内の災害情報収集・整理  

○気象予警報の伝達  

○所管および関連施設の安全確保・被害調査 

○日赤救護班・医師会・歯科医師会・薬剤師会

救護班の協力要請 

○日赤奉仕団との連絡  

○食料・生活必需品等の供与 

○医療・救護関係の資機材確保 

産業振興部 農政課 

○気象予警報の伝達  

○対策本部との連絡調整 

○部内の災害情報収集  

○施設の災害対策 

○農業関係の被害調査・情報伝達  

○関係団体との連絡調整 

○食料品等の調達・供給  

○農業施設の災害対策 

○災害激甚地指定  

建設部 建設総務課 

○気象予警報の伝達  

○対策本部との総合的連絡                

○部内の災害情報収集  

○県関係機関との連絡調整              

○災害工事用資機材の調達 

上下水道局 総務課 

○気象予警報の伝達  

○対策本部との連絡調整 

○局内の災害情報収集  

○所管および関連施設の被害情報の整理 

○断水等の市民周知  

○復旧資機材の調達・確保 

○県関係機関との連絡調整  

健康福祉部 福祉政策課 

○指揮本部との総合的連絡                                

○所管および関連施設の安全確保・被害調査                    

○部内の災害情報収集・整理  

○防災気象情報の伝達  

○所管および関連施設の安全確保・被害調査 

○日赤救護班・医師会・歯科医師会・薬剤師会

救護班の協力要請 

○日赤奉仕団との連絡  

○食料・生活必需品等の供与 

○医療・救護関係の資機材確保 

産業振興部 農政課 

○防災気象情報の伝達  

○対策本部との連絡調整 

○部内の災害情報収集  

○施設の災害対策 

○農業関係の被害調査・情報伝達  

○関係団体との連絡調整 

○食料品等の調達・供給  

○農業施設の災害対策 

○災害激甚地指定  

建設部 建設総務課 

○防災気象情報の伝達  

○対策本部との総合的連絡                

○部内の災害情報収集  

○県関係機関との連絡調整              

○災害工事用資機材の調達 

上下水道局 総務課 

○防災気象情報の伝達  

○対策本部との連絡調整 

○局内の災害情報収集  

○所管および関連施設の被害情報の整理 

○断水等の市民周知  

○復旧資機材の調達・確保 

○県関係機関との連絡調整  
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雪害対策編 

第２章 第３節 避難受入活動にあたっての雪害災害等に対する措置 

現 行 修 正 案 

病院局 

病院総務課 
○傷病者の収容対策  

○医療・救護関係の資機材確保 

会田病院 ○病院総務課の所掌事務と同じ 

教育委員会 教育政策課 

○気象予警報の伝達  

○対策本部との連絡調整 

○部内の災害情報収集  

○教育関係の被害調査・情報伝達 

○関係団体との連絡調整   

 

 

 

 

病院局 

病院総務課 
○傷病者の収容対策  

○医療・救護関係の資機材確保 

四賀の里クリニ

ック 
○病院総務課の所掌事務と同じ 

教育委員会 教育政策課 

○防災気象情報の伝達  

○対策本部との連絡調整 

○部内の災害情報収集  

○教育関係の被害調査・情報伝達 

○関係団体との連絡調整   
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道路災害対策編 

第２章 第３節 災害応急対策の実施 

現 行 修 正 案 

 

第３節 災害応急対策の実施 

 

第２ 主な活動 

１ 道路管理者、指定行政機関、地方公共団体、公共機関等それぞれが、路上障害物除

去、緊急輸送路確保等の応急活動を実施する。 

また、被害の拡大を防ぎ緊急交通路を確保するため、交通規制、迂回道路の設定等

の措置をとるとともに、被害の拡大等を防ぐため、道路利用者等に情報を提供する。 

 

 

 

 

第３節 災害応急対策の実施 

 

第２ 主な活動 

１ 道路管理者、指定行政機関、地方公共団体、公共機関等それぞれが、路上障害物除

去、緊急輸送道路確保等の応急活動を実施する。 

また、被害の拡大を防ぎ緊急交通路を確保するため、交通規制、迂回道路の設定等

の措置をとるとともに、被害の拡大等を防ぐため、道路利用者等に情報を提供する。 
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大規模な火事災害対策編 

第１章 第１節 災害に強いまちづくり 

現 行 修 正 案 

 

第１節 災害に強いまちづくり 

 

第３ 計画の内容 

⑵ 実施計画 

イ 【県が実施する計画】 

（ｵ）  市町村教育委員会を通じ、所有者又は管理者に対して、文化財の管理・保護

について指導と助言を行い、防災施設の設置促進とそれに対する助成を行い、

各種文化財の防災を中心とした保護対策を推進し、防災思想の普及、防災力の

強化等の徹底を図る。                              （教育委員会） 

 

 

 

 

 

第１節 災害に強いまちづくり  

 

第３ 計画の内容 

⑵ 実施計画 

イ 【県が実施する計画】 

（ｵ）  市町村教育委員会を通じ、所有者又は管理者に対して、文化財の管理・保護

について指導と助言を行い、防災施設の設置促進とそれに対する助成を行い、

各種文化財の防災を中心とした保護対策を推進し、防災思想の普及、防災力の

強化等の徹底を図る。                              （県民文化部） 
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林野火災対策編 

第２章 第５節 二次災害の防止活動 

現 行 修 正 案 

 

第５節 二次災害の防止活動 

 

第３ 活動の内容 

二次災害の防止 

２ 実施計画 

⑵ 【県が実施する対策】 

ア 林務部が実施する対策 

機能を失った森林に原因する二次災害の発生予想・影響等について調査し、 

危険性が高い箇所について、関係者・関係機関に情報提供を行うとともに、土 

砂災害等の防止対策を検討する。 

イ 建設部が実施する対策 

（ｱ） 緊急点検マニュアルにより、土砂災害危険箇所及び施設の点検を実施する

。 

 

 

 

第５節 二次災害の防止活動 

 

第３ 活動の内容 

二次災害の防止 

２ 実施計画 

⑵ 【県が実施する対策】 

ア 林務部が実施する対策 

機能を失った森林に原因する二次災害の発生予想・影響等について調査し、 

危険性が高い箇所について、関係者・関係機関に情報提供を行うとともに、土 

砂災害等の防止対策を検討する。 

イ 建設部が実施する対策 

（ｱ） 緊急点検マニュアルにより、土砂災害警戒区域等及び施設の点検を実施す

る。 
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資料３ 

地震の記録 

 

 

(注 1)  本表は、「長野県地域防災計画(資料編、平成２３年度修正)」を主として作成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(松本市に影響があったと思われる地震) 

№ 

西暦

(和

暦) 

震央            

(東経・北緯) 
M 

被害 

程度 

主な被

害地域 
備      考 

新設        

資料３ 

地震の記録 

 

 

(注 1)  本表は、「長野県地域防災計画(資料編、令和５年度修正)」を主として作成 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(松本市に影響があったと思われる地震) 

№ 
西暦(和

暦) 

震央            

(東経・北

緯) 

M 
被害 

程度 

主な被

害地域 
備      考 

38 
2024.1.1 

16:10 

137.2°       

37.5° 
7.6  C 石川県 

松本市丸の

内震度 4 
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資料４ 

風水害の記録 

 

№ 年月日 原    因 災  害  箇  所 被害地域 被  害  状  況 

 新設  

 

 

 

 新設  

 

 

 

 新設  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料４ 

風水害の記録 

 

№ 年月日 原    因 災  害  箇  所 被害地域 被  害  状  況 

63 
R6.6.30～

7.1 
大雨 

・総降水量 

上高地 180.0mm 

乗鞍 196.0mm 

上高地、

乗鞍 

・大雨警報（土砂災害）

発表 

・土砂災害警戒情報発表 

・避難指示発令 

・指定避難所 2か所開設 

・横尾仮設道の一部流

失、徳沢仮橋取付部の流

出 

・ウェストン碑周辺護

岸、園路流出 

64 R6.8.14 大雨 

・総降水量 

松本 101mm 

全市 

・大雨警報（浸水害）・

洪水警報発表 

・記録的短時間大雨情報

発表 

・松本空港トンネルで車

両水没 4台 

65 R6.9.12 大雨 

・総降水量 

松本 37.5mm 

今井 33.0ｍｍ 
全市 

・大雨警報（浸水害）・

洪水警報発表 

・床下浸水 8棟 

・非住家床上浸水 2棟 
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（追加） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料５ 

火山の記録 

 

№ 
西暦(和

暦) 
火山名        発生現象 備      考 

1 

1962(昭和

37)年 

6月 17日 

焼岳 

噴火中尾峠側の山腹に長さ 500mの割れ目(新

火口)生成、多量の噴石、降灰、火口付近の

山小屋で負傷者 4名。19日泥流。7～12月に

ときどき小爆発や泥流 

  

2 

1963(昭和

38)年 

1～3月 

焼岳 ときどき小爆発、降灰、地震群発   

3  

1968(昭和

43)年 

11月 

焼岳 地震群発   

4  

1969(昭和

44)年 

8～9月 

焼岳 地震群発   

5  

1990(平成

2)年 

1月 24日 

乗鞍岳 南南西約 10 ㎞ で地震群発 M4.2   

6  

1990(平成

2)年 

4月 1日

～5月上旬 

焼岳、

乗鞍岳 
東方約 10㎞で地震群発、最大 M4.6   

7  

1991(平成

3)年 

1月 23日 

乗鞍岳 
前年以来の地震続く。M4.3。 1992年末にか 

けて減少しつつ続いた。 
  

8  

1995(平成

7)年 

2月 11日 

焼岳 

焼岳山頂の南東約 3kmの安房トンネル建設に

伴う国道 158号線付け替え工事作業現場に

おいて水蒸気爆発が発生し、火山ガスを含む

水蒸気と 6000立方メートルを超す土砂が噴

出し、作業員 4名が犠牲となった。また、そ

の衝撃によって土砂崩れも引き起こされた。 
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9  

1995(平成

7)年 

8月 

乗鞍岳 南西約 2kmで地震群発   

10  
1998(平成

10)年 
焼岳 

8月 7日から上高地付近(東北東約 5～10km) 

を震源とする群発地震活動が始まった。その

後、徐々に地震回数は減っていった。 

  

11 

2011(平成

23)年 

3～12月 

焼岳、

乗鞍岳 

東北地方太平洋沖地震(2011年 3月 11日)以

降、山頂直下～北西麓の浅いところでの地震

活動が活発化。有感地震多発。3月 11日 14

時 57分 M4.7(震度 4)、21日 13時 15分

M4.8(震度 3) 

  

12 

2017(平成

29)年 

8月 9～10

日 

焼岳 

空振を伴う低周波地震が発生、黒谷火口にお

いて白色の噴気が 100m程度まで上がるのを

観測。黒谷火口内で弱い噴気と土砂が噴出し

た跡を確認。 

  

13 

2018(平成

30)年 

11月 22日 

焼岳 

11月 22日頃から山頂の北西 1～2km付近の 

やや深いところを震源とする地震が増加。12 

月 4日には山頂の東 2km付近でもやや深いと 

ころを震源とする地震が一時的に増加。 

  

14 

2019(令和

元)年 

7～10月 

焼岳 
空振を伴う火山性地震がたびたび発生。 

地震発生時、噴気の状況に大きな変化は認 

められず。 

  

15 

2020(令和

2)年 

4月 22日

～ 

焼岳 

山頂の東～北東側のやや深い所を震源とす 

る地震が増加。期間中最大の地震は 4月 23

日 13:44 に発生した M5.5の地震で、松本市

安曇で震度 4を観測 

  

16 

2022(令和

4)年 

5月 23日

～6月上旬 

焼岳 山頂付近の微小な地震が一時的に増加 
噴火警戒レ

ベル 2発表 

17 
2024（令

和 6）年 
焼岳 山頂付近の微小な地震が一時的に増加 

火山の状況

に関する解
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6月 7日～

7月 17日 

説情報（臨

時）発表 

18  

2025（令

和 7）年 

3月 4日～ 

焼岳 山頂付近の微小な地震が一時的に増加 
噴火警戒レ

ベル 2発表 

 

(注 1)  本表は、「長野県地域防災計画(資料編、令和５年度修正)」を主として作成 
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資料１５ 

農業施設の危険区域 

 

⑴  改良区等の管理施設   ため池 

    松本地区 

 

 

 

 

 

 

資料１５ 

農業施設の危険区域 

 

⑴  改良区等の管理施設   ため池 

    松本地区 
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資料１６ 

救急告示医療機関一覧表 

 

（松本市内） 

№ 保健所 

病院・

診療所

の別 

名称 開設者 所在地 
電話番

号 

1 松本 病院 

独立行政法人国

立病院機構 

まつもと医療セ

ンター松本病院 

国立病院機構 
松本市村井町南

2-20-30 
58-4567 

2 松本 病院 
信州大学医学部

附属病院 
国立大学法人 松本市旭 3-1-1 37-2737 

3 松本 病院 松本市立病院 松本市 
松本市波田

4417-180 
92-3027 

4 松本 病院 

一般社団法人衛

生文化協会 

城西病院 

医療法人 
松本市城西 1-

5-16 
33-6400 

5 松本 病院 

医療法人藤森医

療財団 

藤森病院 

医療法人 
松本市中央 2-

9-8 
33-3672 

6 松本 病院 

社会医療法人抱

生会 

丸の内病院 

医療法人 
松本市渚 1-7-

45 
33-0385 

資料１６ 

救急告示医療機関一覧表 

 

（松本市内） 

№ 保健所 

病院・

診療所

の別 

名称 開設者 所在地 
電話番

号 

1 松本市 病院 

独立行政法人国

立病院機構 

まつもと医療セ

ンター 

国立病院機構 
松本市村井町南

2-20-30 
58-4567 

2 松本市 病院 
信州大学医学部

附属病院 
国立大学法人 松本市旭 3-1-1 37-2737 

3 松本市 病院 松本市立病院 松本市 
松本市波田

4417-180 
92-3027 

4 松本市 病院 

社会医療法人城

西医療財団 

城西病院 

社会医療法人 
松本市城西 1-

5-16 
33-6400 

5 松本市 病院 

医療法人藤森医

療財団 

藤森病院 

医療法人 
松本市中央 2-

9-8 
33-3672 

6 松本市 病院 

社会医療法人抱

生会 

丸の内病院 

社会医療法人 
松本市渚 1-7-

45 
33-0385 
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7 松本 病院 

社会医療法人財

団慈泉会 

相澤病院 

医療法人 
松本市本庄 2-

5-1 
33-8600 

8 松本 病院 

医療法人中信勤

労者医療協会 

松本協立病院 

医療法人 
松本市巾上 9-

26 
35-5300 

9 松本 病院 

医療法人青樹会 

一之瀬脳神経外

科病院 

医療法人 
松本市島立

2093 
48-3300 

 

 

 

 

 

 

7 松本市 病院 

社会医療法人財

団慈泉会 

相澤病院 

社会医療法人 
松本市本庄 2-

5-1 
33-8600 

8 松本市 病院 

社会医療法人中

信勤労者医療協

会 

松本協立病院 

社会医療法人 
松本市巾上 9-

26 
35-5300 

9 松本市 病院 

医療法人青樹会 

一之瀬脳神経外

科病院 

医療法人 
松本市島立

2093 
48-3300 
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資料２１ 

防災関係機関一覧表 

 

９ 医療機関      

名称 NTT電話番号 

無線施設 

所在地 県衛星 

電話 

市デジタル 

防災無線 
その他 

信州大学医学

部附属病院

(管理課) 

35-4600(代)   ○   松本市旭 3-1-1 

まつもと医療

センター(庶

務課) 

58-4567   ○   
松本市村井町南

2-20-30 

相澤病院 33-8600   ○   松本市本庄 2-5-1 

藤森病院 33-3672   ○   松本市中央 2-9-8 

丸の内病院 33-0385   ○   
松本市渚１-７-

１５ 

一之瀬脳神経

外科病院 
28-3003   ○   松本市島立 2093 

上條記念病院 57-3800   ○   
松本市村井町西

2-16-1 

城西病院 33-6400   ○   
松本市城西 1-5-

16 

松本協立病院 35-5300   ○   松本市巾上 9-26 

㈳松本市医師

会 
32-1631   ○   松本市城西 2-5-5 

㈳松本市歯科

医師会 
33-2354   ○   

松本市深志 2-3-

21 

㈳松本薬剤師

会 
39-2557   ○   

松本市中央 4-9-

63 松本薬業会館

1F 

松本市立病院 92-3027   ○   
松本市波田 4417-

180 

資料２１－１ 

防災関係機関一覧表 

 

９ 医療機関      

名称 NTT電話番号 

無線施設 

所在地 県衛星 

電話 

市デジタル 

防災無線 
その他 

信州大学医学

部附属病院

(管理課) 

35-4600(代)   ○   松本市旭 3-1-1 

まつもと医療

センター(庶

務課) 

58-4567   ○   
松本市村井町南

2-20-30 

相澤病院 33-8600   ○   松本市本庄 2-5-1 

藤森病院 33-3672   ○   松本市中央 2-9-8 

丸の内病院 33-0385   ○   
松本市渚１-７-

１５ 

一之瀬脳神経

外科病院 
28-3003   ○   松本市島立 2093 

上條記念病院 57-3800   ○   
松本市村井町西

2-16-1 

城西病院 33-6400   ○   
松本市城西 1-5-

16 

松本協立病院 35-5300   ○   松本市巾上 9-26 

（一社）松本

市医師会 
32-1631   ○   松本市城西 2-5-5 

（一社）松本

市歯科医師会 
33-2354   ○   

松本市深志 2-3-

21 

（一社）松本

薬剤師会 
39-2557   ○   

松本市中央 4-9-

63 松本薬業会館

1F 

松本市立病院 92-3027   ○   
松本市波田 4417-

180 
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１０ 輸送機関 

名称 NTT電話番号 

無線施設 

所在地 県衛星 

電話 

市デジタル 

防災無線 
その他 

東日本旅客鉄

道㈱松本駅 
36-6071   ○   松本市深志 1-1-1 

アルピコ交通

㈱ 
26-7000 ○     

松本市井川城 2-

1-1 

中信地区輸送

協議会 
57-1919       

松本市笹賀 7570-

2 

日本通運㈱松

本支店 
26-3311       松本市出川 1-3 

第一交通㈱ 27-3332       松本市渚 2-8-20 

ｱﾙﾋﾟｺﾀｸｼｰ㈱

松本営業所 
75-1181       

松本市南松本 1-

1-25 

信州名鉄交通

㈱ 
27-4444       

松本市庄内 2-

3637-2 

相互第一交通

㈱ 
26-0005       

松本市筑摩 4-12-

6 

ｱﾙﾌﾟｽ交通㈱ 58-2021       
松本市芳川小屋

10-1 

ﾒﾄﾊﾞﾀｸｼｰ㈱ 46-2862       
松本市浅間温泉

2-7-21 

（追加）         

中信ﾄﾗｯｸ協同

組合 
86-0055   ○   

松本市笹賀 7570-

2 

 

 

資料２１ 

応援協定等の締結状況 

 

 

１０ 輸送機関 

名称 NTT電話番号 

無線施設 

所在地 県衛星 

電話 

市デジタル 

防災無線 
その他 

東日本旅客鉄

道㈱松本駅 
36-6071   ○   松本市深志 1-1-1 

アルピコ交通

㈱ 
26-7000 ○     

松本市井川城 2-

1-1 

中信地区輸送

協議会 
57-1919       

松本市笹賀 7570-

2 

日本通運㈱松

本支店 
26-3311       松本市出川 1-3 

第一交通㈱ 27-3332       松本市渚 2-8-20 

ｱﾙﾋﾟｺﾀｸｼｰ㈱

松本営業所 
75-1181       

松本市南松本 1-

1-25 

（削除）         

相互第一交通

㈱ 
26-0005       

松本市筑摩 4-12-

6 

（削除）         

ﾒﾄﾊﾞﾀｸｼｰ㈱ 46-2862       
松本市浅間温泉

2-7-21 

平成交通㈲ 57-0505    松本市内田 3396-

1 

中信ﾄﾗｯｸ協同

組合 
86-0055   ○   

松本市笹賀 7570-

2 

 

 

資料２１－２ 

応援協定等の締結状況 
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資料２５ 

緊急輸送路表 

 

長野県地域防災計画の震災対策緊急輸送路（松本市分） 

令和３年１２月現在 

    路線名 起点 終点 
指定

延長 

一
次
指
定
路
線 

高速自

動車道 

長野自

動車道 
岡谷ＪＣＴ 更埴ＪＣＴ 75.8 

一般国

道 

１９号 長野市高田 南木曽町県境 176.6 

１４３

号 

上田市１８号ＢＰ交点 松本市２５４号交点 46.9 

松本市岡田松岡 松本市１９号交点 4.4 

１４７

号 
松本市１９号交点 大町市一中東交差点 31.1 

１５８

号 
松本市１９号交点 松本市安曇県境 44.4 

２５４

号 
松本市１９号交点 上田市１５２号交点 32.3 

小   

計 
５路線 335.7 

主要地

方道 

松本

（停）

線 

松本市１４３号交点 松本停車場交点 0.3 

松本空

港塩尻

北イン

ター線 

松本空港 塩尻北Ｉ．Ｃ 3.9 

小   

計 
２路線 4.2 

一般県

道 

浅間河

添線 
松本市浅間橋 松本市１４３号交点 0.8 

資料２５ 

緊急輸送路表 

 

長野県地域防災計画の震災対策緊急輸送路（松本市分） 

令和６年４月現在 

    路線名 起点 終点 
指定

延長 

一
次
指
定
路
線 

高速自

動車道 

長野自

動車道 
岡谷ＪＣＴ 更埴ＪＣＴ 75.8 

一般国

道 

１９号 長野市高田 南木曽町県境 176.6 

１４３

号 

上田市１８号ＢＰ交点 松本市２５４号交点 46.5 

松本市岡田松岡 松本市１９号交点 4.4 

１４７

号 
松本市１９号交点 大町市一中東交差点 31.1 

１５８

号 
松本市安曇県境 松本市１９号交点 44.4 

２５４

号 
上田市１５２号交点 松本市１９号交点 32.2 

小   

計 
５路線 335.2 

主要地

方道 

松本

（停）

線 

松本市１４３号交点 松本停車場交点 0.3 

松本空

港塩尻

北イン

ター線 

松本空港 塩尻北Ｉ．Ｃ 3.9 

小   

計 
２路線 4.2 

一般県

道 

浅間河

添線 
松本市浅間橋 松本市１４３号交点 0.9 
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惣社岡

田線 
松本市浅間橋 松本市２５４号交点 2.7 

松本空

港線 
松本市１９号交点 松本市空港東 6.3 

小   

計 
３路線 9.8 

一次指定路線 １１路線 425.5 

二
次
指
定
路
線 

主要地

方道 

塩尻鍋

割穂高

線 

松本市今井東 松本市梓川梓 13.3 

奈川木

祖線 
松本市奈川奈川渡 木祖村薮原 31.2 

小   

計 
２路線 44.5 

一般県

道 

大野田

梓橋

（停）

線 

松本市梓川梓 松本市梓川北大妻 2.2 

松本空

港線 
松本市今井東 松本市空港東 1.2 

土合松

本線 
朝日村土合 松本市東耕地 5.7 

会田西

条

（停）

線 

松本市中川 筑北村４０３号交点 8.3 

波田北

大妻豊

科線 

松本市梓川北大妻 
安曇野市梓橋田沢

（停）線交点 
5.3 

小   

計 
５路線 22.7 

惣社岡

田線 
松本市浅間橋 松本市２５４号交点 2.2 

松本空

港線 
松本市１９号交点 松本市空港東 6.3 

小   

計 
３路線 9.4 

一次指定路線 １１路線 424.6 

二
次
指
定
路
線 

主要地

方道 

塩尻鍋

割穂高

線 

松本市今井東 松本市梓川梓 13.3 

奈川木

祖線 
松本市奈川奈川渡 木祖村薮原 31.2 

小   

計 
２路線 44.5 

一般県

道 

大野田

梓橋

（停）

線 

松本市梓川梓 松本市梓川北大妻 2.2 

松本空

港線 
松本市今井東 松本市空港東 1.2 

土合松

本線 
朝日村土合 松本市東耕地 5.1 

会田西

条

（停）

線 

松本市中川 筑北村４０３号交点 8.2 

波田北

大妻豊

科線 

松本市梓川北大妻 
安曇野市梓橋田沢

（停）線交点 
5.3 

小   

計 
５路線 22 
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二次指定路線 ７路線 67.2 

  全指定路線 １８路線 492.7 

 

 

 

 

 

 

二次指定路線 ７路線 66.5 

  全指定路線 １８路線 491.1 
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資料３３－３ 

松本市その他避難所一覧表（福祉避難所） 

 

施設名称 施設管理者 所在地（施設） 

デイサービスセンター ジョイ

フル岡田 
松塩筑木曽老人福祉施設組合 

岡田下岡田６７

７—１ 

デイサービスセンター やまび

こ 
松塩筑木曽老人福祉施設組合 

今井４８２０－

１ 

ショートステイ・ローズガーデ

ン 
社会福祉法人 心泉会 

中山６７８８－

３８ 

デイサービスセンター ツクイ

松本 
ツクイ松本 

井川城３－４－

４３ 

（追加）   

かがやきの家笹部 長野県高齢者生活協同組合 
笹部１－５－１

４ 

小規模多機能型居宅介護事業所  

ウエストべりー波田 

特定非営利活動法人  

デイサービス柔柔・やわやわ  
波田６４１９—１ 

（追加）   

（追加）   

（追加）   

資料３３－３ 

松本市その他避難所一覧表（福祉避難所） 

 

施設名称 施設管理者 所在地（施設） 

（削除）   

（削除）   

特別養護老人ホーム ローズガ

ーデン 
社会福祉法人 心泉会 

中山６７８８－

３８ 

デイサービスセンター ツクイ

松本 
株式会社 ツクイ松本 

井川城３－４－

４３ 

デイサービスセンター ツクイ

松本岡田 
株式会社 ツクイ松本 

岡田下岡田６７

７—１ 

小規模多機能型 

かがやきの家笹部 
長野県高齢者生活協同組合 

笹部１－５－１

４ 

小規模多機能型居宅介護事業所 

ブルーム松本 

特定非営利活動法人  

ブルーム・ケア 
波田６４１９—１ 

ほっとハウスしまうちの家 株式会社 北アルプスの風 
松本市島内 5278-

1 

特別養護老人ホームぬくもりの

里島立 
社会福祉法人芦田福祉サービス 松本市島立 282 

デイサービスきたえるーむ松本

今井 
株式会社長野環境システム 

松本市今井 4820-

1 
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らいふあしすと 社会福祉法人 アルプス福祉会 寿豊丘６４２—１ 

老人デイサービスセンター聖 松塩筑木曽老人福祉施設組合 
東筑摩郡麻績村

麻２１１７—１ 

 

 

 

（削除）   

（削除）   
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資料３３－５ 

（公共施設）公衆無線 LAN（Wi-Fi）災害時開放施設一覧表 

 

４ その他の施設に設置したもの 

Ｎｏ 施設名 住所 
避難者等が接続 

利用する SSID名 
設置者 備考 

1 松本駅前広場 
深志 1-1-

1 

Matsumoto_City_Free_Wi-

Fi 
松本市 

松本市観光

Wi-Fi ※ 

2 
松本市営大手

門駐車場 

大手 2-3-

10 
〃 〃 〃 

 （一部省略）     

 （追加）     

 

 

 

資料３３－５ 

（公共施設）公衆無線 LAN（Wi-Fi）災害時開放施設一覧表 

 

４ その他の施設に設置したもの 

Ｎｏ 施設名 住所 
避難者等が接続 

利用する SSID名 
設置者 備考 

1 松本駅前広場 
深志 1-1-

1 

Matsumoto_City_Free_Wi-

Fi 
松本市 

松本市観光

Wi-Fi ※ 

2 
松本市営大手

門駐車場 

大手 2-3-

10 
〃 〃 〃 

 （一部省略）     

18 王ヶ頭ホテル 

入山辺大

字美ヶ原

高原 

〃 〃 〃 
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